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はじめに

本統計研究参考資料No.111は、日本統計研究所が１９９０年はじめから重要視してきた男

女共同参画（ジェンダー）統計に関して、特に地方自治体での男女共同参画統計書づくり

をめぐって、２冊にわけた、そのＩである。

本研究所が発行してきたジェンダー統計関係の出版物には以下のものがある。

＜統計研究参考資料＞（請求に応じて無料配布。初期の一部に残部がない。ウエブサイトに公開)）

No.3４（1991）国連事務局『性的ステレオタイプ、性的偏りおよび国家データシステム』（翻訳）田中尚美

No.３９(1993）女`性と統計』関連主;要文献（翻訳）伊藤陽一・杉橋やよい

No.4０（1993）インストローと女性に関する統計中野恭子・伊藤陽一

No.４２(1994）ジエンダー統計の現状伊藤陽一・杉橋やよい

No.４５(1995）国連（1984年）『女性の状況に関する統計と指標のための概念と方法の改善』（翻訳）田中尚美

No.4９（1996）国連(1995年）『世界:規模のジェンダー統計に関するワークシヨップ』（翻訳）杉橋やよい

No.5１（1997）インストローとジェンダー統計伊藤陽一・水野谷武志

No.7１（2001）無償労働と有償労働のつながり（翻訳）伊藤陽一・橋本美由紀

No.7５（2001)ＥＣＥ地域のジェンダー統計ウェブサイト（翻訳と論文）伊藤陽一

No.8７（2004）ＩＣＴ・メディアとジェンダー問題・ジェンダー統計（翻訳と論文）伊藤陽一

No.91(2005）イギリス鬮家統計局（01VS）世帯サテライト勘定の(試験的)方法論橋本美由紀

No.9２（2006）ジェンダー予算・人中心の予算（１）翻訳と論文伊藤陽一

No.9８（2008）Eurostat世帯｡生産と消費一世帯サテライト勘定の方法と意義伊藤陽一

No.109（2010）ＵＮＥＣＥのジェンダー統計一ウエブサイト、関連会議と報告一(翻訳）伊藤陽一

く研究所報＞（請求に応じて無料で配布。ウエブサイトに公開）

No.35(2007ルジエンダー(男;女参画)統計

No.38(2009）ジエンダー(男女参画)統計１１

＜市販本＞

伊藤陽一一編箸(1994）『女`性と統計一ジェンダー統計論序説』梓出版社

伊藤陽一・中野恭子・杉橋やよい・水野谷武志、芳賀寛訳（1998）『女性と男性の統計論一変：革の道具とし

てのジエンダー統計』（BHedman,RPerucciandPLSundstrom(1996)mZgPn血mgSZzYtrmbs-AzM

Z9brChange-StatisticsSweden）梓出版社

見られるように、国際的な論議・活動を主にしており、またここでの関係者は日本の全

国レベルの問題をＮＷＥＣ編「男女共同参画統計データブック』他でとりあげてきている。

しかし、日本社会で男女共同参画を推進するため、そしてこのために不可欠な男女共同参

画統計視角が広く根付くためには、地方自治体の各レベルでのジェンダー統計活動が重要

である。実は、日本の各地方には、都道府県や政令指定都市レベルでの男女共同参画計画

とその進捗度報告（年次白書）を中心に多くの貴重な経験や蓄積がある。それにもかかわ

らず、そのbestあるいはｇｏｏｄpracticeが取り上げられて論議・一般化されていないし、活

動の指針が提起されているわけでない（上記のうち、研究所報No.３５に論文がある)。

本資料は、こういった地方男女共同参画統計論議・活動に注目して、重要な論点をとり

あげ、また実際活動を掘り起こす検討の一環である。ＩとⅡの２分冊になる。

本資料は、客員研究員の伊藤陽一が担当した。

2011年７月法政大学日本統計研究所
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1．地方男女共同参画（ジエンダー）統計害の諸タイプと検討課題

１．１男女共同参画統計害の諸タイプ

地方(都道府県、市区町村)における男女共同参画統計活動は、１９９９年に制定された男女共同参画社会

基本法で要請されている。基本法は９，１４~１６条で地方の責務を規定しており、特にその１４条では以下

を述べている。「都道府県は、 男女共同参画基本計画を勘案して（１）ア、当該都道府県の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画

計画」という。）を定めなければならない。．・・・・市町村は.・・・・基本的な計画（３）ア（以

下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない（３）イ」【参考資料

１参照】。これによって今日、都道府県と政令指定都市は、男女共同参画計画を持ち、その他の市区

でも計画をもつ地方自治体が増えている。さらに、日本では、政策をただ提起するだけでなく、政策の

実績を評価するスタイルが広がった。１９９５年の三重県をはじめとした地方での広がりを背景に定められ

た「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（2001年１月制定、２００２年４月施行）に促されている。

これらによって、日本の地方自治体における男女共同参画統計活用の文書は、今日では以下の形をとっ

ている。これは、基本法で要請されている都道府県レベルと、その他の政令指定都市、中核都市、特例

都市、その他市区町村レベルでは異なっている。

表１－１男女共同参画統計書の諸タイプ

●

■■■■■■l■■■日■■■
■￣■■■■■■■
ロローー■■■■■■■

●

指
標
‐
一

Ａ計画における住民生活の統計による提示と数値目標すなわち、多くの地方自治体は５年ないし１０

年にわたる計画を定めているが、その計画には、その地方の男女共同参画に焦点をおいた住民生活の諸

分野の現状を統計で示している場合が多い。１，２：1Ａである。

計画はもちろん目標を掲げる。多くの場合、目標は数値として示されている。ここには、地方自治体

の計画．政策によって成果を得ることのできる実行可能な目標を「成果目標」（３：１１Ａ）と、単に地方

自治体の政策のみによっては不可能な、全国的政策あるいは中央・地方政府の政策が直接的には及ばな

い民間部門の動向にも依存する「参考指標」（４：ＩＩＢ)、とがある。この２つを区分せずに、一般的に数

値目標としている場合もある。

Ｂ進捗度評価(年次報告あるいは白書)における進捗度の提示と評価ここでは､計画の目標に向けて年

次的にどれだけの進捗があったかが評価される。この場合、計画が数値目標を持つことが求められ、実

績値に基づいて計画、政策あるいは行政が評価されるようになった。男女共同参画計画に関しては、多

くの場合に、年次報告書(白書と名前をつける場合も多い)が提出されている（３，４，５：ＩＩＢ)。
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Ｃ独自の男女共同参画統計書男女共同参画に焦点をおいた住民の生活諸分野を統計で描いた文書

である。計画一年次進捗度評価が定着して､上記のＡとＢでの男女共同参画統計の利用に至る前の２０００

年前後までは、この単独の統計書が多く出版されていた。現在では、この書もウエブ上に公開されてい

るケースが多い。

Ｄ男女共同参画統計リーフレットＣのいわば簡約版として、広く市民への広報や学習等に活用す

るために更にしぼった代表的指標だけを掲載したものである。

ＣとＤについて、男女共同参画に焦点をおいた住民の生活諸分野を統計でえがいたものとしたが、男

女共同参画統計の活用の目的次第では、例えば、女性の健康や女性に対する暴力といった特定分野の状

況に絞って把握し、解決策をうちだすためのものもありうる。

1.2諸タイプにおける検討課題

すでに多くの地方自治体は、上記のＡ、Ｂを中心にして多くの経験を重ね、様々の創意工夫を累積し

てきている。ほぼすべての地方の上記の文書は、ウエブサイトに公表されているので、各地方は、他の

地方の文書を適宜参照しているであろう。しかし、諸地方自治体のそういった成果を相互交換・検討す

る機会はないままであり、研究サイドからの検討もない。膨大な作業の中からｂｅｓｔpracticeあるいは

goodpracticeをとりだし、一般化することが必要であろう。

さて、こういった現状の中で、地方における男女共同参画統計の一層の活用に向けての検討課題とし

ては以下がある。

表１－２検討課題 ’

【語句説明】統計指標

統計指標という用語は世の中に満ちあふれているとさえ言えるが、統計指標そのものが何かについ

ての説明は意外に少ない。

指標（Indicator）は、語義等を探ると、自然的、工学的、人体的、社会的、経済的など様々な現象

の動きや運行状況を示す、予測する、あるいは監視するpointer、index、（更にbarometerという近

似語もある)、装置、より広くは情報、といったところである。エコロジーでは、単一の植物や動物

の生存の有無が、環境悪化を強く示す場合には、それら種（の有無）がindicatorとされ、軍事や諜

報関係では、潜在的敵の意図や能力を反映する'情報項目がindicatorであるとされる。

全体として、「何らかの状況を代表的に示す」ものが意図されている。Indicatorそれ自体は質的で

もありうる。

これらを念頭におくと、統計指標については、現象の全体あるいは特定の側面を、（i）代表的に、あ

２

男女共同参画に焦点をおいた生活各分野

の統計による叙述

計画の数値目標の設定、実績数値提示と評価

１ 指標選択 １ 指標選択

２ 対応する統計データの入手と品質の吟味 ２ 対応する統計データの入手と品質の吟味

３ 統計表と統計図の作成 ３ 評価

４ 分析、文章化、仕上げ ４ 提供・公表

５ 提供・公表



るいは総括的に（基本的に、さらにはより本質的に)、（ii）数量で示す、（iii）項目、標識、属性といえ

るだろう。

具体的には、①代表的な単一の統計（系列)、②多くの場合には、幾つかの原統計系列を指数や、

比率等に転換するか要約・総合した（加工）項目である。より丁寧には、この指標（系列や項目）の

数値を「指標値」という。統計データそのものも、その統計がとりあげている問題にとって、代表的・

総合的に重要であれば統計指標と言われる。指数や比率等の場合には、かなりの数理統計的テクニッ

クを使ってまとめあげた加工度が高いものもある。

提示されている調査結果そのもの（－次統計データ）が詳細な統計原表に満載される数値だけであ

ると、統計利用者は、傾向などを簡単には読み取れない。そこで、比率等に加工された統計指標もあ

わせて提示することが多い。典型的例としては、人口現象では、人口構成（従属人口指数、老年化指

数)、人口動態諸指標（出生率、合計特殊出生率、死亡率、倍化年数)、性比、平均余命等々である。

その他、GDP、CPI、景気動向指数など多様な無数に近い統計指標がある。

男女共同参画関係の統計指標に関しては、以下の３でとりあげるし、参考資料の４，５でより詳細

な例をとりあげている。

1.3男女共同参画に焦点をおいた生活諸分野の状況の統計による把握

（１）指標の選択

住民の生活諸分野での男女共同参画に焦点をおいた状況をあらわす統計・統計指標は何か。これは、

男女共同参画統計書作成の出発点での最重要問題である。生活分野別に、男女の状況、格差や差別をあ

らわす指標を選択する場合、分野をどう区分し、どう配列し、各分野での不平等を適切に示すためにど

のような統計・統計指標を選択するカコの問題である。

特に、この指標選択の問題は、過去２０年から３０年以上、国際的・国内的に多大のエネルギーをかけ

て論じられてきた。指標選択には、まず、各分野について理論的にどのような統計・統計指標が望まし

いかの論議がある。地方の男女参画統計については、（i)その地域の特徴を示す指標、（ii)地域比較を可能

にするための基本的共通指標、（iii)統計指標のための具体的な統計を入手可能であるかどうか、が検討点

になる。今日では、これら統計指標は、長い論議を経て、国際的に、日本全体について、そして地方自

治体のレベル別（都道府県、政令指定都市、その他市区町村別）に、具体的に男女共同参画統計書(計画

や参考指標)として、各様に用意されている。したがって、理想的な基本的指標を提示しながら、既存の

統計指標を検討して選択する作業が効果的であろう。既存の統計指標は、これを作成する原統計データ

入手可能であることを示しているからでもある。とは言え、他方で、既存の指標を踏襲してしまって、

より適切な指標を開発していく努力に消極的になってはならない。

(2)統計の入手可能性と統計の品質の検討

理論的・理想的に欲しい統計指標を考えたとしても、これを作成する原データを実際に入手できるか

を検討しなければならない。指標の具体化に使われる統計には、調査で得られる統計(調査統計)と、行政

事務過程から作成される統計（業務統計）とがある。日本の代表的な統計の多くは、国が実施する統計

調査の結果である。しかし、国の統計調査結果は、全国、さらには都道府県レベルの統計データを提供

しているが、市区町村レベルまでは与えないことが多い。都道府県市区レベルでは独自の統計調査を行

う場合があるがｖ資金や人手の制約もあって、多くはない。この中で、地方で独自に行われている男女

共同参画調査としては、意識調査が多い。この意識調査の有用性と限界一意識調査は、現実の諸状況の

３



客観的な確認ではなく、あくまで人々の意識、感じ方を通じての調査である－を理解していることも重

要である。この空白を埋めるのが、行政業務過程に随伴して生みだされる業務統計である。どのような

業務統計が提供されるかは、地方のレベルによっては明確ではない。各地方の既存の男女共同参画統計

活動の中で提供されている業務統計に注目し検討すべきことになる。

対応する統計データをひとまず入手できたとしても、その原統計データが、正確であり、信用できる

かを検討することが必要である。国際的、国内的に出まわっている統計データの中には、信用できない

データもある。現実の状況や政策の進捗状況の不正確なデータは、現実を正しく伝えておらず、判断の

誤りを導く。統計データの品質を検討することは、男女共同参画統計活動にとっても不可欠である。

(3)統計データの読み（統計に比較・分析)、統計表・図の作成、検討結果の叙述

統計データを獲得できれば、まず、その地方に関する既存の知識にもとづいてそれらデータを検討す

ることになる。統計データの検討は、統計データを材料にして、現実の状況を理解することである。統

計データを揃えてみるだけで、現実の分析ができるわけではない。多くの場合、これまでの知識、経験、

研究等によって､その地方の(男女共同参画の)状況に関して予備的な把握があり、統計データを参照して、

その把握をより確かなものにするというプロセスが進む。これまでの知識・理解が統計データによって

確認されなければ、これまでの知識・理解が部分的あるいは全面的に誤っていたことになる。

予備的知識・理解が全くない場合もある。予備知識が無い中で、統計データから新たに事実を発見し

ようとすることもある。

これらの統計データの分析をどう進めるか。ここでは、他の地方との比較、過去からの変化を比較す

ることが必要である。そして、分析者自身のために、また読者向けに、状況を示す必要な統計データを

適確に要約表現する－統計表・図一も必要である。さらに、以上の統計データによる検討結果は、読者

が簡単に入手でき、理解できるように、提供されなければならない。

1.4計画の数値目標の設定、実績数値提示と評価

計画における数値目標の設定では、統計データの入手可能性を考慮した上で、計画に数値目標を与え

る指標が決定される。このプロセスでは、まず、計画の実施項目に対応する適切な統計指標は何かを理

論的に検討し、ついで選択した指標に具体的数値を与える統計データがあるかどうか検討される。すな

わち、データの入手可能性を配慮して、選択指標を決定することになる。この指標の選択の適切`性が、

第一の検討課題になる。

計画の数値の場合には、生活各分野の男女共同参画の状態をどんな指標で表すかという先のケースと

は異なり、計画諸項目に対応する数値獲得可能な指標をしぼるのであるから、より容易な過程ではある。

そして、目標年次に到達すべき数値目標が妥当であるかが第二の問題になる。目標値が高すぎるか、

低すぎるかに関して基準はない。とはいえ、男女共同参画社会への前進の重要なテコになる施策項目一

指標一の目標数値をどう設定するかは、男女共同参画社会の実現、各分野での前進をどれだけ切実かつ

緊急にとらえているかを示すものになる。

第三に、年次的な取り組みの実績数値を示し、進捗状況をどう評価するかの問題がある。これは統計

データそのものに関してよりも、実績数値データをどう読むかの問題であり、第一、第二の問題がより

基本的であり、重要である。この評価に関しては、評価の体制一自己評価・外部評価の実施、評価づけ

（Ａ・Ｂ．Ｃ、１～５，％）など多くのタイプがある。

なお、計画における数値目標に関しては、先にもふれたが、地方政府が項目の実施に関して、権限や
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予算等資金その他の資源動員力を持っていて、地方政府の直接責任下にある項目に関する「成果指標」

がある。そして、地方政府だけでなく、日本社会全体の動向や中央政府の施策、民間企業他の対応など

多くの要因に結果が左右され、したがって地方政府の責任にはならない「参考指標」がある。この参考

指標は、１．３でみた指標と重複する場合が多い。とはいえ、この成果指標と参考指標の区分も必ずしも納

得いくものになっていない場合がある。

また、成果指標に関しては、地方政府の業務統計が発掘されてきている。諸地方でのこの成果指標を

収集・検討する中で、地方で獲得できる統計データを新たに発見・確認することができる。

1.5男女共同参画統計の市民的活用

上記の１．３，１．４は、地方政府が計画や年次報告に統計を織り込む場合の問題であった。他方で、地方

政府職員も参加しながら、市民が男女共同参画統計を活用して、地方政府の計画や年次報告を吟味した

り、男女共同参画に関わる一般的あるいは特定の問題を検討したり、あるいは男女共同参画統計を学習

しようとする動きも一部にはある。地方の男女共同参画が、広い住民の理解を背景に進められるべきで

あるとすれば、こういった学習的活動の強化はこれから重視するべき方向であろう。

ここでは、（i)統計データを使って現状を把握することの重要性一統計データの機能と利用にあたって

の注意点、（ii)代表的な統計・統計指標、（iii)地方で入手可能な統計データ、（iv)統計データの統計表・図

での表現、（v)分析結果の文章化と提示、等の全体あるいは－部が、学習すべき要点となろう。

1.6本冊子でとりあげる問題

以上によって、地方の男女共同参画統計書の作成に関わって、説明・検討すべき主な点は、(1)そもそ

も地方男女共同参画統計の意味と重要性、(2)男女共同参画に焦点を置いた統計指標の選択、(3)地方での

男女共同参画統計データの入手可能`性、(4)関連して統計を入手できない場合の地方独自の統計作成一標

本調査と業務統計、（５）地方男女共同参画計画等における数値目標設定と実績評価l、（６）地方男女共同

参画統計書の統計表と統計図による表現、（７）分析、叙述、仕上げ及び提示・公表、がある。

そして、地方自治体による男女共同参画統計活動での豊富な経験や蓄積を汲み上げ、また促進するた

めの学習会の教材の検討等の、より実践的な論議も必要であろう。

これらの諸問題を､統計研究参考資料の２つの号にわけてとりあげることにした。目次にあるように、

本号(No.111）「そのI」では、上記のデータの入手可能性までを、参考資料とともに論じる。以後につい

ては近い号（「その11」）でとりあげる予定である。

本号の表３－３とその元になっている参考資料５は、なお作成過程中の暫定的表で薑ある。そして、さら

に本資料が地方で積み上げられてきている男女共同参画統計書の豊富な経験・実績を十分に吸収してい

るとはいえない。本資料を基礎にして、また地方の男女共同参画統計活動に持ち込む中で、より進んだ、

あるいは平明な冊子や案内書が作成されることを思い描いて「暫定版」としているのである。

１関係文献．規定として、①梅田次郎、小野達也、中泉拓也（2004）「行政評価と統計」
②総務省「行政機関が行う政策の評価に関する法律」および関連諸規定（

日本統計協会

http:"ｗｗｗ・soumu､臼ojD）

政策評価の実施に関するガイドライン：平成１７年１２月１６日：政策評価各府ｕａｕｈｔＩ/mainsosikyh

省連絡会議了承、平成２２年５月２８日一部改正
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２ジェンダー（男女共同参画）統計とその必要、および地方ジェンダー
統計の経過

以下の２．１の説明は、事例などを省略して必ずしも丁寧ではない。いくつかの事例は２．２にある。改

めてより丁寧な説明版を用意する必要を感じているが、ここではあくまで要約にとどめる。筆者は、男

女共同参画統計を、国際的に論議されているジェンダー統計と同じ意味で使っている。以下ではジェン

ダー統計という言い方を主として使う。

２１ジェンダー(男女共同参画）統計とは何か

(1)ジェンダー統計データとは、ジェンダー問題に関する統計データであるジェンダー統計とは、（i）

社会における男女共同参画の状況を把握し、（､）参画の遅れとその原因・背景を分析し、（iii）解決策を

立案し、（iv)解決策の実施状況と効果を評価するため、の統計データである。ここでのジェンダー統計

という日本語表現を英語に翻訳すると、「ジェンダー統計」であり、１９８０年代以降国際的に議論されて

きている。

ここでの説明も、ひとまずは、日本よりも早くから論議されてきた国際的な「ジェンダー統計」に関

する議論をふまえて、筆者なりの理解によっておこなう。

あらかじめつけ加えると、「ジェンダー統計活動（運動)」とは、（１）ジェンダー問題を対象とした、（２）

政府、民間、研究者等によるジェンダー統計データ・統計指標の生産・貯蔵・公表、および、（３）ジェン

ダー統計データの利用･加工（方法と実際の分析）にわたる活動の一部あるいは全体である。

また、ジェンダー統計（理）論とは、ジェンダー統計データとジェンダー統計活動（運動）の一部ま

たは全体を研究する理論であり、社会統計学の一部を構成している。

(2)「女性に関する統計」ではなく、「ジェンダー統計」である。留意点の第一は、ジェンダー統計

は、「女性」に関する統計ではなく《ジェンダー関係・ジェンダー問題（男女の社会的関係～生じる差別．

格差等の問題）に関する統計だ、ということである。女性に関する統計データは、既に１８００年代の後半

から幾つかの国で作成され使用されてきた。この中には、男女の社会関係にかんする重要な統計データ

や統計書があり、いまでも十分に参照されるべきものがある。しかし、１９９０年前後から、性差別や格差

を社会的に構成された男女問の関係とみる「ジェンダー」という考え方が統計の分野にも及んで、「女性

に関する統計」から、「ジェンダー統計」になった。

これについて、１９９６年に書かれた以下の説明がわかりやすいだろう2。

今日のアプローチ

ジェンダー統計

誰のために？

すべての政策立案者〈企画者と一般国民のための、社会

の全分野における女性と男性に関する統計

沮去のアプローチ

女性に関する統計

女性擁護者のための女性に関する統計

２伊藤陽一他訳(1998)「女性と男性の統計論一変革の道具としてのジェンダー統計｣梓出版社､ｐ,４３､原本はＢ、

Hedman，RPeucciandPLSundstrom(2006)助gPndDzmgSZatrStibs-趾ZMZbrChang＆StatisticsSweden
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何が問題か？

女性に関する統計がない 統計がジェンダー問題を反映していない

女性と男性に関する統計においては、系統的な誤りや

偏りがしばしば生じる

何が行われるべきなのか？

統計が性別に収集されるべきであり、すべての統計が性別に生産、分析、提示され、社会にお

統計と指標が女性についてだけ計算、分析けるジェンダー問題を反映しなければならない
提示されるべきである

女性に関する統計はジェンダー統計の生産は次の点で全統計体系に統合され
・収集されなければならない なければならない

・女性のデータベースに貯蔵されなければ・収集

ならない・貯蔵

・別個に提示されなければならない・提示

それは誰の責任か？

女性担当本部機構/女性団体政府統計機構

(3)ジェンダー統計データは、単なる性別統計ではない第二の留意点は、ジェンダー統計データは、

単なる`性別統計資料のことではないこと、である。これには、２つの意味がある。１つには、例えば、

女‘性と男性の身体的差異を示す体重や身長といった‘性別統計は、ジェンダー問題を発掘するものとして、

前提にはなるが、「単なる性別統計」であって、ジェンダー統計データそのものではない。「ジェンダー

問題に関わる`性別統計」こそが、ジェンダー統計データの主要な構成部分になる。２つには、「性別に示

された統計」は個人や人間の集団に関する限りのものである。「ジェンダー問題に関する統計データ」に

は、個人あるいは人間集団に直接は関係しない、したがって「性別統計」として示されない重要な「ジ

ェンダー統計データ」がある。例えば､(a）男女の生活に密着する環境悪化そのもの、リプロダクテイブ・

ヘルスや安全・暴力等にかかわる医療施設、装備や機器、シェルターや専門家・職員体制等に関する統

計データ、(b）育児休業取得率の高い企業や組織、両立支援政策を重視している企業数等や分布等の統計

データ【厚生労働省の「雇用均等調査」がとりあげている】、（c)起業等をふくめて企業活動に関わる税、

金融等､あるいは家族手当や年金給付において男女格差に影響を与える制度・政策に関する統計データ、

(d)性別表示を伴わなくても、無償労働の時間測定・貨幣評価した統計データ、等もまたジェンダー統計

として不可欠であるか、重要である。

すなわち、ジェンダー問題を理解し、検討する上で、人々に関わらない企業や組織・施設、制度等の

データもまた不可欠である。したがって、「ジェンダー統計＝性別統計」という理解は、個人や人間集団

のデータに関しては正しいのだが、ジェンダー問題にかかわる企業・組織・制度等のデータを除外して

しまうことになり、狭くて、一面的な理解にとどまる。ジェンダー統計の中国語訳が「性別統計」とさ

れていることもあって、しばしばこの理解があるが、狭い理解であるということに注意しよう。

(4)男女を対比しながら示すことが必要である男女の社会生活の多様な側面において、特に、男女の

社会的状況の差異・格差・差別を、「男女を対比しながら示す」のがジェンダー統計表･図である。女性

に関する統計、あるいは統計書は数多くある。しかし、そのかなりが、男女を対比しながら統計表や図

を示す「ジェンダー統計」になっていないことについては注意を要する。例えば、特に結婚・出産・育

児期の女性の就業率が低下することを示す、年令と労働力率をクロスさせた－いわゆる馴染みのＭ字型

曲線の－図（図２－１，１４ページ）がある。ここで女性のＭ字曲線だけを描いた図は「女性の統計」にと

どまる。同じ図の中に女性のＭ字曲線とともに男性の労働力率線を示してはじめて、女性と男性を対比

した「ジェンダー統計図」といえる。もちろん､Ｍ字型の時系列的変化や潜在的就業曲線をみるために、
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女'性のみの労働力率線を作成することはありうる。しかし、まず男女を対比した図を描くことから出発

するべきである。

以下の(5)～(6)は、いくらか統計の専門的説明なので、読者の関心次第では飛ばしていただきたい。

(5)ジェンダー統計データには、統計調査の直接的結果である統計データから、関係する統計を分析し

た結果データ、さらに計画・政策の数値目標などがあるジェンダー統計データは、（i）統計調査一調査

にもいろんな種類があるが－例えば､Ｍ字型曲線のような労働力調査からの直接的結果であるデータ(－

次統計データ)、（ii）多くの一次統計データを組み合わせて調整加工して作成する無償労働時間あるいは

無償労働金額などのような統計データ（総合加工統計と呼ばれる)、（iii）以上の統計データを統計的計

算・分析手法を適用して、得られる、例えば、女`性の就業率と合計特殊出生率の相関図や性別賃金格差

の計算の一部などの結果数値・表や図、がある。（iv)また、計画や政策の目標として掲げられる数値があ

る。この数値目標は、社会の実際状況に関するデータではなく、将来に向けて予想した数値なので、（i）

～(iii)とは異なっている。とはいえ、数値目標も、現実の延長線上に政策が効果をもって獲得される数値

であり、現実と無縁ではない。（iii)の統計分析における公共料金の値上げや政策・計画の経済効果の影響

とかの数値と類似といえるだろう。ということであれば、（v)計画・政策の評価において数値がとりあげ

られる場合も、統計データ、と広く解釈できる。

この(i)～(v)のそれぞれでの統計データや数値は、ジェンダー問題の把握や解決に向けた適切なデータ

であることが必要である。この適切性は、国際的にはここ１５年ほど「統計の品質」の問題として論議さ

れてきた。ここでは、検討している問題に対応した統計データであるか、その調査や分析の過程で使わ

れる調査方法、分析方法、データの提示・公表の方法が適切かどうかが検討されることになる。

（６）ジェンダー統計データの全体的充実のためには、ジェンダー統計データの生産・提供・分析・貯

蔵の在り方や国民的活用を促進する中央と地方の統計機関や男女共同参画機関の体制の整備が関係する。

上にみたようなジェンダー統計データを充実させ、これを政府、地方自治体、大学等での研究や、住

民が有効に活用するためには、統計委員会、そして中央と地方の統計機関の担当者が男女共同参画の重

要性を理解し、男女行動参画担当部署の担当者が統計の重要性を深く認識していることが求められる。

特に日本の場合には、総務省統計局と各府省の統計担当部署にジェンダー統計に関与する担当者をおき、

他方で男女共同参画局と各府省と地方自治体の男女共同参画担当部署にジェンダー統計に責任をもつ担

当者をおき、統計機関と男女共同参画担当機関の間で協力・連携することが必要である。これらの措置

は日本では不足していたし、現在でもそうである。統計機関と男女共同参画担当部署との間で協力・連

携を強めることが、とりわけ地方自治体で必要である。この動きに、大学などの研究活動や関心ある市

民のジェンダー統計活動が、適切に関与することが望ましい。そして、統計機関が、研究や市民活動か

らのニーズをくみ上げて、ジェンダー統計を豊富にし、ジェンダー統計へのアクセスを容易にすること

も求められる。ジェンダー統計に関する論議は、これら関係機関の在り方をも取り上げることになる。

2.2ジエンダー統計の必要性

ジェンダー統計はなぜ必要なのか。以下で、ひとつには、統計データには有力な働きがある、ふたつ

には、特に日本での「ジェンダー問題」が深刻なので、この統計、すなわち、ジェンダー統計データが

重要である、という２点において説明する。
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2.2.1男女行動参画統計の必要性①－統計データは､社会現象の総数･総量をとらえる数字である

_その有効な働き

統計データは、社会・経済の認識（知る）手段として次の特徴を持つ。

(1)現実の状況に数辻的側面があるまず、あらゆる議論に先だって、自然や社会という現実（客観）

が常に必ず質と数辻の側面を持っていることをしっかり確認しなければならない。人々は、この現実を

知り（認識し、あるいは写しだし＝写真に類似）、働きかけ、人類・生物・環境のために状況を改善し

ている。この認識において、また働きかけの方向づけにおいて、統計データは貢献する。

(2)統計数は具体的な数字である個々の認識において、統計数は、第一に具体的数字である。数字に

は、数学で扱う抽象的数字と、現実を具体的に写しだしている（言い換えれば、何らかの観測を通じて

得られる）具体的数字がある。統計数は具体的数字である。具体的なあるもの（質的に定められる）で

あり、同質であることが前提されて、その事象や側面の数量が与えられる（数え、測定できる）。この

数字は、具体的な現実そのものを具体的に、詳細に示すものでもある。

統計学のひとつの出発点に位置するウイリアム・ペテイー（WilliamPetty<1623～87>、『政治算術」

（PoliticalArithmetick､ｏｒ・・・…<1690>－岩波文庫(1955)）は以下のように述べた。「私が・・採用す

る方法は、現在のところあまりありふれたものではない。というのは、私は比較級や最上級の言葉のみ

を用いたり、思弁的な議論をする代わりに・・・自分の言わんとするところを、数、重量、または尺度

を用いて表現し・・・自然の中に表現しうる基礎をもつような諸原因のみを考察する・・・個々人の移

り気意見、好み、激情に左右されるような諸原因は、これを他の人たちが考察するのに任せておくので

ある」。言い換えてみよう。「非常に大きい、多い、かなり大きい、わずかである」といったあいまい

な表現ではなく、また、「もし○○であれば、こう云える、▽▽であるはずだ」と仮定して、あるいは

類推によって結論をだすのでなく、何よりも、具体的な数値、事実を確認して、検討を深めようではな

いか、ということである。

(3)統計数は個別事例ではなく現実の全体、あるいは総体の構成や動向を示す第二に、統計数は個

体についての数字ではなく、個体を集めた集団の数辻的側面についての数字である。「誰だれさんの家

族は何人」などという場合には、特定のケースに関する個別の数字であるが、世帯員の数が合計されて

人口とされるとき、これは集団についての数字であり、統計数である。言い換えると、総計数、合計数

でみる、個別のケースではなく多くのケースを総体としてみる、ということである。

総数・総迂の認識材料である点で、例外的事例にふりまわされることなく、大勢、基本動向、基本構

造の把握に貢献する。これによって、「統計で見る」、「統計的に見る」とか「統計的思考」という場

合には、数字で、しかも集団的にみる、ということが最初の意味だと考えてよい。

数字データには、個体、例えば１つの企業についての数量資料＝財務諸表がある。これは、あくまで

も個体についてのものであり、会計記録（資料）である。多くの企業をとりあげて集団についての数字

データになった場合に経営統計あるいは企業統計になるのである。

(4)統計表は数量的側面と質的側面の両方を示す。ここまで、統計数が具体的な総数・数量を示すこ

とを述べた。ここで留意したいのは、統計数値が示される統計表は実に多くを語っている点である。具

体的数字であるという場合の「具体」とは「質」のことである。統計表は、数値を獲得した社会現象に

ついて、タイトル（表題）、表頭（表の－番上にある列区分による説明欄）、表側（表の左右にある行

区分による説明欄）によって、どこの地域の（スウェーデン、日本、首都圏など）、何の（人口、労働

力）の、どの側面の（`性別、活動状態）、何時(2004年など）の、数字であるかを示している。そして、

表の下欄に、注意書きや、この表の（統計の）出所（源泉）が示される。これらは社会現象の質的側面
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を、具体的に区分して示している。表におけるこれらの区分で与えられるセルに数値が示される、表に

質的側面に具体的区分を与えて分類表（例：国際職業分類一日本標準職業分類）を作ることも統計生産

作業の重要な一環であり、成果である。その上で、調査等の統計作成によって新たに合計数が獲得され

る。すなわち、統計データ・統計表は質を前提して、総数・総辻を示すデータである。

(5)さらに、統計表をグラフ化した統計図表は、変化・発展傾向（時間的、歴史的経過）や国別、地方

別（場所的、空間比較）の相違や全体にしめる部分等を直感的に、簡単に認織させる働きを持っている。

(6)統計数には、調査結果である統計データの他、計算加工した数値など種々ある。世界の将来人口

予測で先進国と発展途上国の比率を計算すると、1950年の１：２．４が、1990年にｌ：４．４，２０００年に

1:5,2025年に１：６になる。統計表には、こういった比率が多く掲載されている。これらの数値は統

計比率といわれる統計数値の一種である。数値の大小や変化等がこういった比率に換算することによっ

て、より容易に理解できる。すなわち、統計データには、調査の直接的結果としてのデータと、それら

データをさらに計算加工したデータがある。統計データといっても、計算的な加工の度合い（レベル）

が浅かったり、深かったりする様々な数字がある。

(7)統計データは､事実の代替物として事実に即した論議に､研究上では理論や仮説の実証に貢献する

より専門的な話に及ぶが、第一に、統計数字に具体的に写しだされている現実が、自然的現象なのか、

社会的現象なのか。その観測過程にひきつけて言って、実験室あるいは自然観測の結果である自然観測

値なのか、社会統計調査などの社会観察の結果である数字なのか、も問題になる。この区分は、日常的

にもまた自然科学でも、多くの場合に無視されている。しかし、社会研究に馴染んだ社会科学あるいは

社会統計学からみると、社会に関するデータは固有の性格を持っている。したがって「社会」観測の結

果およびその加工結果である数字を、より厳密な意味、狭い意味（狭義）での統計とする。自然の観測

結果である集団的数値をもふくめて統計というときは広義の統計としてよかろう。

第二に、研究上の位置づけにもふれておく。理論的認識（理論的認識：自然・社会の基本・本質につ

いての認識）との関わりから見ると、統計は現実の反映物（写真に類似）であり、従って理論と現実を

つなぐ位置にあり、実証的（経験的=enUDirical）研究(research)に貢献する。

すなわち、ひとつには、理論を実証（検証）することに貢献する。（抽象的）理論を現実と照らしあ

わせて、これまでの理論がなお、現実を説明しているかを検査する働きをする。もうひとつには、理論

がない分野で新しい傾向を発見し、そこから新たに理論を発見することに貢献する。実証研究のために

材料としては、統計データの他に、個体についての数量的データ、実態調査（質と量について、しかし

小規模）結果資料、質的資料等がある。

(8)統計データのこれまで見てきた働きは、①現実を認識するため、②政策・計画の立案のため、③政

策効果の監視・評価するために役立てられる。これを男女共同参画の点からみれば、ジェンダー統計デ

ータは、且男女差別や格差の現状を知り、この状況をもたらしている社会的背景や原因・要因（男女平

等に向けての前進を阻害している要因）を明らかにし、□男女平等を阻害する要因を除去し、男女平等

を推進する政策・計画を立案し、回政策・計画の効果・進捗状況を把握し、ときには計画・政策を補強

修正するための、不可欠の道具である、ということになる。

このうち、ロジェンダー統計が男女差別や格差の現状を知るための有力な道具・情報である点で、差

別･格差の解消に向けて意識を高め、また広い人々に理解を広め、政策立案者に正しい政策方向を求め、

回、回に進むことができる。ジェンダー統計の国際的に基準とされたテキストでは、ジェンダー統計の

これらの働きをみて、以下のように叙述された。「男女にかかわる統計は、次の理由で必要である。す
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なわち、・意識を高め、政策立案者を説得し、変化を促進するため。・変化に向けた措置を激励するた

め、・政策と措置に偏りのない基礎を与えるため。・政策の措置を監視し評価するため。」

ジェンダー論では､意識を高めること（consciousnessraising)が出発点で強調されることがある。

格差や差別の正確な把握によって、男女平等の必要を意識することは重要である。とはいえ、ここ

で＋分に留意すべきことは、第一に、男女参画統計が、意識を高めるための道具・武器になること

ができるのは、これまで説明してきた統計データの働き－現実を具体的、総量的数値として写し出して

いる－からである、という点である。そして第二に、そのジェンダー統計データは、正確性など、高い

品質のものであることが前提になる点、である。

この統計の品質に関して、

(9)統計データは、一面性や誤りを持つことが多い．この限界に十分注意しなければならない。

①統計データに対して、常に批判的な眼を持ち、注意深い使用を心がけるべきである

(i）統計データが提供・公表されるまでの統計作成(統計調査)の各レベルで、その統計データが現実を

正しく伝えているか（統計生産く調査＞が正しく行われたか、計算加工が正しく行われたか）が問われ

るべきである。

(ii)社会・経済に関する統計数字（狭義の統計数）は、社会を対象にして、社会関係の中で作成される

資料であるために、多くの限界や一面性を持ち、誤差をふくみ、さらには偽りのものであることすらあ

る。この点は、自然を測定した観測値の多くとの大きな相違点である。統計データが示すところは何か

（現実をどのように写しだして［反映して］いるのか）、統計データが現実を誤って伝えていないか、

の検討が常に必要である。この検討なしにその統計を利用するなら見当はずれとなり、計算を急ぐなら

現実の研究とかけはなれた「計算遊戯＝お遊び」、さらには「大がかりな計算に基づく数値的詐欺」に

はまることになる。

②統計に対する２つ（両極）の誤った対応一統計への過信と不信も避けるぺきである。

(i）「統計データ」＝客観的・真実という思い込みはいけない統計が特に数字で示されることから、

多くの人には、統計数が与えられれば、正確（精密）で、客観的であると、信じて（受け入れて）しま

う傾向がある。これは、統計（数字）宗という信仰のひとつであり、「事実に即する」、「客観的であ

る」あるいは「まずは全てを疑うところから出発する」という本来的な科学的精神とは無縁である。

統計データは、実験室の測定値とは違って、複雑な社会・経済を対象とし、社会（人と人の）関係の

中で生産され、社会的に影響を与える形で発表される。ここから統計数は様々な歪みをふくむことにな

る。国勢調査その他各種の統計調査の実施の難しさを思い浮かべれば良い。

（ii）統計不信による使用拒絶も避けるぺきである他方で、統計データのこの歪みを絶対的なものと

みて、統計を頭から否定してしまう対応、統計拒絶主義(統計ニヒリズム)がある。しかし、全体的な把

握を統計なしに行うことはできない。統計は正しく生産されるなら、現実の数量的、総体的側面の何ら

かの反映である。この統計を拒絶してしまうと、現実を知り・理解する（認識すること）の放棄につな

がる。あいまいな、－部分的・一面的な認識によって、行動することになってしまう。

(iii）吟味しながら利用すること、さらにはできるなら自分たち自らでデータを獲得することをめざす

ことが必要統計データを頭から信じてしまうことと拒絶することのいずれもが、一面的である。大

切なことは、統計データやデータ作成や計算加工の数理的手法を十分に注意をしながら活用していくこ

と（批判的利用）である。特に、数理統計的手法について見れば、数理的には精繊であっても、社会・

経済の現実とはかけ離れたモデルによって、無意味な結果しかもたらさない分析が、実に多く登場した

し、登場している。数理的手法の限界を反省しない（従って実は、数理的手法の適用の在り方を理解し
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ていない）利用・応用である。数理的手法の適用が有効であるためには、手法を適用する統計資料の真

実性の問題、その手法が持つ仮定・前提に注意し、また計算結果が、社会・経済分析にとって意味があ

るかどうかを十分注意しなければならない｡統計データがふくむ社会的に重要な情報を失わない､社会・

経済の基本を摘出する、数理的手法の開発が望まれる。

（iv）統計データの正確性などを説明し、入手可能性を容易にすること－「統計の品質」の向上が、統

計データの提示にあたっての国際的常､脳になっている３国際的に先進国の政府統計機関では1990年代

以降、特に2000年代に入って、利用者本位の統計活動（国民による統計データの利用）を重視して、発

表する統計データの正確性などに関する説明を詳細に行い、利用者が容易に入手できる形で提供するよ

うになってきている。これらの動きは「統計の品質」を向上させる活動として、ヨーロッパ連合を中心

にして進み、国連の統計委員会もとりあげている。日本でも最近では、幾つかの動きが進みつつある。

これらの動きには、住民・市民が、国や地方の統計活動に要求を提出し、統計機関の側がこれに対応す

る改善をはかり、回答・説明をすることが必要とされている。

「統計の品質」とは、①適合'性：利用者の必要性に応えていること－適切な概念に基づく統計がある

こと、②正確性：数値の誤差が小さいこと、③適時性と定期性：統計が速やかに、また予定期日に公表

されること、④アクセス可能性と明瞭性：利用者がデータを容易に入手できること、統計データは理解

しやすいものであるべきこと、⑤整合性・比較可能性：ある統計が他の統計と組み合わせて利用でき、

あるいは比較可能であること、⑥解釈可能性：適切に解釈し、利用可能であること、このためには統計

データに関する必要な背景や関連情報、補助的情報が添えられていることが必要である、等々である。

今日の統計先進国や国際機関は、統計データの提供を、主としてウエブサイト上で行い、データの品質

をふくむ補足的J情報を豊富に提供するようになっている。

2.2.2男女共同画統計の必要性②－極燭な男女格差社会であることが､日本の一層の社会発展を阻

んでいる。世界と日本と地方で男女共同参画の現状を認織し、参画を推進する必要がある

(1)世界で目立つ－そして特に先進国中では極端な一日本社会の男女格差

①世界を広く支配している男女格差･差別男女格差は、改善の動きはあるものの世界的に広く行きわ

たっている。世界的な男女格差・差別に関する主要な代表的文書は、（i)1995年の第４回国連世界女性会

議（北京会議）の「宣言」と「行動綱領｣、（ii)国連統計部が１９９５年から５年毎に出版している『世界の

女性｣、（iii)2000-01年に世界サミットで採用され、ジェンダー問題と貧困の問題をとりあげている「ミ

レニアム開発目標」と各年の進捗状況報告書である。

このうち、『世界の女性」２０１０年版は、およそ、就学、保健および経済参加では前進があったが、意

思決定や女性に対する暴力といった分野では、なお多くが行われなければならない、として以下を示し

ている。すなわち、「▼世界全体で女性の数は男`性よりも５７００万人多く、女性がより高齢で結婚する傾

向は継続していて、合計特殊出生率の低下をもたらし、２．５人になっている。しかし、世界の一部では、

若年で結婚し、５人以上の子どもを持つ女性がいる。全ての地域で、女性の方が男性より長生きしてい

る。▼ゆっくりとであるが、成人男女の識字率の向上があった。世界の７億7400万人の成人非識字者の

３伊藤陽一(2007）「『統計品質論』からみた日本の統計一ヨーロッパ統計実践規約を材料に」「研究所報」（法政大学

日本統計研究所)No.37,（2010）「｢統計の品質』論におけるデータ品質構成要素の検討」「経済志林」（法政大学経

済学部)VoL77､No.4,同(2011)｢利用者本位の政府統計活動一国際的論議と実践の概観と論評｣『経済志林』V01.79、

この他に｢統計研究参考資料』(法政大学日本統計研究所)No.61(1999)､No.79(2002)､No.89(2005)､No.93(2006)、

No.9７（2007)、No.102(2009)、No.105（2010)、No.108（2010）が、国際動向を追ってきている。
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３分の２が女性である。特に少女の就学率の向上が識字を高めている。▼伝統的に男性が支配的であっ

た職業に女性が進出することによって、男女の労働市場参加率の格差は縮小した。しかし、女性が権力

や権威を持つ仕事に就くことは稀である。ある国では性別賃金格差はゆっくりと縮小しているが、他の

国では変わらないままである。▼女`性議員は１９９５年に１０％であったが、２００９年には、１７％に増えた。

そのほとんどが「割り当て＝クオータ」制度によっている。しかし、政府の意思決定の地位での男女の

不平等が世界的に支配している。▼暴力にさらされている女性の割合は、地域によって大きく違うが、

女性に対する暴力はく世界的な現象であり続けている。女性は、身体的、性的、心理的および経済的暴

力をふくむ異なる形の暴力にさらされており、加害者は親しいパートナーであることが最も多い。多く

の地域で､長い習慣が女性への大きな圧力となり、料理が上手でない、夫の事前の許可なしで外出した、

子どもの無視や夫に不同意であるといった､全く些細な理由によってすら､夫の殴打を受け入れている。

▼自然災害とともに、貧弱なインフラストラクチュアや住宅条件によって、貧困な女性の健康や寿命に

不均衡な影響を与えている。サハラ以南アフリカでは田舎の世帯の半分以上と都市の世帯の約４分の１

が手ごろな水へのアクセスを欠いている。個人のレベルでは、女性は、資源へのアクセスあるいは管理

権を持たず、その経済的自立性を制限されている。アフリカの大部分の国とアジアの半分の国では、'慣

習法が女性の土地や他の財産へのアクセスをなお制限している｡」（以上は､国連統計部が示している『世

界の女性-2010』出版時の記者会見での要約報告の翻訳である)。

②世界的にも目立つ日本の男女格差日本は先進国中ではもとより、途上国をふくむ世界の諸国の中で

も男女格差が大きいことで知られる。必ずしも納得いく統計指標ではないが、世界経済フォーラムが

2005年以降に発表している「ジェンダー格差指数｣の２０１０年の数値では、１３４カ国のうちで日本は１０１

位であった。これは、日本はこの指数がとりあげている(i）「経済への参加と機会」で１０８位（労働力参

加８５位、所得格差１００位、議員・上級公務員・経営者の女性割合１０９位、専門的・技術的職業従事者

の女性割合７７位)、（ii）「教育で」８４位、（iii）「保健と寿命」で４１位、（iv）「政治的エンパワーメン卜」

110位、の４分野のうち、特に(i)と(iv)で極度な劣位にあることからきているｑ

政治的エンパワーメン卜を象徴する指標は、まずは国会議員の女性割合である。日本ではわずかずつ

割合が上昇してきており、現在、衆議院で１１％余、参議院で18.4％である。世界の１院制と下院の女性

議員割合を順位づけている万国議員連盟（IPU:Inter-ParliamentaryUnion）の２０１１年４月末の結果で

は、日本は、１８７カ国中の１２５位にある。女性議員が５０％を越えるのが、ルワンダ、アンドラの２国、

40％台が、スウェーデン、南アフリカ、キューバ、アイスランド、フィンランドの５カ国、３０％台は１８

カ国、２０％台は４４カ国である。日本のこの割合では閣僚等の政府機関で意思決定に参加することはわず

かしかできない。

日本の経済的参加・機会に関しては、労働力参加率における男女差が、先進国中では特に大きく、結

婚・出産・育児期に女`性が退職し、この期間の就業継続は難しく、期間後に再就職することが多いが、

その多くは非正規職である。労働力率に関しては年令と労働力率の図がＭ字型を描くにが日本の大きな

特徴である。性別賃金格差が大きいことも注目点である。

この理由としては、日本社会に性別役割分担が深く根付いており、この体制の下に高度経済成長を達

成したという成功体験が、なお社会の男女平等視角からの変革への踏み出しを押しとどめていることを

大きなものとしてあげることができよう。女性の経済参加の弱さと政治分野への進出の低さとがあいま

って、社会への影響力が強い会社等の役員など経済的権力・意思決定の位置での女性の進出を低いもの

としている。これがまた、会社での女'性の登用、そして、女性が働きやすい体制を会社自体が用意する

点での大きな立ち遅れを生んでいるのである。
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図２－１性、年令別労働力率の推移(1975-2007年）
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2-1図はいわゆるＭ字型曲線を示す。これは、（i)女性の労働力率の男性との大きな違い、（ii)男性が

夢を示しているのに対して、女性が２５～３５歳階級を底とするＭ字型曲線を、（iii)Ｍ字型曲線の底の

Ｗ]た上昇と右方向、すなわちより高い年齢への移行がみられる、ことを示している。

台形を示しているのに対して、女性が２５～３５歳階級を底とするＭ字型曲線を、（iii)Ｍ字型曲線の底の

年次的な上昇と右方向、すなわちより高い年齢への移行がみられる、ことを示している。

図２－１は、給与における男女差を示す。（i)年収３００万以下の雇用者が男性の22.3％に対して女性では

66.4％であり、（ii)700万円以上が男性の２１．０％に対して女性は3.3％にとどまっている。
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図２－２役職別管理職に占める女性割合の推移
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男性に対して、女性の労働力参加率の全体的低さと給与等の労働条件の低さは、対応して、（i)労働の

場での意思決定一上級の地位一への女性の進出が、上昇傾向にあるとはいえ、（ii)全体的に非常に低く、

部長相当職以上は、なお５％にとどまっている。

表２－２共稼ぎ夫妻、４大生活時間分類別、総平均時間の国際比較

(単位:時間.分)；

一
妻
一
「
夫
一

生理的時門１０２０１１０３１０３５１０２３１０５１１０２３１０１２１０１７１０１６

収入労働時門５４５６１０５５２６２１４４０５０９５５７５４１６１５

家事労働時間３５５３５４５０５４３２４２１４０４３３５３４８４２４

社会的文化的舌動時門等４００２５１２２８２４２４０７４２５４１６４１１３０７

生理的時門９４６１０５４１０３５１０１８１００５９４９９４５９３３１０３１

収入労働時間８０４７４９８１９８２５６５８７３１７２５７１９９５６

家事労働時間１５７１５４１４２１５６２１６２１２２０７２２５０３０

社会的文化的舌動時門等４１２３２３３２３３２０４４０４２９４４２４４１３０５

表２－２は共働き夫妻の性別の生活時間を示している。（i)日本は家事労働時間において、夫の３０分に対

して妻は４時間２４分で、妻の９分の１にとどまり、（ii)夫の家事労働時間の少なさは、国際的比較にお

いて非常にめだつ。（iii)日本に多いいわゆる「専業主婦」をふくめて考えると、男性の家事労働時間の少

なさは、さらに顕著になると推定できる。（iv)これは「男`性は家庭の外で収入を獲得し、妻(女性)は家で

家事等を担当する」という「性的役割分担」の現れである。この考え方が社会的に優位であり、特に、
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税制や会社等の制度・政策に影響して、性に中立的ではなく男性優位なものがある。これらの男女格差

を克復することは、社会的な重要事になる。このような状況下で、女性が就業を継続することができ、

男性が家事等に従事できる企業等と国・地方の支援体制が必要になり、ワーク・ライフ・バランス（仕

事と生活の調和）が重要視されているのである。

（２）世界、日本で男女共同参画を推進する（したがってジェンダー統計の）必要

①人権としての男女平等人はその性別によって、家庭、教育や仕事の場、地域において差別されては

ならないことは、世界人権宣言あるいは日本国憲法で明言されているとおりである。人間として発達し

ようとする教育、生活や社会の場で等しい機会を与えられないことは、明確な差別である。

ミレニアム開発目標は、目標２のターゲット２－Ａ：「2015年までに、すべての子どもが男女の別なく

初等教育の全課程を終えることを確保する」で、指標２．１：初等教育への純就学率、２．２：１年生から出

発して５年生に到達した生徒の割合､２．３：15-24歳の識字率､進捗状況を把握しようとしている。また、

目標３の「ジェンダー平等を促進し、女性をエンパワーする」のターゲット３－Ａ：「2005年までに、初

等・中等教育におけるジェンダー不均衡をなくし、２０１５年までに、これをすべてのレベルの教育に及ぼ

す」で、指標：３．１：初等、中等、高等教育における少年に対する少女の割合、３．２：非農業部門の賃金

雇用における女性の割合、３．３：国会における女性議員の割合、で進捗状況を測定しようとしているの

も、この表れであろう。

女性に対する暴力は、性差別の極端な現れである。国際的、国内的に、この問題への取り組みが、ま

すます強化されているのも人権視角からである。

②女性の才能の活用による経済への利益「一国の競争力の最も重要な要因は、人的才能一労働力の技

能、教育および生産性一である。女性は世界中で潜在的才能基地の半分を構成しており、したがって、

ときとともに、国の競争力は、その国が女性の才能を教育し利用しているかどうか、どのようにしてい

るかの大きく依存するようになった」とは、世界経済フォーラムが２０１０年３月にはじめて発行した「会

社のジエンダー格差」（WOrldEconomicForum(2010)〃ｅＣｂ２】pozlateGemhBapEBporZ）の冒頭の文

章である。この報告書は、経済的参加と機会の格差に光を当てることを狙いとしたもので、世界の最大

の使用主の間のジェンダー格差の現状に関するこれまでにない深い様子を提供することを狙い」とした

ものであった。

説明によれば、この調査はＯＥＣＤの加盟３０カ国のそれぞれの１００の最大規模の使用主とブラジル、

ロシア、インド、中国の３４００社を対象とし、使用主に３３の質問をした。各国で一定規模の回答数を必

要とする点で、３４か国中２０カ国になったという。国別にどの会社をとりあげたかはプライバシー保護

の見地から伏せられており、結果も詳細方法とデータ処理の詳細は十分に説明されていない。調査結果

による結論ではないが、この報告書の結論部分には以下の叙述がある。これは男女共同参画の必要に関

する有力な国際的意見とみてよいので紹介する。

「膨大な数の研究は、ジェンダー格差を減らすことは生産性と経済成長を高めること、女`性の労働力

への参加の障壁を縮小することの経済的利益は大きいことが確認されている。例えば、最近の研究によ

れば、男女の就業格差を縮小することは、先進諸国にとっては、合衆国のＧＤＰを９％、ユーロ地域の

ＧＤＰでは１３％、日本のＧＤＰで１６％増大させるという大きな経済的意義を持つという。それら諸国で

のジェンダー格差の減少はまた、人口の高齢化や年金の増大によって引き起こされる将来の問題に取り

組む上で重要な役割を果たすだろう。さらに、女性が仕事に就き、子どもを持つことが比較的容易な諸

国では、女性の就業と出産率の両方が高い傾向を持つ。イノベーションは、新しい、ユニークなアイデ

アを必要とする。そして最善のアイデアは、多様性ある環境の中でよく生まれる。会社が利用可能な才

能のプールの半分である女性を、その内的なリーダーシップ構造にわたって成功裏に統合させることで、

利益を受ける。このつながりを追求した研究は、トップのリーダーシップ・チームにおけるジェンダー
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の多様性と会社の業績との間に正の相関があることを示してきた。しかし、女性の経済的統合の重要性

に関する山をなす証拠と、知識経済と知識産業および知識労働者への世界経済の依存の増大にもかかわ

らず､女性に可能な就業機会と男性に比べて女性に支払われた賃金において大きな格差がなお存在する。

才能と人的資源は経済成長にとって基本的であり、ビジネスのリーダーと政策立案者は女性の仕事への

参入の障壁を除去すること、およびリーダーシップの地位への昇進の同等機会が会社内で提供されるこ

とを確かにするべきである。これらは、すべての存在する資源が最も有効な形で使われることを決定す

るため、そして将来の才能の極大の流れを確かにするために、正しいシグナルを送るための決定的な要

因である｣。

③両性の「仕事と生活の調和」（ワーク.アンド・ライフパランス）の推進が、社会の発展・活性化・

健康・自己実現・安心をもたらす日本の第３次男女共同参画基本計画の第５分野の「男女の仕事と生

活の調和」では、「基本的な考え方」で以下を述べている。「少子高齢化、雇用の変化、グローバル化等

が進展する中､長時間労働等を前提とした従来の働き方を見直し､仕事と生活の調和を実現することは、

『Ｍ字カーブ問題』の解消や政策・方針決定過程への女性の参画の拡大を進める上で不可欠であり、我

が国の経済社会の持続可能な発展や企業の活'性化につながるものである。仕事と生活の調和は、人々の

健康を維持し、趣味や学習、ボランティア活動や地域社会への参画等を通じた自己実現を可能にすると

ともに、育児・介護も含め、家族が安心して暮らし、責任を果たしていく上で重要なものである。この

ため、子ども・子育て支援策との密接な連携を図りながら、企業、働く者、国、地方公共団体が連携し、

仕事と生活の調和の実現に向けた取組を着実に進める」。さらにその第１項では「仕事と生活の調和に

向けた社会的気運の醸成、長時間労働の抑制、公正な処遇を伴う多様な働き方の普及、男性の家事・育

児参画の促進、職場環境整備等を進める。また、自営業者、農林水産業に携わる人々など多様な働き方

における仕事と生活の調和の普及を図る」、第２項では「男女の別や就労の有無に関わらず、安心して

子育てができる社会の実現に向け、『社会全体で子育てを支える』という基本的考え方に立ち、『子ど

も・子育てビジョン』に基づく保育所待機児童の解消、多様な保育サービスの充実、子育て支援拠点や

ネットワークの充実等を進めるとともに、介護支援策の充実を図る」、第３項は「職場において健康が

確保される環境を整備することは、男女ともに能力発揮を促進するという観点に加え、生涯を通じた健

康確保の観点から重要な課題である。特に、職場において女'性が母性を尊重され、働きながら安心して

子どもを産むことができる環境を整備することは、女性の能力発揮の促進に加え、生涯を通じた女性の

健康確保等の観点からも重要な課題である。殊に、妊娠中及び出産後も継続して働き続ける女性が増加

していることに鑑み、これら女性労働者が引き続きその能力を十分に発揮する機会を確保するための環

境を整備する」としている。

②で男女共同参画の推進の経済への直接的な好影響にふれたが、ここに語られているように、男女共

同参画を推進するために必要とされるワーク・ライフ・バランスが、健康維持、自由時間を自己実現に

活用する、育児・介護をふくむ安心しての暮らしがもたらされるはずであるとされている。

この第１項で語られている「長時間労働の抑制、公正な処遇を伴う多様な働き方の普及」は、ＩＬＯが

提唱し、ミレニアム開発目標の「目標１：極度の貧困と飢饅を撲滅する」のターゲット１－Ｂに「女性と

若者を含むすべての人々の、完全で生産的な就業とディーセントワークを達成する」としてうたわれて

いるディーセントワークにも通じる。

1７



表２－３都道府県人口、 人口増減及び人口密度（平成ユ２年～２２年）
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図２－３都道府県別人口増減率(平成ユ2～ﾕ７年、平成ユ７年～２２年）
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図２－４人口増減階級別市､ｱ同数の割合(平成７年～２２年）
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以上から、世界と、とりわけ男女格差の大きな日本で、男女共同参画社会に近づくことによって、格

差の解消だけでなく、より進んで、男女個人の能力が十分に発展し、活用され、活性化した経済を持ち、

バランスがとれた生活のできる社会へ至るとされている点で、男女共同参画の推進が必要である。この

過程で、格差の実情を把握し、その構造を分析し、この克復をめざす政策・計画作成と評価の各過程で、

ジェンダー統計が必要になるのである。

（３）地方の男女共同参画推進、ジェンダー統計の必要および地方ジェンダー統計活動の留意点

①地方の現状（i)人口減少社会日本における地方人口の減少と-高齢化の加速今日の日本社会は、

2007年をピークとする人口減少の局面に入っている｡全国の合計特殊出生率は2005年の１．２６から２００６

年：1.32,2007年：1.34,2008年：1.37,2009年：1.37,2010年：１．３９と動いている。ここで地方

を表２－３，図２－３，２－４などによって都道府県別にみると、首都圏、阪神圏への入口の集中が続き、これ

ら地域を抱える都府県を除くと人口減少が加速しつつある。図２－３のタイトル文は「東京都、神奈川県、

千葉県などｇ都府県で人ロ増加、３８道府県で減少｣、図２－４では「全国１７２８市町村のうち、４分の３

（1321市町村）で人口が減少」とされている。２０２５年には全都道府県で人口が減少するという推定も

ある。都道府県の内部でさらに市区町村別をみると、早くから中心都市への人口の集中があり、周辺の

市や町村での人口減は激しく進んでいる。

少子化が進んで､若年層が全体として減少する中で､高齢者層の数と割合が全体として増大している。

これは地方においても強い傾向である。この人口減少と年齢構成の変化が、地方財政の弱体化をふくめ

て中・長期的に地方に、そして日本全体にもたらす諸結果を予見しなければならない。

(､）地方財政悪化・市町村合併地域のこの衰弱に関する国の政策は、市町村合併の推進といわゆる財

政の「三位一体｣改革一補助金の削減、税源移譲、地方交付税の見直し－である。しかし、市町村合併を

誘導する国は、巨額の国債残高をかかえて、地方への支出を削減する狙いを基礎においており、合併を

進める市町村側も、負債を抱えて国からの一時的な奨励を受けつつ経費削減を狙うものである。広域化

した合併後の地方において、特に中山問地域等での住民の交通・通信をふくめ生活の維持が難しくなり

つつある。

(Ⅲ）地域格差の拡大人口減少が全体として人口過小地域で加速して､増減割合に格差を生むとともに、

県民所得の格差、財政状況の格差、教育、医療や福祉体制、交通等の便宜における格差の拡大を生み出

している。

(iv）地域住民の生活の困難これら地域格差拡大の中で、特に人口減少地域においては、所得の減少、

医療費ほかの福祉など高齢者関係の諸料金の上昇からはじまって、出産、医療、介護等の医療関係の制

度・施設の弱体化、縮小・廃止、交通網の間引きなどのセフティネットのほころびが、地方自治体の財

政悪化の中で、修復できない形で広がりつつある。

人口を集積しつつある大都市圏でも、表面的には繁栄の側面をみせながら、地域によっては、高齢化

が著しく進み、住民の生活の維持はきびしくなってきている。

(v）地域再興への努力こういった地域に活力をつけて再興させとうとする試みは､幾つかの地方で企て

られ、地域再生の掛け声は広がっている。国のレベルでは、２００４年３月の「都市再生特別措置法」の制

定、２００４年の改正、２００３年の内閣府における都市再生本部の設置、２００５年４月の地域再生法の制定と

施行があり、国士交通白書等における地域再開発の取り上げ等がある。問題は、国からの誘導・奨励策

に依拠しての地域再生なるものが、従来の地域の衰退をもたらしてきた地方政策を根本から反省して、

真の地域再生につながるか、という点である。それぞれに耳目をひき、話題になっている地域再生策の

企てがあり、広く紹介されている。現在の幾つかの成功例は、他の地域に先んじて差異性を打ち出して

の振興策であり、後発の全自治体が必ずしも採用できるものではない。これらの企ての中から真に地域
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の発展につながる振興政策のヒントを得ることも必要であろう。

図２－５地方議会における女性pH員の割合の推移

K2麹驚
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出所平成２２年男女共同参画白書第1-1-8図、ｐ4５

②特に地方における男女共同参画推進の必要（i)地方における男女共同参画の遅れすでに日本の男

女共同参画の遅れは､国際的に目立つことを示した｡その日本を構成しているのが地方なのであるから、

地方でもまた男女共同参画の立ち遅れがあるのは当然である。地方の男女共同参画の現状の象徴のひと

つとして図２－３で地方の政治的意思決定の総括ともいうべき地方議会議員の女性割合の推移をみてみた。

この指標では、（i)すべての地方議会レベルで女性の割合は増加している、（ii)特別区一政令指定都市一市

議会一都道府県議会一町村議会の順に女性比率は２５％弱から８％へと低くなっている。他方で、表や図

には示さないが、女性の労働力率は、地方の方が高いことも事実である。これは、地方では自営業への

女性の参加が多い、雇用者にしても地方では通勤時間が大都市圏に比べて短くて済むので、女性がより

容易に就業している等の事'情に支えられているからだ、と言えよう。とはいえ、これら事情をふくめて、

総体的には男女共同参画の遅れのある地方の実情の把握が必要である。

(ii）男女共同参画への中央と地方での取組み大きく遅れをとりながら、なお`性別役割分業に固執する

リーダー部分を残し、その影響で、逆に男女共同参画の進展が遅い日本ではあるが、１９９５年の世界女性

会議や国連女性の地位委員会からの勧告等の外圧や国内の運動の努力により、男女雇用機会均等法を制

定し、また改正を行い、１９９９年に男女共同参画社会基本法をみた。男女共同参画会議が設立され、男女

共同参画局がその事務を担当している。そして、基本法の求めるところにより、男女共同参画計画が第

一次(2000年)、第二次(2005年)、第三次(2010年)が策定されて、政策の具体的実施がはかられている。

基本法は同時に第１４条で、「都道府県は、男女共同参画計画を勘案して、当該都道府県の区域におけ
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る男女共同参画社会の形成に関する施策についての基本的な計画（以下、「都道府県男女共同参画計画と

いう。）を定めなければならない。.・・・３．市町村は、男女共同参画計画及び都道府県男女共同参画

社会を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基

本的な計画（以下、「市町村男女今共同参画計画｣という｡）を定めるように努めなければならない｡」と

定めている。これに対応して、地方においても中央と同様の取組を求めており、２０００年代に入って都道

府県の多くで審議会が設立され、条例が、ついで計画が策定されて実施に移され、その年次的進捗が報

告書にまとめられ、ウェブサイトで公表されている。

(血）地方の男女共同参画の推進と地域再興、以後の日本社会の再構築に向けてここで、地方における

男女共同参画の前進の必要性を改めて指摘しておこう。

先にも述べたように、日本の社会の各領域において、１９８０年代あるいは１９９０年代に至る高度経済成

長とバブル時代とは根本的に異なる体制で日本社会は再設計されなければならない。すなわち、人口減

少・高齢化社会に対応して、環境保護、農業と食糧の安全の確保、企業のパフォーマンスの改革（利益

至上主義の転換、環境保護、ワーク・ライフ・バランス、残業の縮小、有給休暇の消化、両立支援の拡

大、障害者雇用の拡大、正規職員と非正規職員の格差の是正等)、高齢者・障害者保護、非営利部門や

ＮＧＯ活動の尊重等々である。そしてこの過程には、地方格差の拡大や地方の荒廃を避け、男女共同参画

の力強い促進が貫いている必要がある。

これは何故か。地方は国民の生活の拠点であり、この空間と社会が、自然との交わり・調和の中で快

適に確保されることによって、人々の個人的あるいは家族的、そして地域的な安定した生活、労働生活

への活力が保証される。こうして、この場が、劣悪な格差のもとに放置され、荒廃し、破壊されること

を阻止・防衛し、地域の生活を活性化しなければならない。

この過程に、女性が積極的関与することで、地域の振興もより確実なものになる。（i)人口、すなわち

住民の半数以上は女性である。女性は、これまで家族生活、地域生活の多くの分野を担ってきた。この

こともあって女性は、地域生活の状況一優位性と問題点一を日々の生活の中で経験的に把握している。

(ii）住民の半数以上を占める女性のニーズを、提供される生産物・サービスをふくめて生活の分野にお

いて把握しているのは女性である。生活分野での多くのニーズを把握している者が、住民に提供される

べき生産物．サービスとその体制についての理解を持っているだろう。（iii)これまでの生活や社会の在り

方に変革を迫る主導力の１つは、長く無償労働を担うことに主として押し込められ、目下そこからの脱

出、２１世紀的な体制を求めている女性である。そして、（iv)当然のこととして、過半数を占める女性の

中には、地域再生・振興に関してのリーダーシップをとる人材が増えていくだろう。

これまで、女性は有償労働の場、組織的な場で訓練・経験を積む機会を奪われてきた。しかし、こう

いった場に進出する女性は､国際的に見て極めて遅く、また低い割合ではあるが除々に増加しつつある。

創意を生み、リーダーシップをとる人材は、人口の半数ではなく、人口全体に求めるべきことは当然の

ことであろう。以上の一般論を前提して、注目し、発掘されるべきことは、多様に展開されている地域

再生活動、ＮＰＯなどの新しい分野に対する新しい組織体の活動である。すでに幾つかの事例は報告され

ているが、ここでは立ち入らない。

(iv)東日本大辰災・原発事故を経て以上の諸点に、さらに、本年３月１１日に発生東日本大震災と東京

電力福島第一原子力発電所事故の現在までの経過をふまえて幾つかを付け加えたい4・東北地方を中心と

４伊藤陽一(2011）「災害と男女共同参画（ジェンダー）統計」「ＮＷＥＣ男女共同参画統計ニュースレター』No.６

より詳細には、伊藤陽一(2011）「ジエンダー統計研究(22）：災害とジエンダー統計（その１）」『経済統計学会
ジェンダー統計研究部会ニュースレター』No.2２
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する千葉・東京・埼玉の被害は甚大であり、さらに放射能物質の拡散による、農産物、海産物への被害

さらには静岡茶等の問題は深刻である。放射'性物質の拡散の状況はなお、予断を許さない。６月末現在

で、なお地域によっては、被災者救済の初期段階にあり、避難所・仮設住宅をふくめて生活・健康保証

から、復興にいたる段階は、はじまったばかりである。原発事故による住民の避難・生活回復は、事故

現場での当面の対応措置自体がなお終息しないこともあった、見通しがつかない。

まず、この震災と事故発生以降の経過を男女共同参画の角度からふりかえる。国際的には特に２０００

年代からもより大きく取り上げられてきた「災害と女性」では、災害予防への女性の参画、災害発生時

の人命救済、その後の被災者の住居をふくめた生活の回復・確保過程での女性の参画、女性特有のニー

ズを汲みあげるべきことを論議してきた。阪神・淡路大震災や中越地震を経た日本では、被害を受けた

地域を中心に、この問題の検討は深まり、災害にそくしての指針も具体的されていた。とはいえ、中央

レベルでの検討と具体化はかなり遅れて、２００８年２月に、防災基本法に基づく防災基本計画の修正で、

男女共同参画の視角が一定程度織りこまれた。また2010年１２月に定められた第３次男女共同参画計画

では、１５分野中の第１４分野の「地域・防災・環境その他」で、第二次基本計画（2005年）よりは、よ

り具体化された。しかし、これらは、なお全面的でないし、復興過程については言及していなかった。

その後の今次の震災発生以後、男女共同参画局は一連の指示等を発している。一方で、女性団体や自

主的女性グループあるいは女性センター、障害者女性団体等が、ネットワークを活用しながら関連情報

と必要な示唆・要請を発信している。この過程では、災害下の女性のニーズの汲み上げは遅れがちであ

る。これは、幾多のグループ等の努力にもかかわらず、やはり事前の防災計画・訓練過程での女性の参

加の不足、計画における女性ニーズへの対処方針が身についていないこと、震災発生後の救済や復興過

程の意思決定への女性の参加の不足、などによる。

生活のあらゆる分野での男女共同参画の加速の必要を指摘できよう。

次に災害からの地方経済・社会の復興の問題にかかわるのだが、一般論はすでに前項で一定程度ふれ

た。とはいえ、今次の被害はその大きさは、農業、漁業、製造業等にわたって、町や市のレベルにとど

まらず、東北全体、製造業ではサプライチェーンの断絶によって、日本全体、さらには国際的な産業連

携にもかかわる規模のものである｡雇用先の工場･関連施設等の壊滅や全体として需要の収縮によって、

解雇があり、これらに便乗する形の解雇、雇い止めも広がっている。ここでも女性が率先して整理の対

象にされている可能性がある。これらの不当な措置を防ぎ、雇用調整助成金その他各種の支援・助成政

策などの拡大と活用をはかり、さらに、雇用を拡大し、経済を発展させる過程で、女`性のニーズや意向

を取り入れつつ男女共同で取り組む構えなしには、力強い復興は描けないだろう。

③地方ジェンダー統計の特徴と必要

統計の働きに関してはすでに２．１で説明した。そして地方で男女共同参画を進める必要を指摘した。

このためにはおのずからジェンダー統計が必要とされる。以下ではこの地方ジェンダー統計が、「地方」

のジェンダー統計であることからくる特徴と重要性を指摘する。

（i）身近な統計として、現状のより深い理解に役立つ。一般に、地方自治体統計あるいは地方統計が重

要なのは、国全体とか世界の統計とは違って、住民たちが自分の住んでいる身近な地域の状況を、統計

に表し、身近な経験・見聞と照らし合わせることを通じて、現実の状況をより深く理解できることにあ

ろう。ジェンダー問題についても、他人事ではなく、身近な問題がジェンダー統計に表現されることに

よって、より深く覚理解できることになろう。

(、男女平等（共同参画）計画・政策への直接的関わり。地方のジェンダー統計は、住民の生活に比較

的身近な地方自治体での平等（共同参画）諸政策の基礎となり、また政策にも目標や成果の測定に織り
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こまれ、日常的な利害にも直接的に関係してくる。住民が、地方のジェンダー平等政策に影響を行使す

る際に、地方ジェンダー統計が有効な道具になるのである。

(iii)統計への国民的理解あるいは改善要求そして改善につながる。ジェンダー統計の生産に住民が関心

を持ち、統計改善要求が草の根から提出され、これが地方自治体統計そして中央政府の統計生産や利用

への便宜提供を全体として改善することにつながる。こういった改善がまた、ジェンダー問題の正確な

理解や政策の立案・実施が促進されて、現実の問題の改善を導くだろう。

④地方自治体ジェンダー統計害についての留意点

他方で、地方自治体ジェンダー統計書を用意するにあたって、「地方」「ジェンダー」統計書である点

で、幾つかの留意事項がある。

(i）地方の独自性を反映した統計各地方の自治体において、ジェンダー統計書を作成する場合、その地

方の独自性が、その中に示されていなければならい。これは、その地方の生活の独自性、および平等（共

同参画）計画･政策において重視されるべきである。日本は全国的に均質化されている国であり、また内

閣府の男女共同参画局が示した男女共同参画計画にそって地方がその政策を進めることも理解できる。

しかし、全国について語られている内容と類似のものを、地方で示すだけでは、独自に地方ジェンダー

統計を用意する意義は少ない。その地方の地理的・経済的．また人口構成等における独自性、したがっ

てジェンダー問題の表れ方の独自性、そしてこれに対応する独自の平等（共同参画）計画･政策を示すこ

とに、地方ジェンダー統計の独自性があるといえる。

(ii）居住地と勤務地のズレ地方統計は日本の地方自治体の行政領域ごとに作成されているが、その生

活領域・経済領域は、行政地域を越えている。例えば、首都圏では、東京との中心部の勤務先に向けて

周辺の千葉、神奈川減の住民が多数移動する。もちろん逆の動きもある。ウイークデイ１日の生活の半

分以上にあたる時間を、居住地外で過ごしている。昼間人口と夜間人口（住民）とに大きな差がある。

自治体統計は居住地の状況を把握しても住民が出かけた他の勤務地・勤務先事業所･企業をとりあげな

いケースが多々ある。住民男性と女性の生活の全面をとりあげようとするジェンダー統計書として、こ

れらの点をどう克服するか、という問題がある。このズレの程度、そこから生じる問題の大きさも各地

方の独自性の１つである。

(iii）地方統計データの不足４でとりあげるが、日本の現在の統計作成のシステムの下では、地方の統

計機関は、中央政府の統計生産の下請け的機能を担っており、その地方独自の調査は、資金的に余裕の

ある自治体でしか行うことができない。地方の統計は、全国についての全数調査、および大規模標本調

査の当該地方部分として入手できる部分と、地方の独自調査結果である。大部分の標本調査は、全国合

計の標本数によって必要標本数が確保されており、地方に細分化すると誤差率が大きくなって使えない

場合がある。ジェンダー統計として提示したい統計指標とこれへの統計の不足をどう克服するかが、重

要課題になる。

(iv）地方の計画・政策の限界地方の男女共同参画計画には数値目標を設定し、また改善に向けての進

捗度合いを示すことが求められる。しかし、地方が都道府県から市区町村レベル迄下がるとともに、そ

の地方自治体の政策の影響が及ぶ範囲は限られてくる。全国的政策や政策に導かれる企業等の動向が、

改善を促進する主要因となり、地方の計画･政策は背景に退く場合が多いのである。この場合でも、地方

自治体の政策の及ぶ範囲を明確にした上で、全体的制度・政策の前進や立ち遅れは、ジェンダー統計書

で指摘するべきである。

）
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2.3地方ジエンダー統計害の作成と利用活動、および研究の経過

２３．１地方におけるジェンダー統計谷作成の経過

地域住民の生活の全体あるいは－部を、特に女性と男性に区分した統計で把握しようとする作業は、

早くからあり、１９８０年代の後半から１９９０年代のはじめにかけて既に一定の広がりを持っていた。もっ

ともこの時期の多くの書物は『○○女性白書』、「△△の女性」というタイトルから伺えるように、女性

についての統計であった。これが１９９０年代の後半以降、特にジェンダー概念が広がる中で、「○○にお

ける女'性と男`性」の統計書に変わってくる。

２０００年代に入ると、男女共同参画社会基本法の要請によって地方政府による男女共同参画条例や計画

の作成が進み、これにともなって、地方の女性と男性の状況の統計による検討・叙述がひろがる。さら

に共同参画計画における数値目標の導入、そしてこれら計画の進捗状況を年次的に評価する仕組みの導

入とともに、都道府県では主として地方共同参画計画の年次報告の中で、統計による検討が行われるよ

うになる。これによって、地方の男女共同参画の状況の統計による分析・叙述・表現は、数カ年にわた

る地方ジェンダー計画、計画の年次報告書、独立のジェンダー統計書あるいは冊子の形で提供されるよ

うになった。

この動きは、都道府県と政令指定都市レベルの大部分に及んでいるが、人口規模のより小さな市区町

村レベルでは、必要,性の認識の弱さ、法律等での要請がないこと、また統計データが不足していること

もあって、なお広がりは十分ではない。

地方自治体では、首長の交代で、男女共同参画行政が促進される一方で、停滞から後退に至る場合も

ある。とはいえ、全体としては、地方では財政的制約が強まる中で、地方ジェンダー統計書の作成と活

用においてｇｏｏｄpractice、bestpracticeが生み出されている。（i)住民本位のより丁寧なジェンダー統計

書づくり、（ii）男女共同参画に関する独自調査の実施、（iii)独自の統計指標開発と業務データからの統計

の入手、(iv)ジェンダー統計書作成の各局面での住民の意向の吸い上げ､(v)数値目標に対する進捗状況の

把握・管理、（vi))簡易冊子やパンフレットの作成と活用、などである。本冊子の目次に示したが、２つ

に分けた地方ジェンダー統計書の作成と活用(Ⅱ)で、より詳細に取り上げる予定である。

3.3.2地域ジエンダー統計「研究」の経過

地域ジェンダー統計の研究自体はきわめて少ない。上に見た各地域での意欲的な取り組みがあるのだ

が、地域間のジェンダー統計書などの情報・研究や経験等の交換がないまま進められてきている。地理

学、都市社会学領域の研究者による地域研究においてもジェンダー問題の取り上げ自体は大きく不足し

ていたし、ジェンダー問題をとりあげたわずかな例においても、地方統計を意識的に検討するというケ

ースはみあたらない。

地域のジェンダー統計の検討には、地域統計についてジェンダー統計視角をもって研究する自覚が必

要であり、このためには社会統計学(研究者)からの接近が必要であった。しかし、ジェンダー統計の重要

`性に着目して作業を進めてきたジェンダー統計研究者は、国際的あるいは日本の中央政府あるいは日本

全体のジェンダー統計の発展に関わる作業に従事しており、地方ジェンダー統計への取り組みは遅れて

いる。このため、上記のように自治体職員あるいは女性団体や研究グループによる様々な取り組みが広

がってきており、断片的な言及はそれぞれあるにもかかわらず、それらの作業の全体をみて、成果と弱

点を検討しながら、地方ジェンダー統計書の作成を中心に、ジェンダー問題を地域にそくして統計で検

討する一般理論はなかったといえる。

この弱点を意識して、本冊子の執筆者の伊藤は、2001-02年にわたる科学研究費補助金のプロジェク
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卜の一部に、「地方ジェンダー統計の検討」を設定して､.都道府県でのジェンダー統計書の作成状況調査

を行った。次いで2005-2006年度に類似のプロジェクトによって、再度の調査を行い、その結果を２００６

年度にまとめ、学会で発表している5．この間、これらのプロジェクトメンバーは、特にＮＷＥＣの活動

の一環としての地域でのジェンダー統計学習やジェンダー統計集作成のセミナーやワークショップ等を

経験した。またメンバーの多くは、JICA-NWECのカンボジア政府職員のジェンダー統計学習の研修に

も関与した。これらの経験や２回にわたる調査結果を背景に、本統計研究参考資料も叙述されている。

すなわち、地方ジェンダー統計自体への研究サイドからの本格的取組みは大きく遅れていた中で、ご

く一部で統計研究者を中心に一定の取り組みがあったといえる。

3.3.3地方ジェンダー統計書作りと活用の運動と促進体制

地域ジェンダー統計書の作成と利用は、一時的なものではなく、ジェンダー問題をふくめて地域住民

の生活の向上にむけて、不断に、かつ内容を充実させながら進められるべきものである。そして、この

ジェンダー統計書の作成と普及･利用をふくめて、地域住民の生活状況に関する理解を深め、政策形成や

その実施状況を監視・検討する地方政府職員、女性関係団体や、住民組織や住民が能力を高めていくこ

とが求められている。このためには必要と考えられることを、ここでメモしておきたい6゜

(1)地方ジェンダー統計書づくりに関して、担当部署の職員が研修等を通じてその必要性をしっかり認

識する。

(2)ジェンダー統計書作成に関わるチームは、男女共同参画問題担当部署、統計担当部署、政策･計画評

価担当部署、女性センター担当の職員、ジェンダー統計書作成に関心を持つ住民、そしてジェンダ

ー統計専門家から構成されることが望ましい。

上記(1)、(2)に関して、ジェンダー統計の重要性から活用に至る研修･学習が必要だろう。

(3)上のチームの活動が正常に進められるためには、メンバーを提供している部署における当該作業の

必要性の理解と、特に必要統計の入手のために統計担当部署の積極的協力が必要である。

自治体の諸部署は縦割り型の中で業務を進めており、横断的に作業を進める機会は少ない。男女

共同参画行政は全部署横断的に進められるべきものであるが、現実にはそうなっていない。中央政

府においては、男女共同参画会議や参画局は内閣府にある。地方においても男女共同参画部署は首

長の直轄下にあって、男女共同参画の事業が全部署にわたって遂行されることが本来的には望まし

い。このようなシステムが無い場合にも、男女共同参画担当部署のイニシャチブによって横断的な

理解が広がることが望まれる。

地方の統計部署は、後の４で説明するように、中央政府一都道府県一市区町村という系列での統

計づくりにおいて、資金が中央から順次交付されることもあって、いわば下請け機関化しているの

が現状である。地方統計部署は、中央に作業結果をあげることと並行して、当該自治体の全部諾と

住民に対して、地方の経済･社会･住民生活についての統計を提供し、相互に利用を深めることが、

自治体の統計部署の重要な任務であるべきである。男女共同参画のための統計活動に関与すること

は、統計部署にとっては、地域住民のために開かれた統計活動を展開する大きな契機になるはずで

５伊藤陽一(2007)｢自治体ジェンダー統計分析書の現状と今後の充実に向けて｣｢研究所報（日本統計研究所)｣No.35,

（2003）「ジェンダー統計研究の新展開と関連データベースの構築』（平成13-14年科学研究費補助金研究結果報

告書)、（2007)「ジエンダー統計研究の一層の展開一地方自治体へアジア・世界へ」（平成17-18年科学研究費補

助金研究結果報告書）

６山梨学院大学行政研究センター編(2000)「男女平等社会の実現と自治体の役害'1」地方自治ジェーナルブックレット

No.24、公人の友社
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ある。

男女共同参画部署ないしは自治体のトップレベルによる理解も望まれる。

議会がこの問題の重要性を認識し、率先して自治体の執行部門に各種の提起を行うべきである。

これらと並行して、またトップや議会の理解やリーダーシップを下支えする意味もあって、地方の

男女共同参画、また地域問題・地域づくりを学習する住民や学生の間での、様々な形態のジェンダ

１
１
１

４
５
６

く
Ｉ
Ｉ

－統計学習が進められ、地方自治体に要請を提出されることが望ましい。
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３男女共同参画に関わる統計指標の選択

3.1統計指標の選択に際して検討される諸点

統計指標に関しては、１のボックス語句説明(ｐ2-3)で説明した。ここでは、「何らかの状況を代表的に

示す」統計原データあるいは指数・比率等とする。

さて、男女共同参画に焦点をおいた生活諸分野での状況をあらわす統計・統計指標は具体的に何と何

か。これは、男女共同参画統計書作成の出発点での最も重要な問題である。すなわち、分野別に、男女

格差や差別をあらわす統計指標を選択する場合、これら統計指標の分野をどう区分し、個別的にどうい

った統計指標をを選択し、それらをどう配列するかである。

統計指標選択の問題は、国際的・国内的な男女共同参画統計活動において、多大のエネルギーをかけ

て論じられてきた。統計指標選択は、まず、各分野での経験や理論によることになる。ここで、経験や

理論によって望ましいという意味は、（i)男女参画に関する問題一差別、格差、その他の困難一について

の現状と、（ii)その原因・背景、および(iii)その格差等の影響・結果、に関して、経験や理論などを基礎

にして、欲しい統計、ということである。さらに、（iv)その地方の特徴を示す統計指標、（v)地の地方との

比較を可能にする共通な統計指標、（v)次項で説明する具体的な統計の入手可能性、が検討点になる。

上記の(i)～（iv）が検討するべき点であるが、今日では、これら統計指標は、長い論議を経て、国際

的に、また日本全体の、そして地方自治体のレベル別（都道府県、政令指定都市、その他市区町村別）

に、具体的に男女共同参画統計書(計画や参考指標)として、各様に用意されている。

国際的には、先進諸国において１９７０年代から１９９０年代にかけて（特に第４回世界女性一北京一会議

前後）に集中的作業が進み、日本国内では１９８０年代からに幾つかの地方で試みられ、特に男女共同参画

社会基本法が地方にも計画を求めた２０００年代に入ってから、各地方そして中央で作業が進んだ。

指標選択の研究的作業でも、例えば、国際基準的テキストである１９９６年のEhg巴ndDzmgSZa姑Zrbs

（日本語版１９９８年『女,性と男性の統計論一変革の道具としてのジェンダー統計一｣）が、指標選択の国

際的諸例を紹介し、国連ヨーロッパ経済委員会のジェンダー統計関係者が指標選択を検討したし、日本

では２００３年版につづいて３年毎に出版されているＮＷＥＣの｢男女共同参画統計データブックー日本の

女性と男性」が指標選択と分野分類の１例を示している。

さて、既存の統計指標は、上記の（vi）入手可能性を検討して入手できた統計指標である。したがっ

て、既存の指標を検討し選択する作業が効果的であろう。他方で、既存の指標を踏襲してしまって、よ

り適切な指標を検討し、入手していく方向を追求する見地を同時に持っていることが必要である。

￣

3.2統計指標体系の諸タイプ

3.2.1統計指標体系（計画対応型と社会構成対応型）今日の地方で作成される男女共同参画統計書が

提供する統計指標体系の多くは、「計画対応型」である。男女共同参画基本計画に対応して、計画各項目

についての統計指標で現状あるいは計画の進捗度を示すのである。この計画対応型によって、政策･計画

の対象を絶えず確認し、また効果をみていくことができる。最近では、計画の多くが、冒頭に意思決定

を置くことが多いようである。とはいえ、計画にそくしているために、当該地方の人口や世帯の動向、

さらに就業者の産業構成など、地域の経済･社会を理解するうえでの基礎的部分がなく、また住民生活の
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多くの部分一労働や社会保障・福祉一が、地方の管轄でないとして、統計表示から漏れてしまうことが

ある。このうち、人口や世帯等は、かなりの統計書が基礎データとして人口部分を補足的に提示してい

る。分野区分には、北京行動綱領の１２分野、さらに男女共同参画基本計画（とこれに対応する『男女共

同参画白書』）がある。これらを表３－１のＡ、Ｂに示した。

表３－１分野分類の諸類型

「

卜
[＿

１
２
３

１
１

他方で、いわば「社会構成型」とでも言うべき型がある。これは、社会を構成する人口や世帯・家族

をまず示した上で、これも生活の基礎になる労働（仕事）の状況を把握し、その後、教育や健康等をと

りあげ、意思決定等に及ぶのである。「世界の女'性』、ＵＮＥＣＥのジェンダー統計サイト、日本のＮＷＥＣ／

伊藤編「男女共同参画統計データブック』の体系がその例である。表２－１のＣ、Ｄ、Ｅに示した。人口や

世帯・家族の後の分野の配列は、表に見るように違いがある。基礎的部分から積み上げ、かつ生活の大

部分の分野をとりあげることによって、もれがなく、更に計画・政策が看過している問題にも目を配る

ことができる。しかし、この型では、計画･政策との対応をどう示し、計画の実施と評価をどうするか、

が問題になる。社会構成型については、計画との対応を別途示す、あるいは計画にそくした数値表を添

付するなどの工夫がありうる。

3.2.2統計指標体系における分野分割と配列表３－１の諸例にそくして、分野の分害Ｉと配列をどうす

るか、についてもう少し考えてみよう。
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一二

’
Ａ

Ｂ Ｃ ， Ｅ‐

北京行動綱領

【1995年】

第３次男

参画基本

女共同

計画

【2010年】

世界の女性

2０１０

【2010年】

ＵＮＥＣＥジェ

ンダーサイト

【2011現在】

ＮＷＥＣデータプ

ツク２０１２

【2012年】

1 女性と貧困 意思決定 人口・家族 国の横顔 人口

２ 女`性の教育と訓練 社会制度・)|貫行、意

識の改革

保健 人口と出生 家族・世帯

３ 女』性と健康 男`性、子ども 教育 家族と世帯 労働力・就業

４ 女'性に対する暴力 雇用等の分野 仕事 仕事と経済 労働条件

５ 女'性と武力闘争 男女の仕事と生活の

調和

権力と意思決定 教育 企業

６ 女性と経済 農山魚村 女'性に対する暴力 公的世界と意

,恩決定

生活時間と無償

労働

７ 権力及び意思決定

における女'性

貧困等の生活困難の

男女支援

環境 健康と死亡 家計と資産

８ 女'性の地位向上の

ための制度的な仕

組み

高齢者、障害者、外

国人等が安心して暮

らせる環境

貧困 犯罪と暴力 教育・学習

９ 女'性の人権 女'性に対する暴力 (ジェンダー統計

の入手可能`性）

科学とＩＣＴ 社会保障と社会

福祉

1０ 女`性とメディア 生涯を通じた女`性の

健康支援

ワーク・ライ

フ・バランス

健康・保健

1１ 女』性と環境 教育・学習 犯罪・暴力

1２ 女児 科学技術・学術 災害

1３ メディア 意`恩決定

1４ 地域、防災・環境他 識

1５ 国際規範尊重と平

等・開発・平和



(1)分野区分Ａは開発途上国を強く念頭においている｡Ｂは日本の最新のジェンダー問題に向けての

計画の区分であり、２０００年から５カ年計画として、第一次、第二次を経て、２０１０年に第三次男女共同

参画基本計画として制定された。第二次計画には１２項あり、第１２項目は、「新たな取組みを必要とする

分野における男女共同参画の推進」（科学技術、防災、地域おこし、環境）であった。第三次計画では、

第二次の新たな取組みの科学技術と防災以下が、独立項目となり、３：男性と子ども、７：貧困、１２：

科学技術・学術、１４：地域、防災・環境等の４項目が増えた。男性と子ども、貧困が新項目である。

社会構成型のＣは、１９９３年版と１９９５年版以降、５年おきに発行されてきており、２００５年版は、１０

年版の第９項目のみが１冊全体で取り上げられていた。２０１０年版は、２０００年版（1:人口、２：家族、

３：健康、４：教育・コミュニケーション、５：仕事、６：人権・意思決定）と比較すると、分野区分

項目の変化がある。Ｄは、ジェンダー統計に関して、世界をリードしてきた国連ヨーロッパ経済委員会

が、ヨーロッパと北アメリカの加盟各国について具体的数値を示している統計指標体系である。Ｅは、

日本のＮＷＥＣが２００３年版以降、３年毎に出版している学生・研究者・市民向けの書物であり、統計に

関する専門的見地から、各分野の統計の解説・評価・改善方向などを提起することをふくめて執筆・編

集されている点に特色がある。

今後、自治体の共同参画計画が前提することが多いと考えられるＢの分野に注目してみよう。貧困や

地域、防災・環境がとりあげられ、独自に科学・技術がとりあげられている点はく広い目配りをしてい

るといえる。とはいえ、幾つかの不明点も持つ。（i)男性と子ども、とは何であろうか。（ii)暴力と健康で

は、専ら女性が対象にされている一方で、男,性と子どもがとりあげられ、また貧困者、高齢者、障害者、

外国人というグループが出てきており、防災・・・・をふくめて両｜性をふくむ問題が取上げられている。

もちろん、男女共同参画であるから、両性がとりあげられるのは妥当であるが、それぞれにおいて、男

女格差・差別等への掘り下げがなければ、男女平等をめざして追求されてきた男女共同参画の本来的見

地が弱まる危`倶がある。（iii)雇用と自営業を対比しているのか、都市自営業は捨象されて、農山漁村が１

項目となっている。（iv)社会制度．,慣行の見直し・意識改革は、全分野で、意思決定への女性の進出等を

経て進められるものである。（v)分野の配列が、男性と子ども、が第２項に入ったことによって幾らかち

ぐはぐである。とはいえ、この計画は、個々の項目が担当諸省庁を通じて実施されることが重要なので

あるが。

さて、社会構成型Ｄ：ＵＮＥＣＥは、分野が８つで人口、世帯、労働･経済、教育、意思決定、健康、犯

罪･暴力がある。Ｅ：は、企業、無償労働、家計、社会保障･福祉を独自にとりあげている。特に、男女共

同参画の推進に不可欠なワーク.アンド・ライフバランス、子育て支援への企業・会社・組織の独自の

責任に注目して、予定されている２０１２年版に登場した。ジェンダー問題での家事労働の重要性一性別役

割分担一、さらに地域活動やボランティア活動の今後の社会を考慮すると、無償労働は独立して論じう

るかもしれない。しかし、教育･学習、意思決定、健康、犯罪･暴力は、職場と家庭生活の両方に及ぶ相

対的に独立した分野であり、なお地方政府の政策対象になりうる分野である。したがって、これらをま

とめることは、問題の独自性をあいまいにする可能性がある。政策・計画の大分類として少なくとも７

以上から１０を越える項目が必要なのではないかと考えられる｡諸項目を大きなくくりに入れてしまうと、

注目する問題がどこにあるかが一見したときあきらかではないという不便が生じる。

(2)配列自治体の共同参画計画そしてそれに対応する男女共同参画統計書は､Ｂに沿っているからであ

ろうか、意思決定を冒頭に置くことが多い。確かに、議員や上級の地位の公務員の女性割合は共同参画

推進にとって重要である。しかし、国民･住民の生活に照らすと、職場、家庭、地域での男女平等がどう

進展しているかが、日々経験する重要事である。人口・家族についての基礎データから出発して、労働(有
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償、無償一職場と家庭･地域)の場での平等をこれもまた基礎として把握していくことが、順序をふんだ

総合的な理解につながると考えられる。

以上３．１での検討にからの示唆は、①表３－１のＤ、Ｅの各分野は落とさずとりあげること、②大区

分にまとめてしまわずに、それぞれを独立させてとりあげるべきこと、③人口・家族･世帯を基礎に有

償労働、無償労働の順にとりあげるのが望ましいこと、である。

このことは、共同参画計画に対応した年次報告書以外に、独立の男女共同参画統計書を用意して、以

上の配列を考慮したいこと、独立の男女共同参画統計書を用意できず年次報告書所蔵のものである場合

には、人口や家族・世帯、産業などの地域についての基礎データ部分を提供したいこと、を意味する。

3.3統計指標の選択のいくつかの見地

ここでは､統計指標の選択に関する問題と、例示として労働分野での統計指標選択の’ケースをあげ、

さらに国際的論議の中での２つの見地:｢原因一現状一結果図式｣、「中核一補助一将来指標｣を紹介して、

地方での統計選択に際しての参考にする。

3.3.1選択統計指標(分野内)の適切性一例示一

(1)問題各分野での検討対象に対応する統計指標として何を選択するかが最重要の問題になる。ここで

は、第一に、男女共同参画の最重要な問題に対応する必要な統計指標を想定し、第二に、どれだけの数

の（詳細に）統計指標をとりあげるか、を決める。第三に、必要な指標は想定できるが、実際に統計デー

タとして入手．作成できるとは限らない。想定した統計データの入手可能性の問題がある。地方におけ

る一般的統計の入手可能’性は、次の４でより詳しくとりあげるが、ごく簡単に述べると、地方自治体の

場合には、都道府県→政令指定都市→中核市や区→大都市→中小都市→町村と下がるにつれて、国が発

表するデータの入手は困難になる。他方で､役所の業務過程で生み出される資料によってデータを作成・

入手するのは容易になるはずである。

多くの自治体ジェンダー統計書は、合計特殊出生率、性、年齢別労働力率などの重要な統計指標を掲

載しているが、例えば、無償労働等を採用していない場合が多く、また一般に必ずしも詳細（９０以上）

ではない。

(2)例として労働関係統計指標の選択立ち入って労働（ここでは労働として有償労働に限定している）

に関して、全国あるいは地方レベルを問わずに、労働関係のジェンダー問題と対応する統計指標の例を

とりあげてみる。この分野を中央と地方について考える場合には、当該地方の人口や世帯構成、共働き

（フルタイム、パートタイム別）世帯、合計特殊出生率等が既に示されていることを前提している。

①状況と注目点労働分野に関しては､社会的性別役割分業を基礎にして、女性の就業(有償労働)進出に

は職場に大きな障壁がある。まず雇用者を想定してであるが、就職する際に、正規職の場合には、新規

学卒か否か、通勤条件、単身赴任の可否、学歴・出身大学等を理由として、また再就職の場合にも、結

婚．子どもの有無．年令等によって、それぞれ性別に偏った選別を受ける。既婚者は、家事責任を理由

にして正規職につけない場合が多い。求職女性も、男性に比べて一方的に過重な家事・育児・介護等の

負担を前提して、非正規職を選択する、あるいはせざるを得ない状況があり、これが、男性そして女性

においても当然視されて社会常識になっていたし、現在も支配的である。新卒女性が就職しても、結婚

あるいは出産に際して退職するケースがなお多い。これによって、女性の年齢別労働力率は男性の台形

型に対してＭ字型分布になる。そして、育児期後の再就業における不利になり、また、再就職と就業継

続の場合にも職場生活と家庭生活の両立の困難、等々がある。
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雇用者以外に自営業者がいる。就職できない場合、および自営業者（自営業主、家族従業者）として

仕事を行うことができないときに、失業者あるいは求職意欲喪失労働者になる。

職場の労働条件はどうか。今日、企業での快適な労働の確保は、２１世紀に向けてILOが提唱した「デ

ィーセントワーク」（働きがいのある人間らしい仕事）の確保として国際的に取り組まれている問題であ

る。一般に、労働条件としては、賃金（所定内、所定外、諸手当等)、労働時間（労働日、週、月、年、

休暇諸制度等)、生産性一労働密度や疲労、健康・職業病・労働災害、職場環境（事務所、工場等での労

働の換気・温度、居心地、休憩施設)、そして昇進・昇格等の処遇がある。このうち、性別不平等にかか

わるのは、主として、賃金、労働時間、職場環境、昇進・昇格である。この結果として、あるいはこれ

らを決定する企業の意思決定の場（管理職や役員）における女`性割合がある。自営業者の場合にも、収

入、労働時間、労働内容が問われる。

男女共同参画・子育て支援・ワーク・ライフ・バランスをめざす今日の社会においては、企業もこれ

を推進する重要な主体として、どういった制度・政策を提供しているかが問われる。政府の「仕事と生

活の調和連携推進・評価部会」が委託した調査結果にみる企業における取組例を、参考資料４に示した

ｈｔｔｐｗｗｗ８ｃａｏ )。とはいえ、この事例は、従業者のワーク・ライフ。､ＥＣ.i､/Wlb/comDanv/index・ｈｔｍｌ

バランスなので、企業の意思決定への女性の参加等のとりあげは弱い。経営の上級職や役員での女性割

合、および女`性起業企業の件数や存続数等にも注目したい。

労働の場での男女共同参画は、もちろん企業によるだけでなく、国や地方、その他による支援によっ

て推進される。上記の企業におけるワーク・ライフ・バランスの取組み事例も、国の政策に促されてい

るところが大きい。

地方自治体におけるワーク・ライフ・バランスの新しい取組み事例は、例えば「平成２１年度地方公

共団体（都道府県・政令指定都市）におけるワーク・ライフ・バランス推進施策一覧」

（http://www8.ＣａＯ・ｇｏ・jp/wlb/local/h21suishin-list・html）に掲載されている。ここにも注目すべき

統計指標はある。

主な政策・制度としては、地方における男女共同参画の推進、ワーク・ライフ・バランスの啓発、優

良企業・組織の支援・顕彰等があるが、実質的・具体的に支援となるのは、保育園の整備を中心とする

子育て支援、高齢者、障がい者支援事業の推進であろう。

以上みてきた有償労働に関係する男女共同参画の状況は、無償労働、すなわち、彼/彼女がどのような

世帯・家族を背景にし、そこでの家事・育児・介護を、世帯・家族周囲の地域活動やボランティア活動

にどう従事しているかと深くつながっている。労働概念を拡大して､有償労働と無償労働の相互関係が、

１日24時間、週、月、年、ライフサイクルにわたって、どうなっているかが注目される。男女が共に、

有償労働と無償労働の両方を担当して、更に労働以外の娯楽、家族生活や睡眠を確保して快適な生活を

過ごすことこれがワーク・ライフ・バランスの問題であった。その点で、無償労働の活動内容や時間、

労働内容、さらに労働以外の生活行動も独自に取り上げられることになるが、これはひとまず、有償労

働以外のトピックスとして、ここではとりあげないていない。

②求めたい統計指標と入手可能性①でみた状況を示すための想定できる指標として、労働分野につい

て、表３－２をかかげてみた。この暫定表は、全国と地方を問わず、労働関係の指標として入手したい主

な項目を掲げている。項目には、さらに細分化して具体的統計指標とするべきもの、言い換えると、細

分化する以前のものがある。これら項目に対応する統計データは、政府統計機関が実施している国勢調

査、事業所･企業調査、就業構造基本調査、社会生活基本調査、賃金構造基本調査など全国的大規模調査

の都道府県編あるいは都道府県別表から入手できるものと、入手は不可能なものがある。この統計デー
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､匡国~ﾛﾌﾐﾌｮヘノレも入手可を○都道府県で入手可を。夕の入手可能性に対応させて、 、

|では入手可だが都道府県･市区レベルで政府統計から入手は不可を▽|とした｡企業･事業所における両立

支援の実施状況等は、国のレベルで、『雇用均等基本調査』が幾つかの項目を調べているが、都道府県別

等は無い。したがって、都道県あるいは市区等のレベルでは、必ずしも困難ではない独自調査によるか、

全国についてだけ統計データにあるいは地方の業務統計によって入手をはかることになろう。さらに、

一定の加工をして算出可能,性を持つ場合を▼|、 全国についても統計データはない場合を×|、 とした。

表３－２労働分野の統計選択指標（例示：暫定表）

■
■
■
四
回
■
■
■
■
■
■
■
■
回

１ ７
。
。

データ

出所

Ｅ
２９

升

亡
旧
匡

3３

■房如|i卜

労働全体労働分野に関しては、まず、就業形態において、正規と非正規労働があり、労働条件に大きな格差がある。こ

の非正規労働の大部分を女性が担っている。女`性の就業(有償労働)と継続には様々の障壁があり、家事・育児・介護という

無償労働の多くを女性が担うという家庭での制約がある。これに対応して、結婚・出産に際して離職があり、育児期後の

再就業における不利、再就職と就業継続の場合に、仕事と家事等の両立の困難がある。全体として、女`性は有償労働から

隔離されて能力発揮の機会を閉ざされている。ここから生じる年齢別労働力率のＭ字型分布が先進国中の日本の特徴とな

っている。他方で男`性の正規就業者は厳しい労働条件下にあって「会社人間]」として、無償労働には無縁である。男`性に

も非正規就業者が増大している。これらの男性の有償労働への偏りと女'性の無償労働への偏りが`性別役害'|分担といわれ、

社会の基礎に、そして人々の意識に浸透している。これら諸状況の明示と、両立の困難を克復するための国と地方、企業

等の制度・政策・活動一両立支援、子育て支援、ワーク・ライフ・バランス等一が掘り下げられるべきである。

ａ ｂ Ｃ ． Ⅱ ｆ ９

分野別男女共同参画統計指標

大区分 統計･統計指標名

指標の特pｋ

データ

出所

都道

府県

市
区

国
際

全国

計算

１

２

３

４

５

６

７

８

９

1０

1１

1２

1３

1４

1５

1６

1７

1８

'性別中学、高等学校卒業生の就職率の推移 8１

`|生別大学及び短期大学卒業生の就職率の推移（千葉県、図１－１－２－(4),39） 8１

`性、労働力状態別人口・労働力率の推移一ＮＷＥＣＯ９ １

'性、年齢階層（５歳）別労働力人口 1．２７

`性、年令階級、非求職理由別就業希望の非労働力人ローＮＷＥＣＯ９ ２９

末子の年齢、妻の就業状態別夫婦と子どもからなる世帯数一ＮＷＥＣＯ９ 2９

女`性の年齢階級別労働力・潜在労働力率一ＮＷＥＣＯ９ 2７ 、 2９

○

○

○

○

○

○

○

▽

×

○

○

▽

▽

○

○

○

○

○

○

○

○

'性、従業上の地位、規模別有業者数 2９ ○ ▽

,性、役職別労働者数一ＮＷＥＣＯ９ ４７ × × ○

'性別管理的職業従事者 １ ○ ○ ○

`性、従業上の地位、産業別労働力人口と害'|合 １ ○ ○ ○

,性、従業上の地位、職業別労働力人口と害I|合 １ ○ ○ ○

第一子出産前後の女`性の継続就業率－４，５，７：成果目標 1０ × × ○

子どもの年齢、母親の就業状況別世帯数 2９ ○ ▽ ○

性、年齢、雇用形態別雇用者数 2９ ○ ▽ ○

'性、年令階級別非正規労働者の害|]合の推移一ＮＷＥＣＯ９ 2９ ○ ▽ ○

女'性労働者に占める非正規雇用者書'１合一４：参考指標 2９ ○ △ ○

派遣社員数・害'|合 2９
、 3５ ○ △ ○



１２７

3４

1９

2０

２１

2２

2３

2４

2５

2６

2７

2８

2９

3０

３１

3２

3３

非正規から正規への移動率－４，７：参考指標 2８

在宅型テレワーカーの数－３，５：成果目標 3７

性、自営業主・家族従業者の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1,28,29

性、農林業・非農林業、年令階級別自営業主と家族従業者一ＮＷＥＣＯ９ 1，２７

`性、理由別退職者数 2９

妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇

その他不利益取扱い等に関する相談件数－５：参考指標

5７， 58,61

結婚・出産退職の理由

就業継続の希望の有無と障碍（意識調査）

フリーター数－７：成果目標 2８

性、年令階級（１０歳階級）別完全失業率の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1，２７

`性、年令階級、前職の離職理由別前職のある完全失業者一ＮＷＥＣＯ９ 2９

`性、失業期間別失業者数 2８

`性別就業希望失業者 2９

就職希望理由と希望雇用形態 2９

'性、年今別非正規雇用就業希望者
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3９

4０

４１

4２
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4４

４５

4６

４７

4８

4９

5０

５１

5２

5３

5４

5５

Ⅳ
労
働
条
件

'性別一般職賃金額および対男性比率一ＮWEC０９，４：参考指標 4７

'性別非正規就業者の賃金額および対男`性比率－４:参考指標 4７

｣性別正規・非正規賃金比較－４，７：参考指標 4７

一般労働者と短時間労働者の時間当たり賃金格差一ＮＷＥＣＯ９ 4７

`性、年令、勤務形態、雇用形態別H寺間当たり所定内給与額一ＮＷＥＣＯ９ ４７

`性、雇用形態、年間所得額別就業者分布一ＮＷＥＣＯ９ 2９

年収２００万円以下及び２５０万円以下の給与所得者の害11合一７：参考指標 4９

,性別推計年間労働時間と所定外労働時間の推移一ＮＷＥＣＯ９ 2７，４８

,性、雇用形態、ふだんの就業時間階級別構成害'１合一ＮＷＥＣＯ９ 2９

`性、実労働時間(年間)別雇用者数 2９

週労働時間６０時間以上の雇用者の害||合一３，４，５：成果目標 2７

'性別就業者通勤時間 7４

企業規模別別年次有給休暇の平均取得日数と取得率の推移一ＮＷＥＣＯ９ 5４

`性、企業規模別育児休業取得者書||合の推移一ＮＷＥＣＯ９ 5４

育児休業期間中の会社や共済会等からの金銭支給の有無、内容別事業所害'１合一

ＮＷＥＣＯ９

5７

,性、一般労働者・短時間労働者別勤続年数の推移一ＮＷＥＣＯ９ 4７

年次有給休暇取得率－３，４，５：成果目標 5４

6歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事労働時間－３，５：成果目標 7４

男'性の育児休暇取得率－３，４，５：成果目標 5７

職業病・労働災害 6２．６３

過労死・過労自殺 66,67

自殺死亡率(人口１０万人当たりの自殺者数脂３：成果目標 ５
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注）１)参考資料５の分野区分：111:労働力・就業、１V:労働条件、Ｖ:企業・組織の支援体制、ＶI:地方自治体の取り

組みから抜粋し、さらにしぼりこんだ。この表の欄や記号の詳細は、参考資料５の注を参照。

２)d～９列の○や▽等の記号について。「○」は入手可能（データ源あり）、「▽」は、政令指定都市（あるいは、中

核都市、大都市）で入手可能、「△」はデータ源からの集計作業あるいは独自調査によって作成可能、「×」は作成

不能、「－」は無関係な指標（作成不要)、をさす。▲は性区分なしの統計あり、を意味する。ぼりの●は国際比較、

▼は都道府県比較表、■は異なる指標の数値間の関係の分析に関する表あるいは図である。「△」の「独自調査によ

って入手可能」は、こう云ってしまえば、どのようなデータも入手可能になるが、ここでは、調査の実施例がある

か、その調査の実施が期待されるか、調査が比較的容易である場合について、「△」とした。なお、全国について作

成可能としている場合、政府統計ではなく民間の業界団体の作成による統計も、多くはないが前提している。

3５

5６

5７

5８

４０歳代から６０歳代の男｣性自殺率－３：参考指標 ５

家族経営協定の締結数－６ 成果指標 8０

性別労働組合員数・推定組織率および女,性害||合の推移一ＮＷＥＣＯ９ 2７，７１

△

△

×

△

△

×

○

○

○

5９

6０

6１

6２

6３

6４

6５

6６

６７

6８

６９

7０

7１

ｖ
企
業
・
組
織
の
支
援
体
制

コースの内容別新規学卒採用状況の推移一ＮＷＥＣＯ９ 5７ ×

ポジティブ・アクションの取組み状況別女`性管理職を有する企業害'|合と女`性管

理職害||合一４：成果目標、ＮＷＥＣＯ９

5７ ×

介護休業制度規定のある事業所害'１合および性別介護休業取得者の推移一

ＮＷＥＣＯ９

5７ △

次世代育成支援行動計画策定の届出をした企業の害１１合（京都府、第３次計画、

中間案、２２）

６０ △

育児休業制度の有無(企業、事業所)と』性別取得雇用者数 5７ △

短時間勤務を選択できる事業所の害'１合（短時間正社員制度等）－３，４，５

:成果目標

55,57 △

多様な働き方を導入している企業の害'|合〔変形労働時間制度、フレックスタイ

ム制度、事業所外労働の見なし労働時間制、裁量労働制等］〔京都府、

第３次計画、２２）

5７ △

配偶者出産休暇制度の有無と取得者数 5７ △

職場保育所の有無と利用者 △

再雇用制度の有無 △

女,性従業員の再就職制度の状況（札幌市、Ｈ２１年次報告書、図４８，４３） △

セクシュアル・ハラスメント対策企業 △

セクシュアル゛ハラスメントの相談件数（千葉県、図1-1.1-(8),32）－県労

働局雇用均等室

5８ △

7２

7４

7５

7６

7７

7８

7９

8０

８１

8２

8３

Ⅵ
国
・
地
方
自
治
体
の
取
組
み
他

国家公務員の男`性の育児休業取得率－２：成果目標

地方公務員の男`性の育児休業取得率－２：成果目標

県職員の休暇取得数等（(神奈)||県、指標111-1-(4)、プラン(第２次),37）

男女共同参画条例または基本計画制定地方公共団体数－２：参考指標

男女共同参画都市宣言採択市町村数－２：参考指標

国、地方公共団体の苦'情処理件数（男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策について）－２：参考指標

都道府県労働局雇用均等室に寄せられた男女雇用機会均等法に関する相談

件数－４：参考指標

都道府県労働局雇用均等室が実施した男女雇用機会均等法に基づく指導の

是正害'|合（年度内）－４：参考指標

公共調達でインセンティブを付与している都道府県数－４：参考指標

ボランティア登録会員数（札幌市、Ｈ２１年次報告書、図３８，３９）

シルバー人材センター登録者の男女数.男女比（札幌市、Ｈ２１年次報告書、

図３８，３９）
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さて、これら必要指標にこれまでの中央と地方の男女共同参画統計書は対応してきたか。

第一に、これら統計指標のごく一部分をとりあげているにとどまる。

第二に、これら指標に関しては、全国レベルと地方レベルのそれぞれにおいて統計が入手できない場

合がある。特に規模別との組合わせ表示をはじめとして『NＷＥＣ共同参画統計データブック』ですら詳

細にはとりあげていない。データの入手困難は、都道府県から都市へと小区域に下がるとともに大きく

なる。第三に、とはいえ、より強く問われるのは性別役割分業の存在と、これを支えてきた企業・地域・

家庭の体制を確認し､これを克服するための両立支援等の手立ての開始･定着などに十分な関心を持ち、

図３－１政策領域と問題・課題

Ａ政策領域と問題・課題

基礎にある原因 課題/関心事 結果/影響

司、.
教育における性別分離

賃金･俸給の相違
家族内での不平等な責任分担 女性を男性より低い地位の職

業にとどめる労働市場におけ

る性別職務分離

登用機会の相違再生産における女性の役割

FE南王55肩筧南面悪三一
意思決定における

役割の相違
職業に対する個人の選択と遷好

Ｂ必要とされる統計と指標

基礎にある原因 課題/関心事 結果/影響

教育における性別分離

ａ教育レベルと年齢別１５歳以上人口

b､学習分野と年齢別高等教育履修人口

o学習分野別高等教育への入学

d・教育レベルと年齢別経済活動人口

e､学習分野と年齢、高等教育履修別経済活動人口

f教育レベルと職業別経済活動人口

賃金･俸給の相違

a、職業別賃金/俸給

ｂ産業別賃金/俸給

c、公共･民間部門別賃金/俸給

家族内での不平等な宜任分担

a・婚姻上の地位別有償と無償労働時間

b・婚姻上の地位と子ども数および有償

と無償労働時間

c,婚姻上の地位と子どもの有無別無償

労働の様々な活動時間

d､婚姻上の地位と年齢別就業人口

e・婚姻上の地位、子ども数と年齢別職業別

登用機会CD湘違

職場の役職別就業人口

・役職と公共/民間部門就業人口

産業と企業規模別雇用者

産業と企業規模別使用主．

意思決定における役割の相違再生産における女性の役割

a・婚姻上の地位と子ども数別経済活動/経済非活動人口

b・第一子/第二子の出産後労働力から退いた就業人口

ｃ、親休暇中の就業人口

a・職場の役職別就業人口

b・役職と公共/民間部門就業人口

c・産業と企業規模別雇用者数

d・産業と企業規模別使用主

e・組合別労働組合員と選出役員

f省庁での高官

用主の偏見と固定1乱

a．異なる職業の女性と男性雇用者に対する使用主の選好

b・職場の性差別に対する訴訟数

職業に対する個人の選択と遷好

a・職業の選好別、中等/高等教育の卒業者

b､実際に選んだ職業ベル、中等/高等教育の卒業者

c・学習分野別職業訓練受講者

3６



これらを統計で確認していこうとする問題意識は十分なのか、である。多方面の男女共同参画統計書が

一般的に掲げる指標について機械的に統計を用意するだけでなく、当該地域の特徴一職業と家庭の生活

の両立を困難にする生活の実情、阻害要因を－確認・観察して解決の手立てを発見するための統計分析

をふくめ、計画・政策の提起、に統計を役立てることが求められる｡,

第四に、以上に関わって、主要必要指標体系を提示し、データの入手可能`性を都道府県、指定都市、

市区、町村レベルで検討し、男女共同参画統計書の当面の問題点を示すのが、必要な課題でもある。

3.3.2原因･背景・関係要因→現状→結果・影響ジェンダー統計書作成の後の段階にある分析に材料

を提供するため、ジェンダー問題の現状と同時に、現状をもたらしている原因・背景･関係要因、および

現状がもたらす結果・影響のそれぞれを示す統計指標を選択することも望まれる。国際的なジェンダー

統計の基準テキストであるＢヘッドマン等による性別職務分離の例を図３－１で示そう。

Ａは、性別職務分離一すなわち、職場において女性と男性では従事する職業や産業、そして地位に格

差があること－という問題の原因および結果・影響を要因的に整理したものである。

Ｂはこれを統計によって確認あるいは検証するために、各要因を示す統計指標を選択して列挙してい

る。性別区分をもつこれら統計指標は、いわば理想指標あるいは理論的指標とでもいうべきもので、こ

れらを掲げた上で、実際に、統計値が入手できるかの検討の段階に進むことになる。Ａの原因一現状一

結果･影響図は、すでに問題をもたらしている原因を推察している。このような統計指標があれば、問題

の原因を数値によって確認して政策の立案に進むことは容易になる。

3.3.3中核指標、補助指標、将来指標これはジェンダー統計活動において先導的である国連ヨーロッ

パ経済委員会（UNECE）統計部が、加盟国についての統計集を作成しようとして、統計指標の選択作

業を行い、その結果として掲げた統計指標においた区分である7．問題分野別の統計指標の提示に当たっ

て、中心になる「中核指標」と、中心指標を補足する「補助指標」と、データの入手可能性等を考慮し

たとき、現在直ちには指標の実際値を入手できないが、必要なので、将来的に作成を試みるべき「将来

指標」を区分している。これも、実際統計値の入手において多くの困難にぶつかる地方統計指標の想定・

選択において設定して良い区分であろう。

3.4候補になる統計指標

表３－３は、全国と地方自治体について取り上げる指標として、全生活分野について合計２００以下をめ

ざした簡約統計指標の候補である。これは、付属資料５に収録した６００を越える統計指標(詳細)表から

抜粋したものである。そこで、まず付属資料５の統計指標(詳細)表、次いで表３．３を説明したい。

3.4.1参考資料５:全国統計指標(詳細)表第一に、この分野分類は、目下作成作業に入った予定ＮＷＥＣ

男女共同参画統計データブックの２０１２年度版の区分（2009年版の「労働条件」を、「労働条件」と「企

業・組織の男女共同参画政策」にわけた）を前提にした。そして、「企業と組織」の部分を、「企業と組

織」と「国と地方の男女共同参画政策」に区分した１４分野で構成してみた。この分野配列は、いわゆる

計画対応型ではなく、社会構成対応型である。ここには、メディアやICT分野がない｡他方で、子ども

や高齢者、障害者に重点をおいて分野を設定するタイプがありうるし、これら分野分類をさらに集約す

ることも可能であろう。

７伊藤陽一(2001）「ECE地域におけるジェンダー統計ウェブサイトの構築一関係報告書')翻訳と論評一」「統計研究

参考資料」No.7５
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第二に、付属資料５の統計指標は、①ＮＷＥＣ男女共同参画統計データブックの統計指標、②第３次男

女共同参画基本経計画が新たに示した目標､成果目標と参考指標、これに加えて、③幾つかの都道府県、

市区町村の男女共同参画計画、男女共同参画白書（あるいは年次報告書）等でとりあげている指標の一

部を対応するそれぞれの分野にふくめて、全国版と地方版の作成の参考のために用意された。

②においては、複数以上の分野で同じ指標が掲げられている場合がある。その統計指標が異なった分

野の問題の理解にとって重要だからであろう。この表では、特定分野にその指標を位置づけた上で、引

用されている他の分野の番号を示した。③でとりあげたのは、北海道、千葉県、東京都、神奈川県、京

都府、大阪府、兵庫県、仙台市寸千葉市、川崎市、横浜市、川西市、大阪市等である。筆者が、男女共

同参画統計に熱心な自治体として注目して選んだものである。筆者は、都道府県と市区のすべてを調べ

たわけではなく、他に優れた統計指標を提示している自治体はまだあると思う。

第三に、上記の①および③の男女共同参画計画とこれに対応してとりあげられている統計指標には、

子どもと高齢者や、ボランティア等がとりあげられているが、その中には男女平等の状況やその推進に

直接的には関わらないものが広くとりあげられている点に留意したい。育児支援関連政策も育児支援を

通じて、女性の職場進出と男性の育児参加の条件整備になるだろうが、特に男性の家事育児参加を促進

するのでなく、女性の家事・育児を支援して、性別役害'１分業を再生産・固定することになる政策もふく

まれているようにもみえる。また高齢者の生活支援・保護も、社会問題として重要であるが、高齢者に

女性が多い点で、女'性高齢者の生活の確保を通じて、高齢者の男女平等あるいは女性高齢者の不利を克

服する限りにおいて、男女平等につながる。子どもや高齢者施策がすべて男女平等に向けた政策ではな

い。これと関連して、これらすべての政策にあてられる予算が、男女共同参画にあてられる予算と計算

されてしまうと、みせかけの過大計上につながるので注意を要する。

第四に、ここに掲げられた諸指標には類似のものがあり、これらをひとまとめにしてしまうことも可

能であるが、参考資料５では、そのまま残しているものが多い。また統計指標には、問題の幾つかの側

面を１つの統計表にまとめて示している場合と、複数以上の表に分解して示している場合がある。まと

めた場合には､問題の諸側面の関連を浮かび上がらせることが可能であり、効果的な場合がある一方で、

表が多次元のクロスになって複雑になり、その読み取りが、統計に慣れていない読者にとっては難しい

ことになろう。幾つかの表に分解すると、表の読み取りは簡単ではあるが、関連性が表示されないこと

になる。参考資料５の統計指標には、多元的な表と、これらを分解した表がある。これらを並列したま

ま示しているのである。複合的な表・図にするか、単一の表・図にするかは、狙い、スペース、そして

説明の流れによるだろう。

第五に、参考資料５の表と本文の表３－３にも表頭にc,d,e,f,ｇ欄(列)を設けている。ｃはこの統計指標の

データ源泉、ｄは都道府県で、ｅは市区での作成可能性に関する欄であり、ｇは、全国についてだけ意味

を持ち、作成可能性に関する欄である。ｆは、国際比較に関する指標を示している。国際比較指標とｆに

対応する指標は、地方自治体の男女共同参画統計の作成においては、必要に応じて参考として引用する

という性質のものである。

ｄ,e,fでは、中央政府が公表する統計によって作成可能なもの、あるいは地方機関がデータ収集過程に

関与しているので、地方レベルで集計すれば作成可能なものについて○、政令指定都市など－部につい

ては入手可能だが、一定人口数以下の市区に関しては入手不可能なデータを▽、以上によっては入手で

きず、地方自治体の独自調査によって作成可能にあるものを△で示した。地方では作成が無意味、ある

いは不可能な場合には×で示した。

第六に、参考資料５では、特に基本的であり、重要と考えられる統計指標に網(薄色)を付した。ここで

3８



基本あるいは重要と判断した基準は、筆者による暫定的判断による。

第七に、参考資料５と表３－３の両方とも、なお作成作業半ばの暫定表である。この作業にはかなりの

時間を投入しているが、作業効率を大きく阻害しているのは、政府統計資料の統計表の表題、したがっ

て表一覧や目次が、表の内容（地方区分の有無、性区分の有無等）を適確に伝えていないことであった。

統計による地方別、性別表示に関心を持つ利用者にとっては「統計の品質」が劣るといえる。

表３－３簡約統計指標一覧（暫定表）

[｛［と
４１７１８１

1０▲▲

●●

［ ●●

●●

3９

Ａ ｂ Ｃ ． Ｅ ｆ ９

分野別男女共同参画統計指標

大区分 統計･統計指標名

指標の網Ppk

データ

出所．

都道

府県

市
区 国

際

全国

計算

１

２

３

４

５

６

７

８

９

Ｉ

人

口

'性、年令５歳階級別人口の増減の推移 １

人口ピラミッドーＮＷＥＣＯ９ １

,性別外国人人口数・害１１合の推移一ＮＷＥＣＯ９ １

'性、国籍（出身地）別外国人登録者数一ＮＷＥＣＯ９ 1３

`性、年齢階層(３区分、６５歳以上)別人口･構成、諸比率 １

出生数および合計特殊出生率の推移一NWECO9、人口:４ ４

`性別出生数.死亡数、自然増加数の推計と将来推計一ＮＷＥＣＯ９ 4,17,18,19

,性別平均寿命の推移一ＮＷＥＣＯ９ ２１，２２，２３

普通出生率、死亡率、自然増加率の推移一ＮＷＥＣＯ９ ４

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

○

▽

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1０

1１

1２

1３

1４

1５

1６

1７

1８

1９

2０

２１

２２

2３

２４

2５

2６

家
族
・
世
帯

ＩＩ

一般世帯数と平均世帯人員の推移一ＮＷＥＣＯ９

`性、婚姻上の地位【未・非婚、既婚、同棲、寡婦、寡夫)、１５歳以上人口

家族類型別世帯数・構成害'1合の推移と女`性世帯主害'１合一ＮＷＥＣＯ９

`性、年令別単独世帯数と女'性書11合一ＮＷＥＣＯ９

婚姻件数、再婚件数推移の推移

`性、年齢階級別未婚・非婚率の推移＜北海道：図表７，pl6）

平均結婚年齢・初婚年齢・夫婦の年齢差の推移一ＮＷＥＣＯ９

夫妻の一方が外国籍の婚姻件数、国籍別害||合の推移一ＮＷＥＣＯ９

離婚件数・同居期間別害１１合・普通離婚率の推移一ＮＷＥＣＯ９

１８歳未満の子どもの親族のいる世帯の家族類型別一般世帯の推移一

ＮＷＥＣＯ９

夫婦のいる世帯の家族類型、６歳未満の子どもの有無、就業状態別

一般世帯数一ＮＷＥＣＯ９

子どもの出生年次別にみた第１子出産前後の女性の就業経歴一ＮＷＥＣＯ９

母子世帯数と父子世帯数の推移

６５歳以上高齢者のいる世帯構造別（子どもと同居、カップル）世帯数.

害'１合の推移一ＮＷＥＣＯ９

`性、年令階級、配偶者の有無、家族形態別６５歳以上の者の構成害I|合

－ＮＷＥＣＯ９

'性別にみた６５歳以上の単独世帯数の推移一ＮＷＥＣＯ９

性、年令階級別にみた６５歳以上の単独世帯一ＮＷＥＣＯ９

１

１

１

１

４

1.4

４

４

４

１

１

1０

１

2４

１

１

１

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

△

△

○

○

△

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



２９

２９

２８２９

２７２９

２９

4０

2７

2８

2９

3０

３１

3２

3３

3４

3５

3６

3７

3８

3９

･４０

4１

4２

4３

4４

4５

4６

4７

4８

4９
１１ １

労
働
力
・
就
業

性、労働力状態別人口・労働力率の推移一ＮＷＥＣＯ９ １

性、年齢階層（５歳）別労働力人口 1.27

性別、中学、高等学校の就職率の推移 ８１

性別、大学及び短期大学の就職率の推移（千葉県、図１－１－２－(4),39） ８１

２０歳から６４歳までの就業率-4,5,7,8：成果目標 １ 28,29

性、年令階級、非求職理由別就業希望の非労働力人口一ＮＷＥＣＯ９ 2９

末子の年齢、妻の就業状態別夫婦と子どもからなる世帯数一ＮＷＥＣＯ９ 2９

性、年令階級別労働力率の推移一ＮＷＥＣＯ９ １ ， 28,29

女性の年齢階級別労働力・潜在労働力率一ＮＷＥＣＯ９ 27,29

性、主要職業、年間所得別就業者数一ＮＷＥＣＯ９ 2９

性、役職別労働者数一ＮＷＥＣＯ９ 4７

性、従業上の地位、産業別労働力人口と害'1合 １

性、従業上の地位、職業別労働力人口と害'１合 １

,性、年齢、雇用形態別雇用者数 2９

性、年齢別非正規雇用者数 2９

女`性労働者に占める非正規害'１合一４：参考指標 2９

在宅型テレワーカーの数－３，５：成果目標 3７

`性、農林業．非農林業、年令階級別自営業主と家族従業者一ＮＷＥＣＯ９ 1，２７

結婚・出産退職の理由一世帯・家族

性、年令階級（１０歳階級）別完全失業率の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1，２７

性、年令階級、前職の離職理由別前職のある完全失業者一ＮＷＥＣＯ９ 2９

'性、失業期間別失業者数 2８

就職希望理由と希望雇用形態 2９

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

▽

×

○

▽

▽

○

○

×

×

○

○

▽

▽

△

×

○

○

▽

▽

▽

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

5０

5１

5２

5３

5４

5５

5６

5７

5８

5９

6０

６１

6２

6３

6４

Ⅳ
労
働
条
件

,性別一般職賃金額および対男'性比率一NWECO9、４：参考指標 4７

男女間賃金格差－７：参考指標 4７

'性別非正規就業者の賃金額および対男，性比率－４:参考指標 4７

性別正規・非正規賃金比較－４，７：参考指標 4７

』性、年令、勤務形態、雇用形態別時間当たり所定内給与額一ＮＷＥＣＯ９ 4７

低所得層(第’四分位)の賃金－７：参考指標 4７

`性、雇用形態、年間所得額別就業者分布一ＮＷＥＣＯ９ 2９

年収２００万円以下の給与所得者の害||合一７：参考指標 4９

`性、雇用形態、ふだんの就業時間階級別構成害||合一ＮＷＥＣＯ９ 2９

週労働H寺間６０時間以上の雇用者の害|l合一３，４，５：成果目標 2７

,性別推計年間労働時間と所定外労働時間の推移一ＮＷＥＣＯ９ 2７，４８

'性、実労働時間(年間)別雇用者数 2９

性別就業者通勤時間 7４

企業規模別別年次有給休暇の平均取得日数と取得率の推移一

ＮＷＥＣＯ９,3,4,7成果目標

5４

'性寸企業規模別育児休業取得者害I|合の推移一ＮWEC０９，３，４，５：成果目標 5４

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

△

△

△

×

×

×

×

×

×

×

×

▽

▽

▽

×

×

×

×

×

×

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○



’

４１

６５

6６

6８

6９

7０

７１

7２

7３

7４

育児休業期間中の会社や共済会等からの金銭支給の有無、内容別事業

所害１１合一ＮＷＥＣＯ９

5７

性、一般労働者・短時間労働者別勤続年数の推移一ＮＷＥＣＯ９ 4７

6歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事労働時間－３，５：成果目標 7４

職業病・労働災害 62.63

過労死・過労自殺 66,67

自殺死亡率(人口１０万人当たりの自殺者数)－－３：成果目標 ５

４０歳代から６０歳代の男』性自殺率一参考指標 ５

家族経営協定の締結数－６：成果指標 8０

性別労働組合員数・推定組織率および女性書'１合の推移一ＮＷＥＣＯ９ 2７，７１

相談事項別都道府県雇用均等室に寄せられた相談構成害'|合および相談件

数の推移一ＮＷＥＣＯ９

厚労

×

×

○

△

○

△

△

△

×

△

×

×

△

△

△

△

△

△

×

△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

7５

7６

7７

7８

7９

8０

8１

8２

8３

8４

8５

Ｖ
企
業
・
組
織
の
支
援
体
制

コースの内容別新規学卒採用状況の推移一ＮＷＥＣＯ９

ポジティブ・アクションの取組み状況別女性管理職を有する企業割合と女

'性管理職害'１合一４：成果目標、ＮＷＥＣＯ９

介護休業制度規定のある事業所害'|合および`性別介護休業取得者の推移一

ＮＷＥＣＯ９

育児休業制度の有無(企業、事業所)と`性別取得雇用者数

多様な働き方を導入している企業の害'|合（変形労働時間制度、フレックス

タイム制度、事業場外労働の見なし労働時間制、裁量労働制等）（京都府、

第３次計画、２２）－３，４，５：成果目標

配偶者出産休暇制度の有無と取得者数

職場保育所の有無と利用者

再雇用制度の有無

女』性従業員の再就職制度の状況（札幌市、Ｈ２１年次報告書、図４８，４３）

セクシュアル・ハラスメント対策企業

セクシュアル・ハラスメントの相談件数（千葉県、図1-1-1-(8),32）－県労
働局雇用均等室

5７

5７

５７

５７

５７

5７

5８

×

×

△

△

△

△

△

△

△

△

△

×

×

△

△

△

△

△

△

△

△

△

○

▼

○

○

△

○

△

△．

△

△

○

8６

８７

8８

8９

9０

Ⅵ国

と地方

自治体

の取組

み他

国家公務員の男性の育児休業取得率－２：成果目標

地方公務員の男`性の育児休業取得率－２：成果目標

県職員の休暇取得数等（(神奈)||県、指標111-1-(4)、プラン(第２次),37）

男女共同参画条例または基本計画制定地方公共団体数－２：参考指標

男女共同参画都市宣言採択市町村数－２：参考指標

1７８

1６６

1６７

1６７

△

△

○

○

△

○

△

○

○

○

○

○

９１

9２

9３

９４

9５

9６

9７

Ⅵ
生
活
時
間
と

'性、雇用形態、４大生活時間、平日・日曜日別の総平均時間一ＮＷＥＣＯ９

'１生、週間就業時間、４大生活時間分類、平日・日曜日別総平均時間一ＮＷＥＣＯ９

共稼ぎ夫妻・夫が有業で妻が無職の夫妻・有業の独身女'性、４大生活時

間分類、平日・日曜日別総平均時間一ＮＷＥＣＯ９

子どもの有無、共稼ぎ夫妻・夫が有業で妻が無職の夫妻、４大生活時間

分類、平日・日曜別総平均時間一ＮＷＥＣＯ９

世帯の家族類型、６歳未満の子どものいる雇用されている夫妻、行動の

種類（注分類・主行動)、平日・日曜日別総平均時間一ＮＷＥＣＯ９

要介護高齢者のいる家族介護者の`性、介護支援の禾||用の有無・利用頻度

別、１日当たりの家事時間と介護・看護H寺間一ＮＷＥＣＯ９

`性、年令階級、４大生活時間分類月|]高齢者の生活時間一ＮＷＥＣＯ９

7４

7４

7４
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7４
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△
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△
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4２

9８

9９

1００

1０１

1０２

1０３

1０４

1０５

無
償
労
働

,性、年令階級別全労働時間一ＮＷＥＣＯ９

'性、企業規模、無償労働時間・有償労働時間・全労働時間、全労働時間

に対する無償労働時間の害||合一ＮＷＥＣＯ９

`性、妻雇用形態(フルタイム、パートタイム)・無職別収入労働と家事労働時間

子どもの就学前・就学後別、,性、共働き雇用者夫妻の有償・無償労働時間

親と同居の子どもあり共働き雇用者夫妻の有償ｑ無償労働時間

'性別単身労働者有償労働時間と無償労働時間

`性別、高齢者(６５歳以上)世帯の生活時間

介護者のいる高齢者世帯の生活時間

7４

7４

7４

7４

7４

7４

7４

7４

○

○

○

○

○

○

○

○

△

△

△

△

△

△

△

△

○

○

○

○

○

○

○

○

1０６

1０７

1０８

１０９

110

1１１

112

113

114

115

116

1１７

118

119

1２０

1２１

1２２

1２３

1２４

1２５

1２６

1２７

1２８

家
計
と
資
産

Ｖ

世帯の家族類型、主な家計の収入種類別一般世帯数一ＮＷＥＣＯ９

2人以上の勤労者世帯の月平均家計収の推移一ＮＷＥＣＯ９

勤労者世帯員別勤め先収入害１１合の推移一ＮＷＥＣＯ９

2人以上の勤労者世帯における世帯主の年齢階級、世帯の年間収入別にみた

世帯主の`性別害11合一ＮＷＥＣＯ９

2人以上の勤労者世帯の年間収入十分位階級別、消費支出の構成害'１合一

ＮＷＥＣＯ９

勤労者世帯の月平均家計収入および』性別世帯員別勤務先収入害'|合

勤労者収入階級別の貯蓄と負債額

貯蓄現在高階級別世帯分布一勤労者世帯一ＮＷＥＣＯ９

負債現在高階級別世帯分布一勤労者世帯一ＮＷＥＣＯ９

世帯収入階級別消費支出

収入第１とＶ階級世帯の消費支出

相対的貧困率－７：参考指標

共稼ぎ世帯と片稼ぎ世帯の月間収入と支出一ＮＷＥＣＯ９

共稼ぎ世帯と片稼ぎ世帯の貯蓄・負債の現在高および構成害||合一ＮＷＥＣＯ９

４０歳代の「共稼ぎ世帯」・「世帯主だけが稼いでいる世帯」の月平均家

計収支一ＮＷＥＣＯ９

性、年令階級別単身勤労者世帯の月平均支出と格差指数一ＮＷＥＣＯ９

性、年令階級別単身勤労者世帯の貯蓄・負債現在高一ＮＷＥＣＯ９

母子・父子世帯の親の雇用形態・年間就労収入階級別害'１合一ＮＷＥＣＯ９

母子世帯の貯蓄金額階級別分布一ＮＷＥＣＯ９

６５歳以上、男女単独世帯と夫婦のみの世帯の所得階級別構成害'1合一

ＮＷＥＣＯ９

'性、所得の種類別６５歳以上の単独世帯の平均所得金額と構成害'1合一

ＮＷＥＣＯ９

'性、年令階級、収入の種類別夫婦高齢者世帯（６５歳以上の夫婦のみの世帯）

の年間収入一ＮＷＥＣＯ９

自己破産申し立て件数の推移一ＮＷＥＣＯ９

１

7６

7６
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×

×
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×

×
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×

×

×

×

×

×

▽

▽

▽

×

×

×

×

▽

△
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▽

▽

▽

▽
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▽
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▽

▽

×

×

×

×

×
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▼

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1２９

1３０

1３１

1３２

Ｘ
教
育

Ｉ

`性、学校の教育段階・種類別在学者数の推移一NWECO9 ８１

`性、高等教育の種類別学校への進学者の推移一ＮＷＥＣＯ９ ８１

世帯の年間収入別、学校種類別学習費総額一ＮＷＥＣＯ９ 8６

国ｄ公・私立、女子高・男子校・共学別高等学校の推移一ＮＷＥＣＯ９ ８１

○

○

△

○

○

○

△

○

○

○



4３

1３３

1３４

初等・中等・高等学校における本務教員・校長・教頭数と女性割合一NWECO9

性、中・高校、担当科目別教員

8１

8１

○

○

○

○

○

○

1３５

1３６

1３７

1３８

1３９

1４０

1４１

1４２

1４３

1４４

1４５

1４６

1４７

1４８

1４９

1５０

Ｘ
社
会
保
障
・
福
祉

世帯類型別被保護世帯数の推移一ＮＷＥＣＯ９ 9２

生活保護を受ける高齢単身世帯数の推移(東京都､データ2010,87､全国結果のみ）

`性、年齢階層別貧困率の推移（東京都、データ2010,88、全国結果のみ）

性、現役時代の経歴別公的年金受給額一ＮＷＥＣＯ９ 9８

世帯類型別児童扶養手当受給者数一ＮＷＥＣＯ９ 9３

離別母子世帯の養育費の受給状況一ＮＷＥＣＯ９ 2５

保育所利用児童数と利用率の推移一ＮＷＥＣＯ９ 93.95

待機児童数と待機理由

休日・夜間（延長）・病児病後児・事業所内・院内保育を行っている保

育所数（京都府、第３次計画、中間案、２２）

放課後学童保育（児童クラブ）設置数の推移（北海道：図表２３，４４)）

児童扶養手当受給者数の推移(千葉県、図''1-2-5-(2),89）

児童虐待相談における主な虐待者の推移一ＮＷＥＣＯ９ 9３

介護保険の,性、要介護度別受給者数の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1０５

被虐待高齢者の,性別と虐待者の被虐待高齢者との続柄一ＮＷＥＣＯ９ 1０７

介護労働者の職種別・就業形態別従業員数一ＮＷＥＣＯ９ 1０８

介護労働者の賃金の他産業・職業別賃金との比較一ＮＷＥＣＯ９ 1０８
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1５１

1５２

1５３

1５４

1５５

1５６

1５７

1５８

159

1６０

1６１

1６２

、
健
康
・
保
健

'性、年齢階級、現在の健康状態、将来への健康不安の有無別労働者書'|合一

ＮＷＥＣＯ９

'}生、仕事や職業生活への強い不安・悩み・ストレスの内容別労働者書'１合一

ＮＷＥＣＯ９

,性、年齢階級別有訴者率と通院者率一ＮＷＥＣＯ９

,性、主要傷病別患者数と女`性書１１合一ＮＷＥＣＯ９

'性、主要死因別年齢調整死亡率の推移一ＮＷＥＣＯ９

乳がん検診受診率/子宮がん検診受診率（大阪府、施策、図７－①-1,113）

－１０：成果目標

性別自殺者数の推移の推移一ＮＷＥＣＯ９

人工妊娠中絶実施件数（１０代、２０代、３０代）－１０：参考指標

'性別HIVZAIDS報告数の推移一ＮＷＥＣＯ９

性、主な性感染症別報告数と若年者の占める害'１合の推移一ＮＷＥＣＯ９

常時診療体制が確保されている′|､児救急医療権数－３，１０：成果目標

性、病院・診療所、内科・外科・'1,児科．､産婦人科別医師数と女性

害'１合の推移一ＮＷＥＣＯ９
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、
安
全
。

災害・事故種類別発生件数、死者・行方不明数および負傷者の推移

－ＮＷＥＣＯ９

女'性委員のいない都道府県防災会議の数－１４：成果目標

全国の女`性消防団員数－１４：成果目標

刑事手続き（一般刑法犯）の流れ別件数・人員数一ＮＷＥＣＯ９

一般刑法犯の認知件数、性別検挙人員数と女性害||合の推移一ＮＷＥＣＯ９

児童虐待に係る事件の加害者と被害者の関係一ＮＷＥＣＯ９

警察
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１４９

１４７

１５２

１４０

１５６

１６３１６７

１６３１６７

１６３１６７

１６３１６７

１６３１６７

１６３１６７

１６３１６７

１６３１６７

１７１

注）ｌ)参考資料５から抜粋したものである。表中の提示等は、参考資料５の注を参照。

2）ｄ～９列の○や▽等の記号についてだけ示す。「○」は入手可能（データ源あり）、「▽」は、政令指定都市（ある
いは、中核都市、大都市）で入手可能、「△」はデータ源からの集計作業あるいは独自調査によって作成可能、「×」

は作成不能、「－」は無関係な指標（作成不要)、をさす。▲は'性区分なしの統計あり、を意味する。げりの●は国際

比較、▼は都道府県比較表、■は異なる指標の数値間の関係の分析に関する表あるいは図である。「△」の「独自調

査によって入手可能」は、こう云ってしまえば、どのようなデータも入手可能になるが、ここでは、調査の実施例

があるか、その調査の実施が期待されるか、調査が比較的容易である場合について、「△」とした。なお、全国につ

いて作成可能としている場合、民間の業界団体の作成による統計をも、数は多くないが前提している。

3)データ出所として、警察、厚労、文科等の文字がある場合は、府省庁の業務資料によることを意味する。

3.4.2簡約統計指標（表3-3）これは、第一に、参考資料５から、重要として網を付した統計指標を

中心にして、全分野にわたって合計数を２００以下におさえることにして抜粋したものである。

4４

1６９

1７０

1７１

1７２

1７３

1７４

1７５

1７６

1７７

犯
罪

性的虐待事件の検挙件数－９ 参考指標 140

性犯罪の被害件数・発生率の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1４０

強姦の認知件数－９ 参考指標 1４０

高齢者虐待と被虐待者（兵庫県、Ｈ２２白書、１６）

夫(内縁をふくむ)からの暴力検挙件数・相談数の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1４９

配偶者からの暴力の頻度と`性別被害者数一ＮＷＥＣＯ９ 1４７

ストーカー事案に関する認知件数の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1５２

売春防止法違反検挙件数－９：参考指標 １４０

人身取引事犯の検挙状況の推移－９：参考資料、ＮＷＥＣＯ９ 1５６
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1８４

1８５

1８６

1８７

1８８

1８９

1９０

、
意
思
決
定

地方議会における女,性議員書'|合の推移

地方における首長に占める女`性書１１合の推移一ＮＷＥＣＯ９

都道府県審議会女性書'|合一１：成果目標

市区町村審議会女性書'１合一ｌ：成果目標

都道府県・政令指定都市における`性別｣地方公務員管理職数.女性

害１１合の推移一ＮＷＥＣＯ９

地方公務員女`性書'1合一ｌ：参考指標

都道府県中小企業団体中央会役員－１ 参考指標

森林組合役員に占める女'性の害'|合一６：参考指標

漁業協同組合役員に占める女性の害'１合一６：参考指標

民間企業役員における女'性の害'１合

当該都道府県に本社を置く中小企業の役員における女性の害'|合

当該市区町村に本社を置く中小企業の役員における女`性の害'|合

民間企業の課長相当職以上に占める女性の害'|合一１：成果目標

1６３，１６７

1６３，１６７

163,167

1６３，１６７

1６３，１６７

163,167

1６３，１６７

163,167

1６３，１６７

１

文科
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○
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△
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○

○

○
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1９１

1９２

1９３

1９４

1９５

ｍ
意
識

｢男女共同参画社会」という用語の周知度－２，１３：成果目標

女`性の人権が侵害されていると感じること（千葉県、図1-1-1-(1),34）

｢男は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方の推移一

ＮＷＥＣＯ９－

結婚１０年未満の夫婦の理想子ども数の構成害'1合と平均理想子ども数の椎

移一ＮＷＥＣＯ９

夫婦間における「平手で打つ｣、「なぐるふりをして、おどす」を暴力

として認識する人の害'|合一９：成果目標
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第二に、重要性や選択の基準は、筆者の判断による。他の選択もありうるので暫定案として提出して

いる。議論次第で他の指標の選択がありうる。今後も検討作業を続けたい。

第三に、参考資料にあるような、国際比較や全国についてのみ意味のある国の機関での女性割合等は

削除している。地方の状況を特徴として取り出す際の比較には、都道府県は全国との比較、あるいは都

道府県間比較、政令指定都市の場合は、全国、所属都道府県、あるいは政令指定都市間の比較〈市区の

場合は、全国、所属都道府県、同一都道府県内市区間比較、がまずとりあげられるだろう。しかし、ま

ずは、どの統計指標について比較するのかが先ず検討されるべきであり、比較の問題は捨象している。

第四に、全体としては人口と家族を基礎におき､生活各分野の男女共同参画関統計指標をあげている。

第五に、各分野について、全体的平均的指標をとるか、その分野の状況を特定問題にしぼって典型的

に示す統計指標をとるか、の問題では後者を選択することにしたが、なお、その分野の全体を示す指標

もふくまれており、完全には後者に特化してはいない。

第六に、mIIに意,恩決定がある。しかし、労働や企業では役員や管理的位置にある職員など、他の分

野にも幾つかの意思決定に関する統計指標が分散している。

第七に、上記の点をふくめて、統計指標には他の分野に深くかかわるものがある。第３次男女共同参

画計画が掲げる成果目標や参考指標では、同じと統計指標が複数以上の分野で掲げられている場合があ

る。この表では、関連する分野を「－」で示している、

第八に、全国統計調査において、都道府県データの提示がある場合は、都道府県について○、市区の

うち、政令指定都市（更に中核都市）について提示があるが、それ以外について提示がない場合は▽、

都道府県市区が独自に調査を行ってデータを獲得することになる場合に△をあてた。×は、市区につい

て、独自調査も困難であろうとみなした場合に、×をあてた。△をＵＮＥＣＥでいう「将来指標」とみる

ことができる。

第九に、表３－３には、生活全分野にわたる基本的ものである。特定問題にしぼる場合は、労働分野に

関して表３－２で示したように、さらに多くの指標によって、問題の検討を深めることが望まれる。

参考資料５と表３－３を通じて、3.3.2で示した原因一現状一結果図式を分野の主要問題にあてはめて、

統計指標を選択するまでには至っていない。また、関連して、例えば女性の就業率と合計特殊出生率

との対応など、男女共同参画問題をさらに深く検討する上で重要な統計指標・図は、不足している。更

に、表３－３のような統計指標を使って特定地方自治体について男女共同参画統計書の作成を行ってはい

ない。この作業を進めつつ、並行してすでに豊富な地方自治体の男女共同参画統計文献をさらに吟味す

る中で、選択すべき統計指標や統計の入手可能性―特に、全国統計調査では入手できない統計データに

ついて、地方の業務の中から作り出す可能'性一も、明らかにできると考えている。この本統計参考資料

のⅡの「第２部地方ジェンダー（男女共同参画）統計書の実際」での実例の吟味を経て、このＩでの

暫定的な部分をより確定的にしたいと考えている。
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４地方の一般統計データと男女共同参画統計データの所在

４．１地方統計機関の位置

日本の中央と地方の統計作成機関の関係は徹底して中央集権的である。全国統計の作成にあたって中

央統計機関は、都道府県の統計部署の調査を依頼し、都道府県は、さらに市区町村の統計担当者に依頼

する体制をとっている。そして、この統計活動のための人件費や調査関連の費用は中央政府が負担する

のである。これによって指揮系統は中央統計機関→都道府県統計担当部署→市区町村統計担当者の流れ

の下にある。すなわち、下請け体制である8．地方統計機関は、その地方の統計集の編集を担当している

ことが多いが、東京都などの大きな地方自治体を除いては、地方独自に統計調査や分析を広く行っては

いない。

総務省統計局のウエブサイトが、この関係を、図４－１とともに説明している。参考のためにこれを引

用しよう。まず「統計調査の実査の流れ」として、以下のように言う。

「国の行政機関が行う統計調査についての企画、調査票の設計等は、通常、その行政機関の統計実施部

局が自ら行います。／統計調査は、国が直接実施する場合、都道府県（統計主管課又は事業主管課）や

市町村等へ委託して実施する場合及び国の地方支分部局を通じて実施する場合があります。／統計調査

員は、受託機関（調査実施主体の場合もあります｡）から任命される非常勤の公務員で、調査対象（個人・

法人・事業所・団体等）に対する協力依頼や調査票の配布・取集を行うなど当該調査活動の最前線を担

っています｡」

４２地方統計の一般的種類(全数統計、標本統計、地方独自調査統計、業務統計）

地方男女共同参画状況の統計による分析のために利用可能な統計データは、(1)中央の統計機関が行っ

ている全国的統計調査の結果に示されている地方の統計データと、(2)全国とは関係なく、その地方の統

計機関の独自調査による統計データ、(3)地方の統計担当以外の機関・部署が通常業務過程で届出・申告

あるいは許認可作業等に伴って作成している統計データ(業務統計)からなる。

4.2.1全国統計の地方表章部分

①全数調査全数調査は、調査対象の全員を調査する。日本の全数統計調査には、ａ国勢調査、ｂ事業

所･企業統計調査、ｃ，工業統計調査、ｄ、商業統計調査等がある。全数調査は正確に行われるなら、調

査票の数値を合計するだけであるから、正確性をもつ。しかし、日本の世帯や事業所のすべてを調査

するのには費用と時間がかかるので、ひんぱんに行うことはできない。Ａやｂは５年に一度の調査で

あり、結果は中央統計機関から発表される。日本の全国について全構成者を調べているので、主要統

計表には市区町村レベルの結果がある。

②標本調査結果を得たい全体の構成員の全員ではなく、－部（標本）をとりだして、その結果から全

体を推定する調査である。一部分を調査するので、調査結果もより速やかにまとめられ、費用も安く

すむ。このため、物価や家計、さらには雇用・失業動向など月々の変動を把握するために主として使

８地方統計の現状については「地方統計の現状と課題」「研究所報」（日本統計研究所）４０号-2010.9-と巻頭の菊

地論文が適確に説明している。
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図４－１国の統計飼査における鯛査の流れ図(基幹統計困査）
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われる。しかし、一部分から全体を推論するという手続きをとるので、この標本調査に固有の推論

に伴う誤差一標本誤差（サンプリング・エラー）－を持つ。標本誤差の大きさは、調査の際に選択

する標本の大きさによる｡標本が大きければ標本誤差は小さい｡標本調査には以下の二種類がある。

(i）大規模本調査構造分析を目的とする。就業構造基本調査、社会生活基本調査・・・大規模調査なの

で費用と時間がかり、多くの場合５年おきに行われる。標本調査ではあるが大規模なので、都道府

県別、さらには政令都市レベルまでの統計データは標本誤差が小さいので、これらについて地域区分

した表章を持つ。

(､）小規模標本調査。全体の平均的動きを速やかに把握する目的で行われる。労働力調査、家計調査等

があるが、道府県の数値はわずかしか示されていない。特に男女共同参画統計として重要な「女性雇

用管理基本調査』には地域表章はない。

4.2.2地方の独自調査や新調査

地方自治体で独自に調査を行う。住民の意識調査は多いが他の調査はわずかしかない。独自調査の多

くは標本調査として行われる。ここでは、標本設計（標本をどれだけ、どう選出するか）をしっかり

行うことが重要である。

4.2.3地方行政記録からの統計

通常業務（統計獲得を第一の目的とはしない）過程から副次的に統計が生産される場合である。例え

ば、人口動態統計（出生、死亡、結婚、離婚）は、役所窓口への住民から届出を役所がまとめて地方

の保健所に送られ、全国の保健所から厚生労働省の担当部署に報告があって、作成されている。これ

らは役所の業務過程から生産されるので、「業務統計」と呼ばれる。

住民基本台帳人口統計の他、地方の諸機関･部署は、届出や登録、事故の調査記録（労働災害、交通

事故、犯罪・・・）によって多くのデータを集めており、ここから統計を作成している場合がかなり

ある。税務関係も多くの記録、データを持っているはずである。しかし、統計機関以外の部署のそう

いった統計データは、業務過程に埋もれており、その地方で作成されている統計として一覧あるいは

集積されていない。わずかに、地方の統計集等に、その一端が顔を出す程度である。

中央統計機関が発表する統計の地方表章が限られており、地方独自の作成統計は弱体な状況下では、

地方の非統計諸機関・部署が作成・保有する統計の収集が非常に重要である。

４３都道府県や市区町村の統計害

４．１の経路で､４．２でみた統計生産の手続きによって、自然環境から経済や生活・文化等にいたる諸分

野の統計が全国おおよび地方区分をもって公表される。これに地方独自の統計調査と業務統計結果が加

わるが、これらをふくめて、主要な統計を集めた地方の統計集が作成されている。最近では都道府県レ

ベルでもウエブサイトに掲載して紙媒体の書物の形態での発行を停止したケースがあるが、当該自治体

の統計書（年報）は、なお紙媒体の書物であるケースが大部分である。

これら統計書は、統計データを提供するともに、統計の資料源を示している。男女共同参画統計書の

作成にあたっては、この統計データ自体を使用できることがある。本来的には、この一般統計書に、男

女共同参画問題にかかわる重要な統計や統計指標を収録していることが望ましい（これが男女共同参画

統計の「主流化」である)。
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しかし、全体のスペースの制約と、これら一般統計書づくりの際に、男女共同参画視角や共同参画統

計視角は意識されて来なかったのが実情であり、使える統計は少ないことを前提しなければならない。

とはいえ、自分たちが住み、生活している地域について主なことを伝えているのが、これらの一般統計

なのであるから、使いやすさ、分かりやすさが確保されているのかを検討することをふくめて注目し、

統計データに慣れることも必要なことである。また、特に統計の資料源を通じて、男女共同参画統計分

析にとって必要な統計が存在する可能性を追跡する糸口を得ることが大切である。以下では、都道府県

レベルから町レベルまで、｜|頂次、自治体統計書をみていく。

4.3.1都道府県統計谷

表４－１都道府県統計害の構成例一東京都：第６１回東京都統計年鑑（平成２１年）（2011年３月刊）

ページページ

Ｑ
Ｊ

１
１
ワ
ー
Ｑ
Ｊ

０
１
１
１
１
Ｒ
ｕ
Ｒ
ｕ
ｎ
ソ

０
■
０
呵
几
リ
ム
１
１
１
１
１
１
１
人
１
１
１
１

１
１

ｎ
Ｕ
几
詮

の
凸

刈
生
■
■
■
１
１
１
１

貝
』

１
１
１
１
１
人

□
１
１
１
１
１
１
１
上
１
１
１
１
１
１

耐ゴ
一
万

①一般に、都道府県の統計書（年鑑）は、地方では最も古い起源をもつ。前身にさかのぼると、明治・

大正期にも行き着く。

②自然環境、人口・世帯からはじまって、経済活動、労働・家計や警察・財政・選挙・職員等に、都

道府県の住民が関わる全分野の統計の主な部分を収録しており、大部であり、おそらくその地方の

統計関係書では最大であろう。例とした東京都統計年鑑の最近の2009(平成２１)年版はＡ４版１４＋

３６２ページである。現行版は１９４８年の出発になる。ここでは東京都２００９（平成２１）年版の構成を

表４－１として示した。東京都の場合、２００９年版で分野区分と配列が大きく変更され、またページ数

も前年の１９＋556ペ－じから２００ページ弱少なくなった。次でみる横浜市の標準的配列とは若干異

なる。

③人口・世帯、労働、家計、教育・文化・スポーツ以下の幾つかの分野では、個人に関する,性別統計

がある程度掲載されている。しかし全体として、総計的、平均的統計が多く、また'性別表示も限ら

れているので、男女共同参画の見地から統計を編集し、分析する上では、一部分のみを利用するこ

とになる。その地方の経済活動等の特徴を把握するのに役立つだろう。

④都道府県統計書はその都道府県に属する市区町村別の統計表を多くふくむ。特定の市区町村の把握

のためにこれら統計表を利用できる。これは国の統計表が、都道府県別、ときには政令指定都市の

統計数を分類して掲載しているのと類似である。

⑤各統計表には、統計の出所の記載がある。これによって男女共同参画に関する統計を掘り起こすこ

とができる場合がある。

⑥性別表示の不足は著しい。人口に関する国勢調査と賃金、教育関係等については性別表章があり、

２００８年版には１５－６「女性福祉」という項目があったが、２００９年版では消えた。例えば、賃金・労

働時間、犯罪、都議会議員、教育、医療従事者、警察等をふくむ都の職員体制に関する統計は少な

く、あっても性区分がなく、また属性のクロス集計が少なく、統計表の一層の利用を妨げている。

⑦巻末には事項索引と統計資料の解説等を伴うことが多い。その都道府県で利用可能な統計資料がり

4９

分野 ページ 分野 ページ

まえがき・目次等 1４ １３物価・地価 1９４－２０７

１.土地。気象 1－１３ １４家計 2０８－２１３

２人口・世帯 1４－３９ １５金融 2１４－２２１

３建設・住居 4０－６５ １６都民経済計算 2２２－２２５

４運輸 6６－１０９ １７教育・文化・スポーツ 2２６－２４９

５通信・`情報 １１０－１１３ １８社会保障 2５０－２６５

６電気・ガス・上下水道 1１４－１２１ １９医療・衛生・環境 2６６－２８５

７労働 1２２－１３１ ２０司法・警察・消防 2８６－３１９

８事業所 1３２－１５１ ２１財政 3２０－３４１

９農林水産業 1５２－１５９ ２２選挙・職員 3４２－３４７

１０卸売市場取引 1６０－１６７ 事項索引 3５０－３５７

１１工業 １６８－１７７ 統計資料の御案内 3５８－３６２

１２商業・サービス・貿易 1７８－１９３



ストされているので、男女共同参画統計活動に役立つ、あるいは改善を求めるべき統計書の有無を

知ることができる。

⑧東京都をはじめとしてかなりの統計書が、統計表は原数値表示が主であり、比率等が少なく、「利用

者にやさしい」とはいえない。

⑨かなりの都道府県統計書はウエブサイトで公表されるようになった。

4.3.2政令指定都市統計谷

表４－２政令指定都市の統計害例一横浜市「第89回横浜市統計壱一平成２１年度」（2011年３月刊）

ジ
６

｜へ
皿
１
７
別
而
朋
Ｗ
ｍ
１
１

ページ

１９７－２３０

２３１－２３８

２３９－２５８

２５９－２７８

２７９－３０４

３０５－３３０

３３１－３７８

３７９－４１０

４１１－４１６

４１７－４３６

４３７－４５０

３両菫ﾊﾑ 文ぴｉＩ台缶

８首易人々

ｂ７ＫＦＲＨ計皀

①「例としてとりあげた横浜市統計書の表４－２に示した分野区分と配列が、これまでのところ都道府県

市区統計書の標準であろう。その地方の自然的条件の後に、人口（この見出しの中に、国勢調査に

よる労働力・就業や世帯・家族、結婚・離婚がある)、経済活動、そして労働以下、住民の状況や活

動を示す順序である。人口・世帯・家族という丁寧なタイトルが望まれる。

②２００９年版はＡ4版４６０ページであり、第８９回目である。

③索引や資料案内等はない。

④男女別区分は、完全とはいえないが、かなりいきとどいている。

⑤横浜市では、２００９年３月に出版した「横浜市民生活白書2009」が統計の解説の役割を果たしてい

る。

⑥ウエブサイトでのこの統計書の案内は、全統計表名を一覧しており、親切である。

4.3.3市区統計書

表４－３市の統計吉例一八王子市『平成22年版』（23年３月発行）

ページページ

産
注）ウエブサイト版では統計図表と参考資料がＰＤＦ形式、その他の統計表はExcel形式、であることが示されている。

①分野配列は標準的である。表４－３の八王子の例ではＡ4版２０５ページ。２０１０年で４５回を数えている

5０

分野 ページ 分野 ページ

はじめに目次 1０ 1０建物及び住宅 1９７－２３０

主要統計長期指標 １－６ 11電気、ガス及び上下水道 2３１－２３８

１土地及び気象 ７－２２ １２物価及び家計 2３９－２５８

２人口 2３－７４ １３労働 2５９－２７８

３事業所 7５－８８ １４社会福祉 2７９－３０４

４農林業及び漁業 8９－９６ １５衛生及び環境 3０５－３３０

５工業 9７－１１０ １６教育及び文化 3３１－３７８

６商業及びサービス業 1１１－１３４ １７司法及び治安 ３７９－４１０

７金融及び保険 1３５－１４２ １８市民経済計算 ４１１－４１６

８貿易及び港湾 1４３－１５４ １９財政 ４１７－４３６

９道路、運輸及び通信 1５５－１９６ ２０選挙、議会及び市職員 ４３７－４５０

分野 ページ 分野 ページ

まえがき＋目次 ８

統計図表 ８ １０金融・財政 9５－１０２

統計表ｌ土地・面積・気象 9－１５ 11物価・消費 1０３－１０５

２人口 1７－２８ １２労働 1０７－１１２

３国勢調査 2９－４０ １３社会保障 1１３－１２５

４事業所 4１－５２ １４教育・文化 1２７－１４１

５農林水産業 5３－５９ １５衛生・環境 1４３－１５１

６工業 6１－６７ １６議会・選挙・行政 1４３－１６０

７商業・サービス業 6９－７４ １７治安・消防 1６１－１６６

８建設・住居・ガス・上下水道 7５－８４ 参考資料１八王子の歩み 1７０－１７８

９運輸・通信 8５－９４ ２主な基幹統計調査 1７９



②人口、労働、教育に一定の'性区分があるが、また市議会議員に'性区分が無い。市の委員会等に関する

統計ない。市の職員に関しては性別がある。賃金・労働時間は東京都全体の統計で代替している。国

勢調査からとった労働力状態・年齢階級表（表３３）に性別がないので、Ｍ字型曲線を描けない。

③冒頭にある統計図は、利用者にわかりやすい。ウエブサイトでの提供は、統計表のタイトルが示され

ていてアクセスしやすい。依拠している主な統計調査として、国の統計が示されている。求めたいの

は、市独自の調査、業務統計の所在である。

4.3.4町村統計害あるいは町村概要書

町村統計書の例として、東京都の瑞穂（みずほ）町を表４－４にとりあげてみた。東京都には、１３の町

村があり、町は、瑞穂（みずほ）町【平成２２年国勢調査速報による人口：33,467人】、日の出町【同上、

16,652人】、奥多摩町【6.045人】、島部の大島町【8,454人】、八丈町【8,222人】の５つである。筆者

に近いところにある点と提示資料からみての選択である。

表４－４瑞穂町（東京都）『瑞穂町勢要覧2008』資料編中の統計データ

①町のレベルになると、人口規模にもよるが、統計書ではなく町政要覧に資料・統計データがふくま

れていることが多い。

②例にあげた東京都瑞穂町の場合は、２０１１年時点でもなお、２００８年版以降､､ウエブサイト上では更新

されていないので、そのまま引用した。瑞穂町を都営あげたのは、東京都下の町としては、瑞穂町

と日の出町の２つがあり、瑞穂おらずの町勢要覧が最新のものである。

③町の状況を町民その他に伝える上で、なお統計データとして多くの統計を所有しているはずである。

④男女共同参画の見地からも、多くの統計を掲げることができるし、人口関係に性別が一切入ってい

ないのが惜しまれる。

⑤町勢要覧はウエブサイトにそのまま掲載されている。

4.3.5地方の統計年報・年鑑全体と男女共同参画統計活動での利用

全体としてみると、地方自治体の統計担当部署が発行する統計年報・年鑑は、その地方の自然から経

済活動、住民生活の諸分野にわたる主要統計を編集しており、その地方自治体の状況を把握するための

出発点での統計書である。今日では、ウエブサイトに掲載されているので入手しやすい。とはいえ、原

５１

分野 提示統計 ページ 資料源

土地 ●土地利用状況（地目別面積）の推移

人口 ●人口・世帯数●年齢別人口●人口と世帯数の推移(図） 国勢調査

産業 ●平成１８年度産業別就業者数●農業の推移●専兼業別農家

数（販売農家）●商工業の推移（業種別商店数、従業者数）

●産業別人口●工業の推移●商業の推移

農業センサス

教育 ●小中学校の児童・生徒数の推移●体育施設利用状況●図書

館利用状況

財政 ●性質別構成比の推移（普通会計）●普通会計決算

●特別会計決算額の推移

福祉 ●国民年金の状況●保育所（入園児の推移）

防災 ●瑞穂町消防団団員数及び消防ポンプ'数●火災発生状況の

推移

生活環境 ●ごみ処理実施状況推移●下水道布設状況推移●瑞穂町

配水量合計●し尿処理状況推移



数値表の羅列であることが多く、指数・比率が不足しており、利用者にやさしいとはいえない。

男女共同参画統計の角度からこれら統計年報をみると、国勢調査結果、家族・世帯、教育等の場合を

除いて、幾つかの例外があるが、人口・労働・生活関係の重要な統計表で性別区分がない。目下のとこ

ろ、これら年報類の編集当事者（あるいは統計担当部署）において、利用者本位と男女共同参画(統計）

の視角が希薄といわざるをえない。

とはいえ、関連統計表の一部は使用可能であるし、性別区分が欠如していても、その統計表の出所が

示されているので、それらの出所・担当部署にあたって、男女共同参画に関わる統計を発掘するための

手がかりを与えてくれるので十分に検討するべきである。

４．４地方についての比較統計集および統計集

地方の男女共同参画の状況を把握し、推進するために統計を検討するときに第１歩として必要なこと

は、過去との比較で変化傾向をとらえ、また他の地域との比較によって、その地域の水準を把握するこ

とである。このためには、男女共同参画統計ではなく、一般の統計に関しての地域別情報を一覧的に提

供してくれる統計書が有効である。民間出版社ではなく政府関係からの出版物は、ウエブサイトにも掲

載されているので、活用の余地は大きい。以下、主要な統計書・ウエブサイトを紹介する。

4.4.1地方比較統計のウエプサイト・統計書

(1)総務省統計局のe-Statサイト（政府統計の総合窓口）

①「都道府県・市区町村のすがた」e-Stat(政府統計の総合窓口)の「地図や図で見る」の第２行の「都

道府県・市区町村のすがた」にある。「主要な統計データで全国の各地方公共団体を紹介するとともに各

種分野別統計データを提供します」という説明のもとに、「収録データ：社会・人口統計体系｣、「地域統

計概観｣、「地域別統計データ｣、「データ数値検索」の欄がある。

「社会・人口統計体系｣に入ると「統計でみる都道府県・市区町村（社会・人口統計体系)」の下に、膨

大な内容が蓄積・提供されている。

男女共同参画統計に隣接するか、関わる統計を見る場合には、政府統計における、この社会・人口統

計体系関連の統計・統計指標を取り上げることになるので、この「社会・人口統計体系」を把握してお

こう。これは政府統計の体系として、国民勘定体系と並ぶ人口や社会生活関係の大きな体系である。サ

イトの説明は、「社会・人口統計体系は、国民生活の種々の側面を１３の分野に分けて把握しています」

として、以下をあげる。１.人口・世帯２，自然環境３、経済基盤４，行政基盤５、教育６、労働７，文化・

スポーツ８，居住９，健康・医療10、福祉・社会保障１１、安全12家計13、生活時間をあげている。、

これらは、行動主体（生活の行動主体である国民、住民）、環境基盤（生活行動や行動の場の背景とな

る自然環境、経済基盤、行政基盤）、行動の場（生活行動を行う施設、便益）、行動資源（生活行動の

基礎となる金銭的、時間的資源及びその配分）、生活行動（住民の具体的な行動の態様）、実現水準（住

民の生活行動の結果として達成される結果）の観点から整備され、相互に関連付けられている」として

図４－２の説明図をつけている。

さらに、この体系の沿革、特徴、整備されているデータ項目一覧として、上記の１３分野にＡからＭ

のコードをつけ、この各項目の、コード、所在原、周期、対象年次等を示している。また、出所となっ

ている統計調査や業務報告資料の概要を示している。とりあげられている調査等名も下に示しておく。

整備されている項目は、都道府県別に約4200項目、市区町村別に約１５００【別の説明では、都道府県デ

ータ（基礎データ７４８項目、指標データ６３８項目、市区町村データ（基礎データ１０９項目、指標データ
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図４－２社会・人口統計体系の構成概念図
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出所）総務省統計局ウコニブサイト：

表4-5主要統計データ（例：川西市）
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2005 157,668 |人’
一般世帯数 2005 58,492 世帯

総面積 2００９ 5,344 ｈａ

可住地面積 2009 3,244 ｈａ

事業所数 2００６ ３，９７１ 所

財政力指数 2００８ ０．８４

小学校数 2009 1７ 校

就業者 2００５ 68,556 人

公民館数 2008 1０ 館

一般病院数 2008 ８ 施設



44項目という表現もある】。これらデータによる集計結果は、『社会生活等駅指標一都道府県の指標」、

『統計でみる都道府県のすがた」、「統計でみる市区町村のすがた」にまとめられて、ウエブサイトに

掲載されていてダウンロード可能であると同時に、冊子として発刊されている。これらは以下でふれる

ことにして、なお「都道府県・市区町村のすがた」その他をみよう。

②地域統計概観「収録データの内、主要な項目により都道府県及び市区町村を概観するとともに、各

地方公共団体の統計関連ページのリンク情報を提供します。また、グラフ等により時系列データ比較や

地域間データ比較を行なうことが出来ます｡」との説明がある。これは全国地図あるいは地区名一覧から

市区町村を選ぶと、まずは､主要指標についてそして保有する全項目の指標が示されるシステムである。

例えば、兵庫県川西市を指定すると、表4-5の指標一覧が示される。指標項目をクリックすると直ちに

項目の説明をみることができる。時系列比較、地区間比較も可能である。

更にこの指標の下に「関連リンク」があり、「川西市」が示されている。クリックすると市のトップ

ページがでてくる。指標表の隣には地図が示されており、都道府県、市区町村の概観を理解するために

は非常に便利なサイトである。

③地域別統計データベース「都道府県、市区町村の各種主要統計データから地域、項目を抽出して統

計表表示、グラフ表示、ダウンロード等を行なうことが出来ます」との説明がある。地図あるいは地区

名から都道府県・市区町村を選び、項目選択からデータを選択できる。異なる種類のグラフ表現も選択

することができる。

(2)政府統計機関および大都市統計協議会による地方比較統計書

①総務省統計局『社会生活統計指標一都道府県の統計指標』（2011年版：Ｂ5版550ページ、2011年２

月刊）同じく「社会・人口統計体系」からとりだした指標の統計集である。Ｉ社会生活統計指標、Ⅱ

基礎データ、Ⅲ基礎データの説明、の３部構成をとって、ＡからＭの１３分野に関して、３２２統計指

標項目（１項目でも、例えば年令３区分のように３項からなるなど、１項目が多数の項からなる場合と単

一の項からなる場合があるので、この項目数はおおよそのものとみるのが妥当である）を用意し、３年

次（2011年版では、2000.2005,2008年）の比較表として示している。ウエブサイトからダウンロード

でき、また文献として出版されている。

②総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた」（2011年版：Ｂ5版193ページ、2011年３月刊）

上記①の都道府県部分から選択した統計指標からなる統計集でありＩ：社会生活統計指標、Ⅱ：指標

計算式、Ⅲ:基礎データの説明、の構成からなる。

Ｉの社会生活統計指標は、以下のＡからＬまでの１２分野の４５０個の指標について都道府県別の数値

と都道府県順位を与えている。

Ａ：人口・世帯一No.1～40、Ｂ：自然環境-41～54、Ｃ：経済基盤-55～91、Ｄ：行政基盤-92～139,

Ｅ：教育-140～179,Ｆ：労働-180～213、Ｇ：文化・スポーツ-214～230,Ｈ：居住-231～288、Ｉ：

健康・医療-289～342,Ｊ：福祉・社会保障-343～386,Ｋ：安全-387～424、Ｌ：家計-425～450．

ウエブサイトからダウンロードでき、また文献として出版されている。

③総務省統計局『統計でみる市区町村のすがた』（2011年版：Ａ4版328ページ、2011年６月刊）

(1)の①と②としてみた社会・人口統計体系から選出された１０４の統計項目指標からなる。Ｉ：市区町

村編、Ⅱ：基礎データの説明、から構成されており、２０１１年版は３２８ページである。ウエブサイトから

ダウンロードでき、また文献として出版されている。この文献は、都道府県の場合と異なって比率・指

数等に換算しないで基礎データをそのまま提供している点に弱点がある。とりあげられている統計項目

の幾つかについては、比率・指数化によって地域間比較が可能であるが、市区町村についてはこういっ

た処理が行われていない点は、生産・提供者側のサービスの不足といえる。

④大都市統計協議会「大都市比較統計表一平成20年」（A4版７＋376ページ、2010年３月）

幾つかの全国的標本調査が、都道府県とともに政令指定都市についての区分を持っている。政令指定

都市は最近、市町村合併によって増加しつつあるが、大都市として、独自の統計調査を行ったりしてデ

ータも保有している点で、一般の市とは異なる点もあり、男女共同参画統計書も豊富な内容をもって作
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成しやすい位置にある。政令指定都市に関しては、表記の独自の統計集があるのでこれにふれておく。

対象は政令指定都市なので、例えば、平成１５年版の１４都市が平成２０年の１８都市に増加している。

分野構成は､Ｉ:士地及び気象(５－数字は分野で掲げられている統計項目数｡以下同じ)、11:人口（13)、

Ｈ１：事業所(4)、１Ｖ：農業(6)、Ｖ：工業(4)、Ⅵ：商業(6)、ⅥＩ：サービス業(1)、Ⅵ１１：貿易(4)、

IＸ:金融(3)、Ｘ:物価及び家計(4)、Ⅲ：労働（15)、XII建物及び住居（13)、ＸＩＩＩ運輸及び通信（14)、

ＸＩＶ電気、ガス及び上・下水道(4)、ＸＶ教育及び文化（17)、ＸⅥ：衛生(11)、ＸⅥI：民生（12)、ＸⅥⅡ：

警察・司法及び消防（13)、ＸＩＸ：市（都）民経済計算(3)、ＸＸ：財政(6)、XXI：選挙及び職員（６）で

ある。付録１は公共施設・サービス主要指標、付録２は社会・人口統計体系指標である。

この比較統計集は、大都市協議会の編集担当都市に対して、各都市が統一された書式に統計データを

書き込んで提出する形をとっており、編集担当を都市間で交代しながら発行されている。

なお、東京の数値のほとんどは２３区についてのものであり、経済計算が都全体のものである。また、

本文の２１分野の項目には主として統計の実数値が掲載されているが､中には､比率化された指標もある。

比較のためには付録２の「社会・人口統計体系指標」（366~375ページ)に注目するべきである。ここに

は１：人口（１２指標)、２：経済基盤(3)、３：財政（16)、４：学校教育（、)、５：社会教育(1)、６：

労働(3)、７：家計(9)、８：居住環境（14)、９：社会保障(4)、１０：健康・医療（16)、１１：安全（10）

の１１分野にわたって（合計９８）の指標が示されている。これらは比率化されているので、比較に適し

ている。

なお、各比較表に資料源が示されている。総務省統計局その他の全国統計からのものもあるが、各市

の担当部署である場合もかなりある。このことは、これら統計を実務諸部署が所有していることを意味

する。ということは、市区町村の対応部署が類似統計を所有している可能性を示唆していることにもな

る。都道府県から市区町村レベルに降りて行って、データの欠如や不足に直面したときのヒントになる

かもしれない。

(3)民間発行の地域統計関係谷

①矢野恒太記念会「データでみる県勢一日本国勢図会地域統計版』（2011年版：Ａ５版５１０ページ、

2010年１２月刊）主として政府統計機関(中央一地方)が生産・発行した統計を独自に編成・解説する

点でユニークな統計による現状の解説書【日本国勢図会(ずえ)、世界国勢図会、日本のすがた等】を発行

してきた（財）矢野,恒太記念会による地域の統計解説書である。２０１１年版（第２０版）［Ｂ５版５１０ペー

ジ]についてみれば、第１部：府県のすがた(13-118ページ)、第２部：府県別統計(119-366)、第３部：

市の統計（307-444)、第４部：町村の統計（445-503）から構成されている。

第１部は、ほぼ１県２ページにわたって、経済指標と生活指標のレーダーチャートがあり、主な生産

物と人口ピラミッドとともに、最近年の主要統計データ、地図と(行政データ)が並べられている。短いス

ペースに主要指標が詰め込まれていて、簡単にその県の特徴を把握する上で有効である。

第２部は、１章：国士・人口、２章：労働、３章：資源・エネルギー、４章：産業、５章：金融・財政、

６章：運輸・通信・マスコミ、７章；社会・文化、８章：公害と災害・事故、について最近年の都道府県

比較統計表と幾つかの比較統計図が配されて、表の資料・注記として用語説明とデータ注意事項の記述

が６ページある。約２５０ページのうち、資源・エネルギー、産業と金融にその半分があてられている。

第３部は、面積・人口(統計指標-8)、労働・産業(8)、商業・財政(7)、行政・生活(7)について市の比

較統計表をわずかの図とともに提供している。

第４部は、面積、人口、世帯数、年齢(３区分)別人ロ、農業産出高、製造品出荷額等、卸売・小売業の

年間商品販売額、歳入決算額、財政力、実質公債費、１人当たり医療費（国民健康保険）の１３指標につ

いての町村別統計表を提供している。
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この書物はいうまでもなく、政府統計機関等が発表した地域統計を独自に加工し編集したものである。

この意味でこの書物は２次統計集である。レーダーチャートを使い、また工夫した図を織りこんでいる

が、独自の統計指標を考案しているわけではない。数多い統計・統計指標の中から、何を選択して地方

を描こうとしているかに注目するのが良いだろう。

②朝日新聞社『民力」（2010年版：Ｂ5版605ページ、2010年７月刊）「歳出でみる地域のお金の

使い方｣(２０６７ページ)、｢地域圏･地区紹介｣(68-186)｢エリア･都市圏･市区町村別主要指標｣（187-380)、

「都道府県別民力指数」（381~398)、「都道府県別資料集」（397~498）「参考資料」（499-548)、「資料の

解説」（549-581)、「資料出所一覧」（582-589）と索引からなる。

この書物では、民力という概念と、都市圏・エリアという地域のくくりをしていることに特徴がある、

まず、民力とは、「衆参・消費・文化・暮らしなどの分野にわたって国民が持っているエネルギー」であ

ると定義し、民力指数は、基本、産業活動、消費、文化に２００７年から暮らしを加えた５分野の指数を

総合して作成している。各分野、すなわち、基本指数(６つの個別指標から計算。以下個数を示す)、産業

活動指数(6)、消費指数(6)、文化指数(6)、暮らし指数(6)のそれぞれを総合して民力総合指数（および

１人当たり民力水準）を作成している。

「都市圏紹介」では、都市圏を５つの指数のレーダーチャートと総合指数で示している。都市圏概念

とこの指数化を承認した利用者が使用することになろう。筆者は車その他の交通網の発展の中で、ここ

での都市圏を越えたより広域の都市圏で考えなければ有効な実質的論議をできないと受けとめている。

「エリア・都市圏・市区町村別主要指標」では都市圏とでの総合とともに、その都市圏を構成する各

市町村別と、エリアを構成する市区町村別をふくめて土地・人口・世帯（８指標)、産業・経済（７指標）

に関する統計も掲載している。「都道府県別民力指数｣では､都道府県別に、民力指数の下位指数６つと、

その指数構成３０項目の２０１０年値、および民力指数と民力水準の2006~2010年の値を示している。「都

道府県別資料集」では、都道府県に人口・世帯、士地、産業、経済、建設・住宅、運輸・通信、文化・

暮らしのそれぞれについて、比較的詳細な統計値を収録している。「参考資料」には、全体として都道府

県別の、生活満足度指標、生活現代化指標、外国人登録者数、年間収入階級別世帯数、高齢者関連指標

その他、幾つかの注目すべき指標がある。資料の解説は、資料出所の調査等の簡単な説明がある。

この書物はいうまでもなく、政府統計機関等が発表した地域統計を独自に加工し編集したものである。

この意味でこの書物は２次統計集である。地方別統計出所としてこの書物で使用可能なのは、都道府県

別資料集であり、資料出所先一覧・索引が、資料出所を探索する上で手掛かりになる。

③東洋経済臨時増刊『地域経済総覧」2011年版（B5版、785ページ、2010年１０月刊）年ごと

に異なる特集は、２０１１年版では、地域医療・社会福祉関連統計（7-157ページ）であり、市区町村別デ

ータ(1)で、病院数、一般診療所数、病床数、歯科診療所数、診療科別医師数、(2)で歯科医師数、薬剤師

数、老人福祉施設定員数・在所者数、保育所定員数・在所児童数、障害者支援施設定員数、介護老人福

祉・保健施設定員数、各種検診受診率、を収録している。

都道府県別データ（159-293ページ）では、面積・士地（９統計・統計指標)、人口・世帯(19)、国勢調

査（15)、県民経済計算(8)、都道府県財政（15)、事業所・企業（14)、農林水産業(8)、工業（10)、建

設(6)、運輸(9)、商業（16)、サービス業(8)、家計(7)、雇用・労働(8)、預貯金・保険(3)、消費

(7)、'情報・通信(3)、医療・福祉（15)、教育・文化（14)、住宅(6)、環境（19)、安全・社会環境(9)、

府県間流動（６）をとりあげている。すなわち、２３分野について２３４の指標である。

979市区の経済・社会データ（297-617ページ）では、①面積・人口（12)、②男女別年令別人口(3)、

③国勢調査(9)、④地方財政（15)、⑤農業・製造業(9)、⑥卸売業・小売業(7)、⑦小売業(7)、⑧税.
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住宅(8)、⑨建築・地価・学校(9)、⑩自動車・医療・環境（15)、すなわち、１０分野について９４の統

計・統計指標をとりあげている。

941町村の経済・社会データ（621~765ページ）では、①面積・人口(10)、②国勢調査・財政等（14)、

③産業・生活（19)、すなわち、３区分|こついて４３統計・統計指標をとりあげている。

資料Ｉ目（768~785ページ）にはデータの解説があり、最後に、市区町村数がある。

タイトノレが示唆するように、市区から町村までをもとりあげているが、経済関係中心である。性別に

関して言えば、人口について町村レベルに性別合計があり、市区・都道府県について`性、年齢別表があ

る程度である。町村に関して教育等がなく、市区では幼稚園から高校にかけて児童と生徒数があるが、

全体にわたって性別はない。２０１１年の特集はタイムリーであるが、医療従事者や施設在所者について性

別がない。表題どおり、地方の経済的背景を把握するための文献である。

④東洋経済別冊｢都市データパツク2011年版一全国809市区の実力が分かる」(A5版､1825ページ、

2011年７月刊）緊急特集として、東日本大震災(26-36ページ)、巻頭特集として、特別調査結果一①

「集中改革プラン」成果検証、②任意予防接種の助成状況、③「中心市街地活`性化計画」（①～③：３０

～106）を示している。大震災に関しては、当然のことだが関連統計は少ない。本書の主たる内容は、８０９

市区の最新情報として各市区について見開き２ページでの説明である。市長、議会、市の名前の由来か

らはじめてほぼ１ページにわたって概略を、残り１ページで、面積・人口‘世帯(１４指標)、少子高齢化

（11)、財政力（15)、経済力（23)、雇用・マンパワー(9)、生活基盤・環境（19）をとりあげ、各指標

に順位を付している。少子高齢化に性別がわずかにある。市区の要約データによる概要案内である。

(4)地方関連統計を提供するその他文献

その他に地方の統計データを提供する文献も幾つかある。簡単にふれよう。

①全分野に関する全国統計集今日では､上に見た地方の比較統計書や自分の住む地域の一般統計書や

地方の比較統計書をインターネットで入手できる。したがって、使用価値は下がってきているが、日本

政府統計機関その他が発行する以下の資料（これもインターネットで入手可能）にも、地方、特に都道

府県の比較統計表が掲載されている。（i)総務省統計局「日本統計年鑑』（年刊)、（､)総務省統計局『日本

の統計』（年刊)、（Ⅲ)総務省統計局『統計でみる日本』(年刊）〔最近は付録に市区町村レベルまでの人口

統計を収録〕がある。

②特定分野全国統計集。各府省庁は、自らが管轄する分野に関してＡ4版あるいはＢ５版の統計集とと

もにポケットブック的な統計集を発行している。これらに都道府県別統計表を－部掲載しているものと、

掲載してないものがある。（i)厚生労働省・労働関係一『労働統計年報』、『労働統計要覧』、（ii)厚生労働

省・厚生関係一『厚生統計要覧』、（iii)農林水産省『農林水産省統計表」（掲載している統計表の少なく

とも半分は都道府県表である）等々。

③地方に関する統特定分野統計と白書。内閣府経済社会総合研究所『県民経済計算年報上総務省『地

方財政白書』など。

④一般の白書の地方特集地域の過疎化・疲弊、振興策の必要、地方分権への取り組みは今日の日本の

最重要課題であることから、各章が発行する一般の白書が地域問題を特集することがある。白書の多く

は、巻末に資料集として統計表をまとめ、また本文中にグラフや統計表を掲載している。ときには、他

では見られない統計が、出所を、例えば「警察庁調べ」として含んでいることもある。内閣府「平成１６

年版国民生活白書一人のつながりが変える暮らしと地域一新しい「公表」への道｣、中小企業庁『中小

企業白書２００８年版一性賛成工場と地域活性化への挑戦｣、厚生労働省『平成１７年版厚生労働白書一

地域とともに支えるこれからの社会保障」等である。
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4.4.2地方に関する統計集や比較統計集の男女共同参画統計の視角からの利用可能性

それでは男女共同参画統計分析のために、これら資料は、どれだけ使用できるのか。上記のうち、（２）

の②「統計でみる都道府県のすがた』［(2)の②]を中心に検討し、それをもとに他の比較統計書について

評価しよう。「統計でみる市区町村のすがた』［(2)の③]の一部を収録しているに過ぎないからである。

男女共同参画統計の利用可能性を検討するという場合、男女共同参画統計としてどのような統計・統

計指標が必要かの論議を前提しなければならないことになる。これは３でみた。ここでは３での論議を

前提して、みていく。

さて、②の特徴としては以下がある、第一に、社会・人口統計、あるいは社会生活統計指標と言って

いるだけに、地域住民の生活に関わる非常に多くの統計指標を提供している。そして、作成した指標の

計算式とともに基礎データを示し、「資料源」を示しているので、示されている統計指標からさかのぼっ

て、男女共同参画統計として使用可能な、あるいは使用可能かもしれない資料源にさかのぼることがで

きる。言いかえれば、社会生活関係の統計資料の所在を探る手引書なのである。

第二に、統計の原数値を示すのではなく、比率化している。読者によりわかりやすい数値を提供して

いることになる。

第三に、しかし、男女共同参画統計の角度から、必要とされる(i)性区分、（ii)性別対比、（iii)性、年齢

区分による把握、（iv)性・年齢区分と諸属性との組み合わせ把握、（v)共同参画問題に関する必要な指標、

には至っていない点が基本的弱さになっている。例えば、ＮＯ２に男子人口、No.３に女子人口があるが、

総人口に占める男女の割合がない。No.１１に老年人口割合があるが、性別に大きく違う,性別老年人口割

合が無い。No.３７に高齢単身世帯の割合があるが、性別にはなっていない。No.185と１８６に労働力人口

比率（男)、（女)がある。これが年齢と対比されていれば、いわゆるＭ字型曲線を描けるのだが、年齢合

計の１数値だけである。No.187-189の第一次から第三次に至る産業別就業者比率にも性別はない。

No215-216で女性パートタイムをとりあげるのは良いが、男性はない。健康・医療関係で、No.300か

ら３０３の平均余命(０歳と６５歳)には`性別があるが、No.294-295の有訴率、通院者率、No.304~309の死

因別死亡に関しても性別はなく、No.329~334、No.340の医者をふくめて医療関係従業者にも性別が無

い。No410、４１１の交通事故にも性別はない。性別・年齢別が欲しいとことである。

これらの弱さは、ひとつには、この社会・人口統計体系が提唱されたのが、１９７０年代であり、男女共

同参画（ジエンダー）視角の必要性が語られる１９８０年から１９９０年前後よりも以前の体系であることか

ら来る。すなわち、女性を取り上げていても、それは女性のみの統計であって、男性がどうなのか、男

性と女性との違いはどうなのか、を把握できないのである。この指標体系には、根本的に共同参画統計

と言った問題意識が無いのである。もとより社会・人口統計体系は、性別をぬきに、総合指標を揃えて

いくという出発時の意図を今日まで引き継いで、このようになっている。ジェンダー統計視角が論議さ

れる前の統計がどのようであったかの－つの見本である。人口・社会を今日語るためには、幾つかの指

標に性別の見地を入れなければ説明力は著しく低くなる。この体系自体の見直しをして、共同参画関係

指標を繰り入れる必要があろう。もうひとつには、この体系が基礎データに基づいて、合計数あるいは

合計数と合計数の対比による１指標にしてしまっていることがある。これは指標としては単純化のため

に必要なことである。しかし、性・年齢との関係で、国民・住民の状況をみるには、単純化が過ぎて弱

点になっている。

第四に、その地域社会の基盤・背景等を予備的に把握する上で必要な指標は多く用意されている。

第五に、共同参画統計として使える指標も幾つかある。その資料源が重要なので、これをふくめ、上

記の第四に関する指標とともに表４－６として一覧してみる。
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2011」における共同参画関連統計・統計指標表４－６『

２
統計でみる都道府県のすがた

！
5９

指標番号 統計指標 資料源

1９ 合計特殊出生率 厚生労働省『人口動態統計』

4０ 離婚率 厚生労働省『人口動態統計』

1４４ 保育所数(O～５歳人口１０万人当たり） 厚生労働省「社会福祉施設等調査」

1５４ 小学校女子教員書'|合 文部科学省『学校基本調査」

1５５ 中学校女子教員書'|合 文部科学省『学校基本調査』

1６０ 保育所在所児童数（保育士ｌ人当たり） 厚生労働省「社会福祉施設等調査」

1６３ 公営保育所在所児比率 厚生労働省「社会福祉施設等調査』

1８０ 労働力人口比率（男） 総務省統計局「国勢調査』

1８１ 労働力人口比率（女） 総務省統計局『国勢調査』

208 実労働時間数（月間）［男］ 厚生労働省『賃金構造基本調査』

209 実労働時間数（月間）［女］ 厚生労働省『賃金構造基本調査」

２１０ 女`性パートタイムの給与（１時間当たり） 厚生労働省『賃金構造基本調査」

２１１ 女性パートタイム労働者数 厚生労働省『賃金構造基本調査」

2９５ 平均余命[０歳、男］ 厚生労働省『都道府県別生命表」

2９６ 平均余命[０歳、女］ 厚生労働省『都道府県別生命表」

2９７ 平均余命[６５歳、男］ 厚生労働省「都道府県別生命表』

298 平均余命[６５歳、女］ 厚生労働省「都道府県別生命表」

305 妊娠、分娩及び産じょくによる死亡率

(出産数１０万当たり）
厚生労働省「人口動態統計』

306 死産率（出産数千当たり） 厚生労働省「人口動態統計』

3０７ 周産期死亡率（出産数千当たり） 厚生労働省『人口動態統計」

308 新生児死亡率（出産数千当たり） 厚生労働省『人口動態統計」

309 乳児死亡率（出産数千当たり） 厚生労働省「人口動態統計』

８ 昼夜間人口害'|合 総務省統計局『国勢調査」

1０ 年少人口害'１合 総務省統計局『国勢調査」

1１ 老年人口害'|合 総務省統計局「国勢調査』

1２ 生産年齢人口害'|合 総務省統計局「国勢調査」

2５ 人口の社会増加率 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」

3２ 一般世帯の平均人員 総務省統計局『国勢調査』

3４ 単独世帯の害'１合 総務省統計局『国勢調査」

3６ 高齢夫婦のみの世帯害Ｉ合 総務省統計局「国勢調査」

3７ 高齢単身世帯の害'１合 総務省統計局「国勢調査」

3８ 共働き世帯害'１合 総務省統計局「国勢調査」

5５ 1人当たり県民所得 内閣府経済社会総合研究所「県民経済計算年報』

6６ 従業者１~４人の事業所害'|合 総務省統計局「事業所・企業統計調査」

６７ 従業者１００人以上の事業所害'１合 総務省統計局『事業所・企業統計調査』

7６ 国内銀行預金残高(１人当たり） 日本銀行統計・特別掲載
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第六に、２０１１年３月に発行された２０１１年版の内容は、主として2006-09年のものであり、国勢調査

によっているために、関連指標値は２００５年の内容であったりしている。調査自体に５年毎のものがあ

り、発表された後しばらくたってから本書に収録されるために、書物のタイトルの年次と内容の年次に

はかなりのズレ・遅れがある。できるだけ最新の統計によって現状をとらえる、という統計利用の基本

原則からみると、全体としてのデータの旧さが問題になるところであり、この文献の利用者は、資料源

の統計にあたって、最新のものを入手できないかを検討する努力が必要になる。

第七に、③「統計でみる市区町村のすがた』をみれば、収録統計数は大幅に少なくなる。「人口動態統

計調査』、「就業構造基本調査｣、『賃金構造基本調査』、「学校基本調査｣、『都道府県別生命表』などは、

都道府県別の提示はあるが、市区町村別の統計は掲載していないからである。男女共同参画統計の角度

からみれば、都道府県に関する上掲の男女共同参画関連指標のうち、指標がズバリ掲載されているもの

は少ない。

なお、②と③かかわって、日本の社会・人口体系に対応する統計に関して、都道府県、政令都市、市

区、町村別の表章はどれだけあるかを整理する作業を一定程度進めたが、完成に至らなかった。

第八に、上で、人口動態、学校基本調査に市区町村の統計はないと言った。しかし、これらは、標本

調査である「就業構造基本調査」や『賃金構造基本調査」とは異なって、市区町村の集計結果が都道府

県そして全国統計として積み上げられているのであるから、市区町村レベルでの中間集計表があるはず

である。これらは、統計担当部署以外にあるのではないかと考えられる。

第九に、地方の一般統計書には、男女共同参画統計分析を行うべき統計・統計指標は基本的に欠けて

いる。そもそも多くの場合、これらは、経済活動を中心に編集されており、また住民生活に関係する統

計も増加してきているが、男女共同参画統計はほとんど意識されていないからである。地方の人口レベ

ルが大きい自治体の統計書は、当然のことながら統計・統計指標が豊富である。男女共同参画統計に近

い分野の統計がどの程度掲載されているか検討した上で、資料出所の説明（町村レベルではこの説明が

少ないか無いケースがある）によって､男女共同参画統計を発掘できる可能性を探る際に有効であろう。

第十に、「県勢」と「民力』について言えば、ここにも、男女共同参画統計の視角はない。『県勢』は

都道府県のみならず市区に加えて町村の統計を取り上げているし、多くの工夫の跡がみられるが、重点

を経済（産業や金融財政等）を中心においていることもあって、ここに掲載されている統計を男女共同

参画統計分析に使える可能性は持たない。「民力」についてもまた同じことが言える。経済・産業以外に

も、かなり詳細なデータを計刺しており、女性統計も一部にはある。とはいえ、これも、男女共同参画

統計の探索の手掛かりにする程度である。

『県勢』と「民力」の両方が地域の分析に役立つ文献を志すのであれば、ＮＷＥＣ「男女共同参画統計

データブック」を参考に男女共同参画(統計）の重要性と視角を考慮した編集に進むことが期待される。
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9２ 財政力指数 総務省自治財政局「地方財政統計年報」

1８５ 完全失業率 総務省統計局『国勢調査｣、『就業構造基本調査」

1８６ 雇用者比率 総務省統計局「国勢調査」

1８７ 県内就業者比率 総務省統計局「国勢調査』

３１８ 一般病院数（人口１０万人当たり） 厚生労働省「病院報告」

343 生活保護被保護実人員（人口千人当たり） 厚生労働省「被保護者全国一斉調査』



４．５統計改革、統計の品質および男女共同参画（ジエンダー）統計の主流化

次項４６でとりあげられる文書にもかかわるが、ここまで地方統計を掲載する統計データ集とウエブサ

イトを紹介・解説してきた。次項４．６でふれる文書にも関連するが、ここで日本で最近行われた統計の改

革と国際的に進行中の「統計の品質」論議について述べておきたい。

4.5.1統計改革日本の全国的統計体制は６０年来とも言える改革の山を越した過程にある。それは、

2007年に、国の統計活動の基本法というべき統計法が抜本的に改訂されて、この新「統計法」の下に、

国の統計活動全体を審査・検討する機関として「統計委員会｣･が２００７年末に創設され、内閣府総合社会

経済研究所と総務省統計基準部が事務的に支えることになった。この統計委員会は、国の主要な統計を

「基幹統計」として認定し、５年を目途とする「統計基本計画」を定めて、統計活動の改善・充実を図

っていく形となった。新統計法では、統計の利用者は、従来のように政府機関のみでなく、広い国民と

され（ここから生産者と利用者との対話が導かれる)、行政記録や匿名化個票セット（ミクロ統計データ）

の利用を進めるべきことがうたわれている。

とはいえ、新統計法においては、地方統計をどう方向付けるかの規定は無い。地方統計の充実は、今

後の基本計画の制定と、中央統計機関と地方の関係等が改めて整備されていく過程で、語られ、実現さ

れていかなければならない。

4.5.2「統計の品質」論の拡大「統計の品質」論とは、統計の作成者である政府統計機関が、利用

者を顧客とみて、世の中にでまわる一般の生産物やサービスー例えば食品一と同じように、利用者が求

める正確な統計を、利用者に入手しやすく、わかりやすい形で提供するような体制をつくろうとする論

議と活動である。統計の品質論では､利用者に提供される統計データの品質の良し悪しを公開すること、

統計データだけでなく、統計活動を行っている一国の統計制度全体の品質を評価するところまで進んで

いる。この動きは、カナダ、オーストラリアやアメリカ合衆国とヨーロッパで１９９０年代後半から進めら

れ、特にヨーロッパ連合（ＥＵ）では、ヨーロッパ統計品質会議が２００１年からほぼ２年に１回開催され

て今日におよび、この統計の品質改善という考えを、政府統計活動の規約として定めている。この統計

の品質論は、今日では国際基準ともいうべきものになっており、２０１１年３月の国連統計委員会でもとり

あげられるに至っている9．

ここでの考えによれば、国民･住民の政府統計への要求に対して、統計生産者がしっかり対応するべき

ことになる。政府が提供する統計データ、そして政府統計制度は、こういった利用者本位であるべきこ

とをとされている。日本の政府統計活動においては、この「統計の品質」論議と実践は、政府統計機関

の統一的文書で指示され、あるいは明示されているわけではない。とはいえ、今後拡げられるべき方向

と考えられているようである。

この「統計の品質」論は、国際的基準だからということでなく、「国民・住民本位の統計活動」を徹底

するという点で、本来的に統計活動のあるべき姿を提唱しているし、統計利用者からみて当然のもので

ある。地方住民もまた統計利用にあたっては、地方統計機関や国の統計機関に対して統計に関わる要求

を提出して、例えば男女共同参画統計書の作成等に役立てることは当然の行動といえる。住民の統計に

関する要求の統計機関が対応する中で、統計や統計機関の活動への国民・住民の理解や支援が生まれて

９関係文献はｐ､１２の脚注３で示した。
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くる。この点で、統計機関にとって統計の品質論で提唱されている諸点の内実化は根本的原則である。

4.5.3男女共同参画（ジエンダー）統計の主流化ジエンダーの主流化（メインストリーミング）と

いう概念がある。男女共同参画思考（ジェンダー視角）思考を、世の中の通常の思考、通常の制度・政

策、すなわち通常過程（主流）に組み込み、定着化をはかることである。周辺的問題とせずに、中心的

問題とみなして取り組むこと、である。主流化をはかり、男女共同参画を常識とし、制度・政策が進行

するとともに、なお長い期間を要するであろうが、男女参画・男女平等が進み、男女共同参画は大きな

問題ではなくなることまでを期待しているのである。

統計に関しての男女共同参画（ジェンダー）統計の主流化とは、通常の統計活動一統計の作成、提供、

利活用一の過程に、ジェンダー統計視角が定着することである。これは統計の提供についていえば、こ

れまで見てきた一般の統計書の中に、人については性別を、また男女共同参画に関わる政策・制度が組

み込まれることを意味する。そもそも人口、就業・労働、生活時間、社会福祉、教育、健康、安全・犯

罪等のすべてに関する状況、出来事、行動で男女の違いがあるにもかかわらず、性別を無視して合計や

平均だけを受け止めていては、現実の立ち入った、丁寧な把握や分析はできないという常識的な要請で、

もある。すでに指摘してきたように、一般の統計データ集は、地方によって相異を持ち、この点では多

くの不足・不十分性を持つといえよう。一般統計集が、ジェンダー統計視角を持って、必要な表・図を

提供することが望まれる。

4.6全国に関する男女共同参画統計関係文書・サイト

４．３までは、地方の一般統計をとりあげた。一般統計集や統計分析書には、男女共同参画を統計によっ

て分析する視角が欠けているか不十分なので、独自に男女共同参画統計書が用意されてきている。地方

に関する男女共同参画統計書には、本資料が検討対象としている地方の男女共同参画統計書がある。こ

れらについては、資料11で改めてとりあげることにして、ここでは日本全国を対象にしたと男女共同参

画統計書あるいはそれに近い文献をとりあげる。

4.6.1全国の全生活分野についての男女共同参画統計書・ウエプサイト

①内閣府男女共同参画局編「男女共同参画白書」（年刊）

当初は、国内行動計画、新国内計画に関する報告書として第１回と１９７８年以降の『女性の現状と施

策」というタイトルで発行されてきた文書（いわゆる「女性白書｣）が、１９９７（平成９）年には『男女共

同参画の現状と施策』として、１９９８（平成１０年）年から『男女共同参画白書一男女共同参画の現状と

施策』、２０００（平成１２）年から総理府男女共同参画室編、２００１年からは内閣府男女共同参画局編で『男

女共同参画白書』として発行されてきた。内容は、その１年間の状況、施策を叙述しており、報告書と

して内閣で承認を受けているのは「現状と施策」である。副題をはずし、また白書というタイトルにな

ったのは一般国民向けの書物においてである。これら白書はウエブサイトからダウンロードできる。

２０１１（平成２３）年版を、まず内容的に見ていくと、第１部（特集と８章からなる）「男女共同参画社

会の形成の状況」で、冒頭の「特集編一ポジティブ・アクションの推進一「2020年３０％」に向けて」

と第１章で地方の首長・議員の女性割合がとりあげられている。第２部（１３章からなる－第２次男女共

同参画計画に対応）は、「平成２２年に講じた・・・施策」の第５章に１ページ程度、第１３章の第３節

に「地域おこし、まちづくり、観光」があるが、６行の文章にとどまる。第３部（１６章からなる）では、
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第１章第４節、第７章、第１５章第２節で１３行、地方がとりあげられているが、叙述はわずかである。

第２部と第３部は、政策の説明であり、統計は第１部に１１５枚の表と図、第２部に４枚の計１１９枚が

ある。この中では図が大半をしめている。グラフの中には女性割合が極度に低水準にもかかわらず、グ

ラフの縦軸を正確に書かずに、かなりの前進があるかのようなミスリーデイングなものもある。付属の

統計表の掲載が行われなくなったこともあって、統計書として価値は低まった。地方統計はわずかであ

る。資料４に、計画の進捗度の評価に関わって第３次基本計画の成果目標と参考指標の進捗度が示され

るようになった。これは注目されるべきである。

②国立女性教育会館ウエプサイト「女性と男性に関する統計データベース」ＮＷＥＣのトップページ

の右万Ⅱ中の「情勢情報ポータル」の中の表記の項目から入れる。日本の政府統計のうち、男女共同参画

に関わる主要な統計を所蔵する膨大なデータベースである。分野別での人口、世帯・家族、労働、生活

時間・無償労働、家計・資産、教育・学習、社会保障・福祉、健康・保健、安全・犯罪、意思決定、意

識調査の１１分野､と省庁別にExcelの統計表を検索できる｡この表から各タイプの統計図を作成できる。

収蔵表に関して新しいデータが発表されるとともに更新作業が続けられている。

なお、男女共同参画の「ミニ統計集：日本の女性と男性2009」と「ＮＷＥＣ男女共同参画統計ニユー

スレター」（これは１号遅れで公開している）

③国立女性教育会館･伊藤陽一編｢男女共同参画統計データプック、日本の女性と男性』(2003,2006,

2009年、２０１２年版の作業進行中）ぎようせい日本全体についての男女共同参画統計分析書を専門的

見地から狙ってきた。全１２章の各章に統計解説として主要な統政府計資料、検討･評価、改善すべき方

向を示している。付属資料も豊富である。２００６年版から１２章中の１１章の最終２ページに都道府県別の

７から１０程度の指標を掲載するようになった。

④日本婦人団体連合会編『女性白書」（年刊）ほるぶ出版１９７５年以降『婦人白書」として、２０００

年から『女性白書」として発行されてきた。２０１０年版でみると３１９ページの約半分にあたる（10-179

ページ）が、問題別の解説で、統計表や図は散見される程度である。関係資料(182-224)と付属統計表

（230-307）があり、本文に４１枚統計表と図は本文に４１枚、付属統計表に１３７がある。かなりの分野

の統計をとりあげているが、労働力・失業・雇用関係の表には女性のみの表があり、男性と対比できな

い弱さを持つ。地域区分を持つ統計表はない。

⑤三冬社「女性の暮らしと生活意識データ集」1999年からであろうか、出版社・編集者を変えなが

ら出版されてきている。２００９年版(2008年出版)でみると､第１章の官庁統計によるデータ、第２章以

下６章まで、社会・仕事、結婚・家族、家計･消費、健康・美容、生活全般、にそれぞれ関するデータと

題されている。第１章は、国勢調査、人口動態統計、簡易生命表、労働力調査、家計調査、社会生活基

本調査､消費動向調査からの統計表の抜粋である｡第２章にも女`性雇用管理基本調査からの抜粋がある。

この書物は、書物の狙いを語るべき序文や、章編成の説明など一切無い。統計やデータの引用において

は、それら統計等をもたらしたアンケートや意識調査についての、特に標本数等をふくむ説明が添えら

れていることが必要なのだが、それを欠いている。官庁統計データの選択基準もはっきりしない。アン

ケートや意識調査のほんの一部を収録したに過ぎないと思われるが、その選択基準の説明もない。なお、

「男女共同参画社会データ集２００５年版」が2005年に出版されている。この第１章：官庁統計による

データには、賃金構造基本調査、毎月勤労統計調査特別調査、就業構造基本調査、人口動態統計特殊報

告一出生前後の就業変化に関する統計、学校基本調査からの統計が抜粋収録されており、第３章は、「自

治体が実施した調査」と題されている。男女共同参画社会に関するデータと言えば､この第１章にも関

連統計があり、自治体調査も他に多くあるはずである。しかし、やはり選択理由をふくめて説明がない。
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「暮らしと生活意識」には地方への注目はなく、上記の「参画社会データ集』の自治体調査も特定自

治体での意識調査にとどまる。

⑥井上輝子・江原由美子編『女性のデータプツクー性・からだから政治参加まで」（1991,1995,1999,

2005年）その後の版は出版されていない。そこで２００５年版(A5版ｘ＋321ページ）についてみると、

Partl:データファイル（1-182ページ）では、７９事項について、基本的には見開き２ページに説明と統

計がおかれ、Partll(183-261)が戦後女性史年表、Partlll(263-298)が女性関係主要法令、にあてられ、

参考文献と図表資料出処一覧がある。ＰａｒｔＩに使用されている統計表・図は政府統計が主だが、研究文

献や雑誌からの引用も多く、それら統計の代表性や品質が問われることになろう。地域に関しては、地

方の首長や議会議員数の全国合計が示されており、地域別にはなっていない。

4.6.2特定分野の男女共同参画統計谷

①厚生労働省雇用均等・児童家庭局編『女性労働の分析」（年刊）労働省から１９６１（昭和３６）年以

来「婦人労働の実情｣、１９９３（平成５)年から『働く女性の実情｣、『平成１１年版女性労働白書一働く女

性の実情』（2000年発行）として、２００２年発行の『平成１３年版』から厚生労働省の雇用均等・児童家

庭局編となり、2007年から『女性労働の分析2006年」と書名を変えて発行されてきた。

２０１０年版(2011年６月刊、Ａ４版-10+277ページ)にそくして内容を見ると、副題は「女,性労働者の就

業の推移」とされ、Ｉ：働く,情勢の状況一第１章平成２２年の働く女性の状況、第２章女性のＭ字型カ

ーブの解消に向けて、に図表が４３枚、Ⅱ：働く女性に関する対策の概況一に資料として統計表が７枚、

そして付属統計表として１０８枚が掲載されている。本文解説中に図と表が多くあり、付属統計表ととも

に、労働関係の統計はかなり掲載されている。女性労働というタイトルではあるが、男'性との対比で女

‘性が多く取り上げられるようになった。「本冊子で使用した資料」が明示され、付属統計表の中に、国際

比較表と都道府県別統計が一定程度掲載されている。他方で、均等待遇やワーク．アンド・ライフバラ

ンスの推進を掲げながら、進捗状況は示されていない。女性労働者の労働条件の検討が中心になってし

まって、育児・家事などの労働以外の生活との関連の分析への広がりがない。

②内閣府『女性の政策・方針決定参画状況調べ』（年刊）男女共同参画局・公表資料サイト各意思決

定分野の女`性の数.割合をまとめている。地方に関しては以下の指標をあげている。

地方訂B会：（１）年度別状況（都道府県議会、市議会、町村議会、特別区議会)、（２）都道府県別状況（都

道府県議会、市区議会、町村議会)、（３）統一地方選挙における当選者、（４）統一地方選挙における投票

率。

行政：（１）首長等、（２）地方公共団体の管理職、（３）地方公務員の職種別・男女別職員数（全地方公共

団体)、（４）地方公共団体の採用者の状況。

審議会：（１）都道府県の審議会、（２）政令指定都市の審議会、（３）市区町村の審議会。

自治会会長、を調べている。

地方区分があるのは、地方議会の都道府県別で、市町村は当該都道府県内の合計である。
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参考資料

男女共同参画社会基本法の地方統計関連部分

第３次男女共同参画基本計画の地方統計関連部分

第３次男女共同参画基本計画における関係指標

ワーク・ライフ・バランス取組み事例

男女共同参画関連統計指標一詳細表

５
０
９
８
４

６
７
８
９
０
１

１
２
３
４
５

参考資料１男女共同参画社会基本法の地方統計関連部分

（地方公共団体の責務）

第９条地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準

じた施策（１）及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策（２）を策定し、及び実施

する責務を有する（３）。

１趣旨

本条は、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する上で地方公共団体の果たす役害'|の重要'性にかん

がみ、男女共同参画社会の形成について、地方公共団体の責務を宣明したものである。

従来、地方公共団体でも様々な男女共同参画社会の形成に向けた取組が行われてきたが、その法的位置付けは行

われていなかった。地方分権が進む中で、地方の取組は重要性を増してくることが考えられるが、この基本法にお

いて地方公共団体の責務を規定したことにより、地方公共団体の取組が一層進むことが期待される。

本条では、国の施策に準じた施策と区域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を定めており、地方公共団

体の施策が国の施策を後退させる内容であってはならない。

２用語解説一（１）「国の施策に準じた施策」男女共同参画社会の形成の促進に関して国が講じている施策に

のっとる、若干の修正を要する点はあるがおおむね同様である、又は類似する施策であって、地方公共団体が行う

施策のことである。例えば、地方公共団体における審議会委員への女性の登用促進などが考えられる。また、第８

条において国は「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（「積極的改善措置」を含む。以下同じ。）」を策

定・制定する責務を有すると規定されていることから、本条における「国の施策に準じた施策」には、積極的改善

措置が含まれる。

論点整理においては、地方公共団体は「基本理念にのっとり、地域の状況に応じた総合的な施策を策定・実施す

る責務を有すること」、「男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められるあらゆる施策の策定・実施に当た

って、基本理念の反映に努める責務を有すること」とされていた。その後のパブリックコメントにおいて、地域の

状況が遅れているという理由で国の施策より遅れると困るという意見が多数出された。そこで、基本法答申におい

ては「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国の施策に準じた施策及びその地域の特性に応じた施策を策定し、

これを実施する責務を有する。」と記載された。男女共同参画社会基本法はこの基本法答申を踏まえた条文となっ

ている。なお、法定受託事務は国の事務そのものであるので、「国の施策に準じた施策」には該当しない。

（２）「その他のその他方公共団体の区域の樹生に応じた施策」：国が同様の施策を講じていない場合において、

地方公共団体がその区域の特性に応じて行う施策のことである。国の施策は全国的見地から行うものであるが、男

女共同参画社会の形成を隅々にわたって進めるためには、地方公共団体において、単に国の施策に準じた施策だけ

ではなく、地域の特性に応じた施策の実施も必要である。また、そうした取組は地方分権の方向にもかなうもので

ある。

（３）「責務を有する」責務の具体的内容は、第１４条（都道府県男女共同参画計画等）、第１５条（施策の策定

等に当たっての配慮）、第１６条（国民の理解を深めるための措置）である。

＜参考１＞国の施策との整合性について地方公共団体は、男女共同参画社会の形成のため、国に施策に準じた

施策、その地方公共団体の区域の特'性に応じた施策を策定、実施する義務があるが、それらの施策を行う場合には

「基本理念にのっとり」行う責務がある。

一方で、国は第８条に基づき「基本理念にのっとり」施策を策定し、実施している。
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すなわち、国、地方自治体の施策は、同じ基本理念にのっとり、策定・実施されているので、結果として地方公

共団体の施策と国の施策との整合性が図られ、国、地方公共団体との間で男女共同参画社会の形成が整合性をもっ

て進められることとなる。

＜参考２＞条例の制定について法律制定時には地方公共団体で条例を定めたところはなく、東京都（東京都

男女平等参画基本条例平成１２年３月３１日公布）等で検討が進められていた段階であった。また、条例の制定は、

各地方公共団の固有の権限であり、国が男女共同参画社会基本条例の制定を都道府県、市町村に課することを基本

法では法定しなかった。

地方公共団体の条例の制定については、「法令に違反しない限り」において制定できる旨、憲法（第９４条）、地

方自治法（第１４条）に規定されており、また、市町村及び特別区は、「当該都道府県の条例に違反してその事務

を処理してはならない」（地方自治法第２条）とされている。なお、最高裁判例（徳島市公安条例事件：最大半U昭

５０．９．１０）においては、「法令に違反」しているかどうかは、国の法令と条例の趣旨、目的、内容及び効果等を

総合的に勘案して個々に判断すべきものとされている。

『－－－－－－－－－－

$（都道府県男女共同参

'第,`条都道府県は
|誌鯉悸に鰯‘２都道府県男女共后

；避醒廻

|￣器掲げ“
'二つ計画的に推進す
；３市町村は、男女共『

|騨匿蝋４都道府県又は市町オ

|遅滞ないれを公表

県男女共同参画計画等）

を勘案し■■

￣￣ 当該都道府県の区域における男女共同参画社

県男女共同参画計画」という。）を.定めなけ

、

会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を.定めな’

れぱならない。

２都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱

（２）ア

前号に掲げるもののほか＿、

こ推進するために必要な事項（２）イ

↑は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共

会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（３）ア（以下「市町村男女共同参画計画」という。）

ように努めなければならない（３）イ。

府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、

(、これを公表しなければならない。

………………………－－…………－－…」

１趣旨

地方公共団体においても、各地方公共団体の男女共同参画社会の形成の状況等を踏まえ、基本計画を策定し、計

画的、総合的に取り組む必要があることから、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画を定めること

を規定している。

また、国と地方公共団体は、共通の基本理念にのっとり、施策を行うことにより、全体としての男女共同参画社

会の形成を目指すものであり、第９条においても「地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形

成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特'性に応じた施策を策定し、及び

実施する責務を有する。」と規定されている。このため、都道府県は国の男女共同参画基本計画を、市町村は国の

男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案してそれぞれ計画を策定することとしている。

都道府県には計画策定を義務付け（第１項）ているが、市町村へは努力規定（第３項）としている。これは、市

町村についてはその行政規模が様々であること及び計画策定の状況等を考慮したものであるが、できる限り速やか

に計画が策定されることが望ましいのは言うまでもない。

なお、市町村男女共同参画計画を策定していない市町村にあっても、第９条に定める地方公共団体の責務は課せ

られるので、男女共同参画社会の形成の促進に関して、国に準じた施策及び市町村の区域の特`性に応じた施策を策

定し、実施することは必要となる。

また、地方自治法又は政令上特別の定めをするものを除くほか、市に関する規定は、特別区に適用されることに

なっており、特別区（都の区）は本条の第３項が適用される。

２用語解説（１）第１項ア「男女共同参画基本計画を勘案して」：地方公共団体も国と連携して、全体

として男女共同参画社会の形成に取り組んでいくものであることから、両者の取組の整合』性を確保するため、男女

共同参画基本計画を勘案することとしている。「勘案」とは、関連のある事柄をよく引き比べてそれを考慮に入れ

るということである。地方公共団体の状況、抱えている問題にも違いがあり、地方分権の時代でもあるので、国の

計画をそのまま準拠するのではないという意味で勘案するとしている。

（２）第２項ア「都道府県の区域において総合的かつ長期的に鋪ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関
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する施策の大綱」：第１３条第２項第１号と同旨で、都道府県の区域にかかわるもので、国の男女共同参画基本

計画を勘案した、国の施策に準じる施策の大綱である。この大綱には、国の男女共同参画基本計画には盛り込まれ

ていない、第９条に規定する地方公共団体の区域の特性に応じて行う施策が含まれることになる。

なお、第８条の規定により、「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策」には積極的改善措置が含まれる。

次号、吹項についても同じである。

イ「都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項」：第１３条第２項第２号に定める国の規定と同旨である。

（３）第３項ア「基本的な計画」：市町村に対しては計画に規定すべき事項については規定されていない

が、国の基本計画及び都道府県の計画を考慮に入れた策定を求めており、国、都道府県に準じた事項（前条第２項

第１号及び２号、第２項第１号及び第２号）が含まれる。イ「努めなければならない」市町村については、

その行政規模が様々であること等にかんがみ、一律に計画の策定を義務付けることは適当ではないことから努力規

定としている。なお、「都道府県及び指定都市における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」

（平成１０年７月総理府男女共同参画室）においても市町村では計画の制定は、13.3%であり、これを義務とする状

況にはなく、努力することを求めたものである。

なお、地方公共団体には本条以外にも第９条により、国の施策に準じた施策等の策定、実施義務は課せられてお

り、仮に計画が定められない場合であっても男女共同参画社会の形成の促進が図られなければならない。

＜参考＞地方公共団体における計画の策定手続国の基本計画は男女共同参画審議会（現在は男女共同参画会

議）の意見を聴いて案を作り閣議にかけることとしている。地方公共団体については審議会等の意見を聴く旨の規

定がないが、これは、地方公共団体の自主'性に委ねることとしたためである。

（施策の策定等に当たっての配慮）

第１５条国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響（１）を及ぼすと認められる（２）施策（３）

策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮（４）しなければならない。

を

１趣旨

国及び地方公共団体の施策は、社会経済活動全般を対象に展開され、当該施策に伴って生じる影響も広範多岐に

わたるため、直接的に男女共同参画社会の形成の促進に関係する施策ではなくとも、結果的に男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすことがあり得ることから、そのような施策について男女共同参画社会の形成への影響を適切に

配慮する必要があると規定したものである。

また、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策は、国においては男女共同参画基本計画に盛り込まれ、地方

公共団体においても都道府県男女共同参画計画、市町村男女共同参画計画に盛り込まれるなどして、実施されるこ

とになる。これらの計画に盛り込まれない施策であっても、策定、実施に当たっては男女共同参画社会の形成に配

慮すべきとしたものである。

この施策への配慮は、施策を策定等する者が行うことは当然であるが、基本法第２２条第４号の規定（政府の施策

が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対

し、意見を述べること）により男女共同参画会議の所掌事務ともされており、男女共同参画会議が施策の影響調査

を行うことが明記されている。

第１５条が地方公共団体を含んでいるのは、地方公共団体の施策もその区域の住民に与える影響が大きいためで

ある。

２用語解題（１）「影響」「影響」には様々なものが考えられ、男女共同参画社会の形成という視点で見た場

合、形成を促進する影響と阻害する影響の両方があり得る。（２）「及ぼすと認められる」ある施策が影響を及ぼ

すか否かの判断は、第一義的には、施策を策定、実施する主体によって行われるべきものである。（３）「施策」

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策だけでなく、およそ国及び地方公共団体が策定、実施する施策すべて

が含まれ得るものである。（４）「配慮」本条における「配慮」とは、具体的には当該施策の策定・実施に当た

り、男女共同参画社会の形成が図られるよう努めることである。当該施策に男女共同参画社会の形成に対する阻害

要因がある場合は、阻害要因をなくすように努め、形成の促進に資する場合は、その推進に一層努めることである。

もとより求められる配慮の程度及び具体的内容については、施策の種別・内容に応じて異なるので、「配慮」は、

個別施策の実施の上で具体化されるものである。（国民の理解を深めるための措置）

第１６条国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を

講じなければならない。
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１趣旨

国、地方公共団体に、基本理念に関する国民の理解を深めるよう、広報活動等を通じて適切な措置をとることを

義務付けている。

これは、人々の意識の中に長い時間をかけて形成されてきた性別に基づく固定的な役害'１分担意識などが男女共同

参画社会の形成の障害となっていることを踏まえ、基本理念が国民に周知され、理解されることにより、男女共同

参画社会が形成されていくこととなるからである。

男女共同参画社会の形成は正に「社会」の形成であり、国民の意識、理解にかかわってくる非常に重要な基本的

施策であるため、特に国民と密着した施策を展開する地方公共団体にも、地域の実情に応じ、この措置を採ること

を求めている。

２用語解説一「適切な措置」新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等のマスメディア、インターネットといった多様

な通信媒体を通じた広報活動や各種の講演会、イベント行事､学校教育及び社会教育における取組などが該当する。

また、基本法の公布・施行日を中心とする男女共同参画週間もこれに該当する。

＜参考１＞男女共同参画社会基本法第４条の基本理念において、社会における慣行についても「男女の社会にお

ける活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものにするように配慮すること］が求められている。国、

地方公共団体はこれを受けて施策を実施することになるが、その中には本条の「適切な措置」も含まれる。

また、「この（注：第１６条）適切な措置の中には、人々の意識の中に長い時間をかけて形成されてきた性別に基

づく固定的な役割分担意識が男女共同参画社会の形成の障害になっていることを踏まえて講ぜられる広報活動等

を通じた措置をイメージしていると思います。具体的には、広報活動、各種講演会、イベント、行事、学校教育等、

いろいろな面での取り組みを指す」との答弁（５月１８日）もされている。

＜参考２＞広報等の例：えがりて～男女共同参画推進本部ニュース～

昭和５３年８月創刊～平成１５年８月終fll（男女共同参画推進本部ニュースとして簡素化・継続）

男女共同参画局インターネットホームページ：平成８年１０月開設

男女共同参画週間：平成１２年１２月男女共同参画推進本部決定（男女共同参画社会基本法の公布・施行日（６月

２３日）を踏まえ、６月２３日から２９日までの－週間を男女共同参画週間とした。）

男女共同参画社会づくり功労者表彰：内閣総理大臣表彰（昭和６０年、平成７年）、内閣官房長官表彰（平成９年度

から）女'性に対する暴力をなくす運動：売春防止特別活動（昭和２７年以降）からの経緯、国連総会の決定（11月

２５日を「女`性に対する暴力撤廃国際日」と指定）等を踏まえ、１１月１２日から２５日までの２週間と男女共同参

画推進本部で決定。

共同参画２１：平成１４年度創刊

男女共同参画白書：概要のホームページ掲載、市販の許可

（苦情の処理（１）_等）

第17条国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（２）又は男女共同参画社会の形成

に影響を及ぼすと認められる施策（３）についての苦情の処理（１）のために必､要な措置（４）＿及び性別によ

る差別的取扱い（５）その他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合（６）にお

ために必要な措置を講じなければならない。斑害者の救済を図る（７）ける

１趣旨

本条は、本法が基本法であることから、具体的にどのような措置を講ずるかについては規定していないが、男女

共同参画社会の形成を促進するためには、苦情の処理等が重要であることから、国は、政府の施策についての苦情

の処理のために必要な措置及び人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなけ

ればならない旨規定しているものである。

本条は、個別の苦情に対する処理手続等を定めたものではないが、本条に規定する一定の施策についての苦`情に

ついて、これが適切に処理されるよう仕組みが整備され、適切に運用されること、及び本条に規定する一定の場合

における被害者について、適切に救済がなされるよう仕組みが整備され、適切に運用されることを求めるものであ

る。

本条は、国として必要な措置を講じるための規定であって、そのための措置として、例えば、行政相談制度や、

人権擁護委員を含む人権擁護制度の活用が想定される。また、各省庁においても、所管の行政に関する苦情等に関

し適切な処理等がなされるよう措置することが考えられる。

本条は、個別の施策自体の充実を直接に目的としたものではないが、各種の施策についての苦情等があった場合

にその処理が適切になされるよう措置することにより、男女共同参画社会の形成の促進を図るものである。
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なお、本条は第１５条、第１６条と異なり、国だけの規定で、地方公共団体に義務付けていない。しかし、第９条

により、地方公共団体には国の施策に準じた施策等を行う責務があり、この「国の施策」には苦情の処理等の施策

も含まれている。

また、苦情の処理、人権の侵害による被害者の救済は、政府だけでなく、立法、司法にも担われるものであり、

措置を講じる主体を「国」としている。

２用語解題（１）「苦情の処理」行政上の事項について不満をもつ関係者からの苦情の申し出を、当該事項を

所掌する機関又は他の行政機関において受け付け、争訴手続（行政不服審査など）とは異なる簡易・迅速・柔軟な

方法でこれを処理することである。（２）「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策」第８条（国の責務）

に規定する「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策」のうち、「政府」が実施するものであるので、第１３

条の男女共同参画基本計画に盛り込まれた施策が中心となり、これには積極的改善措置も含まれる。（３）「男女

共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策」第１５条(施策の策定等に当たっての配慮）に規定する「男

女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策」と同義であり、男女共同参画社会の形成の促進のための

施策でなくても、影響の度合いはともあれ、およそ政府が策定、実施する施策は全てこれに含まれ得る。（４）「必

要な措置」施策についての苦情を受け、必要な処理を講ずることを国に義務付けている。なお、具体的な苦情処理

機関、処理方法については規定していない。（５）「性別による差別的取扱い」人権が侵害された場合の代表的

例示。基本理念の第３条（男女の人権の尊重）に「男女が性別による差的取扱いを受けないこと」と規定されてい

るのと同義である。（６）「その他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合」社

会における制度、慣行、暴力等により人権が侵害された場合のことである。侵害主体は特定していないので、国、

地方公共団体、民間の団体、私人等様々である。（７）「被害者の救済を図る」「被害者」とは、一般に犯罪そ

の他の不法行為により害を被った者のことをいう。本条では、人権が侵害された被害者が対象となる。

「被害者の救済」とは、被害者が人権侵害から救い出されることである。

＜参考１＞本条の規定に基づき、具体的にどのような措置を講じるかについては、男女共同参画会議苦情処理・

監視専門調査会で検討され、平成１４年１０月１７日、「男女共同参画に関する施策についての苦'清の処理及び人権

侵害における被害者の救済に関するシステムの充実・強化について」として取りまとめられた。

＜参考２＞施策についての苦情施策についての苦情は、苦情を申し出た国民の権利・利益を簡易・迅速に、か

つ個々の事案の事'盾に照らして柔軟に救済するという観点から重要である。さらに、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策及び男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策は広範・多岐にわたることから、施

策の改善について行政の自主性にのみ期待するだけでは不十分である。関係施策に対する国民の苦情や意見を幅

広く把握し、これを適切に施策に反映させていく上で苦`清の処理は有用な手段であり可国民からの期待も大きい。

このため、システムを充実・強化させることは、行政の信頼性を高めるとともに、苦'清の申し立てという行政への

参加を通じて民主主義を活性化することにもつながる。（「男女共同参画に関する施策についての苦情の処理及び

人権侵害における被害者の救済に関するシステムの充実・強化について」（平成１４年１０月１７日男女共同参画会議

苦情処理・監視専門調査会）の「はじめに」から抜粋）

＜参考３＞人権の侵害人権が侵害された場合に、効果的な支援体制を構築することにより被害者の救済が迅速

に図られるようにすることは、個人の尊厳を重んじる民主主義社会の基本であり、極めて重要である。（出典は参

考２と同じ）

６９



参考資料２第３次男女共同参画基本計画の地方および地方統計関連部分

【予備的説明第３次男女共同参画基本計画(201012月制定)の中の(i)地方について言及している部分と(ii)統
計や調査の必要'性等を述べている部分、を引用した。国民が生活しているのは地方であるから、この計画のすべて

が地方に関係する。地方という字句がなくても、政策実行の権限が地方に属している分野は、地域に関係する事項

になる。ここでは「地方」と云う字句および内容的に地方に関係するの政策部分を引用したが、この選択は、内容

をどう判断するかによる。また特に、第６分野：農山漁村はもとより、第７分野：貧困、第８分野：高齢者・障害

者・外国人等、第９分野：暴力、第１０分野：健康、第１１分野：教育、のそれぞれで地域諸機関の働きが深くかか

わっているが、政策を詳細には引用していない（ii)の統計に関する部分に網を付した。この部分は、統計への言及

部分とともにその周囲をもとりあげている。以上の意味で、この資料は内容的に「暫定的」なものである。

なお、計画には、統計に関わる重要な部分として、各分野には成果指標があり、計画に伴う「参考指標」は、参

考資料３として別個にとりあげたので、参考資料２から除いてある。

第３次計画は、第１部と１５分野からなる第２部からなる。第２部の各分野は、＜基本的考え方＞、（目標、成果

目標）があり、分野内の１，２，３．．の下に、（施策の基本的方向９と（具体的施策）があり、具体的施策は、ア、

イ、ウ..、さらにその下に①、②、③があり、それぞれの「・」に小政策項目があり、それぞれについて、担当

府省が示されている｡】

■U】ｍＨＦ幅
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第１部基本的な方針

２第３次基本

計画において

改めて強調し

ている視点

⑤地域における身近な男女共同参画の推進地域社会における人間関係の希薄化や単身世帯

の増加等の家族形態の変化などの中で、地域力を高めていくためには、女性も男`性も誰もが出番と

居場所のある地域社会を形成していくことが重要であり、また、人々に最も身近な暮らし

の場である地域における様々な取組が不可欠である。

３今後取り組

むぺき喫緊の

課題

④推進体制の強化。男女共同参画社会を実現するため、国内の推進力を一層強化していくことが必

要である。国内本部機構の機能を最大限発揮できるようにするため、総合的な企画立案機能横断的

な総合調整機能、第３次基本計画や女子差別撤廃委員会の最終見解等の実施状況についての監視機

能の強化等を図るとともに、政府のあらゆる施策に男女共同参画の視点が反映されるようにする。

地方公共団体や民間団体等における取組を支援して各団体等がそれぞれの機能を十分発揮できる

よう、有機的な連携を図った取組を強化する。

第２部施策の基本的方向と具体的施策

第１分野政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

１政治分

野における

女性の参画

の拡大

施策の基本的方向（省略）

具体的施策

イ地方の政治における女性の参画の拡大

①「地方公共団体の議会の議員における女性の参画の拡大

･地方公共団体の議会の議員候補者における女性の害'|合が高まるよう、仕事と生活の調和

の推進体制の整備も含めて、政党や地方六団体に要請する。

②女性の地方公共団体の長のネットワークの形成

･女`性の地方公共団体の長のネットワークの形成について、政党や地方六団体に要請する。

担当府省

内閣府

内閣府

３行政分

野における

女性の参画

の拡大

具体的施策

イ地方公共団体の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

①女性地方公務員の採用・登用の促進

・地方公務員採用試験（上級試験）からの採用者について、各地方公共団体及び地

方六団体に対して、女性を積極的に採用するよう協力を要請する。

・各地方公共団体における採用及び管理職への登用について、具体的な中間目標を

設定するなど女`性職員の登用が積極的に進むよう協力を要請する。

・地方公務員の成績主義の原貝||を前提としつつ、これまでの'慣行などにとらわれる

ことなく、女`性職員の職域拡大を図るなど職務経験を通じた積極的なキャリア形成

を支援するとともに、中途採用、人事交流等を通じて女,性の管理職への登用を強力

に推進するよう要請する。

②女性のロールモデルの発掘等

．様々な働き方やキャリア形成に応じたロールモデルを発掘し、活躍事例を提供す

るほか､女,性が働き続けていく上での悩みや心配事について相談に乗り助言するメ

ンター制度の導入を促す。

担当府省

省
省
省

省
務
務
務

務
総
総
総

総
、
、
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府
府
府

府
閣
閣
閣

閣

内
内
内

内
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男女共同参画社会の形成のためには、社会制度・』慣行が実質的に男女にどのような影響を及ぼすのか常に検討され

なければならない。社会制度や'慣行については、それぞれの目的や経緯を持って形成されてきたものではあるが、男

女共同参画の視点から見た場合、明示的に性別による区別を設けていない場合でも、男女の置かれている立場の違い

などを反映して、結果的に男女に中立に機能しない場合がある。

③仕事と生活の調和の推進

・仕事と生活の調和憲章・行動指針に基づき、仕事と生活の調和に積極的に取り組

むよう要請する。

・育児休業について、「新成長戦略」における「2020年までの目標」を踏まえて、

国家公務員に準じて男`性職員の育児休業取得促進を実施するよう要請する。
・勤務時間を短縮することができる育児短時間勤務・部分休業や始業時亥Ｉを弾力的

に変更できる早出・遅出勤務の活用を促進するといった柔軟な働き方を推進するな

ど、男`性職員、女`性職員ともに育児休業以外の仕事と育児・介護の両立支援制度に
ついても広く活用促進に努めるよう要請する。

･育児休業、介護休暇等の取得促進を図るため、代替要員の確保に努めるとともに、

育児休業、介護休暇等の取得を想定した人事配置など仕事と生活の調和を実現しや

すい環境整備を推進するよう要請する。

･地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成１４年法律第４８号）

に基づく任期付短時間勤務職員の活用による代替要員の確保等により、地方公務員

の育児休業、育児のための部分休業、介護休暇（時間単位のものも含む。）等の取

得促進に向けた職場環境の整備を図るとともに、各制度についての職員に対する,情

報提供に引き続き努めるよう要請する。

･業務の効率化を図るとともに、超過勤務の更なる縮減に取り組むよう要請する。

④地方公共団体の審議会等委員への女性の参画の拡大

・各都道府県・政令指定都市等における審議会等委員への女`性の参画の一層の推進

を要請する。

・職務指定委員に係る法令上の規定について、検討して必要な見直しを行うととも

に、地方公共団体に対し柔軟な対応を働きかける。

・各都道府県・政令指定都市が設定している審議会等委員への女性の参画に関する

数値目標や、これを達成するための様々な取組、女性比率の現状等を調査し取りま

とめて提供するとともに、女j性の人材に関する'情報を提供する。

⑤市町村における取組の促進

･市町村における取組を促進するため、都道府県が市町村に支援と助言を行うよう

協力を要請する。また、都道府県と市町村が女性の人材情報を共有することができ

るよう双方に要請する。

･男女共同参画宣言都市等に対して、特に積極的に取り組むよう奨励する。
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ウ行政分野における男女共同参画の推進方策
･国が地方公共団体の職員に対して研修を行う場合には、女'性職員の参加を奨
励するなど、男女を問わず能力開発の機会を積極的に提供する。

･地方公共団体の主体的な取組が進むよう適切な助言、'情報の収集・提供を行

うとともに、各地方公共団体の取組状況の把握に努め、必要な支援等について

検討を行う。

･積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進について、実施状況やそ

の効果について調査研究を行うとともに､実効性ある具体的な措置について情

報提供を行い、普及に努める。

全府省

内閣府、

総務省

内閣府

イ企業における男女共同参画の推進方策
②公共調達等における企業の評価等

･国や地方公共団体が実施する事業について、先進的な事例としての男女共同

参画を要件とする「クロスコンプライアンス」（補助金等の採択に当たって男

女共同参画等の別の施策によって設けられた要件の達成を求める手法)の活用

について検討する。

イその他の分野における男女共同参画の推進方策
･地方公共団体やＮＧＯが行う女』性リーダーの育成について支援を行う。

内閣府、

関係府省

内閣府

第２分野男女共同参画の視点に立った社会制度・杣『行の見直し、意餓の改革

基本的な考え方
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男女の社会における活動や個人の生き方が多様化する中で、男女の社会における活動の選択に対して中立的に働く
ような制度構築が必要である。その際、男性片働きを前提とした世帯単位の制度・'|貫行から個人単位の制度・慣行へ
の移行、男女が共に仕事と家庭に関する責任を担える社会の構築といった視点が重要である。

我が国の社会経済の急速な変化に対応するため、新たな制度の構築や制度の抜本的な見直しが行われる中、男女共
同参画の視点に立ち、男女ともにライフスタイルを柔軟に選択できる社会の実現に向けた社会制度・'|貫行の見直しを
進める。

また3JＴＩ■政府のⅡ施策が男':女'共同参1画社会jの形成に及ぼす影響等に関する調査研｣究を進めiろ:とＳどもに､ｮ社会制度や慣行

の背景;にあるj固:定的llな性別役割分担２意識の解消や男:女共同参画社会iの}形成に必+要｣な法制度Ｉ等:」の理解促進のた+め、効果
的I〕な？広報熱11啓発I等lを行}}うｌ１Ｊｉ８

1．男女共

同参画の視
点に立った

社会制度。

慣行の見直
し

２国民的

広がりを

持った広

報･啓発活

動の展開

３.男女の

人権尊重の

理念と法

律・制度の

理解促進及

び救済・相

談の充実

４男女共

同参画に関

わる調査研

究、情報の
収集・整
備・提供

具体的施策

オ政府の施策等が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響についての調査等

|①zk府の施策等が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響についての調査等

･政府の施策及び社会制度･↓慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響についての調査(以

下「男女共同参画影響調査」とい フ ０ ）を実施する。また、地方公共団体に対して男女共

同参画影響調査に関する'情報提供を行い、地方での同様の取組を促す。

ウ男女共同参画に大きな影響を有する団体と連携した戦略的な広報・啓発の推進

①多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進

･政府広報等において男女共同参画に関する広報を積極的に実施する。

･職場・家庭・地域において、男女共同参画に関する認識を深め、様々な'|貫習・慣行を見直

すとともに、男女共同参画を一層進めること等を目的として、広報・啓発活動を展開する。

その際､既に様々な分野に参画している女'性の活動の成果が広く世の中に目に見える形で伝

わるように配慮する。また、特に、若者世代の男女への普及・啓発について留意する。これ

らの活動は、地方公共団体、ＮＧＯ等の協力を得つつ行い、「男女共同参画週間」、「行政

相談週間」、「人権週間」、「農山漁村女`性の日」等多様な機会を通じ、活字、映像、イン

ターネットといった多様な広報・通信媒体を通じて進める。

②多様な団体との連携による広報・啓発活動の推進

･有識者、女`性団体、経済団体、マスメディア、教育関係団体等広範な各種団体の代表から

なる男女共同参画推進連携会議や地域版連携会議の活動を通じて､広く各界各層との情報及

び意見の交換や広報・啓発を行い、男女共同参画社会づくりに向けての国民的な取組を推進

する。また、地方公共団体、ＮＧＯ等との連携'の下に、「男女共同参画社会づくりに向けて

の全国会議」の開催など全国レベル、地方レベルで関係者が一堂に会する機会を提供するこ

とによりぃ男女共同参画の課題に関する意識の浸透を図る。

オ政府職員の理解の促進等

･男女共同参画に関連の深い法令・条約等について、政府職員、警察職員、消防職員、教員、

地方公務員等に対して、研修等の取組を通じて理解の促進を図る゜また、法曹関係者につい

ても、同様の取組が進むよう、情報の提供や講師の紹介等可能な限りの協力を行う。

内閣府

全府省

全府省

内閣府

全府省

露１１霧露PHlin蕊:
ア男女共同参画の現状・国民意識、苦情処理等に関する実態把握の実施

①男女共同参画社会の形成に関する調査研究

･男女共同参画社会の形成に関する先進的な取組を行っている諸外国の事例等について調

査研究を行う。その際、諸外国における社会制度について総合的な視点から調査研究を行

う。調査研究の成果は、各種の情報ネットワーク等を通じて、迅速かつ広範に公表する。

②統計調査等の充実

･男女共同参画をめぐる現状や国民の意識、苦情の処理等について、統計調査、意識調査

担当府省

内閣府

具体的施策
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等を活用して、定期的に実態を把握する。

イ調査や統計における男女別等統計（ジェンダー統計）の充実

●男女の置かれた状況を客観的に把握できる統計の在り方について検討を行い、男女及び

家族に関する学習・調査・研究に資するための情報を含め、男女共同参画社会の形成に資

する統計情報の収集・整備ｂ提供に努める。なお、統計情報の提供に当たっては、国民に

よる分析、研究の利用を可能とすることに留意する。また、統計調査の設計、結果の表し

方等について、男女共同参画の視点から点検し、必要に応じて見直す。

･統計'情報について、可能な限り、男女別データを把握し、年齢別にも把握できるように

努めるとともに、都道府県別データについても公表に努める。また、男女共同参画に関わ

る重要な統計』情報は国民に分かりやすい形で公開し、周知を図る。さらに、研究者による

男女共同参画に関するより高度な分析を可能とするためにも、統計法（平成１９年法律第

５３号）に基づく二次I:1勺利用を推進するとともに、「公的統計の整備に関する基本的な計

画」（平成２１年３月１３日閣議決定。以下「公的統計基本計画」とい フ 。

された統計データ・アーカイブの整備に係る検討と連携し、男女共同参

）において決定

画に関するより高度な分析に活用できるような仕組みに関する検討を進める。

簿乙各種の,政府の計画における数値目標等についても、その達成状況を可能な限り男女別に

示すよう努める。

ウジェンダー予算の三推進に向けた検討

･各国の具体的な実施状況等を調査した上で、男女別等統計（ジェンダー統計）も踏まえ、

我が国におけるジヱンダー予算の在り方等について検討する。

エ 無償労1,の把握及び育児・介護等の経済的・社会的評価のための調査・研究の実施

①育児・介護等の時間の把握

･男女の育児、介護等の時間の把握については、社会生活基本調査における調査を通じて

引き続き行う。

①償労働の把握等のための調査・研究

･家事、育児、介護、ポランティ活動などの無償働の把握や家庭で担われている育児.

介護などの経済的L社会的評価のたの調査・研究を行う。

内閣府

全府省

内閣府､総

務省､関係

府省

関係府省

内閣府

総務省

内閣府

第３分野男性、子どもにとっての男女共同参画

１男性に

とっての男

女共同参画

施策の基本的方向

男女共同参画の実現の大きな障害の一つは、人々の意識の中に長い時間をかけて形作られてきた'性

別に基づく固定的性別役害'|分担意識である。このような意識は時代とともに変わりつつあるものの、

依然として根強く残っており、特に男'性により強く残っている。男'|生にとっても生きやすい社会の形

成を目指し、男性自身の男性に関する固定的性別役害'１分担意識の解消に関する調査研究を行うととも

に、男'性への意識啓発や相談活動などを行う。

男女ともに仕事と生活が調和する社会を目指して、働き方の見直しなど、男`|生が育児・介護、地域

活動等に参画できる環境整備を推進する。また、定年で退職した男’性が、地域活動等に積極的に参画

することができるよう支援する。

具体的施策 担当府省

ア男性にとっての男女共同参画の意義についての理解の促進

①男性にとっての男女共同参画に関する広報・啓発等
● ｢男女共同参画週間」、「人権週間」等を通じた広報・啓発活動や、学習機会の提供

を通じて、男'性が固定的性別役害I|分担意識から脱却するための意識啓発を行う。

・男性にとっての男女共同参画の意義と責任、地域・家庭等への男性の参画を重視した

広報・啓発活動及び男'性を対象とした教育プログラムの開発・実施を推進する。

・地方公共団体に対して、男'性にとっての男女共同参画の意義の理解を図る施策を展開

するよう支援する。

②男性の男女共同参画に関する総合的な調査の推進
● 固定的性別役割分担意識が男性にもたらす重圧や男性の心身の健康の問題等、男性に

関する総合的な調査を行う。

ウ男性の家庭・地域への参画を可能にする職場環境の改善

①仕事と生活の調和のとれた働き方の促進
● 男'１生が地域社会や家庭生活に参画し男女共同参画を実現するため、長時間労働の抑制

内閣府、法

務省

内閣府、関

係府省

内閣府

内閣府

厚生労働省
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２子ども

の頃からの

男女共同参

画の理解の

促進と将来

を見通した

自己形成

など環境を整備する。

②多様な働き方の普及、普及のための検討

･育児・介護休業、短時間勤務、短時間正社員制度、短日数勤務、テレワーク等、ライ

フスタイルに応じた多様な働き方について、公正な処遇が図られるよう留意しながら、

普及（あるいは普及のための検討）を進める。

③育児休業その他仕事と子育ての両立のための制度の一層の定着促進

･家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約（ＩＬＯ第156号

条約）の趣旨も踏まえ、仕事と家庭の両立ができる職場環境の整備を促進する。特に

両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備、育児・介護休業後の職場復帰支援、企

業経営者の意識改革等を図る゜

、

･男女労働者ともに、希望すれば育児休業を取得できるよう、育児休業給付制度も含め

た制度の周知徹底及び企業における育児休業制度等に係る規定の整備や育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号。以下

●

｢育児・介護休業法」とい フ ｡ ）違反に対する是正指導を行い、その定着を図る゜

3歳未満の子を養育する労働者の短時間勤務制度、所定外労働の免除など育児・介護

休業法の定着を図る゜

・男,性が育児参加できる働き方を普及促進するため、「パパ・ママ育休プラス」（両親

ともに育児休業を取得する場合の特例）等も活用し、男性の育児休業取得を促進する。

・育児休業を取りやすい環境を整備するため、育児休業中の経済支援の在り方について

検討を行う。

･男,性の育児休業取得を要件としている次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第

120号）に基づく認定制度及び認定マーク（くるみん）の広報・周知に努め、企業が

認定の取得を目指して、次世代育成支援の取組に着手するようインセンティブを高め

ることにより、男性の育児休業取得を促進する。

④介護休業その他仕事と介護の両立のための制度の定着促進等

･介護休業制度や介護休暇制度、介護のための勤務時間短縮等の措置、介護を行う労働

者の深夜業を制限する制度、介護休業給付制度等についての周知徹底及び企業における

介護休業制度等に係る規定の整備や育児・介護休業法違反に対する是正指導を行い、そ

の定着を図る゜

⑤職場における健康管理の推進

･長時間労働の抑制によるメンタルヘルスの確保等、職場における健康管理を進める。

エ 男性の家庭・地域への参画を可能にする地域等の取組支援

①男性の地域活動への参画支援

･家庭や地域においていきいきと活躍する男性のロールモデルの発掘を行い、活躍事例

を積極的に発信する。

･退職時などのタイミングをとらえて、地方公共団体やＮＰＯ等で行っている「地域デ

ピュー講座」や企業の退職者講座等、高齢男`性向けに地域等への円滑な参画を支援する

講座等の充実を促進する。

②高齢男性の日常生活自立支援

･男女共同参画センターや生涯学習施設等との連携の下に、男性向けの家事等日常生活

能力の獲得・向上への支援を促進する。

③男性の子育てや家庭教育への参画支援

･学校や地域など様々な場で、男女が協力して子育てに関わることについての学習機会

の提供、子育て親子の交流の場や子育てに関する情報の提供等を通じ地域の子育てを支

援する等により、男'性の子育てへの関わりの支援・促進を図る。

イ子どもの健康の管理・保持増進の推進

①食育の普及促進

･食に関する正しい知識と望ましい食習,慣を身に付け、豊かな人間`性を育めるよう、家

庭・学校・保育所・地域等が連携した食育の取組を推進する。その際、思春期の女性の

健康を守る食に関する知識を普及啓発する。

②償E康教育の推進

･生涯を通じ自己の健康を適切に管理・改善するための健康教育を推進するとともに、

生涯にわたる健康に関する学習機会の充実を図る゜学校においては、児童生徒が健康の

総務省、厚

生労働省、

経済産業

省、国土交

通省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

内閣府

内閣府、文

部科学省、

厚生労働省

内閣府

内閣府、文

部科学省、

厚生労働省

内閣府、関

係府省

文部科学省
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第４分野雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

３子ども

の健やかな

成長と安全

で安心な社

会の実現

大切さを認識できるようにするとともに、自己の健康を管理する資質や能力の基礎を培

い、実践力を育成するため、健康教育の推進を図る゜

③ＨＩＶ／エイズなどの予防から治療までの総合的な対策の推進

・ＨＩＶ／エイズや、子宮頸がんの原因となるＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）への

感染を始めとする`性感染症の予防に関する積極的な啓発活動を行う。

･学校においては、児童生徒が発達の段階を踏まえ、正しい知識を身に付け、適切な行

動が取れるようにするため、ＨＩＶ／エイズについて発達の段階を踏まえた教育を推進

するとともに、`性感染症についても、その予防方法を含めた教育を推進する。

④薬物乱用、喫煙・飲酒対策の推進

,.未成年者や２０歳代の若年層による覚せい剤・大麻等の乱用については、いまだ憂慮す

べき状況にある。このため、薬物の供給源に対する取締り、薬物を乱用している少女を

含む末端乱用者の早期発見・検挙・補導、再乱用防止のための施策等を推進するＯ

Ｂ

･児童生徒が薬物乱用と健康との関係について正しく理解し、生涯を通じて薬物を乱用

しないよう、学校において、薬物乱用が健康に与える影響について指導するとともに、

全ての高等学校及び中学校において、地域の実情に応じて小学校においても、薬物乱用

防止広報車や薬物乱用防止キャラバンカー等を活用しての薬物乱用防止教室を開催する

など、薬物乱用防止教育の充実を図る。

･喫煙、飲酒について、その健康被害に関する正確な,情報の提供を行う。特に女`性につ

いては、喫煙や飲酒が胎児や生殖機能に影響を及ぼすこと等十分な,情報提供に努める。

また、未成年者の喫煙、飲酒については、家庭、学校、地域が一体となってその予防を

強力に推進する。

④防犯・安全対策の強化

･犯罪等の被害を防止するため、学校、家庭やＰＴＡ等の団体、地域住民、関係各機関

等が連携し、地域ぐるみで子どもの安全を守る環境の整備を推進する。また、警察にお

いては、通学路や公園等における防犯・安全対策を強化し、性犯罪等の前兆となり得る

声かけ、つきまとい等の行為者の特定に関する情報収集及び分析を行うとともに、特定

した当該行為者に対する検挙又は指導・警告措置を的確に実施する。

力安心して親子が生活できる環境づくり

①世代を超えた貧困の連鎖の防止

･貧困が世代を超えて継承されることがないよう、自立の前提となる子どもの学びを支

援する。家庭の経済状況等によって子どもの進学機会や学力・意欲の差が生じないよう

に、教育費負担軽減を進めるとともに〈学校、保育所等の公的施設を利用して、子ども

－人ひとりに対して教育や福祉関係者、地域のボランティアなどが連携し、生活面での

支援、学習面での支援、家庭への支援などを行う取組について検討する

②障害のある子どもへの対策の充実

０

･障害のある子どもの自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立

ち、適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育を推進する。さらに、障害のある子

どもが、身近な地域で安心して生活できるよう在宅サービスや放課後支援の充実を図る

など、障害の特'性に配慮した適切な支援が提供されるよう取組を推進する。

③小児医療体制の整備

･休日・夜間を含め、小児救急患者の受入れができる体制を整備する。また、子どもに

ついては、親の保険料の滞納状況に関わらず、一定の窓口負担で医療にかかれるように

する ０

キ社会全体で子どもを支える取組

･男女とも子どもに関われるような仕事と生活の調和の実現に向け、国民運動を通じた

気運の醸成、制度的枠組みの構築や環境整備などの促進・支援策に積極的に取り組む。

･子どもに関わるＮＰＯ・ＮＧＯの取組に対する支援を推進する。

･次代を担う一人ひとりの子どjもの育ちを学校や個人、家庭だけの問題とするのではな

く、社会全体で応援するという観点から、子ども手当を実施するとともに、学校、家庭

及び地域住民等がそれぞれの役害'１と責任を自覚しつつ、地域全体で教育に取り組む体制

づくりを目指す。

厚生労働省

文部科学省

警察庁、厚

生労働省

警察庁、文

部科学省、

厚生労働省

文部科学

省、厚生労

働省

警察庁、文

部科学省、

厚生労働省

内閣府、文

部科学省、

厚生労働省

文部科学

省、厚生労

働省

厚生労働省

内閣府、厚

生労働省

内閣府

文部科学

省、厚生労

働省
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１雇用の

分野におけ

る男女の均

等な機会と

待遇の確保

対策の推進

施策

２非正規

雇用におけ

る雇用環境

の整備

５.多様な

生き方、多
様な能力の

発揮を可能

にするため

の支援

７女性の

活躍による

経済社会の

活性化

具体的施策

'ア男女雇用機会均等の更なる推進

②男女雇用機会均等法に基づく行政指導

･男女雇用機会均等法の履行状況等について実態把握を行った上で、指導を実施し、

同法に違反する取扱いについては是正指導を行うとともに、採用、配置、昇進等に

おける男女間の格差の大きい企業に対しては、問題点を把握し、その改善に向け、

具体的取組に関する助言を行う。
､

・行政指導に当たっては、助言、指導、勧告の各措置を的確に講ずるとともに、是

正が見られない場合には、企業名公表制度も念頭に置きつつ、対応する。

・労働基準行政と雇用均等行政の連携を図る゜また、雇用均等行政の実効`性を高め、

､全国どの地域においても企業への指導や労働者の救済が等しく円滑に行われる必要

があるため、都道府県労働局雇用･均等室がその機能を十分発揮できるよう、体制の

強化を図る゜

具体的施策

①地方公務員における非常勤職員制度の改善

･非常勤の地方公務員に育児休業・部分休業等の制度を導入する。

具体的施策

ア再就職に向けた支援

①「育児・介護等により退職した者に対する支援
･育児・介護等を理由に離職した者の再就職は、離職期間が長期にわたる場合が多

いこと、職種によっては職業能力の維持が難しいこと、本人の希望する職種や就業

条件と企業の人材ニーズとの適合が困難であることなどから、子育て女'性等の再就

職を重点的に支援するマザーズハローワーク事業を推進するとともに、再就職のた

めの`情報提供、職業能力開発等きめ細かい支援の実施に加え、地方公共団体や民間

団体とも連携し、情報提供のワンストップ・サービス化を推進する。

担当府省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

担当府省

総務省

内閣府,厚生労

働省、関省庁

担当府省

内閣府、厚生労

働省、関係府省

内閣府、経済産

業省、関係府省

関係府省

経済産業省

内閣府、関係府

省

第５分野男女の仕事と生活の調和

基本的考え方

少子高齢化、雇用の変化、グローバル化等が進展する中、長時間労働等を前提とした従来の働き方を見直し、仕事と

生活の調和を実現することは、「Ｍ字カーブ問題」の解消や政策・方針決定過程への女`|生の参画の拡大を進める上で

不可欠であり、我が国の経済社会の持続可能な発展や企業の活`性化につながるものである｡仕事と生活の調和は､人々

の健康を維持し、趣味や学習、ボランティア活動や地域社会への参画等を通じた自己実現を可能にするとともに、育

児・介護も含め、家族が安心して暮らし、責任を果たしていく上で重要なものである。このため、子ども・子育て支

援策との密接な連携を図りながら、企業、働く者、国、地方公共団体が連携し、仕事と生活の調和の実現に向けた取

組を着実に進める。

１仕事と

生活の調和

の実現

施策の基本的方向

仕事と生活の調和憲章・行動指針に基づき、仕事と生活の調和に向けた社会的気運の醸成、長時間労

働の抑制、公正な処遇を伴う多様な働き方の普及、男`性の家事・育児参画の促進、職場環境整備等を進

める。また、自営業者、農林水産業に携わる人々など多様な働き方における仕事と生活の調和の普及を

図る ○

具体的施策 担当府省



７７

２多様な

ライフスタ

イルに対応

した子育て

や介護の支

援

イ育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい２R境の塾NＵ

②父親の子育てへの参画や子育て期間中の働き方の見直し

.学校や地域など様々な場で、男女が協力して子育てに関わることについての学習機会

の提供、子育て親子の交流の場や子育てに関する情報の提供等を通じ地域の子育てを支

援する等により、男`性の子育てへの関わりの支援・促進を図る゜

③企業における仕事と子育て・介爵rの両立支援の取組の促進、評ｲ西

５１仕事.と生活の:調和や男)女共同参｡画に積極:的に取り組む企業に対する認ご証｢□2認定制し度や

表彰制度い融資制度:や優遇金利の設L定寸公共調達における優遇｡措置;な}どき'1>i地方;の：実情に

即した取組を行う地方公｣共団体の状況を調査し、事例を収集する。

・企業と地域の子育て支援グループが連携を図り、地域における子育て支援環境が整備

されるよう奨励する。

ｐｌｊｉ先進.企業(の好事」例j等:の情報の収集・提供･｣助言、業務効率化のノウハウ提供i3TIi中已小企

業が行う労働1時間等設「定：改善の支援等､仕事と生活の調和の実現に取り組む企業への支

援を推進する。

コニ 仕事と生活の調和等に関する統計の整備

．k少子;高Ｉ齢化等)の進展や仕事と生活の調和等の課題に対し､公的統計基本計画に基づき、

就業と結婚《｢｣〕出(産鯨子育て、~介護等とのﾐ関係をより詳細に分析するためにく■f関係「する

統計調査において“必要な事項の追加等を検討するとともに、配偶i関係､Ｔｌ結婚;時期、

子ども数等のi少子化に直接関連するデータの大規模標本調査による把握の可能性に

ついても検討する。

内閣府､文部

科学省､厚生

労働

省

内閣府

厚生労働省

内閣府､厚生

労働省､関係

府省

内閣府､総務

省､厚生労働

省

施策の基本的方向

男女の別や就労の有無に関わらず、安心して子育てができる社会の実現に向け、「社会全体で子育てを

支える」という基本的考え方に立ち、「子ども・子育てビジョン」に基づく保育所待機児童の解消、多

様な保育サービスの充実、子育て支援拠点やネットワークの充実等を進めるとともに、介護支援策の充

実を図る゜

ア全ての子育て家庭に向けた子育て支援策の充実

⑤地域における子育て支援の拠点等のRE傭

･就業の有無に関わらず、子育て中の親子が相談、交流、'盾報交換できる場を身近な場

所に整備する地域子育て支援拠点事業を推進する。

･幼稚園の施設や機能を地域に開放し、地域の実情に応じた子育て相談や保護者同士の

交流の場の提供等を推進する。また、通常の教育時間終了後も引き続き希望する園児を

預かるなど、幼稚園の運営の弾力化を図る゜

･就労形態の多様化に対応する一時的な保育や、専業主婦家庭等の一時的に子育てが因

難となる際の保育等に対応する－時預かりサービスを拡充する。
● な残業や子どもの急病等に対応し、臨時的、突発的な保育等を地域における相互援

助活動として行うファミリー・サポート・センター事業の拡充を進める。

･高齢者の就業機会・社会参加の場を提供するシルバー人材センターにおいて、子育て

や教育分野に関しても、地域の実情に応じて事業を実施する。

･各市町村が展開している様々な子育て支援事業について、地域のニーズを踏まえた取

組が推進されるよう、支援の充実を図る゜

⑥地域住民等の力を活用した子育て環境の整備、交流の促進

･子どもや高齢者を含めた地域の人々の交流の機会を設けることにより、地域全体で子

どもたちの豊かな人間,性を育む環境を醸成する。

･地域に根ざして子育て支援活動を行っているＮＰＯなどに、各種子育て支援に関する

’情報提供や活動場所の確保等の支援を行う。

･地域での子育て支援等、社会的な課題をビジネスの手法で解決するソーシャルビジネ

スについて、先進的な事業ノウハウ等を他地域に展開して新たな事業者の創出を促進す

る取組等の支援を行う。

･全ての親が安心して子育てや家庭教育を行うことができるよう、地域人材の養成や、

子育て経験者、教職員経験者、民生委員・児童委員等の地域人材から構成される家庭教

育支援チームの設置、学校等と連携した親への学習機会の提供・相談対応など、地方公

共団体等が行う、地域の教育力を活かした子育てや家庭教育の支援における取組が促進

されるよう支援する。

厚生労働省

文部科学省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

文部科学省、

厚生労働省

内閣府､厚生

労働省

経済産業省

文部科学省
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施策の基本的方向

３働く男

女の健康管

理対策の推

進

職場において健康が確保される環境を整備することは､男女ともに能力発揮を促進するという観点に加
■

〆〔 、 生涯を通じた健康確保の観点から重要な課題である。特に、職場において女`性が母性を尊重され、

働きながら安心して子どもを産むことができる環境を整備することは、女`性の能力発揮の促進に加え、

生涯を通じた女性の健康確保等の観点からも重要な課題である。殊に、妊娠中及び出産後も継続して働

き続ける女性が増加していることに鑑み､これら女性労働者が引き続きその能力を十分に発揮する機会

を確保するための環境を整備する。

第６分野活力ある民山漁村の実現に向けた男女共同参画の推進

＜基本的考え方＞

我が国の農林水産業９農山漁村を再生させるためには、地域ビジネスの展開や新産業の倉']出を図る農山漁村の「６

次産業化」を推進することが必､要である。その際には、農業就業人口の過半を占め、消費者のニーズや食の安全に関

心が高く、農産物の加工、販売等の起業活動などで活躍の場を広げ、農山漁村地域社会の維持・振興に貢献している

女性の参画が不可欠である。

こうした状況も踏まえて、農山漁村に特に根強い固定的性別役害'１分担意識の解消、政策・方針決定過程への女性の

参画を促進する。女』性が対等なパートナーとして経営等に参画できるようにするため、男女共同参画と農業経営の改

善を一体的に推進する家族経営協定の締結数の一層の拡大と有効活用を進める。またぐ起業活動等への支援を通じた

女性の資産の形成など経済的位向上を図る゜女性の参画の促進と並行して、家事・育児・介護等関わる女性の負

担の軽減など農山にける仕事と活の調を促進するとともに、過疎化、少子高齢化の進展など農山漁村取り巻く

状況の変化に的確に対応した策を推進する。

具体的施策

イ政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

①女性の能力開発

･意欲のある女`性が地域における方針決定の場に参画する上で必要な経営管理能力の

向上や技術修得等に向けた研修等を実施する。

･女性農業委員､女,性指導農業士など農山漁村の女性リーダーの育成を図るとともに、

女性リーダー層のネットワーク化を推進し、先進的な取組や知識･技術に関する'情報

交換・提供など登用後のサポート体制の強化を引き続き実施する。

②政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

･新たな「食料・農業・農村基本計画」（平成２２年３月３０日閣議決定）を踏まえた

女』性農業委員や農業協同組合等の女性役員の登用目標の設定の促進･達成に向けた定

期的なフォローアップの強化や､選出の母体となる地域に対する普及・啓発等の働き

かけを推進する。

･森林組合や漁業協同組合の女性役員の登用目標の設定及び土地改良区､集落営農等

における意`患決定過程への女性の参画を引き続き進める。

･都道府県において策定された農山漁村における女性の参画目標に基づき、市町村等

各地域レルにおいても参画目標の策定行うことを推進し､目標の達成に向けた積極的

な取組を促進する。

③調査研究iililil統甘f等におＩける取lH1の充実

｡(農業経営や社会参画に関する調査等､ご:農山漁村における男f女共！｢同了参1画十のＪ実態把i握る

調査研究を実施すIるどどもに5併せてt男/女別データの把握に引き続きl努め>:ｌｌＩＬｉ全体iのＩ中

の女性の状況を明;確化する６

具体的施策

担当府省

農林水産省

農林水産省

内閣府､農林水

産省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

担府省

イ女性の就業支援及びﾛbきやすい環境の整何Ｗ

①起業等の支援

②就業支援

③働きやすい環境の整備

･農業法人等において〈女性が働きやすい環境整備に向けた調査及卍ぴ優j良三〕な!}取組のＩ普

及(を図lるうも

農林水産省

具体的施策 担当府省

イ高齢化の進展への対応

①高齢者生活支援体制のRE傭

･農村の高齢者が生涯現役で農業や地域活動に取り組めるよう、助け合い組織の強化 |内閣府、農林
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や配食サービス等、地域内外での助け合い活動の促進を通じ、高齢者の生活支援体制

の整備を進める。

②高齢者の活動の推進

･高齢者の有する豊富な知識や経験を活用して取り組む世代間交流や地域文化の伝承

活動を推進する。

･安心して快適に暮らせる農山漁村づくりを推進するため、集落道における歩行空間

の確保、生きがい農園の整備、農業施設のバリアフリー化等を推進する。

④老後の自立の確保

･男女が共に同等の老後生活を確保することができるうに、現行農業者年金制度の

女'性農業者や若い農業者の加入の促進など各種社保障制度の普及・定着を図る ○

水産省

農林水産省

農林水産省

農林水省

第７分野貧困など生活上の困難に直面する男女への支援

＜基本的な考え方＞

単身世帯やひとり親世帯の増加、雇用・就業構造の変化、経済社会のグローバル化などの中で、貧困など生活上の

困難について幅広い層への広がりが見られる。一方、相対的貧困率については、ほとんどの年齢層において男'性に比

べて女,性の方が高く、特に高齢単身女性世帯や母子世帯等ひとり親世帯で高いという特徴がある。

このため、非正規労働者の増加、単身世帯の増加等に対応するセーフティネットの再構築の必要性が指摘されてい

る。

また貧困など生活上の困難に対応し、防止するためにも、男女共同参画を進める必要がある。女`性が働き続けるこ

とができ、暮らしていける賃金を確保できるよう、雇用の問題、特に男女間の賃金格差の解消や「Ｍ字カーブ問題」

の解消、均等な機会と公正な待遇の確保、仕事と生活の調和の推進、非正規雇用における課題に取り組む。

生活上の困難に直面しやすい母子家庭等ひとり親家庭に対する支援及び生活上の困難に直面する人々を支援する

ための施策についても推進を図る゜

なお、様々な生活上の困難の世代間連鎖を断ち切るためにも、女』性の就業継続や再就職の支援、教育費の負担軽減

を行い、個人の様々な生き方に沿った切れ目のないサービスの提供を図る゜

３安心し

て親子が生

活できる環

境づくりに

関わる

具体的施策

アひとり親家庭等に対する支援の推進

①子育て・生活支援策の推進

・母子家庭が安心して子育てをしながら生活できる環境を整備するため、子育ての支

援や児童・母親の生活・健康に対する支援を行う。

・母子家庭、父子家庭などの居住の安定確保に向け、公的賃貸住宅を活用するととも

に、民間賃貸住宅への円滑な入居を促進する。

・疾病等の理由により一時的に家事援助等が必要になった場合、家庭生活支援員の派

遣や、生活支援講習会及び電話相談の実施など母子家庭等の地域での生活を総合的に

支援する。

・若年や未婚その他の理由により、妊娠・出産・子育てにおいて困難な状況を抱えた

女`性に対しては、適切な保護やきめ細やかな子育て支援を行う。

・父子家庭については、その実態やニーズを把握し、子育て・生活支援等必要な支援

を講じていく。

・父子家庭が地域での孤立しがちなことの背景にあると考えられる固定的,性別役害'|分

担意識の解消に向け、広報・啓発活動を行う。

イ生活上の困難の次世代への連鎖を断ち切るための取組

①教育費の負担の軽減

②子どもがいる世帯の経済的リスクの低減

③多様な教育機会の確保

担当府省

厚生労働省

国士交通省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

内閣府
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４男女の

自立に向け

た力を高め

る取組

具体的施策

ウ個人の様々な生き方に沿った切れ目のない支援やサービスの提供を図る゜

･精神保健福祉センター、保健所、市町村保健センター、児童相談所等においてひ

きこもりの相談・支援を行う。また、「ひきこもり地域支援センター」等ひきこも

りの一次的な相談窓口を各都道府県・政令指定都市に整備する。

.様々な悩みを持つ少年やその家族等に対し適切な助言、支援等を行うため、学校

や青少年センター等における相談体制の整備等に努めるとともに、地域や学校、関

係機関等の連携による取組を推進する。
●

児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）などの拡充、施設を退所した者等に

対する支援の充実を図る゜

.様々な生活上の困難に直面する人々に対する支援については、実際にサービス

を利用する人が利用しやすいものとなるよう、必要に応じて制度設計の見直しや、

必要な手続等業務運用の見直しを行う。また、窓口対応に当たる担当者への意識付

けの取組などを実施する。

･一人暮らし世帯等、地域から孤立する可能性がある全ての者・世帯が地域で安心

して暮らすことができるよう、見守り、買物支援等の基盤支援を提供するため、市

町村と協働したモデル事業の実施や、先駆的取組の'情報発信等を行う。

.様々な生活上の困難に直面している利用者に対して、個人の様々な生き方に治っ

た切れ目のない支援やサービスの提供を図ることが必要である。そのため、パーソ

ル・サポーターが、個別的継続的に相談・カウセリンや各サービのつなぎを

行う「パーソナル・サポート・サービス」制度化に向けた検を進めるまた、居

住の権利を支え、労・自をる居住一フィネット」の整備に向けての検討を

進める。

担当府省

厚生労働省

内閣府、警察庁、

法務省､文部科学

省、厚生労働省

厚生労働省

内閣府、警察庁、

総務省､文部科学

省、厚生労働省、

経済産業省､国土

交通省

厚生労働省

内閣府、総務省、

法務省､厚生労働

省、国士交通省

第８分野高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備

１高齢者

が安心して

暮らせる環

境の整備

施策の基本的方向

高齢社会を豊かで活力ある社会とするためには、年齢や`性別に基づく固定的な見方や偏見を除去し、

高齢者を他の世代とともに自立し誇りを持って社会を支える重要な一員として、積極的にとらえる必

要がある。また、高齢者が自立し、健康で安心して暮らせる社会の実現には、男女の生活実態、意識、

身体機能等の違いに配慮したきめ細かな自立支援施策等の展開が必要であり、さらに、若い時期から

の働き方や家族の持ち方など世代横断的な視点が必要である。

このため、男女共同参画の視点に立ち、高齢者の就業促進と社会参画に対する支援、高齢期の経済的

自立につなげるための制度や環境の整備､家庭や地域で健康で安心して暮らせるための生活自立に向

けた取組、』性差に配慮した医療・介護予防への取組、良質な医療・介護基盤の構築等を進める。

ア高齢男女の就業促進、能力開発、社会参画促進のための支援

⑤高齢男女の能力の活用に関する検討の推進

･就業のほかに地域活動や社会貢献活動など幅広いキャリアを持つ高齢者について、

多様な経験・能力を整理し、その経験を、「職業キャリアが長い方向けのジョブ・力

－ド」等を活用し、再就職や地域活動等にいかすための課題について検討する。

⑥高齢男女の社会参画の促進

･いわゆる団塊の世代が定年を迎えていることを踏まえ、高齢者の社会参加に対する

男女共同参画の視点に立った支援を促進する。このため、高齢者の社会参加活動に関

する広報・啓発、情報提供・相談体制の整備、指導者養成などを図る。

･高齢者の学習活動を通じた社会参加を促進するための方策についての調査研究等を

推進する。また、世代間の理解を促進するための各種の交流事業等を推進することの

ほか、地域高齢者の自主的な組織である老人クラブの活動への支援を行う。

･高齢等女`性の様々な分野への参画の促進も含め、地域における課題解決に向けた主

体的な取組を支援する地方公共団体や女'性関連団体等の求めに応じて適切な指導･助

言を行うアドバイザーを派遣し、地域における男女共同参画を促進する。

･退職時などのタイミングをとらえて、高齢男,性向けに、家庭・地域への円滑な参画

を支援する講座等の充実を促進する。

･総合型地域スポーツクラブにおいて高齢者や女'性の参加が促進されるようにモデル

事業を推進するとともに、好事例を収集し発信する等、普及啓発に向けた取組を推進

する ○

イ高齢男女の生活自立支援

厚生労働省

内閣府、厚生

労働省

内閣府、厚生

労働省

内閣府、関係

府省

内閣府、文部

科学省

文部科学省
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２障害者

が安心して

暮らせる環

境の整備

３外国人

が安心して

暮らせる環．

境の整備

４女性で

あることで

複合的に困

難な状況に

行かれてい

る人々等へ

の対応

｜・高齢男女が家庭・地域で安心して暮らせるための生活自立に向け、単身高齢者の生
活支援、高齢者の状況に配慮したＩＣＴの普及や住まいの確保､高齢者虐待問題や梢

費者被害への対応を進める。

①「高齢者の日常生活支援施策の推進

･地域包括支援センターや民生委員等とも連携し、社会福祉協議会による日常生活自

立支援事業に係る生活支援員等の高齢者の日常生活を支援する施策について､男女別

のニーズへの配慮を含め、利用者ニーズに応じて一層の推進を図る゜

②高齢者虐待の防止と早期対応に向けた対策の推進

･高齢者虐待相談等窓口の設置・周知、高齢者虐待に関する知識・理解の啓発、高齢

者虐待防止ネットワークの構築等の取組を推進する。

③成年後見制度や消費者被害防止施策の普及啓発と利用しやすい体制の整備等

･男女共同参画センター・女'性センターや女』性関係団体等との協力の下に、高齢女,性

に対する成年後見制度や消費者被害防止施策の普及啓発を一層強化する。また、成年

後見制度における女`性後見人の育成や、「高齢消費者・障害消費者見守りネットワー

ク協議会」の活用等、高齢女性が利用しやすい体制の一層の整備を図る゜

④バリアフリー・ユニバーサルデザイン等の推進

⑤高齢者向け住宅等の整備

･医療・介護との連携により、高齢者が安心して住み続けられるよう、サービス付

き高齢者住宅の登録制度を倉']設するとともに、その供給を促進する。

⑥高齢者の生活におけるＩＣＴの利活用の推進

･高齢者が使いやすいＩＣＴ機器（例えばタッチパネル式）の開発を進める。また 、

地方自治体や教育機関、ＮＰＯ等における講座開催など、高齢者等のＩＣＴ機器利用

を支援する取組の充実・促進を図る゜

･遠隔医療、見守り等、高齢者の安心・安全な暮らしを確保するためのＩＣＴ利活用

を推進する。

施策の基本的方向

内閣府、消費

|者庁､総務省、

厚生労働省、

国士交通省

厚生労働省

厚生労働省

内閣府、消費

者庁､法務省、

厚生労働省

内閣府、関係

府省

厚生労働省、

国土交通省

総務省、文部

科学省

障害のある男女それぞれへの配慮を重視しつつ、障害のある人もない人も共に生活し活動できる社会

の構築を進める。その際、障害のある女'性は、障害に加えて、女`性であることで更に複合的に困難な

状況に置かれている場合があることに留意する必要がある。

具体的施策

ア総合的な障害者施策の推進

･上記の検討・構築に当たっては、「男女の平等」を含む上記条約の原且']を＋分

に踏まえるとともに、男女別の統計情報の充実等についても検討するなどして男

女共同参画の視点に十分配慮する。

内閣府･関係府

省

第９分野女性に対するあらゆる暴力の根絶

基本的な考え方

女性に対する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、その回復を図ることは国の責務であるとと

もに、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題である。

特に、インターネットや携帯電話の普及により、女`性に対する暴力は多様化してきており、 こう した課題に対して

は、新たな視点から迅速かつ効果的に対応していくことが求められる。また、子ども、高齢者、障害者、外国人等は

それぞれ異なる背景事情や影響を有していることから、これらの被害者の支援に当たっては様々な困難を伴うもので
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あることにも十分配慮し、暴力の形態や被害者の属性等に応じてきめ細かく対応することが不可欠となっている。

こうした状況を踏まえ、女性に対する暴力を根絶するため、社会的認識の徹底等根絶のための基盤整備を行うとと

もに、配偶者からの暴力、性犯罪等、暴力の形態に応じた幅広い取組を総合的に推進する。

１女性に

対する暴力

の予防と根

絶のための

基盤づくり

２配偶者

等からの暴

力の防止及

び被害者の

保護等の椎

進

３性犯罪

への対応の

推進

４子ども

に対する性

的な暴力の

根絶に向け

た対策の椎

進

６人身取

引対策の椎

進

７セクシ

ュアル・ハ

ラスメント

防止対策の

推進

８メディ
アにおける

性・暴力表

現への対応

オヨI女性に対する暴力に関する洞査研究等

6=I女性に対ずろ暴力について的確な施策を実施し、社会の問題h意識を高めるたぬﾐ:被

害!等:の;実i態iを把握す'ることを目的とした調査$を〈今後も定期|的jlbiﾄｲ継続的に実施するiと

ともにくい.女性に対する)暴力：の実態が的確に把握できるデータの在り|Ｉ方を検:討する■．．．＿．…．Ⅲ……．…．．．．．…。

,P/女`性に対する暴力に)関する社会における問題意識の郭向上や効果言的ｌＳなＩ施策:）の立案llj＃I(}展

開に資する調査研究を実施する○

・重大事件等のL暴力被害について必要な検証を行い、重大な:被害につながりやすい要

因｢を:分析』し!（!；::jiL的確に対応する６

ア③地方公共団体の取組に対する支援

･都道府県及び市町村内の関係部局その他関係機関の連携強化を通じ、被害者支援に

係るワンストップ・サービスの構築を推進するために必要な助言その他の援助を行

フ

●

０

自立支援プログラムの実施等、市町村を主体とした取組を促進する。

･配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計

画の作成その他地方公共団体における関係施策の推進のために必要な助言その他の

援助を行う。

ｲJlIl)'(1>)⑤被害者等に関する情報の保護

jIRl被害者等の安全の■確保や二次的被害防止の観点からプライバ<ｼﾞ芦の保護を図ろだ
め〈ｆ刑事裁判手続における被害者等に関する情報の秘匿制度等({/Ｊ１現行制度のl適切な運

用を徹底する８

ア③防犯・安全対策の強化
･通学路や公園等における防犯・安全対策を強化し、'性犯罪等の前兆となり得る声掛

け、つきまとい等の行為者の特定に関する情報収集及び分析を行うとともに、特定し

た当該行為者に対する検挙、又は指導・警告措置を的確に実施する。

ア「人身取引対策行動計画2009」の積極的な推進

①被害の発生状況の把握・分析
･入国管理局における各種手続､警察における風俗営業等に対する立入調査や取締り、

婦人相談所における人身取引被害女性の保護等の活動や在京大使館、ＮＧＯ関係者、

弁護士等からの'情報提供を通じて、関係行政機関において、外国人女`性及び外国人労

働者の稼働状況や人身取引被害の発生状況、国内外のブローカー組織の現状等の把
握・分析に努めるとともに、人身取引につながり得る事案に関する'情報等必要な情報

の共有を推進する。

施策の基本的方向

雇用の場におけるセクシュアル･ハラスメントについて、男女雇用機会均等法に基

づき企業に対する指導等を徹底するとともに、教育・研究・医療・社会福祉施設やス

ポーツ分野等においても、被害の実態を把握し、効果的な被害防止対策を講ずる゜

セクシュアル・ハラスメントの行為者に対して厳正に対処し、再発防止策を講じる

とともに、被害者の精神的ケアを強化する

イ教育の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策等の推進
･セクシュアル・ハラスメントの被害実態を把握するとともに、教育関係者への研修

等による服務規律の徹底、被害者である児童生徒等、さらにはその保護者が相談しや

すい環境づくり、相談や苦情に適切に対処できる体制の整備、被害者の精神的ケアの

ための体制整備等を推進する。

ウlJl?llllIln調査研究等

２１J性霊)i:暴力!;表|現が)人|々の心理ｂ行動に与える影響についての三調査+方法をl検討する愚
fllllﾒｶﾞﾃﾞ(ネア産業|の性!`j暴力表現について、ＤＶＤｆＪビデ十オごiパゾ簿ソiゲＩ藍jムト等ハｉｌ器liチ

ヤルなj分1野を含め､ｆ自主規制等の取組を促進するとともに､<了?表?現Ｉの1自由を十分尊重Ｌ
だう上己でﾄﾐif)そ{の；流通トミ〕閲l覧等に関する対策の在り方を検討する８

内閣府

内閣府、関係

府省

警察庁、関係

府省

内閣府、警察

庁、法務省、

厚生労働省

内閣府

内閣府、警察

庁、法務省、

厚生労働省、

関係府省

法務省

警察庁

関係府省

文部科学省

内閣府

内閣府、関係

府省

第１０分野生涯を通じた女性の健康支援

＜基本的考え方＞

男女が互いの身体的』性差を十分に理解し合い､人権を尊重しつつ､相手に対する思いやりを持って生きていくことは、

男女共同参画社会の形成に当たっての前提と言える。心身及びその健康について正確な知識.,情報を入手することは、

主体的に行動し、健康を享受できるようにしていくために必要である。特に、女性は妊娠や出産をする可能性もある

など、生涯を通じて男女は異なる健康上の問題に直面することに男女とも留意する必要があり、「リプロダクテイブ．
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ヘルス／ライツ」（'性と生殖に関する健康と権利）の視点が殊に重要である。

こう した観点から、子どもを産む・産まないに関わらず、また、年齢に関わらず、全ての女性の生涯を通じた健康

のための総合的な政策展開を推進するとともに、男女の性差に応じた健康を支援するための総合的な取組を推進す

る ○

１生涯を

通じた男女

の健康の保

持増進

２妊娠･出

産等に関す

る健康支援

４性差に

応じた健康

支援の推進

６生涯に

わたるスポ

ーツ活動の

推進

具体的施策 担当府省

イ地域における医療体制の整備

･安定的な医療提供体制の整備を進める。

キ科学的根拠に基づいた健康情報の収集・分析・提供

･各種施策の実施状況及び社会,情勢の変化に応じて、男女の健康保持に関する施策の

充実のための総合的な検討行.う。

具体的施策

厚生労働省

厚生労働省

担当府省

ア妊娠・出産期における女性の健康管理の充実と経済的負担の軽減

･市町村による妊婦等に対する早期の妊娠届出の勧奨などにより、妊娠・出産期の健

康管理の充実を図るとともに、妊婦健診負担や出産育児一時金などより、経済的負担

の軽減を図る゜

イ周産期医療や救急医療体制、小児医療体制の充実

②周産期医療等の充実
.地域における周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センター及びそれを支え

る地域周産期母子医療センター等への支援（新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）の整

備等）、周産期医療に携わる医師・助産師等の養成・確保、救急搬送受入体制の確保

を図る。

･全ての分娩機関が産科医療補償制度に加入し、分娩に関する紛争の防止・解決を図

るとともに、原因分析による将来の同種事例の防止に役立つ情報の提供などにより、

産科医療の質の向上を図る。

.「妊娠と薬`情報センター」（独立行政法人国立成育医療研究センターに設置）にお

いて、服薬の影響を心配する妊婦からの相談業務を通じ、妊婦の服薬'情報とその後の

出生児への薬の影響の有無に関する`情報を収集・蓄積し、服薬相談や医薬品添付文書

の改訂に活用する。

･休日・夜間も含め、小児救急患者の受入れができる体制を整備する。子どもについ

ては、親の保険料の滞納状況に関わらず、一定の窓口負担で医療にかかれるようにす

る ０

厚生労働省

文部科学

省、厚生労

働省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

施策の基本方向

疾患の罹患状況が男女で異なるなど、生涯を通じた健康の保持のためには、`|生差に応じた的確な健康

支援を受けることが必要である。このため、性差医療に関する÷調査?蕊研究；を進|め:iろi'｛どiiiiと}!)もに性差医

療の重要性に関する普及啓発、医療体制整備、性差を踏まえた心身の健康維持支援や生活習'慣病の子

防施策を進める。

具体的施策

･男女の精神的・身体的性差や生活習'慣の差等を踏まえた医療に関する調査・研究を

充実する。

giIii健康や曰医療ミサ｝鋸illIﾋﾞﾂﾞ塚)提供に関Ｓずるい男女別データ1の収集(を1行jiiう!::18

厚生労働省

厚生労働省

具体的施策

・総合型地域スポーツクラブの全国展開を推進するなど、地域において、男女を問わ

ずスポーツに親しむことができる環境を整備する。

・男女を問わず、地域の実態や住民のニーズに応じたスポーツに関する指導ができる

人材について、各地方公共団が養成・活用に努めるよう支援する。

・スポーツ団体において男女を問わずスポーツ指導者を育成することや、新たに策定

するスポーツ団体の組織運営に関するガイドラインに基づき、スポーツ団体の実態を

踏まえた女'性の団体役員等への積極的な登用を推進する。

･身近な地域で健康づくりを図るための環境整備の一環として、総合型地域スポーツ

クラブにおける高齢者や女`性の参加を推進するとともに、好事例を収集し発信する等、

普及啓発に向けた取組を推進する。

･高齢者が自分の体力の現状を把握できる体力測定の仕組み（体力検定制度）を創設

するとともに、高齢者が日常生活において手軽に取り組める運動・スポーツプログラ

ムを開発し、そのプログラムを継続的に実施するよう普及啓発を実施する。

・女`性トップアスリートの活躍を支援するため、出産・育児後に円滑に競技活動へ復

帰できるようなトレーニング方法やコーチングなどの研究開発を実施する。

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省
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第１１分野男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実

＜基本的考え方＞

男女共同参画社会を実現するためには、男女が共に自立して個性と能力を発揮し、社会形成に参画する必要があり、

その基礎となるのが教育・学習である。

固定的性別役害'|分担意識を解消し、人権尊重を基盤にした男女平等観の形成を図り、男女共同参画についての理解

の深化を促進するため、学校、家庭、地域、職場など社会のあらゆる分野において、相互の連携を図りつつ、男女平

等を推進する教育・学習の充実を図る。

また、男女が主体的に多様な選択を行うことができるよう、人生を通じたそれぞれの段階におけるライフスタイル

に応じたきめ細やかな支援を行うとともに､女`性の能力や活力を引き出すため､女性のエンパワーメン卜を促進する。

具体的施策 担当府省

１男女平

等を推進す

る教育・学

晋

ア教育関係者の男女共同参画に関する正確な理解の促進

･学校長を始めとする教職員や教育委員会が男女共同参画の理念を理解し、男女共同参

画を推進することができるよう、各教育委員会や大学等が実施する男女共同参画に関す

る研修等の取組を促進する。

･教員養成課程における男女平等などの人権教育を促進する。

･青少年教育活動の指導者など社会教育関係者に対しても、様々な機会を活用し、男女

共同参画についての意識啓発に努める。

･男女共同参画社会は男女の生物学的な違いを否定するものであるなどの誤解を払拭す

るためにも、教育関係者等に対し男女共同参画に対する正確な理解の浸透を図る゜

ウ高等教育の充実

①「高等教育機関における調査・研究等の充実

･高等教育機関において、男女共同参画の正確な理解の浸透を図るため、ジェンダー研

究を含む男女共同参画社会の形成に資する調査・研究の一層の充実を促す。また、それ

らの成果を学校教育や社会教育における教育・学習に幅広く活用し、社会への還元を促

進する。

エ 社会教育の推進

①男女共同参画に関する学習機会の充実

②男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進

･家庭教育等における男`性の参画、家庭教育を支える地域ネットワークの構築など、地

域の活動を担う人材の育成プログラムの開発・普及等を図る゜

オ男女共同参画社会の形成に資する調査・研究等の充実

①独立行政法人国立女性教育会館における調査研究

Q独立行政法人：国立女`性教育会館においては、調査研究ｃ情報事業及｣び大学等の研究の

成果を研修17｣交流事業に活用し、地方公共団体や大学､｣男女共､同参画センタ三ｗｂ女`性セ
閃

ンター等の女`性関連施設及び社会教育施設、海外関係機関と連携を図りつつ事業を展開

するとともにＪ男女共同参画社会の形成に資する調査研究や、顕著な業績を残した女性

や女性施策等に関する記録の収集・提供等を行う女性アーカイブの構築を進め全国的に

その成果,の還元川を図る゜

③日本学術会議における男女共同参画に関する検討
の 日本学術会議においては、ジェンダー研究を含む男女共同参画L社会の形成に資する学

術研究及び教育制度について、社会、経済、政策、健康、人口、暴力、災害、環境等の

観点から多角的な調査、審議を一層推進する。

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

内閣府

２多様な

選択を可能

にする教

青・能力開

発・学習機

会の充実

具体的施策

ア生涯学習・能力開発の推進

⑥学校施設の開放促進等

･地域住民の学習機会や子どもたちの活動の場を幅広く提供するために、学校施設を学

校休業日や放課後に地域住民や子どもたちに開放し、多様な学習機会の提供を行う。ま

た、学校・家庭・地域社会が連携協力することの重要'性に鑑

み、地域コミュニティの拠点としての学校施設の整備や活用の促進を図る゜

⑦青少年の体験活動等の充実

･男女共同参画の視点に立って、青少年の奉仕活動、自然体験活動等の場や機会の充実

文部科学省

文部科学省



担当府省
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を図る゜

⑧民間教育事業との連携

･民間教育事業者に対して、男女共同参画社会の理念を踏まえながら、事業の実施、相

互の連携、地方公共団体との連携を図るよう指導、助言を行うなど、民間教育事業者の

健全な発展を促進するよう努める。

イエンパワーメントのための女性教育・学習活動の充実

①社会活動の評価

･職業におけるキャリアだけでなく、ＰＴＡやＮＰＯ、地縁団体の活動など多様な社会

活動をキャリアとして積極的に評価するための手法について検討する。

③女性の能力開発の促進

･社会的ｐ職業的に自立するために必要な能力開発のための学習プログラム等の充実及

び学習機会の提供に努める。特に、結婚・出産等により、職業生活の中断を余儀なくさ

れた女'性に配慮する。

･女性がこれまで担ってきた社会活動をキャリアとして積極的に評価するとともに、従

事している者が経済的にも自立できるよう、「新しい公共」を担う人材の育成プログラ

ムを開発・普及等を行う。

④女性の学習グループの支援

･女性団体・グループ、ＮＰＯ等の学習活動の支援、リーダー養成に努め、女`性の社会

参画の促進を図るとともに、参画した女性の活動成果の普及促進に努める。またぃ女性

団体等のＩ情報活用能力の向上のための取組を促進する。

④立行政法人国立女性教育会館の事業の充実等

･独立行政法人国立女性教育会館においては、基幹的女性教育指導者の成、女性のチャ

レンジ支援のための,情報提供や教育プログラム開発など喫緊の課題への対応、アジア太

平洋地等の'性のエンパワーメン卜支援、女』性アーカイブセンター機能の更なる充実・深

化を推進する ○

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

３学校教

青の分野に

おける政

策・方針決

定過程への

女性の参画

の拡大

具体的施策

･初等中等教育機関の校長・教頭などにおける女`性の登用について、都道府県教育委員

会等に対して、「2020年30％」の目標の達成に向けた具体的な目標（例えば、平成２７年

(2015年）の目標など）を設定するよう働きかける。

･高等教育機関の教授等における女`性の登用については、男女共同参画の理念を踏まえ

た各大学における自主的な取組を促進する。また、国立大学協会が策定した「2010年ま

でに女』性教員の害'|合を20％に引き上げる」という達成目標も踏まえつつ、男女共同参画

の推進に向け、国立大学法人評価等を通じて各国立大学法人が積極的な取組を行うよう

促す。公私立大学等についても自主的な取組が行われるよう促す。

･国立大学協会の男女共参画に関するワーキング・グループからの国立大学における男

女共同参画を推進するための提言等も踏まえて、学術・研究の分野における女`性の参画

の促進に努める。

文部科学省

文部科学省

文部科学省

第１２分野科学技術・学術分野における男女共同参画

＜基本的考え方＞

科学技術・学術は、我が国及び人類社会の将来にわたる発展のための基盤であり、「知」の獲得をめぐる国際的な

競争が激化している。我が国が国際競争力を維持・強化し、多様な視点や発想を取り入れた研究活動を活性化するた

めには､女,性研究者の能力を最大限に発揮できるような環境を整備し、その活躍を促進していくことが不可欠である。

また、科学技術・学術の振興により、多様で独創的な最先端の「知」の資産を創出することは、男女共同参画社会の

形成の促進にも資する。

しかしながら、我が国の研究分野への女`性の参画状況は、他の先進国と比べて依然として不十分である。女`性研究

者の登用及び活躍の促進を加速するため、女'性研究者の出産・子育て等と研究との両立のための環境づくりや、女子

学生・生徒の理工系分野の進路選択の支援を図り、各研究機関における先導的な取組の成果の全国的な普及・定着を

進めることによって、研究機関が実態に応じて積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を推進することを支援す

るなど、科学技術・学術分野における女`性の参画拡大を積極的に推進する。

具体的施策 担当府省

２女性研究者の

参画拡大に向けた

環境づくり

イ研究者等の実態把握

6研究者・技術者及び研究補助者等に係る男女別の実態把握とともに統計情

報を収集LIl向)｣整備し〈経年変化を把握する。

総務省、文部科学

省、関係府省

第１３分野メディアにおける男女共同参画の推進
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１女性の人権

を尊重した表現

の推進のための

メディアの取組

の支援等

具体的施策

アメデイアにおける男女共同参画の推進、人権尊重のための取組等

③城の2R境浄化のための啓発活動の推進

･学校・家庭・地域社会が連携した有害環境浄化活動を推進するなど、青少

年を取り巻く地域の環境を浄化するための啓発活動を推進する。

担当府省

内閣府、警察庁、

文部科学省

第１４分野地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進

＜基本的考え方＞

｢地域」（地域コミュニティ）は、家庭とともに人々にとって最も身近な暮らしの場であり、そこでの男女共同参画の

推進は、男女共同参画社会の実現にとって重要である。地域においては、高齢化・過疎化の進行、人間関係の希薄化

や単身世帯の増加等の様々な変化が生じており、男女が共に担わないと立ち行かなくなる状況となっている。こうし

た中で行政だけでなく、－人ひとりが加わって「新しい公共」を創造し、地域力を高め、持続可能な社会を築くには、

地域における男女共同参画が不可欠である。

そのためには、地域における政策・方針決定過程への女性の参画の拡大や特定の性や年齢層で担われている分野へ

の男女双方の参画（地域おこし.まちづくり・観光、消防団等防災分野への女`性の参画、子育て支援活動への男性の

参画等）により、男女共同参画の視点を反映させることが必要である。

このため、男女共同参画についての意識啓発を更に進めるとともに、課題解決型実践的活動への移行を推進する。

男女共同参画の視点に立った地域や分野横断的なネットワークの構築、地域の男女共同参画拠点の活'性化、地方公共

団体における男女共同参画行政の積極的推進等を図り、全ての人々にとって身近な男女共同参画を推進する。

また、防災、環境等の分野については、地域に根ざした活動から、全国規模、地球規模の活動まで様々なものがあ

るが、組織の運営や活動の進め方において男女共同参画を推進する。

１地域に

おける男女

共同参画推

進の基盤づ

くり

施策の基本的方向

地域における男女共同参画推進の重要な拠点である男女共同参画センタ・女』性センター等の機能の充

実・強化を図るとともに、公民館や自治会等地域活動が行われている場活用し、地域ネットワークの構

や地方公共団体における男女共同参画の積極的推進を促すなど､男女共同参画の考え方があゆる地域活

動の本要件となるよう地盤づくりを推進する。その際、男女共同参画が働く女性のみの課題として認識

されること多かったことなども踏まえ、男女の別や、就業の有無に関わらずあらゆる人々よる積極的

な取組を促進する。

具体的施策 担当府省

ア男女共同参画センター・女性センター等の機能の充実･強化

･男女共同参画に関する幅広い知識や実践的な技術等を体系的にまとめた研修プログラ

ム等を作成し、男女共同参画センター・女性センター等職員の人材育成を支援する。

･男女共同参画センター・女性センター等について、専門的な知識・経験や地域のニー

ズが適切かつ十分に反映された運営となるよう仕組みづくりを促進する。

イ地域活動が行われている場を活用した男女共同参画の推進

･地域における課題解決や実践的活動に関する先進事例、ノウハウ等の情報収集･提供。

共有を行い、男女共同参画を促進する。

･男女共同参画の視点を踏まえた地域活動の表彰等の広報･啓発活動を行うことにより、

男女共同参画の推進を支援する。

･女性リーダー等の人材育成のため、研修等の支援を行うほか、リーダー等になりやす

い環境整備を図るとともに、多様な動機付けの仕組みを検討する。

ウ地域ネットワークの構築の支援

･男女共同参画の視点を踏まえ、地方公共団体、男女共同参画センター・女`性センター、

大学、ＮＰＯ、ＮＧＯ、地縁団体、企業（ダイバーシティ担当者等）等地域活動を行っ

ている団体とのネットワークの構築、連携を促進する。

ﾆニ 地方公共団体における男女共同参画の積極的推進

･地方公共団体職員、地域活動を行うリーダー等の理解促進のた研修の実を図る。

内閣府、文

部科学省

内閣府

内閣府、文

部科学省

内閣府

内閣府、文

部科学省

内閣府、文

部科学省

内閣府、総

務省、文部

科学省

施策の基本的方向

地域において、固定的`性別役害'１分担意識を解消するための意識啓発を更に進めるとともに、課題解決

型実践的活動への移行を推進する。また、地域社会の様々な活動に男,性や若年層など多様な人々が参画

できるよう、仕事と生活の調和を進める。



８７

さらに、地域における政策・方針決定過程への女'性の参画拡大を図るとともに、女'性の自主的な活動を
阻害しないように留意しつつ、男女共同参画の視点を踏まえた地域ネットワークの構築を図り、地域．
ミュニティの再生を図る。

２地域の

活動におけ

る男女共同

参画の推進

具体的施策

ア地域における方針決定過程への女性の参画拡大

･ＰＴＡ、自治会、消防団、商工会、社会福祉協議会、まちづくり推進協議会など地

域における多様な政策・方針決定過程への女性の参画拡大を図る゜

イ地域活動への多様な人々の参画促進

･防犯活動、高齢者の見守り活動、子育て支援活動などの地域活動に、男女ともに、

多様な年齢層の参画を促進する。

･男女ともに、地域における多様な年齢層の人々が消費者として自主的かつ合理的に

行動できるよう支援する。

ウ地域ネットワークの構築の支援

･男女共同参画の視点を踏まえ、地方公共団体、男女共同参画センター・女`性センタ

－、大学、ＮＰＯ、ＮＧＯ、地縁団体、企業（ダイバーシティ担当者等）等地域活動

を行っている団体とのネットワークの構築、連携を促進する。

コニ 固定的性別役割分担意識解消のための意厳啓発

･地方共体等が、地域住民等に対する固定的`性役害'|分担意識解消のための意識啓

等を行うに当たり、地域の課題解決等実践的活動を通じた取組援する。

担当府省

内閣府、関係

府省

内閣府、文部

科学省

消費者庁

内閣府、文部

科学省

内閣府

･３男女

共同参画の

視点に立っ

た地域おこ

し、まちづ

くり､観光、

文化を通じ

た地域経済

の活性化等

の推進

３男女共

同参画の視

点に立った

地域おこ

し、まちづ

くり､観光、

文化を通じ

た地域経済

の活性化等

の推進

施策の基本的方向

地域の文化･産業を男女共参画を踏まえた新たな視点で見直し、地域おこしまちづくりを進め、さ 、

れ基とした観光を通じて国内の人の交流を深めることで、域や地域経済活化、暮らしの善を

実する０

具体的施策 担当府省

ア①地域おこし、まちづくり、観光分野における女性の参画の拡大

･地域おこし、まちづくり、観光分野における政策・方針決定過程への女'性の参画を拡

大する。

．まちづくりや地域経済活`性化等のための計画策定や活動等に男女共同参画の視点が反

映されるよう働きかける。

･地域経済の活性化に果たす男女共同参画の視点の重要性を踏まえ、コミュニティビジ

ネス等における女'性の参画を支援する。

②地域活動への多様な人々の参画促進

･男女ともに多様な年齢層の参画が促進されるよう配慮しながら、文化の伝承など地域

の文化活動の振興を図る゜

･男女共同参画の視点を踏まえ、行政と、地域おこし、まちづくり、観光に関する地域

活動を行っている商店街や団体等とのネットワークの構築や、異業種間での連携を促進

する ○

･地域おこし、まちづくり、観光に関する女性の人材育成を促進する。

イ地域社会への男女の共同参画の促進

･ボランティア活動、ＮＰＯ等への参画促進のため、情報提供、相談活動などを通じた

環境整備を進める。

･男女共同参画の推進を支援するため、ＮＰＯ法人を対象とした制優遇措置の充実など

の支援を検討する。

内閣府、国

士交通省

内閣府、国

士交通省

内閣府、関

係府省

内閣府、文

部科学省

内閣府、国

士交通省

内閣府、経

済産業省、

国士交通省

内閣府

内閣府

４防災に

おける男女

共同参画の

推進

施策の基本的方向

被災時には、増大した家庭的責任女性集中ることなどの問題が明らかにっおり、防災（復興）の

取組をめるに当たては、男女のニーズの違いを把握し進める必要がある。こら被災時復段階にお

ける女`性をめぐ諸問解決するため、男女共参画の視点取入た災（復興）体制を立する。

具体的施策 担当府省

ア防災分野における女性の参画の拡大

･地域防災計画等に男女共同参画の視点や高齢者・外国人等の視点が反映されるよう、

地方公共団体に対して要請するなど、その推進を図る゜

･防災分野での固定的な`性別役害'１分担意識を見直すとともに、防災分野における政策.

内閣府、総

務省

内閣府、関
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方針決定過程への女'性の参画を拡大する。

イ防災の現場における男女共同参画

･災害時における女性高齢者等の被災が多いため、防災施策の立案、実施及び情報提供

に当たっては、女性、高齢者、外国人等の視点も踏まえる。また、緊急時における連絡

体制の整備や、避難誘導等に関して平時からの高齢者、外国人等に対する知の普及・学

習機会の拡充を図る。

･地方公共団体の災害に関する各種対応マニュアル等に男女共同参画の視点を踏まえる

よう支援を行う。

.男女の参画や、災害や防災に関する知識の修得を進める。また、固定的な'性別役害'１分

担意識の見直し､､方針決定過程への女性の参画の促進、及び女,性リ

男女共同参画の視点を取り入れることを推奨する。

￣一 グーの育成など、

･避難場所や災害ボランティア活動などの場において、安全の確保など男女共同参画の

視点からの配慮がなされるよう図る。

･消防職員・消防団員、警察官、自衛官等について、防災現場に女性が十分に配置され

るよう、採用・登用の段階を含めて留意する。また、平時訓練などその職業能力の向上

についても配慮する。

ウ国際的な防災協力における男女共同参画等

.「防災協力イニシアティブ」（平成１７年１月１８日）に基づき、国際な防災協力に当

たっては、男女共参の視点を踏まえ援を行う

関
総
関

関
総
衛

関
、
、
、
、
、

防
、

省
府
省

府
府
省
府
省
庁
、

省
省

府
閣
府

閣
省
閣
府
閣
府
察
省

務
府

係
内
係

内
務
内
係
内
係
警
務
省
外
係

５男女共

同参画の視

点に立った

環境問題へ

の取組の椎

進

施策の基本的方向

地球環境問題を解決し、持続可能な社会の実現を目指していくためには、環境保全等に関する女』性の高

い関心や経験等を生かしながら､一人ひとりのライフスタイルを環境への負荷がより小さいものへと変

えていくとともに､持続可能な社会の実現に重要な課題である環境分野における女`性の積極的参画を椎

進する。

具体的施策

ア環境分野における女性の参画の拡大

･地域における環境学習の推進やＮＧＯ、ＮＰＯ活動の支援等を図る゜

イ国際的な対応

･平成４年に開催された「国連環境開発会議」（地球環境サミット）で採択された持続

可能な開発の実現を目指す実施計画である「アジェンダ21」及びその国内行動計画であ

る「「アジェンダ21』行動計画」を踏まえ、環境問題に関する取組については、事業の

各段階における意思決定過程への女`性の参画を促進する。

･平成１４年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議」（ヨハネスブルグ・サミット）

で日本のＮＧＯと日本政府が提案し、同年国連総会で採択された「国連持続可能な開発

のための教育の１０年」が平成１７年から開始されていることを踏まえ、「持続可な開発」

の実現に必要な教育への取組と国際協力を積極的に推進する。その際、政府とＮＧＯが

密接連携するとともに、政府においはく関係府省における横的な進体制を整備する。

文部科学

省、環境省

外務省、環

境省

外務省、文

部科学省、

環境省

第15分野国際規範の尊重と国際社会の「平等・開発・平和」への貢献

＜基本的考え方＞

我が国の男女共同参画施策については、国連を始めとする国際的な女性の地位向上に係る動きと連動してこれを椎

進してきた。諸外国では、男女共同参画施策が大きく進展している例もある一方、我が国においては女子差別撤廃委

員会の最終見解に指摘されているように多くの課題がある。緊急に実施すべき２年以内のフォローアップ項目も含
め、勧告された事項に適切に対処する。

また、国際的な場における女`性の積極的な登用を進める。

さらに、男女共同参画は国際的連携をとりつつ進める課題であることを踏まえつつ、ＯＤＡの実施に当たってはジ

エンダー主流化の視点に立ち効果的かつ公正に進める。また、戦時・平時を問わずいかなる女'性に対する人権侵害も

起きてはならない問題である。女'性の平和構築の過程への参画を進める。

このような取組を通じて、男女共同参画に関して、国際的な評価を得ていくよう努める。



参考資料３第３次男女共同参画基本計画における関係指標

【第３次男女共同参画基本計画では、本文の各分野にく目標＞とく成果目標＞、本文外にく参考指標＞が掲げられ

るに至りました。これらを以下に掲げます。なお各分野の成果指標では分野で同じものが上がっている点に注意く

ださい。参考指標についていては以下の説明があります。「参考指標は、第３次男女共同参画基本計画の各重点分野

に関連して、男女共同参画社会の形成の状況を把握する上で重要な各種指標であり、同計画の具体的施策を着実に

実施することによって男女共同参画社会の形成が一層加速されるよう、内閣府において、その推移を定期的にフォ

ローアップし、結果を公表することとしている。】

第１分野政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

く目標〉

※「目標」は、政府が`政党に働きかける際に、政府として達成を目指す努力目標であり、政党の自律的

行動を制約するものではなく、また、各政党が自ら達成を目指す目標ではない。

〈成果目毎〉

<参考指標＞

8９

項目 現状 目標（期限）
衆議院議員の候補者に占める女性の割合 16.7％（平成２１年） 30％（平成３２年）
参議院議員の候補者に占める女性の割合 229％（平成２２年） 30％（平成３２年）

項目 現状 目標（期限）
検察官（検事）に占める女性の害Ｉ合 182％（平成２１年） 23％（平成27年度末）
国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合 26.1％（平成22年度） 30％程度（平成27年度末）
国家公務員採用|種試験の事務系の区分試験の採用者に占め

る女性の割合

25.7％（平成22年度）

国の地方機関課長・本省課長補佐相当職以上に占める女性の

割合

5.1％（平成２０年度）
※平成21年１月現在

１０％程度（平成２７年度末）

国の本省課室長相当職以上に占める女性の割合 ２２％（平成２０年度）
※平成２１年１月現在

５％程度（平成２７年度末）

国の指定職相当に占める女性の割合 1.7％（平成２０年度）
※平成２１年１月現在

３％程度

(平成２７年度末）
国家公務員の男性の育児休業取得率 ０７％（平成２０年度） 13％（平成３２年）
国の審議会等委員に占める女性の害Ｉ合 332％（平成２１年） 40％以上60％以下（平成3２

年）
国の審議会等専門委員等に占める女性の害Ｉ合 16.5％（平成２１年） 30％（平成３２年）

都道府県の地方公務員採用試験（上級試験）からの採用者に
占める女性の割合

21.3％（平成２０年） 30％程度（平成２７年度末）

都道府県の本庁課長相当職以上に占める女性の割合 5.7％（平成２１年） １０％程度（平成２７年度末）

地方公務員の男性の育児休業取得率 0.6％（平成２０年度） ０１３％（平成３２年）

都道府県の審議会等委員に占める女性の割合 28.4％（平成２１年） 30％（平成２７年）

市区町村の審議会等委員に占める女性の割合 23.3％（平成２１年） 30％（平成２７年）

民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合 6.5％（平成２１年） １０％程度（平成２７年）

各項目に占める女性の割合 直近値

国会議員 衆議院議員

参議院議員

10.9％（平成22年12月）

18.2％（平成22年12月）

国務大臣等 内閣総理大臣・国務大臣

内閣官房畠Ｉ長官・畠ｌ大臣

大臣政務官

11.8％（平成22年12月）

４０％（平成22年12月）

11.5％（平成22年12月）

政党役員 民主党役員

自由民主党役員

公明党役員

みんなの党役員

日本共産党役員

３２％（平成22年）

11.6％（平成22年）

10.5％（平成22年）

０％（平成22年）

20.2％（平成22年）



地方公務員

職能団体

第２分野男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意蛍の改革

＜成果目棟＞

成果目（期限）
６４６％（平成２１年）

３５１％（平成２１年）

<参考指毎＞

9０

社会民主党役員

国民新党役員

たちあがれ日本役員

新党改革役員

新党日本役員

16.7％（平成22年）

167％（平成22年）

16.7％（平成22年）

地方議会議員 都道府県議会議員

市区議会議員

町村議会議員

8.1％（平成21年）

12.9％（平成21年）

8.1％（平成21年）

地方公共団体の長 都道府県知事

市区長

町村長

6.4％（平成22年）

2.3％（平成22年）

0.6％（平成22年）

司法 裁判官

弁護士

16.5％（平成22年）

16.3％（平成22年）

地方公務員 市区町村本庁課長相当職以上 9.8％（平成22年）

独立行政法人等 独立行政法人等の部長相当職及び課長相当

職の職員

10.4％（平成21年）

経済団体 経済同友会役員

日本経済団体連合会役員

業種別全国団体役員

日本商工会議所役員

全国商工会連合会役員

7.5％（平成22年）

0.5％（平成22年）

０％（平成21年）

4.0％（平成22年）

都道府県商工会連合会役員 ５７％（平成22年）

全国中小企業団体中央会役員 1.6％（平成22年）
都道府県中小企業団体中央会役員 1.1％（平成22年）

日本労働組合総連合会（連合）役員 24.5％（平成22年）

連合傘下の労働組合における中央執行委員 7.4％（平成20年）

専門的職業 公認会計士

獣医師

13.7％（平成22年）

23.3％（平成20年）

職能団体 日本弁護士連合会役員 5.6％（平成22年）

各弁護士会役員 7.7％（平成22年）

日本公認会計士協会役員 5.6％（平成22年）

日本公認会計士協会地域会役員 4.6％（平成22年）

日本獣医師会役員 ０％（平成22年）

地方獣医師会役員 2.8％（平成22年）

項目 現状 成果目無（期限）
「男女共同参画社会」という用語の周知度 64.6％（平成２１年） 100％（平成２７年）
「女子差別撤廃条約」という用語の周知度 35.1％（平成２１年） 50％以上（平成２７年）
「
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）」という用語の周知度

37.0％（平成２１年） 50％以上（平成２７年）

6歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時

問

１日当たり６０分（平成1８

年）

１日当たり２時間３０分（平成3２

年）

項目 直近値

｢夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に反対する害'|合 55.1％（平成21年）

男女共同参画条例制定地方公共団体数 496団体（平成２１年４月１日）

男女共同参画都市宣言採択市町村数 132団体（平成２１年４月１日）

女性の人権ホットライン相談件数 23,426件（平成２１年）

国、地方公共団体の苦`情処理件数 国：１，６６２件



(男女共同参画社会の形成の促進に関する施策について） 地方公共団体：３３件（平成２１年度）

第３分野男性、子どもにとっての男女共同お画

く成果目律＞

（注２）次世代育成支援対策推進法に基づき、一定の要件を満たして厚生労働大臣の認定を受けた企業

（注３）テレワーク人ロ倍増アクションプラン（平成１９年５月２９日テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決

定）に規定するテレワーカーのうち、自宅を含めてテレワークを行っている者をいう。

〈参考指毎＞

第４分野胚用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

く成果目楳〉

<参考指毎＞

９１

項目 現状 成果目棟（期限）
週労働時間６０時間以上の雇用者の割合 100％（平成２０年） 5割減（平成３２年）

年次有給休暇取得率 47.4％（平成２０年） 70％（平成３２年）

6歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間 １日当たり６０分(平成１８年） １日当た２時間３０分（平成３２年）

男性の育児休業取得率 172％（平成２１年） 13％（平成３２年）

次世代認定マーク（くるみん）取得企業（注２）数 920企業（平成２２年） 2,000企（平成２６年）

短時間勤務を選択できる事業所の割合（短時間正社

舅制度等）

８６％以下（平成１７年） 29％（平成３２年）

在宅型テレワーカー（注３）の数 330万人（平成２０年） 700万人（平成２７年）

自殺死亡率（人ロ１０万人当たりの自殺者数） 242（平成１７年） 2割以上減（平成２８年までに）

常時診療体制か､確保されている小児救急医療圏数 342地区（平成２０年度） 全小児救急医療圏（平成２６年度）

公立中学校における職場体験の実施状況 94.5％(平成２１年） 96％（平成２７年）

公立高等学校（全日制）におけるインターンシツプ
の実施状況

72.6％(平成２１年） 75％（平成２７年）

直近値

男女別自殺死亡率（人ロ１０万人当たりの自殺者数） 男性：３６．２女性：１３２（平成２１年）

４０歳代から６０歳代の男性自殺者数 12,677人（平成２１年）

児童ポルノ事犯の検挙件数 935件（平成２１年）

性的虐待事件の検挙件数 ９１件（平成２１年）

項目 現状 成果目棟（期限I
民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合 ６５％（平成２１年） １０％程度（平成２７年）

ポジティブ・アクション取組企業数の割合 302％（平成２１年） 40％超（平成２６年）

在宅型テレワーカーの数 330万人（平成２０年） 700万人（平成２７年）

自己啓発を行っている労働者の割合 正社員58.1％、非正社員

373％（平成１９年）

正社員70％、非正社員50％

(平成３２年）

短時間勤務を選択できる事業所の割合（短時間正社員制

度等）

86％以下（平成１７年） 29％（平成３２年）

週労働時間６０時間以上の雇用者の割合 10.0％（平成２０年） ５割減（平成３２年）

年次有給休暇取得率 47.4％（平成２０年） 70％（平成３２年）

男性の育児休業取得率 172％（平成２１年） 13％（平成３２年）

２５歳から４４歳までの女性の就業率 66.0％（平成２１年） 73％（平成３２年）

第一子出産前後の女性の継続就業率 38％（平成１７年） 55％（平成３２年）

次世代認定マーク（くるみん）取得企業数 920企業（平成２２年） 2,000企業（平成２６年）

項目 直近値

都道府県労働局雇用均等室に寄せられた男女雇用機会均等法に関

する相談件数

23,301件（平成２１年度）

都道府県労働局雇用均等室が実施した男女雇用機会均等法に墓づ

＜指導の是正割合（年度内）

94.3％

(平成２１年度）

男女問賃金格差（注１） 69.8（平成２１年）

非正規・正規賃金格差①（注２） 男性：７３．１女性：６８３（平成２１年）

非正規・正規賃金格差②（注３） 男性：６５．８女性：７０．３（平成２１年）



（注１）男性一般労働者の所定内給与額を100とした場合の女性一般労働者の所定内給与額

（注２）一般労働者、全産業、男女別大卒、年齢別（３０～４９歳）の平均所定内給与額について、正社員を100と
した場合の正社員以外の値

（注３）一般労働者、全産業、全年代、男女別の平均所定内給与額について、正社員を100とした場合の正社員以
外の値

（注４）総務省「労働力調査」において、過去３年間に離職した雇用者のうち、現職が正規の職員・従業員で、前
職がパート・アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、その他の雇用形態の者の割合

第５分野男女の仕事と生活の調和

く成果目毎＞

(注４）待機児童の解消を図るための数値
(注５）保護者や地域住民等の参画により地域全体で子ども
くら者指標〉

9２

非正規から正規への移動率（注４） 男性:３９５％女性:18.8％（平成２１年）

女性労働者に占める非正規割合 532％（平成２１年）

公共調達でインセンテイプを付与している都道府県数 ３０道県（平成２１年）

項目 現状 戊果目標（期限）
「
仕事と生活の調和(ワーク･ライフ･バランス)」

という用語の周知度

37.0％（平成２１年） 50％以上（平成２７年）

労働時間等の課題について労使が話合いの機会を

設けている割合

52.1％（平成２１年） 100％（平成３２年）

週労働時間６０時間以上の雇用者の割合 10.0％（平成２０年） 5割減（平成３２年）

年次有給休暇取得率 47.4％（平成２０年） 70％（平成３２年）

６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間 １日当たり６０分（平成１８年） 旧あたり２時間30分（平成3２

年）

男性の育児休業取得率 1.72％（平成２１年） １３％（平成３２年）

次世代認定マーク（＜るみん）取得企業数 920企業（平成２２年） 2,000企業（平成２６年）

短時間勤務を選択できる事業所の割合（短時間正

社員制度等）

8.6％以下（平成１７年） 29％（平成３２年）

在宅型テレワーカーの数 330万人（平成２０年） 700万人（平成２７年）

３歳未満見のうち、保育サービスを提供している

割合（注４）

22.8％（平成２２年度） 44％（平成２９年）

小学校１～３年生のうち、放課後児童クラブを提

供している割合

212％（平成２２年度） 40％（平成２９年）

放課後子ども教室の実施（注５） 9,280か所

(平成２２年）

｢放課後子どもプラン」などの

取組か．、全国の小学校区で実施

されるよう促す（平成２４年度）

地域子育て支援拠点事業 7,100か所（平成２１年度見込）

(市町村単独分含む）

10,00Ｏか所

(平成２６年）

ファミリー・サポート・センター事業 599か所（平成２１年度） 950市町村（平成２６年）

メンタルヘルスケアに関する措置を受けられる職

場の割合

33.6％（平成１９年） 33.6％（平成１９年）

100％（平成３２年）

２０歳から３４歳までの就業率 73.6％（平成２１年） 77％（平成３２年）

第一子出産前後の女性の継続就業率 38％（平成１７年） 55％（平成３２年）

項目 直近値

公共調達でインセンテイブを付与している都道府県数 ３０道県（平成２１年）

自己啓発を行っている労働者の割合 正社員：58.1％、非正社員：37.3％（平成

１９年）

子育て

バリア

フリー

に関す

特定道路におけるバリアフリー化率

重点整備地区内の主要な生活関連経路における信号機等のバリ

アフリー化率

旅客施設のバリアフリー化率

68％（平成２１年度）

91.5％（平成２１年度）

772％（平成２１年度）



第６分野活力ある丘山漁村の実現に向けた男女共同参画の推進

＜成果目標＞

戌果目期限）

７００００件（平成３２年度）

(注６）農業委員、農業協同組合役員を対象

＜参考指椋〉

第７分野貧困など生活上の困難に直面する男女への支援

く成果目標＞

成果目（期限）

<参考指毎〉

9３

る指標 園路及び広場がバリアフリー化された都市公園の割合

不特定多数の者等が．利用する一定の建築物のバリアフリー化率

47％（平成２１年度）

47％（平成２１年度）

男女別介護時間の動向（社会生活基本調査の「ふだん介護を
している人」 における性別行動者率、介護時間の分析）

①「行動者率男：21.4％女：38.6％

①動者平均時間男：２時間２４分

女：２時間３４分（平成１８年）

妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由と

する解雇その他不禾ﾘ益取扱い等に関する相談件数

妊娠・出産：1,994件

育児休業：1,657件（平成２１年度）

労災認定事案のうち、脳・心臓疾患の件数 293件（平成２１年度）

労災認定事案のうち、精神障害によるものの件数 234件（平成２１年度）

項目 現状 成果目標（期限）
農業委員会、農業協同組合における女性が.登用さ

れていない組織数（注６）

農業委員会：８９０（平成２０年度）

農業協同組合:535(平成１９年度）

農業委員会、農業協同組合と

も０（平成２５年度）

家族経営協定の締結数 40,000件（平成１９年度） 70,000件（平成３２年度）

項目 直近値

全国農業協同組合中央会役員に占める女性の割合 3.4％（平成２２年）

全国農業協同組合連合会役員に占める女性の割合 8.1％（平成２２年）

全国森林組合連合会役員に占める女性の害Ⅱ合 ０％（平成２２年）

森林組合役員に占める女性の割合 0.3％（平成２０年）

全国漁業協同組合連合会役員に占める女性の害Ｉ合 ０％（平成２２年）

漁業協同組合役員に占める女性の割合 0.3％（平成２０年）

指導農業士等に占める女性の割合 302％（平成２１年）

女性の認定農業者数 7,845人（平成２０年）

農村女性起業数 9,533件（平成１９年）

項目 現状 成果目標（期限）
公共職業司||練受講者の就業率 施設内：73.9％

委託：62.4％（平成２１年）

施設内：８０％

委託：６５％（平成３２年）

ジョブ・カード取得者 29.1万人（平成２０年４月から

平成２２年７月まで）

300万人（平成３２年）

２５歳から４４歳までの女性の就業率 66.0％（平成２１年） 73％（平成３２年）

第一子出産前後の女性の継続就業率 38％（平成１７年） 55％（平成３２年）

自立支援教育訂||練給付金事業 90.0％

(平成２１年度）

全都道府県・市・福祉事務所設

置町村で実施（平成２６年度）

高等技能訓練促進費等事業 81.8％（平成２１年度） 全都道府県・市・福祉事務所設

置町村で実施（平成２６年度）

地域若者サポートステーション事業による二一

卜の就職等進路決定者数

１０万人（平成３２年）

２０歳から３４歳までの就業率 73.6％（平成２１年） 77％（平成３２年）

フリーター数 178万人（平成２１年） 124万人（平成３２年）

項目 直近{直

相対的貧困率（注５） 男性：14.36％女性：17.37％（平成１９年）（注６）

男女問賃金格差 69.8（平成２１年）

非正規・正規賃金格差① 男性：７３．１女性：６８．３（平成２１年）

非正規・正規賃金格差② 男性 65.8女性：７０．３（平成２１年）
非正規から正規への移動率 男性 39.5％女性：18.8％（平成２１年）



（注５）等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得）の貧困線（ここでは中央

値の半分としている）に満たない世帯員の割合をいう。

（注６）平成１９年の数値は厚生労働省「国民生活基礎調査」をもとに内閣府男女共同参画局「生活困難を抱える男

女に関する検討会」阿部彩委員が行った特別集計による。

第８分野高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備

＜成果目標〉

<参考指梹＞

第９分野女性に対するあらゆる晶力の根絶

＜成果目椋〉

現状 成果目期限）

７６１％（平成２１年）（平成２７年）

２９％（平成２１年）（平成２７年）

２１か所（平成２２年）１００か所（平成２７年）

<参考指毎＞

9４

低所得層（第'四分位）の賃金 男性：226.10万円女性：168.89万円（平成１９年）
マザーズハローワー

ク事業の実績

拠点数

就職件数

新規求職申込件数

担当者制による就職率

163か所（平成２２年度）

54,342件（平成２１年度）

180,665件（平成２１年度）

808％（平成２１年度）

年収200万以下の給与取得者の割合 男性：１０００％女性：43.71％（平成１９年）

養育費を受け取っている母子世帯の比率 190％（平成１８年）

自己啓発を行っている労働者の割合 正社員：５８１％非正社員：３７３％（平成１９年）

項目 現状 成果目標（期限）
バリアフリーの認知度 938％（平成１７年度 100％（平成２４年度）

ユニバーサルデザインの認知度 64.3％（平成１７年度） 80％（平成２４年度）

６０歳から６４歳までの就業率 570％（平成２１年） 63.0％（平成３２年）

地域自立支援協議会を設置している市町村数 約1,426市町村（平成２１年４月） 全市町村（平成２４年）

障害者の実雇用率（民間企業） 168％（平成２２年６月） 1.8％（平成３２年）

項目 直近値
「共生社会」の用語・考え方の周知度 40.2％（平成１９年）

中高年齢者トライアル雇用の開始者数 6,217人(平成２１年）

中高年齢者トライアル雇用の常用雇用移行率 77.3％（平成２１年）

少なくとも一方の親が外国人である子どもの数と構成比率 35,651人（3.2％）（平成１８年）

国際結婚比率 4.86％（平成２１年）

女性を被害者とする人権相談件数

障害者の実雇用率 国の機関（法定雇用率2.1％）

都道府県の機関（法定雇用率2.1％）

市町村の機関（法定雇用率2.1％）

都道府県等の教育委員会（法定雇用率2.0％）

独立行政法人等（法定雇用率2.1％）

11,428件（平成２１年）

2.29％（平成２２年６月）

2.50％（平成２２年６月）

2.40％（平成２２年６月）

1.78％（平成２２年６月）

2.24％（平成２２年６月）

訪問介護員と介護職員の離職率（合計） 17.0％（平成２１年度）

項目 現状 成果目毎（期限）
夫婦間における「平手で打つ」 「なぐるふりをして、

おどす」を暴力として認識する人の割合

584％（平手で打つ）

525％（なぐるふりをして、

おどす）（平成２１年）

100％（平成２７年）

配偶者暴力防止法の認知度 761％（平成２１年） 100％（平成２７年）

配偶者からの暴力の相談窓口の周知度 29％（平成２１年） 67％（平成２７年）

市町村における配偶者暴力相談支援センターの数 ２１か所（平成２２年） 100か所（平成２７年）

性犯罪被害に関する相談を受けていることを明示して相

談を行っている男女共同参画センター

２２都道府県（平成２２年） 各都道府県に最低１か

所(平成２７年）

項目 直近値

配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数 72,792件（平成２１年度）

警察における配偶者からの暴力に関する相談の対応件数 28,158件（平成２１年）

地方公共団体から民間シェルターへの財政支援額 142,135,215円（注７）（平成２１年度）

配偶者暴力防止基本計画を策定している市町村数 103市町村（平成２２年１２月）



（注７）平成２１年１１月１日時点での見込額

第10分野生涯を通じた女性の値康支援

く成果目毎〉

現状戌果目（期限）
７１７％(平成２１年）

９２６％(平成２１年度）

７８１％（平成２０年度）

３４２地区平成２０年度）全小児救急医療圏（平成２６年度）

６１都道府県市（平成２２年度）

<参考指柾＞

9５

配偶者暴力防止法に基づく一時保護件数 4,681件（平成２１年）

配偶者暴力防止法に基づく保護命令事件の既済件数 3,87件（平成２１年）

強姦の認知件数 1,402件（平成２１年）

強制わいせつの認知件数 6,688件（平成２１年）

性犯罪指定捜査員等として指定された女性警察官・職員数 6,280人（平成２２年）

性的虐待事件の検挙件数 ９１件（平成２１年度）

児童ポルノ事犯の検挙件数 935件（平成２１年）

児童相談所における性的虐待相談対応件数 1,350件（平成２１年度）

売春防止法違反検挙件数 1,562件（平成２１年）

婦人相談員の設置数 1,042人（平成２１年度）

人身取弓|事犯の検挙件数 ２８件（平成２１年）

都道府県労働局雇用均等室に寄せられたセクシュアル・ハラスメントに

関する相談件数

11,898件（平成２１年度）

全学的に教員に対し、学内におけるセクシュアル・ハラスメント防止の

ための対策を実施している大学の割合

９１．２％（平成２０年）

項目 現状 戌果目標（期限Ｉ
食育に関心を持っている国民の割合 71.7％(平成２１年） 90％以上（平成２７年度）

妊娠・出産について満足している者の割合 92.6％(平成２１年度） 100％（平成２６年）

妊娠１１週以下での妊娠の届出率 78.1％（平成２０年度） 100％（平成２６年度）

母性健康管理指導事項連絡カードを知っている妊

婦の割合

41.2％(平成２１年度） 100％（平成２６年）

出生１万人当たりＮｌＣＵ（新生児集中治療管理

室）病床数

212床（平成２０年度） ２５～３０床（平成２６年度）

常時診療体制が確保されている小児救急医療圏数 342地区（平成２０年度） 全小児救急医療圏（平成２６年度）

不妊治療を受ける際に患者が専

門家のカウンセリングが受けら

れる割合

①不妊カウンセラ：専従15.3％/兼任47.4％

②不妊コーディネーター：専従

11.8％/兼任47.5％（平成２１年度）

100％（平成２６年）

不妊専門相談センター ６１都道府県市（平成２２年度） 全都道府県・指定都市・中核市（平成２６年度）

妊娠中の喫煙・飲

酒

①「煙率：5.5％、4.4％、4.9％（３～４か月、１歳６か月

３歳児健診時の結果）

②飲酒率：7.6％、7.5％、8.1％（３～４か月、１歳６か月

3歳児健診時の結果）（平成２１年度）

なくす（平成２６年）

子宮がん検診､乳がん検診受診率 子宮がん：21.3％、乳がん：20.3％

(平成１９年）

子宮が．ん：５０％以上、乳がん：５０％以上

(平成２３年度末）

成人の週１回以上スポーツ実施率 65％程度り早期）

項目 直近値

健康寿命 男性：７３歳女性：７８歳（平成１９年）

生活習慣病（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患）による死亡数の死亡
数全体に対する比率

男性：５８％：女性：５６％（平成２１年）

出産後１か月時の母乳育児の割合 48.3％（平成２１年度）

人工妊娠中絶件数 223,405件（平成２１年度）

１０代の人工妊娠中絶実施件数

２０代の人エ妊娠中絶実施件数

３０代の人エ妊娠中絶実施件数

2１ 192件（平成２１年度）

98,579件（平成２１年度）

86,069件（平成２１年度）

性感染症罹患率

(定点当たﾄﾉの報告数）

性器クラミジア

性器へルペス

尖圭コンジローマ

27.09（平成２１年）

8.07（平成２１年）

5.50（平成２１年）



第11分野男女共同参画を推進し多様な返択を可能にする教育・学習の充実

く成果目楳＞

現状成果目標期限

９４５％(平成２１年）９６％（平成２７年）

７２６％（平成２１年）７５％（平成２７年）

平成２７年まてに解′白

１４７９／平成２２：３０％平成３２年）

１６７／平成２１：３０％平成３２年）

<参考指標〉

第12分野科学技術・学術分野における男女共同多画

く成果目毎＞

<参考指毎＞

Ⅲ

9６

淋菌感染症 9.65（平成２１年）

就業女性医師数 49,113人（平成２０年）

助産師数 27,789人（平成２０年）

院内助産所数・助産師外来数 464件（平成２２年）

専門的職業 医師

歯科医師

薬剤師

日本医師会役員

都道府県医師会役員

日本歯科医師会役員

都道府県歯科医師会役員

日本薬剤師会役員

都道府県薬剤師会役員

18.1％（平成２０年）

19.9％（平成２０年）

67.0％（平成２０年）

3.3％（平成２２年）

4.6％（平成２２年）

０％（平成２２年）

2.6％（平成２２年）

7.3％（平成２２年）

15.3％（平成２２年）

スポーツ団体 日本オリンピック委員会役員

日本体育協会役員

3.7％（平成２１年

7.1％（平成２１年）

項目 現状 成果目毎（期限）
公立中学校における職場体験の実施状況 945％(平成２１年） 96％（平成２７年）

日公立高等学校（全日制）におけるインターンシツフ゜の実施状況 726％（平成２１年） 75％（平成２７年）

ミレニアム開発目標のうち、全ての教育レベルにおける男女格差 平成２７年までに解消

都道府県及び市町村の教育委員会のうち、女性の教育

委員を１人以上含む教育委員会の割合

932％(平成２１年） 100％(平成２７年）

初等中等教育機関の教頭以上に占める女性の割合 147％（平成２２年） 30％（平成３２年）

大学の教授等に占める女性の割合 167％（平成２１年） 30％（平成３２年）

項目 直折{直

大学（学部）進学率（過年度高卒者等を含む。） 男性：５５９％、女性：４４２％（平成２１年）

大学（学部）からの大学院進学率 男性：１５５％、女性：６８％（平成２１年）

初任者研修（校内研修）において男女共同参画に係る研修を実施

している都道府県、政令指定都市、中核市教育委員会の割合

小学校：45.3％、中学校：４６２％

高等学校：４７６％（平成２１年）

大学院における社会人学生に占める女性の割合 361％（平成２１年）

国立大学の課長相当職以上に占める女性の割合 104％（平成２１年）

項目 現状 成果目毎（期限’

｢女性研究者の採用目標値（自

然科学系）

自然科学系

23.1％

(平成２０年）

｢自然科学系25％（早期）、更に30％を目指す。特に理

学系20％、工学系１５％、農学系30％の早期達成及び医

学・歯学・薬学系あわせて30％の達成を目指す。」

(総合科学技術会議基本政策専門調査会報告）との目標

を踏まえた第４期科学技術基本計画(平成２３年度から2７

年度まで）における値

日本学術会議の会員に占める

女性の割合

20.5％（平成２０年） 22％（平成２７年）

日本学術会議の連携会員に占

める女性の割合

12.5％（平成２０年） 14％（平成２７年）

各項目に占める女性の割合 直近値

研究者 研究者 １３０％（平成２１年）

企業等・非営利団体 7.2％（平成２１年）

公的機関 14.0％（平成２１年）



理エ系の学生

第13分野メディアにおける男女共同参画の推進

＜成果目毎〉

戌果目期限）
６４６％（平成２１年）100％（平成２７年）

３５１％（平成２１年）５０％以上（平成２７年

<参考指毎〉

第14分野地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進

＜成果目棟＞

現状成果目標（期限）

４１％（平成２２年）（平成２７年）

１３(平成２１年）Ｏ（平成２７年）

１９１０３人平成２２年）

<参考指標〉

第15分野国際規範の尊互と国際社会の「平等・開発・平和」への貫献

＜成果目標＞

<参考指標〉

9７

大学等 23.3％（平成２１年）

理工系の学生 理学：25.7％、エ学：10.7％、農学：40.1％ 、。 医学・歯学：33.2％（平成２１年）

項目 現状 成果目毎（期限）
「男女共同参画社会」という用語の周知度 646％（平成２１年） 100％（平成２７年）

女「女子差別撤廃条約」という用語の周知度 351％（平成２１年） 50％以上（平成２７年

全「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」
という用語の周知度

370％（平成２１年） 50％以上（平成２７年）

各項目に占める女性の割合 直近値

記者（日本新聞協会） 15.6％（平成２２年）

日本新聞協会役員 ０％（平成２２年）

日本新聞協会ｶﾛ盟各社役員 2.1％（平成２１年）

日本民間放送連盟役員 ０％（平成２２年）

日本民間放送連盟ｶﾛ盟各社役員 1.1％（平成２０年）

日本放送協会役員 ０％（平成２２年）

項目 現状 成果目標（期限）
自治会長に占める女性の害Ｉ合 4.1％（平成２２年） 10％（平成２７年）

女性委員のいない都道府県防災会議の数 13(平成２１年） Ｏ（平成２７年）

全国の女性消防団員 19,103人（平成２２年） １０万人

各項目に占める女性の割合 直近値

日本ＰＴＡ全国協議会役員 8.7％（平成２１年）

都道府県・政令指定都市ＰＴＡ協議会役員 6.6％（平成２２年）

ＰＴＡ会長（小中学校） 105％（平成２２年）

項目 現状 成果目標（期限）

平成２７年を期限とするミレニアム開発目標 各国、各国際機関、ＮＧＯと協力して、ミレニアム開発目標

の達成に努める。

｢女子差別撤廃条約」とい う用語の周知度 35.1％（平成２１年） 50％以上（平成２７年）

各項目に占める女性の割合

在外公館 特命全権大使、総領事

公使、参事官以上

直近値

２０％（平成２１年）

４２％（平成２１年）

国際機関等 専門職以上の日本人職員 57.3％（平成２１年）
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仕事と生活の調和推進のための行動指針

１行動指針の性格

本行動指針は、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（以下「憲章」という。）で示す

「仕事と生活の調和が実現した社会」を実現するため、企業や働く者、国民の効果的な取組、国や地方公共団体

の施策の方針を定める。

２「仕事と生活の調和が実現した社会」に必要とされる諸条件

憲章で示した「仕事と生活の調和が実現した社会の姿」の具体的な３つの社会が実現するために必要な条件

はそれぞれ以下のとおりである。

ｌ）就労による経済的自立が可能な社会

・若者が学校から職業に円滑に移行できること。

・若者や母子家庭の母等が、就業を通じて経済的自立を図ることができること。

・意欲と能力に応じ、非正規雇用から正規雇用へ移行できること。

。就業形態に関わらず、公正な処遇や能力開発機会が確保されること。

２）健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

・企業や社会において､健康で豊かな生活ができるための時間を確保することの重要性が認識されている

こと。

・労働時間関係法令が遵守されていること。

・健康を害するような長時間労働がなく、希望する労働者が年次有給休暇を取得できるよう取組が促進さ

れていること。

・メリハリのきいた業務の進め方などにより時間当たり生産性も向上していること。

・取引先との契約や消費など職場以外のあらゆる場面で仕事と生活の調和が考慮されていること。

３）多様な働き方・生き方が選択できる社会

・子育て中の親、働く意欲のある女’性や高齢者などが、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて

多様で柔軟な働き方が可能となる制度があり、実際に利用できること。

・多様な働き方に対応した育児、介護、地域活動、職業能力の形成等を支える社会的基盤が整備されている

こと。

・就業形態に関わらず、公正な処遇や能力開発機会が確保されること（再掲)。

３各主体の取組

仕事と生活の調和の実現の取組は、個々の企業の実'情に合った効果的な進め方を労使で話し合い、自主的に

取り組んでいくことが基本であるが、我が国の社会を持続可能で確かなものとすることに関わるものであること

から、国と地方公共団体も、企業や働く者、国民の取組を積極的に支援するとともに、多様な働き方に対応した

子育て支援や介護などのための社会的基盤づくりを積極的に行う。

（１）企業、働く者の取組

（総論）

・経営トップがリーダーシップを発揮し、職場風士改革のための意識改革、柔軟な働き方の実現等に取り組

む。労使で仕事と生活の調和の実現に向けた目標を定めて、これに計画的に取り組み、点検する仕組みを

作り、着実に実行する。

・労使で働き方を見直し、業務の進め方・内容の見直しや個人の能力向上等によって、時間当たり生産性の

向上に努める。企業は、雇用管理制度や人事評価制度の改革に努める。働く者も、職場の一員として、自

らの働き方を見直し、時間制約の中でメリハリのある働き方に努める。

・管理職は率先して職場風土改革に取り組み、働く者も職場の一員としてこれに努める。

・経営者、管理職、働く者は、自らの企業内のみならず、関連企業や取引先の仕事と生活の調和にも配慮す

る。

・働く者は、将来を見据えた自己啓発・能力開発に取り組み、企業はその取組を支援する。

・労使団体等は連携して、民間主導の仕事と生活の調和に向けた気運の醸成などを行う。

・労使は、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ、労働契約を締結し、又は変更すべきものとする。

（就労による経済的自立）
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・就職困難者等を一定期間試行雇用するトライアル雇用などを活用しつつ、人物本位による正当な評価に基

づく採用を行う。

・パート労働者等については正規雇用へ移行しうる制度づくり等を行う。

・就業形態に関わらず、公正な処遇や積極的な能力開発を行う。

(健康で豊かな生活のための時間の確保）

・時間外労働の限度に関する基準を含め、労働時間関連法令の遵守を徹底する。

・労使で長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進など、労働時間等の設定改善のための業務の見直しや

要員確保に取り組む。

・社会全体の仕事と生活の調和に資するため、取引先への計画的な発注、納期設定に努める。

(多様な働き方の選択）

・育児・介護休業、短時間勤務、短時間正社員制度〈テレワーク、在宅就業など個人の置かれた状況に応じ

た柔軟な働き方を支える制度の整備、それらを利用しやすい職場風士づくりを進める。

・男性の子育てへの関わりを支援・促進するため、男性の育児休業等の取得促進に向けた環境整備等に努め

る。

・女性や高齢者等が再就職や継続就業できる機会を提供する。

・就業形態に関わらず、公正な処遇や積極的な能力開発を行う。

・国民一人ひとりが、個々人の多様性を理解し、互いに尊重し合う。

・自らの仕事と生活の調和の在り方について考え、周囲の理解を得ながらその実現を目指す。

・家庭や地域の中での自らの役割を認識し、積極的な役害'|を果たす。

・消費者の－人として、サービスを提供する労働者の働き方に配慮する。

（３）国の取組

(総論）

・全国や地域での国民の理解や政労使の合意形成を促進する。

・自営業者など雇用者以外の人も含めた仕事と生活の調和の重要`性についての理解促進を図る。

・生活の時間の確保や多様な働き方を可能とする雇用環境整備を目指した支援を進める。

・働き方に中立的な税・社会保障制度の在り方を検討する。

。経済全体の生産性の向上を図っていく観点から、中小企業対策（新分野への進出支援や事業再生・承継支

援、下請取引の適正化の確保、資金調達の円滑化等）など包括的な取組を引き続き着実に推進する。

・先進企業の好事例等の情報の収集・提供・助言、業務効率化のノウハウ提供、中小企業等が行う労働時間

等設定改善の支援等、仕事と生活の調和の実現に取り組む企業への支援を推進する。

・労働基準法、労働契約法、パートタイム労働法等関係法令の周知を図るとともに、法令遵守のための監督

及び指導を強化する。

・顕彰制度や企業の取組の診断・点検を支援すること、次世代育成支援対策推進法に基づく認定マーク（く

るみんマーク）の周知等により、積極的取組企業の社会的な評価を推進する。

・公共調達において、契約の内容に応じ仕事と生活の調和に積極的に取り組む企業を評価する取組を推進する。

・働く者等の自己啓発や能力開発の取組を支援する。

・労働者の健康を確保し、安心して働くことのできる職場環境を実現するためにメンタルヘルス対策を推進

する。

・行政機関においても、業務の効率化等により長時間労働の抑制を図るとともに、男,性の育児休業の取得や

介護のための両立支援制度の活用の促進など、率先して仕事と生活の調和に取り組む。

(就労による経済的自立）

・勤労観・職業観を形成し、社会人・職業人として必要な能力を身につけた人材を育成するため、学校段階

を通じたキャリア教育・職業教育を体系的に充実させる。また、キャリア教育を進めるにあたっては、社

会・経済・雇用などの基本的な仕組みや労働者としての権利・義務、仕事と生活の調和の重要`性など、キ

ャリアを積み上げる上で必要な知識の理解についても促進を図る。

・現在のジョブ・カード制度等を発展させ、非正規労働者を含めた、社会全体に通じる職業能力開発・評価

制度を構築する。また、職場や地域での活動に必要な能力向上の機会を拡充するため、社会人の学習目的

に応じた教育プログラムの提供や学習成果が適切に評価されるような枠組みの構築等により、社会人の大

学や専修学校、公民館等における学習を促進する。

・非正規労働者や長期失業者等に対し、職業訓練とその期間中の生活保障を行う求職者支援制度の創設に向

けた検討を行い、トランポリン型の第２のセーフティネットを確立する。

・フリーターの常用雇用化を支援する。
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・若者や母子家庭の母等、経済的自立が困難な者の就労を支援する。

(健康で豊かな生活のための時間の確保）

・労使による長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進など、労働時間等の設定改善の取組を支援する。

●改正労働基準法（平成２２年施行）に基づく割増賃金率の引上げへの対応や年次有給休暇取得促進を図るた

めに改正した「労働時間等見直しガイドライン（労働時間等設定改善指針)」の周知等により、長時間労働

の抑制及び年次有給休暇の取得促進を図る。

(多様な働き方の選択）

・育児．介護休業、短時間勤務、短時間正社員制度、テレワークといった多様な働き方を推進するとともに、

パート労働者の均衡待遇の推進､働く意欲と能力のある女性や高齢者の再就職や就業継続の支援､促進等、

その多様な働き方を推進するための条件を整備する。

・女性が主体的に働き方を選択できるよう、結婚、妊娠、出産といったライフイベントを視野に入れ、長期

／的な視点で自らの人生設計を行うことを支援する。

・妊娠・出産を経ても働き続けたいという希望を持ちながらも離職する女性がいまだに多い現状を改善し、

育児休業を取得しやすい環境を整備するとともに女,性の就業率の向上を図る゜

・多様な働き方に対応した保育サービスの充実等多様な子育て支援を推進する。

・在宅就業の環境整備のための枠組みを検討する。

。「パパ・ママ育休プラス」等も活用した男性の育児休業の取得促進や学校や地域など様々な場で、男女が

協力して子育てに関わることについての学習機会を提供すること等により男性の子育てへの関わりの支

援・促進を図る゜

・地域のスポーツ活動や自然体験活動、文化活動等への親子での参加を促すとともに、保護者や地域住民等

の学校支援活動などへの参加を促進し、男'性が子育てに関わるきっかけを提供する。

・地方公共団体や市民・ＮＰＯ等による育児・介護の社会的基盤づくりを支援する。

・多様な教育訓練システムの充実等、職業能力の形成支援に係る労働市場の社会的基盤を整備する。

（４）地方公共団体の取組

・地方の実情に即した、仕事と生活の調和の実現に向けた住民の理解や合意形成を促進する。ＮＰＯ等の活

動を通じて中小企業経営者等の取組の促進を図る゜

●仕事と生活の調和の実現に積極的に取り組む企業に対する認証・認定制度や表彰、融資制度や優遇金利の

設定、公共調達における優遇措置など、地方の実'盾に即した取組を行い、企業における取組を支援・促進

する。

・多様な働き方に対応した保育サービスの充実等多様な子育て支援を展開する。

・地域の実,盾に応じて、育児・介護等を行う家族を支える社会的基盤を形成する。

４仕事と生活の調和の実現の進捗状況の点検・評価

数値目標の設定や「仕事と生活の調和」実現度指標の活用により、仕事と生活の調和した社会の実現に向けた全

体としての進捗状況を把握・評価し、政策への反映を図る゜また、憲章、本行動指針の点検・評価を行うため、

学識経験者、労使の代表で構成される検討の場を設け、数値目標や「仕事と生活の調和」実現度指標についても

必要に応じて見直すこととする。

５数値目標（別紙１［PDP:31KB］）

仕事と生活の調和した社会の実現に向けた企業、働く者、国民、国及び地方公共団体の取組を推進するための社

会全体の目標として、政策によって一定の影響を及ぼすことができる項目について数値目標を設定する。この数

値目標は、社会全体として達成することを目指す目標であり、個々の個人や企業に課されるものではない。２０２０

年の目標値は、取組が進んだ場合に達成される水準（<l>個人の希望が実現した場合を想定して推計した水準、

又は、〈2>施策の推進によって現状値や過去の傾向を押し上げた場合を想定して推計した水準等）を設定する。

６「仕事と生活の調和」実現度指標の在り方（別紙２［PDF:30KB］）

「仕事と生活の調和」実現度指標とは、我が国の社会全体でみたくl>個人の暮らし全般に渡る仕事と生活の調和

の実現状況（個人の実現度指標）と、〈2>それを促進するための環境の整備状況（環境整備指標）を数量的に把

握するものである。個人の実現度指標については、「Ｉ仕事・働き方」、「Ⅱ家庭生活」、「111地域・社会

活動」、「1Ｖ学習や趣味・娯楽等」、「Ｖ健康・休養」の５分野ごとに中項目、小項目を設け、環境整備指標

については分野を設けず1つの指標とする。「仕事と生活の調和」実現度指標では、本行動指針で数値目標とさ
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れた指標を含む別紙２の構成要素に掲げられた指標を合成して作成する。この「仕事と生活の調和」実現度指標

は、目標として設定するものではなく、仕事と生活の調和の進展度合いを測るものである。なお、憲章で定める

「就労による経済的自立が可能な社会」、「健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会」、「多様な働き

方・生き方が選択できる社会」の３つの社会の姿の実現状況も本指標により把握することができる。

別表1瀞ｉｌ【1分類軸l1li1lIil1lilll(施策別>}雛'１

「
鬘
９１

－－J

1０２

灘鱗灘1灘l蕊nＪ
制度的対応と支援施策

１ 休業休暇に関す

る取組

①「育児休業・休暇、②介護休業・休暇、③看護休暇、④妊婦特別休暇、

⑤配偶者出産休暇、⑥ボランティア休暇、⑦自己啓発休暇、⑧スクールイベント休暇、⑨

リフレッシュ休暇、⑩誕生日休暇、⑪記念日（アニバーサリー）休暇、⑬ファミリーサボ

－卜休暇、⑭年次有給休暇の積立制度、⑮半日単位（時間単位）の有給休暇制度等

２ 所定労働時間（日）

設定の多様化・柔

軟化に関する取組

①所定労働時間（日）設定の多様化・柔軟化に関する取組、②短時間勤務、③短日勤務、

④フレックスタイム、⑤就業時間の繰上げ.繰下げ、⑥時差通勤、⑦変形労働時間制、

⑧育児時間の設定等

３ 所定外労働の削減

に関する取組

①ノー残業デー、定時退社日の設定、②残業制限、③深夜勤務制限

④定時の強制消灯、強制パソコン終了、⑤残業の事前申請制、⑥朝礼（朝メール）による

当日就業時間の宣言、夕礼（夕メール）による残業理由の申し出等

４ 就労場所・勤務地

に関する取組

①在宅勤務、②モバイル勤務、③勤務地限定制度、④エリア社員制度

⑤勤配慮等

５ 施設・サービスの

提供

① 「 事業所内保育（託児）施設の設置、②授乳室、妊産婦用休憩室の設置、③託児

サービス、④学童保育サービス、⑤家事代行サービス、⑥マッサージスペースの確保等

６ 経済的支援 ①保育施設利用補助、②ベビーシッター（チャイルドシッター）利用補助、③ホームヘル

パー等サービス利用補助、④誕生日手当、⑤リフレッシュ手当、⑥教育研修・通信教育．

資格取得の助成、⑦人間ドック受診補助等

ワーク・ライブ・バランス実効化の工夫

７ 休業･短時間勤務

者等に配慮した

人事労務施策

① 「 休業・短時間勤務等が不利にならない人事評価・業務配置、②休業者・短時間勤務者の

バックアップ体制（派遣スタッフの確保、他部署との連携、多能工化等）、③休業者の

復職支援（休業中の職場の情報提供、復帰前セミナー、相談・カウンセリング等）、④

出産・育児等を理由にした退職者の再雇用等

８ 仕事（ワーク）の

効率化･業務管理

①「業務内容・業務配分の見直し、②業務情報の共有、業務の可視化

③多能工化、④定時の強制消灯、強制パソコン終了、⑤残業の事前申請制、⑥朝礼（朝メー

ル）による当日就業時間の宣言、夕礼（夕メール）による残業理由の申し出、⑦業務効率

化の人事評価への反映等

コミュニケーション力0K策

９ 教育研修･意識啓

発・風土づくり

①研修・セミナーの開催、②説明会・勉強会の開催、③推進キャンペーン・月間運

動、④社内報、マニュアル・ハンドブック類、ホームページ、イントラネット、ポスター等

による,情報提供､意識啓発､⑤アンケート等による従業員の意見聴取､⑥推進体制の整備（ワ

ーク・ライフ・バランス推進室設置、両立推進者の選任等）、⑦トップによる推進、⑧管理

職・上司による声かけ等

1０ 相談･カウンセリ

ング

①「両立支援に関するカウンセリング、②産業医によるカウンセリング、

メンタルヘルス相談窓口の設置等

1１ ライフの見える

化※

①「家族参観日（職場参観日）、②家族ぐるみのイベント開催、③学校行事等の社員間での

'情報の共有化等

※ライフの見える化・・・従業員の家族や趣味など、職場で個人の``ライフ'を見せることによﾄﾉ職場の理解を図ろうと

する取組。従業員の家族に対し職場の様子を見せることによ''ﾉ、家庭の理解を促進する面もある。

別表２ #

● 【分類軸２(テーマ別）】

!;ii1lill111llIl1lllili蕊蕊蕊蕊蕊
１ 妊娠・出産・育児

(保育）

①育児休業・休暇、②妊婦特別休暇、③配偶者出産休暇、

育児短時間勤務、④事業所内保育（託児）施設の設置、⑤授乳室、妊産婦用休憩室の設置、

⑥託児サービス、学童保育サービス、⑦保育施設利用補助、⑧ベビーシッター（チャイル
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1０３

ドシッター）利用補助、⑨育児休業が不利にならない人事評価・業務配置、⑩育児休業者、

育児短時間勤務者のバックアップ体制（派遣スタッフの確保、他部署との連携、多能工化

等）、⑪育児休業者の復職支援（休業中の職場の情報提供、復帰前セミナー、相談・カウ

ンセリング等）等

２ 介護・看護 ①介護休業・休暇、②看護休業・休暇、③介護短時間勤務、④ホームヘルパー等サーピ

ス利用補助、⑤介護休業が不利にならない人事評価・業務配置、⑥

介護休業者、介護短時間勤務者のバックアップ体制（派遣スタッフの確保、他部署との連

携、多能工化等）等

３ 自己啓発・能力開

発

①自己啓発休暇、②教育研修・通信教育・資格取得の助成、③キャリアアップセミナー

の開催等

４ 地域・社会活動 ①ボランティア休暇、②従業員の地域・ボランティア活動の推進等

５ 健康 ①産業医によるカウンセリング、②メンタルヘルスセミナーの開催、③メンタルヘルス

相談窓口の設置、④社員の健康管理のためのＥＡＰ（従業員支援システム）導入、⑤

シサージスペースの確保、⑥人間ドック受診補助等

■マ

６ ダイバーシティ※ ①女性のキャリアアップ支援、②女性の管理職登用、③活躍する女性のロールモデル、④

女性活躍推進室の設置、⑤障害者の積極的雇用、⑥ダイバーシティ推進委員会の設置等

７ 多様な雇用形態へ

の対応

①正規労働者・非正規労働者の待遇均衡と機会均等、②非正規労働者のキヤリアアップ

支援、③非正規労働者から正規労働者への登用等

※ダイバーシテイ・・・女性、障害者、外国人等多様な人材活用に関する取組

別表3：【分類軸３（｢仕事と生活の調和（ワーク・ライフ･バランス）憲章」における数値目標設定指標関連）】
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就労による経済的自立が可能な社会

１ 就業率（就業率向上に向けた取組） ①定年退職年齢の引上げ、②再雇用制度（結婚・出産退職者や定年後の

再雇用等）、③失業者、第二新卒等の積極採用等、

２ 時間当たり労働生産'|生の伸び率

(労働生産'性向上に向けた取組）

業務内容・業務配分の見直し、②業務情報の共有、業務の可視化、③多

能工化、④業務効率化の人事評価への反映等

３ フリーターの数

(雇用安定化に向けた取組）

①正規労働者・非正規労働者の機会均等、②非正規労働者のキャリアア

ツプ支援、③非正規労働者から正規労働者への登用等

健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

４ 労働時間等の課題について労使が話

し合いの機会を設けている害'１合

(労使の話し合いに関する取組）

①労使協議会等による話し合い（長時間労働肖'|減、休暇目標取得率の設

定等）、②労使協議会等による従業員の意見・要望の聴取と会社への報

告等

５ 週労働時間60時間以上の雇用者の害'１

合（所定外労働の肖'1減に関する取組）

① 「 ノー残業デー、定時退社日の設定、②残業制限

深夜勤務制限、③定時の強制消灯、強制パソコン終了

残業の事前申請制、④朝礼（朝メール）による当日就業時間の宣言、夕

礼（夕メール）による残業理由の申し出等

６ 年次有給休暇取得率（年次有給休暇

取得支援に関する取組）

①年次有給休暇の積立制度､②半日単位(時間単位）の有給休暇制度、

③管理職・上司による休暇取得推進等

７ メンタルヘルスケアに取り組んでい

る事業所害'|合（メンタルヘルスケア

に関する取組）

①メンタルヘルスセミナーの開催、②メンタルヘルス相談窓口の設

置、③メンタル面の自己診断シート等

多様な働き方・生き方が選択できる社会

８ テレワーカー比率（テレワークに関

する取組）

①在宅勤務、②モバイル勤務等

９ 短時間勤務を選択できる事業所の害'I

合（短時間勤務に関する取組）

①短時間勤務

1０ 自己啓発を行っている労働者の害'|合

(自己啓発・能力開発に関する取組）

①自己啓発休暇、②教育研修・通信教育・資格取得の助成、③キャリ

アアップセミナーの開催等



男女共同参画関連統計指標一詳細表（暫定表）参考資料 ５

指標の特徴 全

データ都道市国国

府県区際二出所

ＵＮ

■届■■■■■■■■
ＵＮ

●●■■
■

●▼■□
■

●●

●●

●●

●●

ＵＮ

●●

1０４

ａ ｂ Ｃ 。 ｅ ｆ ９

分野別男女共同参画統計指標

大区分 統計･統計指標名

指標の特徴

データ

出所

都道
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全
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算
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２

３

４

５

６

７

８
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1４

1５

1６

1７

1８

1９

2０

２１

２２

２３

Ｉ
人
口

世界の主要地域別人口の動向と将来推計一ＮＷＥＣＯ９ ＵＮ

地域、経済発展区分別世界人口、性比、構成比と将来推計一ＮＷＥＣＯ９ ＵＮ

人口の大きい国の人口、性比、構成比の現状と将来推計一ＮＷＥＣＯ９ ＵＮ

主要国のエネルギー消費量とＣＯ２排出量一ＮＷＥＣＯ９ ＥＤＭＣ

１日Ｌ２５ドルあるいは２ドル以下で生活している人数と害||合一ＮＷＥＣＯ９ ＷＢ

性別総人口・人口増加数・率・性比の推移と将来推計一ＮＷＥＣＯ９

(市区町村編は,性別なし）

１，１７，１８，１９

性、 年令 5歳'階級別人口の増減の推移 １

人口ピラミツドーＮＷＥＣＯ９ 1

年令３区分別人口・増減の推移と将来推計一NWECO9 1,1718,19

少子高齢化に関する指標の推移と将来推計 1，１７１８，１９

,性別外国人人口数・害||合の推移一ＮＷＥＣＯ９ １

,性、国籍（出身地）別外国人登録者数一ＮＷＥＣＯ９ 1３

国（地域）別・`性別・海外在留日本人数一ＮＷＥＣＯ９ 1５

'性、年齢階層(３区分、７５歳以上)別人ロ･構成、諸比率 １

出生数および合計特殊出生率の推移今家族・世帯一NWECO9、人口:４ ４

経済発展地域別合計特殊出生率の推移一ＮＷＥＣＯ９ ＵＮ

主要先進国の合計特殊出生率の推移一ＮＷＥＣＯ９ 社人研

性別出生数.死亡数、自然増加数の推計と将来推計一ＮＷＥＣＯ９ 4，１７，１８，１９

'性別平均寿命の推移一ＮＷＥＣＯ９ ２１，２２，２３

性別にみた平均寿命の高い国・地域一ＮＷＥＣＯ９ ＵＮ

普通出生率、死亡率、自然増加率の推移一ＮＷＥＣＯ９ ４

'性別健康寿命－９：参考指標 ＷＨＯ

都道府県表（人口汀人口性比、人口増減予想数、合計特殊出生率、老年人

口割合、平均寿命、財政規模）－ＮＷＥＣＯ９
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家
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・
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一般世帯数と平均世帯人員の推移一ＮＷＥＣＯ９

'性、婚姻上の地位（未・非婚、既婚、同棲、寡婦、寡夫)、１５歳以上人口

家族類型別世帯数．構成割合の推移と女性世帯主害１１合一ＮＷＥＣＯ９

25~２９歳の未婚者の世帯構成の推移一ＮＷＥＣＯ９

婚姻件数、再婚件数推移の推移

性、年令別単独世帯数と女性書11合一ＮＷＥＣＯ９

単身者の'性、年令別配偶関係一ＮＷＥＣＯ９

性、年齢階級別未婚・非婚率の推移＜北海道：図表７，p､16）

'|生別生涯未婚率（北海道：図表８，ｐ､17）

平均結婚年齢・初婚年齢・夫婦の年齢差の推移一ＮＷＥＣＯ９
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4４

4５

4６

４７

4８

4９

5０

５１

5２

5３

5４

5５

5６

夫妻、初婚・再婚別婚姻件数と普通婚姻率の推移一ＮＷＥＣＯ９ ４

夫妻.のf母方( )i§l外i国 籍|② 婚姻件数HJii：1国Ｉ籍別割合の推移一ＮＷＥＣＯ９ ４

夫婦の初婚・再婚の組み合わせ別にみた妻の氏を選択する婚姻の害'１合の推移

－ＮＷＥＣＯ９

５

離婚件;数)ＬＰＪｊ：i同i居期『間別割合室I普譽通離婚率の推移一ＮＷＥｃｏ９ ４

諸外国の離婚率の椎移一ＮＷＥＣＯ９ 社人研

申立ての動機別、申立人別婚姻関係事件数一ＮＷＥＣＯ９ 1４３

'性、年令階級、配偶関係別１５歳以上人口と構成害||合一ＮＷＥＣＯ９ １

`性、年令階級〈配偶関係別就業状態一ＮＷＥＣＯ９ １

共働き世帯数.害'1合 １

夫婦の:いる世帯の家族類型f《'６歳未満の子どもの有無、就業状態別一般世帯

数＝NWE1CO9色)労働u力しＴＱＩ就}業

１

第二子l出生(時Ｉの母； 現年齢/のH推移 ４

子どもの2出生年次別にみ:だＩ第１子出産前後の女性の就業経歴一ＮＷＥＣＯ９ １０

母子世帯数と父子世帯数の推移 1

母子・父子世帯にな５つたときの子どもの年齢一ＮＷＥＣＯ９ 2５

離婚時親権を行う子どものいる害'|合と親権獲得者 ４

親権を行う子の有無別離婚件数・親の離婚した子ども数.率の推移一

ＮＷＥＣＯ９

４

-親権を行う者別にみた離婚件数構成害||合の推移一ＮＷＥＣＯ９ ４

一般世帯に占める高齢者世帯の害'|合の推移（北海道、図表６，p､16） １

６５歳以上高齢者のいる世帯構造別（子どもと同居、カップル）世帯数.害'|合

の推移一ＮＷＥＣＯ９
2４

`性、年令階級、配偶者の有無、家族形態別６５歳以上の者の構成害'1合一
ＮＷＥＣＯ９

１

,性、年令階級別にみた６５歳以上の単独世帯一ＮＷＥＣＯ９ １

合計特殊出生率と女性（あるいは20-40歳の女性）の就業率との相関関係 5,6

都道府県（一般世帯数

以外の親族世帯害'|合、

、一般世帯の平均世帯人数、単独世帯害'1合、核家族

高齢者世帯害'|合、児童のいる世帯の害１１合、６歳未満

の子のいる世帯の妻の有業者率く夫婦とこの世帯、夫婦と子と親の世帯＞、

婚姻率、離婚率、未婚者書１１合）－ＮＷＥＣＯ９
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5８

5９

６０

6１

6２

６３

6４

6５

6６

6７

6８

6９

Ｉ

労
働
力
・
就
業

ＩＩ

`性、労働力状態別人口・労働力率の推移一ＮＷＥＣＯ９ １

'性、年齢階層（５歳）別労働力人口 １．２７

』性別、中学、高等学校の就職率の推移 8１

`性別、大学及び短期大学の就職率の推移（千葉県、図１－１－２－(4),39） 8１

２０歳から３４歳までの就業率－５：成果目標 １ 2８，２９

２５歳から４４歳までの女'性の就業率－４，７：成果目標 １ 2８，２９

第一子出産前後の女性の継続就業率－４，５，７：成果目標 1０

子どもの年齢（３歳以下、就学前、小学校、中学以上）別母親の就業

状況一家族・世帯

２９

６０歳から６４歳までの就業率－８：成果目標 １ ２８，２９

』性、年令階級、非求職理由別就業希望の非労働力人口一ＮＷＥＣＯ９ 2９

末子の年齢、妻の就業状態別夫婦と子どもからなる世帯数一ＮＷＥＣＯ９ 2９

'性、年令階級別労働力率の推移一ＮＷＥＣＯ９ １ ２８，２９、

女'性の年齢階級別労働力・潜在労働力率一ＮＷＥＣＯ９ 2７ 、 2９
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7１

7２

7３

7４

7５

7６

7７

7８

7９

8０
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主要国の,性、年令階級別経済活動率一ＮＷＥＣＯ９ IＬＯ

性、主要職業、年間所得別就業者数一ＮＷＥＣＯ９ 2９

性、 役職別労働者数l－ＮＷＥＣＯ９ 4７

'性目 j管）理的職業従事者 １

主要国の`性別就業者数.管理的職業従事者数一ＮＷＥＣＯ９ IＬＯ

,性、従業上の地位、産業別労働力人口と割合 １

』性、従業上の地位、職業別労働力人口と割合 １

性Ali:ｌＦｉＩ１１規模$J》I年齢志1耐雇1用〈形態別雇用者数 2９

`性(il5I規模ALI/ill1年齢別非正規雇用:者数 2９

,性、雇用形態（２分類）別雇用者数の推移一ＮＷＥＣＯ９ ２７，２９

性、雇用形態別雇用者構成比および女性書１１合の推移一ＮＷＥＣＯ９ 2９

』性、年令階級別非正規労働者の害１１合の推移一ＮＷＥＣＯ９ 2９

女性労働者に占:iめ ろ非正規害'1合一４:参考指標 2９

職務が正社員とほとんど同じパート等労働者がいる民間事業所の害'1合

(神奈)||、ｐ､16、但し全国結果)）

3４

派遣社員数・害'1合 2９ 、 3５

派遣労働に関する労働相談件数と内容（東京都、データ2010,51）

他の就業形態に変りたい正社員以外の労働者書'|合（東京都：全国のみ、デ
－タ2010,52）

1７９

非正規から正規への移動率－４，７：参考指標 2８

在宅型テレワーカーの数-3,5:成果目標､(東京都=全国のみ､データ2010、
53）,性別なし？

3７

`性、自営業主・家族従業者の推移一ＮＷＥＣＯ９ １，２８，２９

性(1)I農林業ｉｌＺ,｡非農）林業、年令階級別自営業主と家族従業者一ＮＷＥＣＯ９ 1，２７

女』性農業士の人数（)||西市、主な指標、７４）

ＪＡ女,性部会生活改善グループ会員数（)||西市、主な指標、７４）

別、年令・動機・業種別開業者(東京都=全国、データ2010,54-、日本政策金

融公庫研究所編「新規開業白書」）

女性起業数

起業家講座．再就職支援講座の女性受講者数（札幌市、Ｈ２１年次報告書、

図５２，４６）（)I|西市、主な指標,72）

'性、理由別退職者数 2９

妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇

その他不利益取扱い等に関する相談件数－５：参考指標
5７ ， 58,61

結婚【､b5if出ｌ産退職の 理由一世帯6Ji家族 他

就業継続の希望の有無と障碍（意識調査）

公共職業訓練受講者の就業率－７：成果目標 1８２

ジョブカード取得者数－７：成果目標 厚労

自立支援教育訓練給付金事業（実施率）－７：成果目標 厚労

高等技能訓練促進費等事業（実施率）－７：成果目標 厚労

地域若者サポートステーション事業によるニートの就業等進路決定者数一

７：成果目標
厚労

２０歳から３４歳までの就業率－７：成果目標 １．２７

フリーター数－７：成果目標 2８

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

○

△

△

×

×

○

○

△

△

△

△

△

○

○

○

△

△

△

△

○

×

×

○

○

○

▽

▽

▽

▽

▽

,▽

△

▽

△

△

×

×

○

○

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

○

△

○

△

△

△

△

△

△

○

●



1０７

－－＝！

1０７

１０８

１０９
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女`性の認定事業者数－６：参考指標 4０

農村女`性起業数－６：参考指標 ４１

`性、年令階級別失業者数.と失業率 1，２７

`性、年令階級（１０歳階級）別完全失業率の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1，２７

,性、年令階級へ戸前職の離職,理由別前職のある完全失業者一ＮＷＥＣＯ９ 2９

`性、失業期間別失業者数 2８

'性別就業希望失業者 2９

就職希望理由と希望雇用形態 2９

非正規雇用希望理由

パートバンク利用状況（求人数、求職者数、採用件数）（)||西市、主な指

標,74）

マザーズハローワーク事業の実績（拠点数、就職件数、新規求職申込件数、

担当者制による就職率）－７：参考指標

厚労

都道府県（労働力人口、労働力人口比率､L完全失業率、産業別就業者構成比、

産業別女性就業者割合〈)l非正規雇１用者率、管理職の)女性割合）
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１２０

1２１

1２２

1２３

1２４

1２５

1２６

1２７

1２８

1２９

1３０

1３１

1３２

1３３

1３４

1３５

1３６

1３７

1３８

1３９

1４０

1４１

1４２

1４３

1４４

Ⅳ
労
働
条
件

』性別一般職賃金額および対男,性比率一NWECO9、４：参考指標 ４７

フルタイムで働く男女間賃金格差の国際比較一ＮＷＥＣＯ９

男女間賃金格差－７：参考指標 ４７

,性別非正規就業者の賃金額および対男'性比率－４:参考指標 ４７

,性別正規．非正規賃金比較－４，７：参考指標 ４７

一般労働者と短時間労働者の時間当たり賃金格差一ＮＷＥＣＯ９ ４７

`性、年令、勤務形態；雇用Ⅱ形態別時間当たり所定内給与額一ＮＷＥＣＯ９ ４７

低所得層(第’四分位)の賃金－７：参考指標 ４７

`性、雇用形態、年間所得額別就業者分布一ＮＷＥＣＯ９ 2９

年収２００万円以已下Jの給与所得者の割合－７：参考指標 4９

いわゆるワーキングプア層 2９，４７

,性、雇用形態、ふだんの就業時間階級別構成害11合一ＮＷＥＣＯ９ 2９

週労働時間６０時間以上の雇用者の害'１合一３，４，５：成果目標 2７

`性別推計年間労働時間｢と所定外労働時間の推移一ＮＷＥＣＯ９ 2７，４８

｣性,､/実労働1時間(年間)別雇用'者i数 2９

性〈雇用形態別実労働)時間;の）国；際比較言ＮＷＥＣＯ９

`性、週労働時間別雇用者 4８

,性別就業者通勤時間 7４

企業規模別別年1次有給休暇の平均取得日数と取得率の推移一ＮWEC09,打>〕３
４】 ■刀ﾄﾉﾌﾞｰ！〃

5４

性､しr企'業規模別育i児休業取得者割合の推移一ＮWEC09,J3,4,5:<成果：目標 5４

育児休業期間中の会社や共済会等からの金銭支給の有無、内容別事業所害１１合
－ＮＷＥＣＯ９

５７

'性、規模、雇用形態別勤続年数 ４７

性、一般；労働者可９短時間労働者別勤続年数の推移一ＮＷＥＣＯ９ 4７

6歳未満のi子 どもを持つ,夫:の育児)L’家事労働時間－３１５:成果目標 7４

職業病｡Ｊ/労働Ｉ災害 62.63

'性別脳・心臓疾患と精神障害等に係る労災補償請求・認定件数の推移一 66,67
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1５１

1５２

1５３

1５４

1５５

1５６

ＮＷＥＣＯ９

労災認定事案のうち、脳・心臓疾患の件数－５：参考指標 6６

労災認定事案のうち、精神障害によるものの件数－５：参考指標 6７

過労死・過労自殺 66,67

自殺死亡率(人口１０万人当たりの自殺者数ト３：成果目標 ５

40(歳代がiiら ６ ０１歳代iの男性自殺率一参考指標 ５

妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その

他不利益取扱い等に関する相談件数

メンタルヘルスケアに関する措置を受けられる職場の害'|合一５：成果指標

〈=>健康

6２

メンタルヘルスの労働相談件数内容（東京都、データ2010,108-）〈=>健康

家族経営協定の締結数－６：成果指標 8０

性別労働組合 員数jLl勇推:定組織率および女性割合の推移一NWECO9 2７，７１

相談事項別都道府県雇用均等室に寄せられた相談構成害'１合および相談件数

の推移一ＮＷＥＣＯ９
厚労

都道府県j:(性:〈､都道三府県別長時間労働者書１１合、賃金、最低賃金〈/年収２５０万
円未満割合)】￣ＮＷＥＣＯ９
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コースの内容別新規学卒採用状況の推移一ＮＷＥＣＯ９

両立支援実施企業

ポジティブ・アクション実施企業数．害'|合

ポジティブ・アクションの取組み状況別女`性管理職を有する企業割合と女

性管理職割合－４：成果目標、ＮＷＥＣＯ９

介護休業制度規定のある事業所割合および性別介護休業取得者の推移一
ＮＷＥＣＯ９

次世代育成支援行動計画策定の届出をした企業の害'|合(京都府､第３次計画、
中間案、２２）

両立支援認証事業者数（神奈)||県、指標111.1-(4)、プラン(第２次),37）

育児休業制度の有無(企業、事業所)と性別取得雇用者数

市内事業所においての男女共同参画研修の開催件数()||西市、主な指標、６９）

産業、事業所における育児休業制度のレベルと有無(千葉県、図'11-2-3-(1)、
84）

事業所における子育て中の社員に対する配慮（(千葉県、図'11-2-3-(4)、８６）

育児休業がもたらす昇進・昇格への影響（(千葉県、図'11-2-3-(4)、８６）

短時間勤務を選択できる事業所の害|l合.(短時間正社員制度等）－３，４，５
:成果目標

多様な働き方を導入している企業の害'１合（変形労働時間制度、フレックスタ

イム制度、事業場外労働の見なし労働時間制、裁量労働制等）（京都府、

第３次計画、２２）

今後３年間で所定外労働時間縮減を計画している、もしくは予定している企

業の害１１合（京都府、第３次計画、２２）

出産・育児・看護休暇に関する制度の国際比較一ＮＷＥＣＯ９

次世代認定マーク（くるみん）取得企業数-3,4,5：成果目標

労働時間等の課題について労使が話合いの機会を設けている害'|合一５：成果

目標

配偶者出産休暇制度の有無と取得者数

職場保育所の有無と利用者

再雇用制度の有無

女'性従業員の再就職制度の状況（札幌市、Ｈ２１年次報告書、図４８，４３）
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1０９

1７９

1８０

1８１

1８２

1８３

1８４

1８５

1８６

｢京都モデル」子育て応援中小企業認証数（京都府、第３次計画中間案、２２）

きょうと子育て応援パスポート事業への提携(?)登録者数（累計）と協賛事業

者数（累計）（京都府、第３次計画中間案、２２）

セクシュアル・ハラスメント対策企業

セクシュアル・ハラスメント防止に関する研修への派遣職員数（)||西市,主な

指標、７３）

セクシュアル・ハラスメントの相談件数（千葉県、図1-1-1-(8),32）－県労働

局雇用均等質

現在の会社・事業所でのセクシュアル・ハラスメントの経験（千葉県、図

1.1-1-(9)、３３）－千葉県労働関係特別調査

女`性管理職（係長相当、課長相当､'部長相当、課長以上）を有する企業の害'１

合（東京都、データ2010.47）

婦人相談所(千葉県女`性サポートセンター)及び婦人相談員の相談件数の推移

(千葉県、図1-1-1-(7),31)－県児童家庭課
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国
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組
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他

国家公務員「の:男性１１の已育扁児休業取：得率－２:J成果目標

地方公務員 のI男ﾉ性iのＩ青：児休L業取得率－２：成果目標

県職員の休暇取得数等（(神奈)||県、指標111-1-(4)、プラン(第２次),37）

男女共｡同参画条例ま>たは基本計画制定地方公共団体数－２：参考指標

男女共同参画都市宣言採択市町村数－２：参考指標

女'性の人権ホットライン相談件数－２：参考指標

国、地方公共団体の苦』情処理件数（男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策について）－２： 参考指標

都道府県労働局雇用均等室に寄せられた男女雇用機会均等法に関する相談

件数－４：参考指標

都道府県労働局雇用均等室が実施した男女雇用機会均等法に基づく指導の

是正害'|合（年度内）－４：参考指標

公共調達でインセンティブを付与している都道府県数－４：参考指標

府内における女’性交流事業の参加者数（単年）（京都府、第３次計画、中間

案、２２）

ボランティア登録会員数（札幌市、Ｈ２１年次報告書、図３８，３９）

シルバー人材センター登録者の男女数.男女比（札幌市、Ｈ２１年次報告書、

図３８，３９）

シルバー人材センター登録者に占める女`性の害'1合（北海道、参考図表４７

92）

、

婦人相談所及び婦人相談員の種類･経路別処理状況(千葉県､表1-1-1-(2),31）
－県児童家庭課

男女共同参画に関するイベントα研修等の参加者数(単年）（京都府、第３

次計画-中間案、２２)、有料貸室利用状況、男女共同参画センター相談窓口

と相談件数､男女共同参画センター･ホームページアクセス件数(札幌市,Ｈ2１
年次報告書、図７０－７１，表12,13,56-57）

男女共同参画センターにおける男女共同参画に係る啓発冊子の作成（)||崎

市、２００８年年次報告書、６）

)||崎市男女平等推進週間における広報状況（ボスター、ちらし枚数と配布場

所）（)'１崎市、２００８年年次報告書,11）

'性、相談内容別外国人相談コーナー実績（大阪府外国人相談コーナー）（大

阪府、施策、図10-①、126）

NPO法人代表者の,性別害'１合（全国）（兵庫県、Ｈ２２白書,9）：経済産業研

究所「ＮＰＯ法人の活動に関する調査研究報告書」（兵庫県、Ｈ２２白書,10）
内閣府『国民生活選好度調査」（Hl8）

平成２７年を期限とするミレニアム開発目標－１５：成果目標

JICAによる海外派遣実績（大阪府、施策、表10-②,127）
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性､４大生１古時間分類､平口・口Ⅱ崔同別のｌにlあたりの総半均時間一ＮＷＬＣＯ９

１１生、雇用形態、４大生活時間、平日・日曜日別の総平均時間一ＮＷＥＣＯ９

'|生､週間就業時間､４大生活時間分類､平日・日曜日別総平均時間一ＮＷＥＣＯ９

共稼ぎ夫妻・夫が有業で妻が無職の夫妻・有業の独身女'性、４大生活時間分

類、平日・日曜日別総平均時間一ＮＷＥＣＯ９

共稼ぎ夫妻、４大生活時間分類別、総平均時間の国際比較一ＮＷＥＣＯ９

子どもの有無、共稼ぎ夫妻・夫が有業で妻が無職の夫妻、４大生活時間分類、

平日・日曜別総平均時間一ＮＷＥＣＯ９

世帯の家族類型、６歳未満の子どものいる雇用されている夫妻、行動の種類

(注分類・主行動)、平日・日曜日別総平均時間一ＮＷＥＣＯ９

行動の種類（小分類・主行動)、１０~１４歳の子どもが父母と一緒にいた時間

と行動者率一ＮＷＥＣＯ９

`性、有業者・無業者、行動分類、要介護高齢者を自宅内で介護している人の

生活時間一ＮＷＥＣＯ９

要介護高齢者のいる家族介護者の性、介護支援の利用の有無・利用頻度別、

ｌ日当たりの家事時間と介護・看護時間一ＮＷＥＣＯ９

性、年令階級、４大生活時間分類別高齢者の生活時間一ＮＷＥＣＯ９

`性、年令階級別社会的文化的活動時間に占める高齢者のテレビ等時間の害'|合

－ＮＷＥＣＯ９

’性、年令階級別インターネットを利用した人の行動率および行動者平均時間

－ＮＷＥＣＯ９

,性、年令階級、インターネットの利用者の種類別行動者率一ＮＷＥＣＯ９

`性、年令階級別全労働時間一ＮＷＥＣＯ９

'性、企業規模、無償労働時間・有償労働時間・全労働時間、全労働時間に対

する無償労働時間の害||合一ＮＷＥＣＯ９

'性、年令階級、有業・無業、平日・日曜日の「ボランティア活動」の行動者

率および行動者平均時間一ＮＷＥＣＯ９

』性、団体加入の有無、ボランティア活動の形態別行動者率一ＮＷＥＣＯ９

仕事と家庭生活や地域活動への関わり方（神奈)||、ｐ,17）

性別雇用者平均生活H寺間

性、妻雇用形態(フルタイム、ハートタイム)・無職別収入労働と家事労働時間

6歳児未満の子どもを持つ夫の育児・家事時間－２，３：成果 目標

共働きう)ルノ 'iイム'回了就学前子どもあり寸性〈収入労働と家事)ん｡I育児時間

`性、妻パート収入労働時間と家事育児時間

育児ﾐﾙ十家事時間と;夫妻(）､就業状態別育児・家事時間（妻､17フルタイム|〈'1ルバ寄

卜訂無業)】ｕ燃較
､雫一一蕊：騨霧

臘二…弾

鐸

蕊

鐸鍵
菟博（

篭

子三;こど?も:‘ )就学前'１１１域就学後別（ 性、共働き雇用者夫妻の有償 ５Ｊﾉ無償労働時閤

親と同居の子どもあり共働き雇用者夫妻の有償・無償労働時間

性別単身労働者有償労働時間と無償労働時間

'性別、高齢者(６５歳以上)世帯の生活時間

高齢単身者の生活時間

介護者のいる高齢者世帯の生活時間

男女別介護時間の動向（社会生活基本調査の「ふだん介護をしている人」に

おける`性別行動者率、介護時間の分析）－５：参考指標

性、年齢階級、有業･無業別ボランティアの行動者率と活動時間

成人の週１回以上のスポーツ実施率－１０：成果目標
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世帯の家族類型、主な家計の収入種類別一般世帯数一ＮＷＥＣＯ９

2人以上の勤労者世帯の月平均家計収の推移一ＮＷＥＣＯ９

勤労者世帯員別勤め先収入害|l合の推移一ＮＷＥＣＯ９

蕊入;以;;上jjjiijil動『労：者遜帯霧轟ｉｉﾁ蕊
識i叢羊;鰯`件風１１il害Ⅲ`今j雲;1WVnirlniq

煙｣篭｢l妻の集齢階趣!;！
:.:.::錨;鍵ﾐ:蕊識鑑H::::塞溌::~鑑.:霧::蕊:郭:|熟,:蒜:篝穀.::平i:...癖..童::.識:,:錬 IJJ遥口塞曇裏蕊蕊L蕊蕊蕊

消費者物価指数の変化率の国際比較一ＮＷＥＣＯ９

世帯収入階級別世帯数.世帯人員数

世帯収入階級別勤労者世帯数、世帯人数

勤労者世帯の月平均家計収入および`性、世帯員別勤務先収入割合

勤労者収入階級別の貯蓄と負債額

貯蓄現在高L階級別世帯分布 皀勤t労者世帯一ＮＷＥＣＯ９

負口債現在高階級別世衞 ;:分布←'勤 労者世帯＝ＮＷＥＣＯ９

世帯収入階級別消費支出

収入第１とＶ階級世帯の消費支出

相対的貧困率－７：参考指標

妻の年齢階級、就業状態、世帯類型別勤労者家計収支

共稼笘ぎ世帯と片稼ぎ世帯'の月間L収入と支出一ＮＷＥＣＯ９

共稼ぎ世帯と片稼「ざ世i帯皀の貯蓄Ljq負債の二現在高および構成害11合一ＮＷＥＣＯ９

４０歳代の「共稼ぎ世帯」・「世帯主だけが稼いでいる世帯」の月平均家計収支

共稼ぎ世帯と片稼ぎ世帯の月間収入と支出一ＮＷＥＣＯ９

`性くげ年令(階級別単身勤労者図世帯iの月平均支出と格差指数一ＮＷＥＣＯ９

｝ f子iゴミ区父子世帯

尻一一一

の親Iの雇1用？形態｣。年間就労収入階級別割合一ＮＷＥＣＯ９

母子・父子世帯の親の雇用形態・年間就労収入状況一ＮＷＥＣＯ９

母子世帯の貯蓄金額階級別分布一ＮＷＥＣＯ９

上ＴＩ男
0９

女単萎独)世川帯 と夫婦｡のiみの.世帯iの所得階1級別構成割合L毒

`性、所得の種類別６５歳以上の単独世帯の平均所得金額と構成害'１合一
ＮＷＥＣＯ９

`性、年令階級、収入の種類別夫婦高齢者世帯（６５歳以上の夫婦のみの世帯）

の年間収入一ＮＷＥＣＯ９

自己破産申し立て件数の推移一ＮＷＥＣＯ９

,性、年令階級別単身勤労者世帯の貯蓄・負債現在高一ＮＷＥＣＯ９

個人営業世帯（商人、職人、個人経営者）家計

全国販売農家１戸あたり平均の主な農家経済一ＮＷＥＣＯ９

女`性農業者の労働報酬の受け取りの有無・報酬階級別構成割合一
ＮＷＥＣＯ９
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性､J,■(学校:の!;教育段階)〆種類別在学者数の推移一ＮＷＥＣＯ９ 8１

長期海外滞在者のうち留学生・研究者・教員数、女'性書１１合の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1６

』性慰L塵J高:等教育iの:１種類別学校l禿 のf進学者｛の推移一ＮＷＥＣＯ９ ８１

国際地域別成人の進学率、初等教育就学率、中等教育就学率一
ＮＷＥＣＯ９

ＵＮＥＳＣＯ

世帯の年間収入別、学校種類別学習費総額一ＮＷＥＣＯ９ 8６

○

○

○

△

△

○

△

△

●

○

○

○

○



ＯＥＣＤ

８１

８１

８１

８１

８１

８１

112

2８１

2８２

283

284

2８５

286

2８７

288

289

290

2９１

292

2９３

294

2９５

296

2９７

2９８

299

300

3０１

302

303

304

3０５

306

3０７

308

309

310

3１１

312

313

314

3１５

316

3１７

●

学

習

一般教育政府支出に占める公財政教育支出の害||合の国際比較一NWECO9 ＯＥＣＤ

国・公・私立、女子高・男子校・共学別高等学校・大学数の推移一

ＮＷＥＣＯ９
８１

`性蕊了専攻1分§矛別にｌみた 学i生数:上女性書I|合分布比の推移言ＮＷＥＣＯ９ ８１

'性、分野別生徒の学習到達度一ＮＷＥＣＯ９ ８１

学校教育での施設・教育レベル、性別児童、生徒、学生 ８１

ミレニアム開発目標のうち、全ての教育レベルにおける男女格差－１１：成

果目標

`性、国籍別留学生等 1３

学校レベル（幼稚園、小、中、高等学校）別学費 8６

高等学校・大学、国立・私立別共学・別学別学校数 ８１

女`性の高校、大学への進学 ８１

大学（学部）進学率（過年度高卒者等を含む)）-11：参考指標 ８１

`性：ＡＬＩ)21専攻分;野別大学学生割合 ８１

理工系の学生に占める女`性の害'|合一１２：参考指標 ８１

大学i:ｆＩｉ(学部)い」の;大学(院進学率－１１:参考指標 ８１

大i学凹院にしおける社会人学生に占める女性の害１１合一１１：参考指標 ８１

国立大学の課長相当職以上に占める女性の害'１合一１１：参考指標 1５９

公立学校における人権教育の実施状況（千葉県、表1-2-1-(2)）千葉県教

育庁

男女平等教育推進委託研究校園（)||西市、主な指標,69）

男女平等教育研修参加者数(男女熱）（)||西市、主な指標,69）

初任者研修（校内研修）において男女共同参画に係る研修を実施している

都道府県、政令指定都市、中核史教育委員会の害'|合一１１：参考指標
8３

初等中等教育機関の教頭以上に占める女性の害'１合一１１：成果目標 文科

教育段階別女`性教員割合の国際比較一ＮＷＥＣＯ９ 8２

初等■･中等(Ｐ高等学校における本務教員・校長・教頭数と女‘性割合一

ＮＷＥＣＯ９
8２

性、職階別大学本務教員数・女'性書||合の推移一ＮＷＥＣＯ９ 8２

,性、分野別大学研究者数.女'性書１１合の推移一ＮＷＥＣＯ９ 8２

'性、中・高校、担当科目別教員 8２

職階別大学本務教員数・女'性書'|合一11:成果目標 8２

研究者に占める女`性の割合（企業等・非営利団体、公的機関、大学等）

１２:参考指標
8９

研究者に占める女性の害||合の国際比較一ＮＷＥＣＯ９

研究機関、′性別研究者の推移一ＮＷＥＣＯ９ 8９

女'性研究者の採用目標値（自然科学系）－１２：成果目標 文科

大学における`性、任期制および非常勤別教員数

日本学術会議の会員に占める女性の割合－１１：成果目標、ＮＷＥＣＯ９ １５９

日本学術会議の連携会員に占める女'性の害I|合一１１：成果目標 1５９

女'性の高等技術専門校及び職業能力開発センターにおける訓練生の科目

別終了・就職状況（埼玉県、Ｈ２１年次報告,(18)、９）

中央図書館におけるwジェンダー'１１'男女共同参画

索される蔵書件数（)||西市、主な指標、６９）

“００

婦人問題”の件名で検

男女共同参画センター図書コーナーの蔵書数（)||西市、主な指標、６９）

○

○

○

○

×

○

○

○

○

△

■■■■■■

○

△

△

○

○

○

△

△

△

△

△

○

○

○

△

×

○

○

○

○

△

△

△

○

○

△

△

△

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

▽

▽

▽

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



ＯＥＣＤ

ＯＥＣＤ

1１３

一二

318

319

320

3２１

322

323

324

325

326

3２７

328

329

330

3３１

332

333

334

335

336

3３７

338

339

3４０

3４１

342

生涯学習センターの学習Ｐ授業、総合センターの研修・講座、公民館讃

座での男女共同参画の取り入れと参加者数（()||西市、主な指標、６９）

青少年補導委員における人権に関わる研修会参加者数（)||西市、

主な指標、６９）

社会教育関係団体人権研修会参加者数（男女別）（)||西市、主な指標、
70）

広報紙「人権啓発シリーズ生きる」でジェンダー問題に関する内容を

取り上げた回数（川西市、主な指標、７０）

人権学習市民講座参加者数（川西市、主な指標、７０）

性、社会教育施設別受講者数の推移一ＮＷＥＣＯ９

公民館における学習内容別受講者数害１１合一ＮＷＥＣＯ９

出前講座・出張講座、対外研修の実施状況（実施回数、受講者数）（札

幌市、Ｈ２１年次報告書、表１１，５４）

男女共同参画センター各種講座．セミナー等参加者数（札幌市、Ｈ2１

年次報告書、図６７，５５）

男女共同参画センター貸室利用件数、相談件数、ビデオ数、登録グルー

プ数、関連機関共催事業数（)１１西市、主な指標、７６）

男女共同参画センター公募制度導入事業数（)||西市、主な指標,76）

中央公民館の講座における一時保育の実施回数と一時保育人数（)||西市、

主な指標、７１）

男女共同参画センターの講座における一時保育の実施回数と一時保育人

数（)||西市、主な指標、７１）

日本語講師ボランティア登録者数（男女別）（)||西市、主な指標、７２）

通訳・翻訳ボランティア登録者数(男女別）（)||西市、主な指標、７２）

在日外国人への情報等を提供する「友＆愛カード」登録者数（)||西市、

主な指標、７２）

女`性関連施設設立年ごとの数の推移一ＮＷＥＣＯ９

女性教育・学習関連施設の設立年ごとの数推移（指定管理業者）

県内公立特別支援学校における管理職員数都女'性害'|合（校長・畠'１校長・教

頭・事務長の推移（千葉県、表'1-1-2-(9)、６２）

両親学級参加人数（)||西市、主な指標、７４）

公立中学校における職場体験の実施状況-3,11：成果目標

公立高等学校（全日制）におけるインターンシップの実施状況－３，１１
:成果目標

自己啓発を行っている労働者の害||合一４：成果目標、７：参考指標

家庭における子どもの教育方針(,性別に関して）（大阪府、施策、図９‐

①‐1,119）

都道府県（性別大学進学率、高等・中・小学校、校長・教頭別女`性書Ｉ合、

小学校児童１人当た＝り経費、中学校生徒１人当たり経費）
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世帯類型別被保護世帯数の推移一ＮＷＥＣＯ９

生活保護を受ける高齢単身世帯数の推移（東京都、データ２０１０，８７

全国結果のみ）

、

'性、年齢階層別貧困率の推移（東京都、データ2010,88、全国結果のみ）

'性、現役時代の経歴別公的年金受給額一ＮＷＥＣＯ９

’性、就業形態別厚生年金等の公的年金加入者状況一ＮＷＥＣＯ９

各国の家族関係社会支出の対ＧＤＰ比の比較一ＮＷＥＣＯ９

家族類型別児童のいる世帯の相対白勺貧困率の国際比較一ＮＷＥＣＯ９

世帯類型別児童扶養手当受給者数一ＮＷＥＣＯ９

離別母子世帯の養育費の受給状況一ＮＷＥＣＯ９

種類別保育所数と待機児童数の推移
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保育所利用児童数と利用率の推移一ＮＷＥＣＯ９ 93.95

３歳未満児のうち、保育サービスを提供して害'|合一５：成果目標 社人研,9３

待機児童数 9４．９６，

小学校１～３年生のうち、放課後児童クラブを提供している害１１合一５：成果

目標
9４，１８０

放課後子ども教室の実施－５：成果目標 文科

地域子育て支援拠点（子育てひろぱ）や－時預かり事業の実施個所数（京

都府、第３次計画、中間案、２２）

休日6コ夜Ｉ間ｌｉｌＩｉ》(延長沖病児病後児ｂ事業所内・院内保育を行iっている保育

所数ｉｉｉｌｌｉｉ<京都府ｌＡｌｌｌｌＬｊ第ｈ３ｉ次計画､中間案、２２）

延長保育実施個所数の推移（北海道、図表２４，４４、千葉県,78）

放課後学童保育』し(児Ⅱ章クラブ〕設置数の推移（北海道：図三Ⅱ表２３〈ｌＩＩＳｌｌ４４)）

子育てサロン事業参加組数（札幌市、Ｈ２１年次報告書、図２１－１，２８、

子育て講座受講者・ボランティア活動者数、図21.3,29、子育てサロン

設置率（対小学校区）図21-4,29）

さつぼろ子育てサポートセンター利用件数（札幌市、Ｈ２１年次報告書、

図２３，３０）

地域子育て支援拠点事業－５：成果目標 厚労

ファミリー・サポート・センター事業（箇所）－５：成果目標 厚労

母子相談件数（)||西市、主な指標,76）

児 童扶養二手当 受給者数:の推移(千葉県、図III-2-5倉(2),89）

ひとり親家庭等医療費助成受給者数の推移(千葉県、図III-2-5-(3),89）

児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移一（)||西市、主な指

標,76)、ＮＷＥＣＯ９
９３

児童虐待相{談;における主な虐待者の推移一ＮＷＥＣＯ９ ９３

－時保護の状況（北海道：参考図表４４，９１）

虐待関連担当員研修参加者数（)||西市、主な指標,76）

'性、障害の種類別障害者数一ＮＷＥＣＯ９ 93,94100,101,116

障害のある人への種類別支援・交流活動への性別参加経験者書'|合の国別比

較一ＮＷＥＣＯ９

地域自立支援協議会を設置している市町村数－８：成果目標 1０２

介護保 炭の１，性迩11要|介護度別受給者数の推移＝ＮＷＥＣＯ９ 1０５

第１号被保険者に占める要支援・要介護認定者の害||合（千葉県、図表７，p､4） 1０９

要介護（要支援：自立度11以上）認定者における認知症高齢者の将来推計

(千葉県：図表８，）

性、年齢階級別要介護者の構成害Ｉ合一ＮＷＥＣＯ９ 2４

主な介護者と要介護者等との続柄及び同別居の構成害'１合（全国：大阪府、

施策、図５－①-2-2,105）

主な介護者一要介護者等との続柄･同別居､性､年齢別構成害１１合一ＮＷＥＣＯ９ ２４

主な在宅福祉サービスの事業者数.施設数(千葉県、図表１０，６，図

IV2-1-(3),109)）

主な在宅福祉サービスの入所者数(千葉県、図表１１，６，図1Vも2-1-(4)、110）

機能訓練、訪問指導の状況(千葉県、図表１２，７，図Ⅳ2-1-(5)、１１０)）

介護予防事業の実施状況（千葉、表Ⅳ2-1-(2)、111）

ショートスティ専用居室整備数(千葉県、図Ⅳ2-1-(6)、113）

通所系施設整備数(千葉県、図Ⅳ2-1-(6)、113）

被虐待高齢者÷の性別ど虐待者の被虐待;高齢者との続柄！＝ＮＷＥＣＯ９
l△,FIH'0[b:,.,,...･・・,、
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１０８

１０３

○

'￣ ▼’ ’

1１５

－－ノ

389

390

3９１

392

介護労働者の職種別・就業形態別従業員数一ＮＷＥＣＯ９

介護労働者の賃金の他産業・職業別賃金との比較一ＮＷＥＣＯ９

障害者の実雇用率（民間企業）－８：成果目標

都道府県【国民年金給付率（｡｣L国民健康保険料収納率恥生活保護率（■性別ホ

ームレス数､介護保険受給者１人あたり費用額く介護予防サービス､～介護

サービス＞〈介護保険第１号被保険者１人当たり平均保険料、常勤換算訪

問介護員数対６５歳以上人口千人あたり、介護老人福祉施設定員数対６５歳

以上人口千人あたり｛了保育所待機児童数、学童保育設置率）
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3９５

396

397

398

399
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4０１

4０２

403

404

405

406

407

408

４０９

４１０

４１１

４１２

４１３

４１４

４１５

４１６

４１７

４１８

419

420

4２１

422

４２３

健
康
・
保
健

ＩＸ

』性、年齢階級、現在の健康状態、将来への健康不安の有無別労働者割合一
ＮＷＥＣＯ９

性、仕事や職業生活への強い不安６悩み・ストレスの内容別労働者割合一
ＮＷＥＣＯ９

治療中の病気・症状の有無(千葉県、図Ⅳ1-1-(6),97）

'性別、主な栄養摂取量および脂肪エネルギー比率（１人１日当たり平均）

の推移一ＮＷＥＣＯ９

'性、年令階級別栄養素等摂取量および脂肪エネルギー・炭水化物エネルギ

－比率（１人１日あたり平均）－NWEC2009

性､年齢階級別喫煙率(｢現在習|貫的に喫煙している者｣)の推移一ＮＷＥＣＯ９

,性、年齢階級別外食の摂取状況(千葉県、図表33,17）

年齢階級別野菜の平均摂取量(千葉県、図表34,18）

子ども（'１、学校、中学校）の朝食の欠食状況(千葉県、図表35,18）

２０代、３０代の朝食欠食率（千葉県、図表３６，６）

'性、年齢階級別運動習|貫者の年次推移一ＮＷＥＣＯ９

性、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況２０歳以上（千

葉県、図表37,19-但し、全国数値）

'性別、成人肥満比率（BMI＞30kg/nf）の各国比較一ＮＷＥＣＯ９

性、年齢階級別有訴者率と通院者率一ＮＷＥＣＯ９

』性、主要傷病別患者数と女』性割合一ＮＷＥＣＯ９

性くい主要死因別年齢調整死 と率の推移＝ＮＷＥＣＯ９

生活習,噴病（悪`性新生物、心疾患、脳血管疾患）による死亡数の死亡数全

体に対する比率－１０：参考指標

`性、部位別悪,性新生物の年齢調整死亡率の推移の推移一ＮＷＥＣＯ９

各がんの早世の件数の男女比較－６５歳未満（千葉県、図表１６，９）

各がんの早世係数の男女比較－６５歳未満（千葉県、図表２０，９）

乳が｢ん:検診受診率/子皀富力乳んｊ検診受診率１１(大:阪府く上施策､_図

÷101:■成果目標 P~￣ゴ.I

7亀①卓ｴﾘｕ３）
丸~~■･UUU､

妊婦健康診査助成人数（)||西市、主な指標,74）

妊婦歯科検診参加者数（()||西市、主な指標,74）

妊娠11週以下での妊婦の届出率－１０：成果目標

出生１万人当たりＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）病床数－１０：成果目標

不妊治療を受ける際に患者が専門家のカウンセリングが受けられる害'|合

－１０：成果目標

不妊専門相談センター－１０：成果目標

妊娠中の喫煙・飲酒－１０：成果目標

出産後１か月時の母乳育児の害'１合一１０：参考指標

』性別自殺者数三の推移の推移)÷ＮＷＥＣＯ９

人工妊娠中絶実施件数（１０代、２０代､３０代）－１０：参考指標
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１１６

１２６

１２０

１２７１２８

1２１

１１６

１２１
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[ＬＬ 「
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1１６

４２４

425

426

4２７

428

429

430

4３１

432

433

４３４

435

４３６

４３７

４３８

４３９

440

４４１

年令階級別人工妊娠中絶実施率の推移一ＮＷＥＣＯ９ 116

性別HIV/ＡＩＤＳ報告数の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1２６

性、主な`性感染症別報告数と若年者の占める害||合の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1２０

性感染症擢患率L<十１？(性器クラ
ーー………………＿…………………ネ…－－…:X：－－＝

欝灘1蕊議)ililll;llil(蕊蕊|当iた;り'|鰯

ラミジア:：ﾐﾐ鱸性器へルペス；蔦尖圭。Iンジ）亘蕩刀宝刀ミニi;;j淋

;霧篝敷濯－１ｏ：参考指標

厚労

基本健康診査の男女別受診率（北海道、参考図表４５，９２）（千葉県,99）

市内医療機関における女`性専用外来の設置状況()||崎市､2008年次報告書、

14）

`性と生殖に関する健康と権利に関する講座の実施状況（講座数、日数、

性別参加延べ人数）（)||崎市、２００８年次報告書、１４）

医療施設・病床数の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1２７，１２８

常簿診療'体制が確保されて いる小児救急医療権数－３ｼ101:/成果 目 標 厚労

就業女,性医師数－１０：参考指標 1２１

助産師数－１０：参考指標 116

院内助産所数・助産師外来数－１０：参考指標 厚労

専門的職業：医師－１０：参考指標 1２１

専門的職業：歯科医師－１０：参考指標 1２１

性､了病院。診療所、内科・外科・小児科・産婦人科別医師数と女性書'|合の

推移＝ＮＷＥＣＯ９

1２１

性、就業場所別就業している保健師・看護師・準看護師数と女』性害'|合の椎

移一ＮＷＥＣＯ９

116

'性、就業場所別就業している看護師（看護婦・看護士）数と女性書'１合の椎

移一ＮＷＥＣＯ９

116

都道府県〈脳血管疾患標準化死亡率、乳がん標準化死亡率、自殺年E令調整

死亡率、自殺者数、小児科従事医師数、産婦人科・参加従事医師数、療養

病1床;数;〈i蕊医療施;設円の;医;師数:《蕊:無医：地区数ﾍﾊﾟﾐiH工就業看i護:士数沁藏Ｎｖｍｑｏ９
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4４３
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4４７

448

４４９

４５０

4５１

452

4５３

454

4５５

456

Ⅲ
安
全
・
犯
罪

自!;;然L災i害蕊事故種類別発ｉ生件数::iiiﾐ）し死者互行方不Ｉ明;数お;よ;ぴ負l傷者｛ぬ：推移
村牢や悸廿 ＮＷＥＣＯ９

子育てバリアフリーに関する指標（特定道路におけるバリアフリー化率／

重点整備地区内の主要な生活関連経路における信号機等のバリアフリー化

率／旅客施設のバリアフリー化率／園路及び広場のバリアフリー化され

た都市公園の害'|合／不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリア

フリー化率）－５：参考指標

'性、年齢、状態別若年層と高齢者層の交通事故死亡者および負傷者一
ＮＷＥＣＯ９

学校、病院等における耐震措置終了率

女性委員::鐙il1lliillllな1猟都道1府;県；防己i災会議のL数/畠l4Ii:丁成果 目標

全国の女'性消防団員数－１４：成果目標

警察相談窓口に寄せられた相談件数(大阪、プラン、図６－②－３，１１１）

刑事手続き（一般升||法犯）の流れ別件数・人員数一ＮＷＥＣＯ９

一般刑法犯の認知件数、性別検挙人員数と女,性害||合の推移一ＮＷＥＣＯ９

５カ国における主要な犯罪の認知件数・発生率の推移一ＮＷＥＣＯ９

少年一般刑法犯の性別検挙人員・'性別比の推移一ＮＷＥＣＯ９

`性、罪名、成人・少年別一般刑法反、特別刑法犯検挙人員数と女'性害'|合

－ＮＷＥＣＯ９

ひったくり認知件数の推移（大阪府、施策、図５－②、106）

児童虐待相談受付件数・被虐待児年齢（兵庫県、Ｈ２２白書,13）

児童虐待に係る事件の加害者と被害者の関係一ＮＷＥＣＯ９

警察
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1１７

一コ＿

４５７

４５８
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4６１
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4７１

472

4７３

474

4７５

476

4７７

４７８

４７９

480

4８１

482

483

484

4８５

486

4８７

488

4８９

490

4９１

492

児童ポルノ事犯の検挙件数－９ 参考指標 1４０

児童相談所における性的虐待相談対応件数－９ 参考指標 9３

1４０

成人一般刑法犯の刑事司法各処遇段階の性別比の推移一ＮＷＥＣＯ９ １４０ ， １４３．１４６

`性、罪名別新受刑者数一ＮＷＥＣＯ９ 1４６

`性別収監者数

人が被害者となった一般刑法犯認知件数・被害発生率の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1４０

1４０

強姦の認知件数－９ 参考指標 1４０

強制わいせつの認知件数－９：参考指標
、

1４０

'性犯罪指定捜査員等として指定された女性警察官・職員数－９：参考指標 1５４

都道府県労働局雇用均等室に寄せられたセクシュアル・ハラスメント

に関する相談件数－９ 参考指標

5８

全学的に教員に対し、学内におけるセクシュアル・ハラスメント防止の

ための対策を実施している大学の害'|合一９：参考指標

8８

`性犯罪被害に関する相談を受けていることを明示して相談を行ってい

る男女共同参画センター－９：成果目標

1５５

,性犯罪相談件数（千葉県、図1-1-1-(1)２５）

県内公立学校における生徒、職員に対するわいせつ行為及びセクシュア

ル・ハラスメント行為（千葉県、表1-1-1-(11),33）－千葉県教育庁職員課

主訴別一時保護の状況の推移（大阪府助成相談センター）（大阪，プラ

ン、図６－②-1-2,110）

高)齢者虐待 墓被虐待者'１;lilil(兵庫l県蕊H22白｣書､dl6）

夫(内Ｉ縁:1を角 <i:<;?:註） 鰯;ら÷÷l；の:暴力i検i拳件数=;i琵相i談数｣の推移i等lNWECO9 1４９

配偶者からの暴力の頻度と性別被害者数一ＮＷＥＣＯ９ 1４７

ＤＶに関する相談件数（千葉県、表1-1-1-(3),27）－男女共同参画課

ＤＶに関する専門相談件数（千葉県、表1-1-1-(4),27）－男女共同参画課

札幌地方裁判所における保護命令発令件数、保護命令事件新受件数

(札幌市、Ｈ２１年次報告書、図56-1,2,48）

市町村における配偶者暴力相談支援センターの数－９：成果目標 １４８

配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数－９：参考指標 1４９

警察における配偶者からの暴力に関する相談の対応件数－９ 参考指数 1５３

地方公共団体からの民間シェルターへの財政支援額－９ 参考指数 1５１

配偶者暴力防止基本計画を策定している市町村数－９：参考指数 1５０

配偶者暴力防止法に基づく－次保護件数－９：参考指数 1５５

配偶者暴力防止法に基づく保護命令事件の既済件数－９：参考指数 最高裁

配偶者暴力相談支援センター証明発行件数（札幌市、Ｈ２１年次報告書、

図572,48）

市内民間シェルターへの財政支援の状況（川崎市、２００８年次報告書、１３）

一時保護利用者数と児童数（千葉県、表1-1-1-(5),27）－男女共同参画課

｢出会い系サイト」に関連した事件検挙状況（千葉県、図1-1-1-(4)，

26)-千葉県警

ストーカー事実に関する認知件数の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1５２

ストーカー行為等の認知件数及び措置状況(千葉県、表1-1-1-(2))26）

千葉県警、東京都、データ２０１０，１０２全国：警察庁と都：警視庁）

1５３
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|▼Ilｏｌ
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１６１

１５９

１５９

１６３１６７
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１６３１６７

１６３１６７

１５９
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1１８

4９３

494

495

496

497

498

499

500

5０１

502

503

売春防止法違反送致状況（千葉県、図'-1-1-(2),25）－千葉県警

売春防止法違反検挙件数－９：参考指標

売春関係事犯要保護女子未成年者数の推移一ＮＷＥＣＯ９

婦人相談員の設置数－９ 参考指標

風俗関係事犯に関与した外国人女,性の国別検挙の状況(千葉県、表

1-1-1-(3),25)-千葉県警

人身取引事犯の検挙状況の推移－９：参考資料、ＮＷＥＣＯ９

市町村消防職員に占める女'性管理職員（千葉県、表'-1-1-3-(2),35）県男女
共同参画課

市町村消防職員の性別採用状況（千葉県、表'-1-1-3-(3),35）県男女共同参
画課

市町村における防災会議'性別委員数（千葉県、表１１－１－３(3),35）県男女共同参

画課

市の保育職・看護職に占める男性比率（川崎市、２００８年年次報告書,6）

都道府県〈|)｣111(交通｣蟻鹸蕊鱒議(十ヂー穀刑法魂く認知件数帝件数《１ｍI発生率Ｉ貢輔

検挙件数（:::性別検挙人員〈!〈女性割合＞、殺人認知件数〈強姦認知件数、

人口ｌｉｌ１０<万人?あ；た１通i警察鴦数〉
：漁PP
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警察庁
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5１１
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5１７
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519
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5２１

522

5２３

524

525

526

5２７

528

529

530

、
意
思
決
定

世界の女`性議員書Ｉ合の推移一ＮＷＥＣＯ９ IＰＵ

地域別・両院別女'性議員書||合一ＮＷＥＣＯ９ IＰＵ

上院・下院別国会議員数.女`性議員書１１合の国際比較一ＮＷＥＣＯ９

衆議院立候補者｡』l/１１当選者■乙女`性割合の推移一ＮＷＥＣＯ９

IＰＵ

1６０

参議院立候補者１口#１１１１当選者■が女性割合の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1６１

衆議院議員の候補者に占める女,性害'|合一１：成果目標 1６０

参議院議員の候補者に占める女`性書Ｉ|合一１：成果目標 １６１

国会議員選挙における性別投票率推移一ＮＷＥＣＯ９ 1６１，１６２

性・年齢階級別衆議院議員選挙投票率一ＮＷＥＣＯ９ 1６１

衆議院の女`性書'|合一１：参考指標 1５９

参議院の女』性書'１合一１：参考指標 1５９

内閣別女性大臣・畠'１大臣・大臣政務官数と女性書１１合一ＮＷＥＣＯ９ 1５９

内閣総理大臣・国務大臣の女』性書'1合一１：参考指標 1５９

内閣官房長官・畠'１大臣の女'性割合－１：参考指標 159

大臣政務次官－１ 参考指標 1５９

'性別統一地方選挙の投票率の推移一ＮＷＥＣＯ９ 1６３

鱗ji灘ご蕊
都道府県議会女』性書'|合一１：参考指標 1６３，１６７

市区議会女'性書'１合一１：参考指標 1６３，１６７

町村議会女`性書'|合一１：参考指標 1６３，１６７

都道府県知事－１ 参考指標

!j鱗霧灘：
163,167

市区長－１：参考指標 1６３，１６７

町村長－１：参考指標 1６７

国の審議会等委員に占める女性の害'１合の推移－１：成果目標、ＮＷＥＣＯ９ 1５９

国の審議会等専門委員に占める女性の害'|合一１：成果目標 1５９

法律に基づいて配置されている委員・相談員の数.女'性割合一ＮＷＥＣＯ９ 1５９
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１１９

￣￣

5３１

532

5３３

534

535

536

5３７

５３８

539
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5４１

542

543

544

5４５

546

5４７
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549

550

5５１

552

553

554
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556

5５７

558

559

560

5６１

562

5６３

564

5６５

566

5６７

都道府県審議会女性割合－１:成果目標

市区町村審議会女性割合÷Ｆ１:､成果目標

政党別役員中の女'性書'1合一１：参考指標

,性別警察官、検察官、裁半|l官、弁護士数の推移一ＮＷＥＣＯ９

'性別指定職相当以上の検事、検事総長・次長検事・検事長、指定職相当以

上の判事、最高裁半'１所半'１事・高等裁半||所長官数と女性書'|合の推移一

ＮＷＥＣＯ９

裁判官の女,性害'|合一１：参考指標

検察官（検事）に占める女性の害'|合一１：成果目標

弁護士に占める女性の害'１合一参考指標

国家公務員採用試験からの採用者に占める女,性の害'|合一１：成果目標

国家公務員採用第１種試験の事務系の区分試験の採用者に占める女'性の

害'|合一１：成果目標

国の地方機関課長・本省課長補佐相当職以上に占める女性の害'１合一１：成

果目標

国家公務員指定職・行政職（－）９級以上の女性の推移一ＮＷＥＣＯ９

国の本省課室長相当職以上に占める女'性の害'|合一１：成果目標

国の指定職相当に占める女`性の害'１合一１：成果目標

都道府県?マノ政令指定都市‘之

推移＝ＮＷＥＣＯ９

おける性別｣地方公務員管理職数丁･丁女性割合の

都道府県の地方公務員採用試験（上級試験）からの採用者に占める女'性の

害'|合一１：成果目標

都道府県の本庁課長相当職以上に占める女'性の害'|合一１：成果目標

市職員係長職候補者試験受験者に占める女性の害１１合（札幌市、Ｈ２１年次

報告書、図１５，２４）

役職別管理職に古'めぅろ女4朧割合ﾄﾖ(札幌市〈Ｈ２１年次報告書、3図１８くｒ２６：
全国数字l多賃金構造基本調査）

独立行政法人等の部長相当職及び課長相当職員の女,性害'|合一１：参考指標

地方公務員女`性書'１合一１：参考指標

'性、職種別県職員（千葉県、表11-1-2-(4),58）

経済同友会役員－１：参考指標

日本経済団体連合会－１ 参考指標

業種別全国団体役員－１ 参考指標

日本商工会議所役員－１：参考指標

全国商工会議所連合会役員－１：参考指標

都道府県商工会議所連合会役員－１ 参考指標

全国中小企業団体中央会役員－１ 参考指標
壌,:5坪?B2B25:fG:B:;:::-:5:=：`F:5Ｊ

都道雁

各種団体・機関等における性別会員数および役員数一ＮＷＥＣＯ９

日本労働組合総連合会（連合）役員－１：参考指標

連合傘下の労働組合における中央執行委員－１ 参考指標

全国労働組合総連合会（全労連）役員

農業委員・農業協同組合・漁業協同組合への女'性の参画状況の推移
－ＮＷＥＣＯ９

全国農業協同組合中央会役員に占める女'性の害'|合一６ 参考指標
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1５９
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１５９

1２０
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569
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5７１
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5７７
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579
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5８１

582

583

584

586

5８７

588
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5９１

592

5９３

594

595

596

5９７

598

5９９

600

6０１

6０２

603

604

605

606

全国農業組合連合会役員に占める女性の害Ｉ合一６：成果目標 1５９

農業協同組合役員 1５９

農業委員会、農業協同組合における女性が（役員に）登用されていな

い組織数－６：成果目標

1５９

指導農業士等に占める女'性の害１１合一６：参考指標 １５９

全国森林組合連合会役員に占める女性の害'１合一６：参考指標 1５９

1５９

輻鐇謡｡.;.''口癖謡.:報福.;.:.;・冠

;漁業鰯同組合役員！
:22鴬j$篭l藍雰辮:目洸::騨甑写需:鐸;与蓉瀞:轄蒋鐸:鐘戦蕊澪iFHB蕗z韓乾：

1５９

日本公認会計士協会役員－１ 参考指標 1５９

日本公認会計士協会地域会役員－１ 参考指標 1５９

公認会計士－１：参考指標 1５９

都道府県及び市町村の教育委員会のうち、女性の教育委員を１人以上

含む教育委員会の害I|合一１１：成果目標

文科

全日本医師会役員－１０：参考指標 1５９

都道府県医師会役員－１０：参考指標 1５９

日本歯科医師会役員－１０：参考指標 1５９

都道府県歯科医師会役員－１０：参考指標 1５９

日本薬斉|l師会役員－１０：参考指標 1５９

都道府県薬剤師会役員－１０：参考指標 1５９

日本獣医師会－１ 参考指標 1５９

地方獣医師会役員－１ 参考指標 1５９

日本オリンピック委員会役員－１０：参考指標 1５９

日本体育協会役員－１０：参考指標 1５９

獣医師－１：参考指標 1５９

女性町内会長数と女`性害'|合一１４：成果目標 1５９

日本ＰＴＡ全国協議会役員に占める女`性の害11合一１４：参考指標 159

都道府県・政令指定都市Ｐ'、協議会役員に占める女性の害'|合一１４：:参考

指標

1５９

PTA会長（小中学校）に占める女性の害||合一１４：参考資料 1５９

千葉県老人クラブ連合会に加入している老人クラブの会長数

(千葉県、表'1-1-1-(2),51）

民間企業役員における女`性の害'|合 １

二・,･･--~-~･~････~､~''一~-.,.-.-一･･････････い････'1,-････,,｡:1用.7.---:---1

当｢該都道府;県鑓本社を置十ぐi丁中小企業のI役員にお ナjる 女性の割
△Ｌ
ロ勢

当該市i区町村瞳本社をi置;;<;沖小企■業の役員に お:け る女,性;の雪Ｉ
△～
に!『:；

民間企業の課長相当職以上に占める女'性の害'1合一１：成果目標 １５９

NPO/ＮＧＯでの幹部職女'性害||合

メディア（新聞、民間放送、日本放送協会）における女性の害'1合、管理職

女'性(Hl7参画白書、神奈)llp､２４で引用）
1５９

記者（日本新聞協会）－１３：参考指標 １５９

日本新聞協会役員－１３：参考指標 1５９

日本新聞協会加盟各社役員－１３：参考指標 1５９

日本民間放送連盟役員－１３：参考指標 1５９

日本民間放送連盟加盟各社役員－１３：参考指標 1５９
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1５９

１５９

１５９

１５９

1２１

－コ

607

608

609

６１０

６１１

６１２

日本放送協会役員－１３：参考指標

在外公館：特命全権大使、総領事の女性書'１合一１５：参考指標

在外公館：公使、参事官以上の女性書'１合一１５：参考指標

国際機関等で働く日本女`性の害I|合の推移一ＮＷＥＣＯ９

国際機関等における専門職以上の日本人職員の女'性書'|合一１５：参考指標

巖譲鑪i蕊iii;;鰯籟爾ｉｉ識;蕊;;;霧､菱議雲F議爾;i:子議雲：鍵答評1;;；Ⅷ蕊i霧蕊妥１雄議欝：
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６３６
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6４１
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Ⅸ
意
識
調
査

｢男女共同参画社会」という用語の周知度－２，１３：成果目標

｢女子差別撤廃条約」という用語の周知度-2,13,15：成果目標

｢仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス)」という用語の周知度

-2,5,13：成果目標

｢男は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方の性、年令階

級別構成害'1合の推移一NWECO9-

｢男は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方の５カ国比較
－ＮＷＥＣＯ９

｢夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に反対する害'１

合一２：参考指標

男女 lZj優遇感謝〈職場蕊;地域蕊1家庭蕊1孝較
1口■.■I■b-J-P

f｡:｡:OB｡:.；Ｆ

岳 政治けﾐ法律){)6ｌｌｆ制度蕊)社会通 念腫 おl職』て）

性別、社会全体の中での男女優遇感の推移一NWECO9-

分野別にみた』性別の男女優越感一NWECO9-

｢社会全体の中で男'性の方が優遇されている」と考える`性別意識の国際

比較一一NWECO9-

ワークライフバランスが達成されているか

仕事．家事・プライベートな時間の優先度一ＮＷＥＣＯ９

家族と一緒に過ごす時間希望一ＮＷＥＣＯ９

仕事への満足度一ＮＷＥＣＯ９

`性、年令階級別結婚の利点意識の推移一ＮＷＥＣＯ９

理由別結婚の利点一ＮＷＥＣＯ９

女'性が理想とするライフコースと予定するライフコース意識の推移一

ＮＷＥＣＯ９

男`性が女,性に期待するライフコース意識の推移一ＮＷＥＣＯ９

専業主婦を望むか否か

仕事を持っていない理由(千葉県、図1-3-1-(9)、４８）

子どもを望むか否か。持つ場合の人数

結(婚1亙蕊牟乢栄満liiifiii芙婦;;iiiiiji運'想'字慾;1i慾1数(あ;構成割合Ｉど平均理想芋iど溶薮jijdi鍵

移識ｊＮＷＨＣＯ９

年令階級別妻が理想の子ども数を持とうとしない理由の分布一ＮＷＥＣＯ９

子どもを育ててよかったと思うこと－ＮＷＥＣＯ９

子どもを育てていて負担に,思うことや悩み－ＮＷＥＣＯ９

夫と妻が同程度以上行っている育児の性別活動の国際比較一ＮＷＥＣＯ９

夫の家事等への協力の度合いについて

男`性の積極的家事参加に必要なこと（仙台市、生活時間調査、図１o）

暴力としての認識
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注）１）①ＮＷＥＣＯ９：ＮＷＥＣ編(2009）『男女共同参画統計データブックー日本の女性と男性2009」、②「９：参

考指標｣、「５：成果目標」はくそれぞれ、『第３次男女共同参画基本計画』の参考指標一第９分野、と第５分野の成

果目標。①、②の指標は全部収録した。その他は、幾つかの地方自治体男女共同参画統計（データブック、白書、

計画、評価書等）から筆者が注目した統計指標を抜粋した。③北海道(2009.3）『第２次北海道男女平等参画基本計

画』、（2010.10)『平成22年度第２次北海道男女共同参画基本計画進捗状況』､④千葉県(2010.3)『平成21年度千

葉県男女共同参画白書｣、⑤東京都(2010)『東京都の男女平等参画データ2010｣、⑥神奈)||県（2008.3）『かながわ

男女共同参画推進プラン（第２次)｣、（2010.2）『平成21年度版神奈)||県の男女共同参画一男女共同参画年次報告

書｣､⑦京都府(2010.12)『ＫＹＯのあけぼのプラン（第３次）－京都府男女共同参画計画中間案｣、⑧大阪符（2010.3）

「大阪府の男女共同参画の現状と施策一自分らしくのびやかに生きることのできる社会をめざして』、⑨兵庫

県(2010.9)『平成22年度ひょうご男女共同参画白書｣、⑩札幌市（2010.3）「男女共同参画さつぼろプランー年次

報告書（平成21年度)、⑪仙台市（2003.3）「男女共同参画に関する事業所実態調査報告書｣、（2006.3）「生活時間

等に関する市民意識及び実態調査』、（随時更新）『男女共同参画関連統計』、⑫川崎市(2009)『川崎市男女平等推進

行動計画一かわさき★かがやきプランー｣、「2008(平成20)年度川崎市男女平等推進行動計画一かわさき☆かが

やきプランー年次報告書』、⑬)||西市(2008）『川西市男女共同参画プランー男女の自立と平等をめざして－後期実

施計画』、特に「第５章：プランの進捗に係る主な指標｣。

2比は源泉になっている統計調査・資料名をさす。この欄には付属表の統計資料一覧の番号を掲げている。

国際比較に関しては資料提供機関を示した。ＵＮ：UnitedNations，.・・・・

社人研：社会保障人口問題研究所の「日本と世界の人ロー人口統計資料｣。なお空白のセルがある。今後を期した

い。

3)d～９列の○や▽等の記号について。「○」は入手可能（データ源あり）、「▽」は、政令指定都市（あるいは、中核
都市、大都市）で入手可能、「△」はデータ源からの集計作業あるいは独自調査によって作成可能あるいは望まし

い、「×」は作成不能、「－」は無関係な指標（作成不要)、をさす。▲は性区分なしの統計あり、を意味する。ｆ

列の●は国際比較、▼は都道府県比較表、■は異なる指標の数値間の関係の分析に関する表あるいは図である。

「▽」の「独自調査によって入手可能」は、こう云ってしまえば、どのようなデータも入手可能になるが、ここ

では、調査の実施例があるか、その調査の実施が期待されるか、調査が比較的容易である場合について、「▽」と

した。なお、全国について作成可能としている場合、政府統計ではなく、民間の業界団体の作成による統計をも、
数は多くないが前提している。

以上の評価はなお、あいまいな点を残している。より明確なものに仕上げたい。

4）一般的には、市区町村（e）で作成可能な指標は、都道府県(c)で、さらに全国(f)でも作成可能である。しかし、
市区町村での地域に密着した男女共同参画の推進に関する指標であり、特に市区町村、そして、都道府県、さら

に全国的に集計可能な場合もあるが、全国集計は作業を要するので、あえて全国レベルのでは必要でないものが

ある。

5）市区町村の市には、政令指定都市や県庁所在地都市や中核都市がある。政令指定都市、次に県庁所在地、そして

中核都市の||頂に、中央政府の公表統計データに含まれているなど、入手可能性が高いケースがある。これらをそ

れぞれ区分して示すべきかとも思うが、ここでは一括した。

1２２

644

645

646

6４７

648

649

650

6５１

６５２

６５３

配ｲ禺者暴力防止法の認知度－９：成果目標

配偶者からの暴力の相談窓口の周知度－９：成果目標

バリアフリーの認知度－８：成果目標

ユニバーサルデザインの認知度－８：成果目標

メディアにおける'性・暴力表現（大阪府、施策、図８．①、116）

男性が家事・育児・介護・地球活動などの参加するために必要なこと

(大阪府、プラン、図2-②-6,87,133）

食育に関心を持っている国民の害'１合（`性別なし）－１０：成果目標

妊娠・出産について満足している者の害'1合一１０：成果目標

母,性健康管理指導事項管理カードを知っている妊婦の害'|合一１０：成果目標
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！ 統計等出所一覧
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１
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ISJ ［
1２３

ヨ

統計調査等 統計調査等

１ 国勢調査 4５ 農林業センサス

２ 住民基本台帳人口移動報告 4６ 漁業センサス

３ 住民基本台帳人口要覧 ４７ 賃金構造基本統計調査

４ 人口動態統計調査 4８ 毎月勤労統計調査

５ 人口動態調査特殊報告 4９ 民間給与実態統計調査

６ 人口動態社会経済面調査 5０ 職種別民間給与実態調査

７ ２１世紀出生児縦断調査 ５１ 国家公務員給与実態調査

８ ２１世紀成年者縦断調査 5２ 地方公務員給与実態調査

９ 人口問題基本調査 5３ 賃金事情等総合調査

1０ 出生動向基本調査 5４ 就労条件総合調査

1１ 人口の動向一日本と世界一人口統計資料 5５ 最低賃金に関する実態調査

1２ 人口推計年報 5６ 能力開発基本調査

1３ 在留外国人統計 5７ 雇用均等基本調査

1４ 出入国管理統計年報 5８ 男女雇用機会均等法施行状況

1５ 外国人登録国籍別人員調査表 5９ 地方公共団体におけるワーク・ライフ・バランス推進

施策に関する調査報告書

1６ 海外在住邦人数調査統計 6０． 次世代育成支援推進法施行状況

1７ 日本の将来推計人口 6１ 育児・介護休業法施行状況

1８ 日本の都道府県別将来推計人口 6２ 労働者健康状況調査

1９ 日本の市区町村別将来推計人口 6３ 労働災害動向調査

2０ 簡易生命表 6４ 労働安全衛生に関する調査

2１ 完全生命表 6５ 労働者災害補償保健事業年報

2２ 都道府県生命表 6６ 脳血管疾患及び虚血性心疾患等（｢過労死」等事案）

の労災補償状況

２３ 日本市区町村別生命表 ６７ 精神障害等の労災補償状況

2４ 国民生活基礎調査 6８ 障害者雇用状況の集計結果

２５ 全国母子世帯等実態調査 6９ 厚生労働省「定例業務統計報告」

2６ 全国家庭動向調査 7０ 労使関係総合調査

２７ 労働力調査年報（基本集計） 7１ 労働組合基本調査

2８ 労働力調査年報（詳細集計） 7２ 労働争議統計調査

２９ 就業構造基本調査 7３ 個別労働紛争解決制度施行状況

3０ 職業安定業務統計 7４ 社会生活基本調査

３１ 雇用動向調査 ７５ 特定サービス産業動態調査

3２ 労働経済動向調査 7６ 家計調査

3３ 雇用構造に関する特別調査 7７ 全国消費実態調査

3４ パートタイム労働者総合実態調査 7８ 農業経営実態調査

3５ 派遣労働者実態調査 7９ 農業構造動態調査

3６ 労働者派遣事業報告集計結果 8０ 家族経営協定に関する実態調査

3７ テレワーク人口実態調査 8１ 学校基本調査

3８ 有期契約労働に関する実態調査 8２ 学校教員統計調査

3９ 船員労働統計調査 8３ 初任者研修実施状態調査

4０ 農業経営改善計画の営農類型別認定状況 8４ 社会教育調査

４１ 農村女'性による起業活動実態調査 8５ 地方教育費調査

４２ 事業所・企業統計調査 8６ 子どもの学習費調査

４３ 工業統計調査 ８７ 職場体験・インターンシップ実施状況等調査結果

４４ 商業統計調査 ８８ 大学における教育内容等の改革状況について
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統計調査等 統計調査等

8９ 科学技術研究調査 1２９ 学校保健調査

9０ 女性関連施設データベース 1３０ 地域保健・健康増進事業報告

９１ 所得再分配調査結果 1３１ 自殺の概要

9２ 被保護者全国一斉調査結果報告書 1３２ 交通事故統計年報

9３ 社会福祉行政業務報告 1３３ 水害統計調査

9４ 社会福祉施設等調査報告 1３４ 火災年報

9５ 児童養護施設入所児童等調査 1３５ 消防年報

9６ 保育所の状況について 1３６ 消防防災・震災対策現況調査

9７ 訪問看護統計調査 1３７ 公共交通事業者からの公共交通移動等円滑化実績報告書

9８ 年金制度基礎調査 1３８ 都市公園等整備現況調査

9９ 健康・福祉関係サービス需要実態調査 1３９ 建築統計年報

1００ 身体障害児・者実態調査 1４０ 犯罪統計書（「平成○○年の犯罪」）

1０１ 知的障害児・者実態調査 1４１ 少年の補導及び保護の状況

1０２ 障害者自立支援法における障害者相談支援

事業の実施状況等について

1４２ 少年非行等の概要

1０３ 障害者雇用実態調査結果 1４３ 司法統計年報

104 介護サービス世帯調査 １４４ 検察統計年報【民事・訴訟・人権統計年報1,11】

1０５ 介護給付費実態調査 1４５ 保護統計年報

1０６ 介護事業経営実態調査 1４６ 矯正統計年報1,11

107 高齢者虐待の防止､高齢者の養護者に対する

支援等に関する法律に基づく対応状況等に

関する調査

1４７ 女`性に対する暴力調査(内閣府）

108 介護労働実態調査 1４８ 配(禺者暴力相談支援センターに関する,情報

1０９ 介護保険事業状況報告 1４９ 配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの

暴力が関係する相談件数

110 老人保健福祉計画等統計調査 1５０ 配偶者暴力防止法に基づく基本計画策定状況

1１１ 事業年報（社会保険庁） １５１ 地方公共団体～民間シェルターへの財政支援額

112 バリアフリー・ユニバーサルデザインの椎

進・普及方策に関する調査研究報告書

1５２ ストーカー事案対応状況について

113 公的年金加入状況等調査報告 1５３ ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案の対応状

況について

1１４ 国民年金被保険者実態調査 1５４ 女`性警察官の,性犯罪指定捜査員等

1１５ 国民健康・栄養調査 1５５ 男女共同参画センターにおける'性犯罪被害者からの

相談対応に関する調査

1１６ 保健・衛生行政業務報告 1５６ 人身取引事犯について

117 患者調査 1５７ 婦人保護事業実施状況報告

1１８ 保健福祉動向調査 １５８ 女`性の人権ホットライン統計資料

119 糖尿病実態調査 1５９ 女'性の政策・方針決定参画状況調べ

１２０ 感染症発生動向調査 1６０ 衆議院議員通常選挙結果調

1２１ 医師・歯科医師・薬斉11師調査 １６１ 参議院議員通常選挙結果調

1２２ 乳幼児身体発育調査 １６２ 衆議院議員総選挙・最高裁半'１所裁半||官審査結果調

1２３ 健やか親子２１を推進するための母子保健'情

報の利活用に関する研究

1６３ 地方選挙結果調

1２４ 地域保健・老人保健事業報告 1６４ 地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調

1２５ 循環器疾患基礎調査 1６５ 女`|生国家公務員の採用･登用の拡大状況等のフォロー

アップの実施結果

1２６ エイス発生動向調査 １６６ 地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果

1２７ 医療施設（静態）調査 1６７ 地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は

女`性に関する政策の進捗状況

1２８ 医療施設（動態）調査 1６８ 一般職の国家公務員の任用状況調査報告



注：①この統計調査等の配列・番号を変えると、参考資料５の全体のｃ欄、さらに表３－２，３－３のｃ欄の書き換えが

必要になるので、この表作成の途中から、最後に新たな必要統計資料を追加していくことにした。②このため、こ

の統計資料一覧は、系統的配列にはなっていない。③また関連統計資料を網羅したとはいえず、重要な関連統計を

落としているかと思う。④掲げている資料も、統計集、記者会見資料等を含み、原資料名を明記するに至っていな

い。原資料の明示とともに、二次（統計集)、三次文献（白書など）での掲載状況も示すことができれば、一般の利

用者にとっては便利になるだろう。⑤さらに、統計調査の改廃・統合がひんぱんに行われる中、資料名をふくめて、

現行のものでないものもあろう。これらを含めて、この参考資料５は、暫定的なものである。

1２５

－－勺

統計調査等 統計調査等

1６９ 農業委員会及び農業会議実態調査 1７７ 統計集統計でみる市区町村のすがた

１７０ 農林水産省統計表 1７８ 一般職の国家公務員の育児休業等実態調査及び仕事

と育児の両立支援のための休暇制度の使用実態調査

1７１ 男女共同参画社会に関する世論調査 1７９ 就業形態の多様化に関する実態調査

1７２ 障害者に関する世論調査 1８０ 地域児童福祉事業等調査

1７３ 男女の働き方と仕事と生活の調和(ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ.

ﾊﾞﾗﾝｽ）に関する調査

1８１ 地域保健医療基礎調査

1７４ 食育の現状と意識に関する調査 1８２ 厚生労働省，定例業務報告統計

1７５ 統計集：統計でみる都道府県のすがた 1８３ 厚生労働省科研費「健やか親子２１を推進するための

母子保健情報の利活用に関する研究」

1７６ 統計集社会生活統計指標一都道府県の指

標

1８４ 厚生労働省｢労働時間等の設定の改善の促進を通じた

仕事と生活の調和に関する意識調査」



統計研究参考資料(最近刊行分）

号数 刊行年月日タイトル

統計の品質(4)－１ＭＦ･品質サイトとQ2004を中心に

中国国民経済計算体系2002

韓国｢統計法｣改正

日中韓2000年産業別購買力平価の推計

統計の品質論(5)－Ｑ２００６と2006サテライト会議から(翻訳と関係論文）

Eurostat:世帯生産と消費一世帯サテライト勘定の方法と提案

中国国家統計局｢都市家計調査｣の家計収支項目分類の変遷に関する研究

中国産業連関表のデフレータと実質化

ロシア人ロセンサスの調査環境

統計の品質論(6):論文と翻訳一ESSの統計品質論と実践

第18回国際労働統計家会議における｢労働時間測定決議」

ビジネス･レジスター勧告マニュアル

統計の品質論(7)フィンランド統計局:政府統計の品質ガイドライン

世界銀行の中国購買力平価の推定方法､結果及び問題に関する研究

欧州統一生活時間調査(ＨＥＴＵＳ)ガイドライン-2008年版(翻訳と解説）

統計に品質論(8)Q2008と2008国際統計機関の統計データ品質会議/主要国

-カナダでの統計品質論と実践の展開(翻訳と解説および論文）

UNECEのジェンダー統計一ウエブサイト関連会議と報告(翻訳）

フランスの１９８０年代における企業統計の展開とビジネス･レジスター(翻訳）
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統計研究参考資料Ｎｏ．１１１

地方ジェンダー(男女共同参画)統計書の作成と

活用そのＩ（暫定版）
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